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「都市計画法に基づく開発許可等事務の手引」について 

  

行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、開発許可制度を適切に運用していくため

に「都市計画法に基づく開発許可等事務の手引」を作成するものです。 

なお、本手引については、行政手続法第５条に基づく審査基準として使用するものも含んでい

ます。 
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第１章 開発許可制度の概要 

１．開発許可制度の趣旨 

昭和３０年代に始まる我が国経済の高度成長とそれに伴う産業構造の高度化は、全国的に産

業と人口の激しい都市集中をもたらし、広範囲な都市化現象を引き起こした。ことに大都市周

辺部においては旺盛な宅地需要が生じ、開発に適しない地域においても、いわゆる「バラ建ち」

のような単発的開発が行われ、農地、山林等が蚕食的に宅地化されることによる無秩序な市街

地拡散現象－いわゆるスプロール現象－が生じ、不良市街地の形成、公害の発生、公共投資の

非効率化、農業の荒廃といった種々の弊害がもたらされた。 
このスプロールの弊害を除去し、都市住民に健康で文化的な都市生活を保障し、機能的な都

市活動を確保するためには、土地利用を土地所有者の恣意に任せず、公共の利益のため一定の

制限の下に置くのが合理的であるという基本理念に基づき総合的な土地利用計画を確立して、

その実現を図ることが求められてきた。こうした社会的、時代的な要請を受けて、都市計画法

の大幅な改正（昭和４３年６月１５日公布）が行われ、開発を秩序づけて市街地の拡大に計画

的方向を与えるため、都市地域を市街化区域と市街化調整区域とに区分し、段階的かつ計画的

に市街化を図っていくこととされた。そしてこの制度を担保するものとして設けられたものが

開発許可制度である。すなわち、開発許可制度とは主に都市計画区域において、主として建築

物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更（開発行為）を

許可の対象にして、これにより開発行為に対して一定の水準を保たせるとともに、市街化調整

区域内にあっては一定のものを除き、開発行為及び建築物を建築すること（建築行為）を制限

して、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ろうとするものである。 
開発許可制度は、施行から５０年以上経過したが、その間に我国の社会経済情勢は変化し、

人口、世帯数のピークを今世紀初頭に迎え、土地利用規制や宅地供給のあり方も変わりつつあ

る。また、平成１２年の改正では、道路などの基準について、地方自治体の条例により一定の

強化・緩和が可能になり、今後、開発許可制度は、担い手を地方自治体に移しつつあるといえ

る。また、平成１８年の改正では、我が国が人口の減少・超高齢化社会を迎える中、これまで

の都市の拡大を前提とした都市計画制度の考え方が転換され、都市機能の無秩序な拡散に歯止

めをかけるべく、市街化調整区域における開発許可基準のうち大規模計画開発であれば許可で

きることとする基準の廃止、病院等特定の公共公益施設の開発許可への追加等、広域的都市機

能の適正立地が図られるよう必要な見直しが行われた。 

２．茅ヶ崎市における開発許可制度の施行 

 茅ヶ崎市は、東京から西に５０ｋｍあまりの神奈川県の中南部「湘南」の中央に位置し、南

側には約６ｋｍにわたる海岸線が広がり、北部には緑豊かな里山の自然などが残る丘陵地が広

がっている。市域は３５．７６㎢、四季を通じて温暖な気候ということもあり、特に昭和３０

年代半ばから首都圏への産業と人口の集中に伴い、その恵まれた地理的、社会的条件から住宅

都市化が促進され、現在では、人口は２４万人を超えている。 
昭和４４年６月１４日に新都市計画法が施行され、神奈川県において昭和４５年６月１０日

に市街化区域と市街化調整区域に区分する線引きが行われ、この日から開発行為を行う場合に

は事前に知事の許可を必要とする開発許可制度が発足した。 
 その後、昭和６１年に茅ヶ崎市は、事務処理市として開発許可事務等の権限を委譲され、平

成１５年４月には、開発許可等の事務を市長が行う特例市として、開発許可制度を運用してい

る。 
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年　月　日

昭和３９.１０.  １ 「住宅地造成事業に関する法律」施行（３９．７．９公布）

　４０.１０． １ 「神奈川県住宅地造成事業に関する法律施行細則」施行（４０．９．１５公布）

４４. ６.１４ 「都市計画法」施行（４３．６．１５公布）

４４.１０.  １ 「神奈川県開発審査会条例」公布・施行（４０．９．１５公布）

４５. ４.  １ 神奈川県建築部開発指導課発足

４５. ５.３０ 「神奈川県都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する細則」公布・施行

４５. ６.  ９ 「神奈川県開発登録簿閲覧規則」公布・施行

４５. ６.１０ 県内に市街化区域と市街化調整区域が定められ、開発許可制度が発足

４５. ８.２０ 「神奈川県開発審査会提案基準」制定

４７. ７.２５ 「神奈川県開発審査会包括承認基準」制定

４８. ４.２１ 租税特別措置法の一部改正により、優良宅地認定制度発足

４９. ３.３０ 「神奈川県租税特別措置法に基づく優良な宅地の造成の認定及び優良な住宅の新

築の認定に関する規則」公布・施行

４９. ４.　１ 県央地区１１市３町（当時１０市４町茅ヶ崎市含む）について、開発行為規制規

模引下げ

５０. ４.　１ 都市計画法一部改正施行（４６．６．１公布）特定工作物、未線引区域内の開発

許可、既存宅地確認制度の新設等

５６. ４.２５ 都市計画法一部改正施行（５５．５．１公布）地区計画制度の創設等

５８. ７.　１ 都市計画法施行令一部改正施行（５８．５．１３公布）市街化調整区域内の大規

模開発の規模要件に係る特例

６１. ４.　１ 茅ヶ崎市が開発許可事務等の「委任」を受ける

６３. ４.　１ 市街化調整区域内の大規模開発の規制要件を５ｈaにする

６３. ８.１３ 「大都市地域における優良宅地開発の促進に関する法律」施行

平成  ５.　６.２５ 都市計画法一部改正施行（４．６．２６公布）自己業務用への道路基準等の適用

　６.１０.　１ 「行政手続法」（５．１１．１２公布）茅ヶ崎市開発許可等審査基準及び標準処

理期間を定める

 １０.１１.２０ 都市計画法一部改正施行（法第３４条第８の２号に地区計画が導入）

１２. ４.　１ 都市計画法が機関委任事務から「自治事務」へ移行

１３. ５.１８ 都市計画法一部改正施行（１２．５．１９公布）法第３３条に基づく技術基準の

弾力化、法第３４条第８の３号、第８の４号の創設及び法第４３条第１項６号

（既存宅地確認制度）の廃止、都市計画区域外における開発許可制度の導入

１４. ４.　１ 「茅ヶ崎市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」施行

（法３４条第８の４号に基づく条例）

１５. ４.　１ 茅ヶ崎市が地方自治法第２５２条の２６の三第一項の「特例市」となる

「茅ヶ崎市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の一部改正」施行

（政令第３１条ただし書きの規定５haとする）

「茅ヶ崎市開発審査会条例」施行

「茅ヶ崎市開発審査会条例施行規則」施行

「茅ヶ崎市開発行為等取扱規則」施行

「茅ヶ崎市租税特別措置法に基づく優良な宅地の造成の認定及び優良な住宅の新

築の認定に関する規則」施行

１６. ６.　１ 「茅ヶ崎市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の一部改正」を

施行（１６．３．２６公布）

「茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続及び基準等に関する条例・規則」を施行

（１６．３．２６公布）

 １９.１１.３０ 都市計画法一部改正施行(１８．５．３１公布）(社会福祉施設、医療施設、学校

(大学、専修学校及び各種学校を除く。)庁舎等に係る開発行為について開発許可

への対象化、旧法第34条第10号イの廃止等。)

２４. ３.２８ 「茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続及び基準等に関する条例及び都市計画法に

基づく開発許可等の基準に関する条例」の一部改正公布・施行

２９. ４.　１ 「茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続及び基準等に関する条例」の一部改正施行

記　 　事

開発許可制度等の変遷
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R7.4.1 に盛土規制法の規制区域に茅ヶ崎市全域が指定され、盛土規制法による規
制を開始

７. ４.　１

宅地造成等規制法の抜本改正（R4.5.27 公布）（法律名が宅地造成及び特定盛土
等規制法（通称：盛土規制法）へ、経過措置期間は 2 年が経過する日又はその日
までに盛土規制法による規制区域が告示される前日まで）

５. ５.２６

都市計画法の一部改正（R2.6.10 公布）（災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止
に自己業務用施設を追加、及び市街化調整区域の浸水ハザードエリア等における開発
許可の厳格化）

令和  ４.　４.　１
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一定規模以上で『その他協議を必要とするもの』

≒ 〇宅地造成及び特定盛土等規制法(神奈川県)

〇神奈川県環境影響評価条例（神奈川県）

〇土壌汚染対策法（0.3ha以上・茅ヶ崎市）

〇神奈川県土地利用調整条例（1ha以上・神奈川県）

〇地球温暖化対策推進条例（神奈川県）

（法第３２条） 〇茅ヶ崎市土地利用基本条例（0.5ha以上・茅ヶ崎市）

〇土砂災害防止法（神奈川県）

〇農地法（神奈川県）

〇県警本部管轄警察署との協議

（法第３５条）

（法第４６条）

（着手届提出） （法第３５条の２）

（法第３３条）

（法第３５条） （法第３５条）

（法第３６条）

（法第５０条）

（法第３６条）

（法第４６条）

（法第３６条）

３．開発許可事務の流れ概要図

（１） 法第２９条第１項 市街化区域の開発行為

事　前　相　談

公共施設の管理者
の同意・協議

許 可 申 請
（法第２９条第１項）

（法第３３条） （法第３５条）

審　 　　査 不許可
（法第５０条）

開発審査会への審査請求

許　　可

やむを得ず建築工
事と並行するもの

開発登録簿調製

工事着手（法第３７条）

建築制限解除 変更許可申請

審査
中間検査

審査
承認

建築工事着手 許可 不許可

工 事 完 了

（完了届提出） 開発審査会へ
の審査請求

不適合 完 了 検 査

開発登録簿への登載適　 　　合

検査済証交付
・完了公告

建築工事着手
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一定規模以上で『その他協議を必要とするもの』

≒ 〇宅地造成及び特定盛土等規制法(神奈川県)

〇環境影響評価条例（神奈川県）

〇土壌汚染対策法（0.3ha以上・茅ヶ崎市）

〇地球温暖化対策推進条例（神奈川県）

〇神奈川県土地利用調整条例（1ha以上・神奈川県）

〇茅ヶ崎市土地利用基本条例（0.5ha以上・茅ヶ崎市）

〇土砂災害防止法（神奈川県）

〇農地法（神奈川県）

〇県警本部管轄警察署との協議

 (法第４３条第１項)  （法第２９条第１項）

（法第３３条）

（法第３５条）

（法第３５条） （法第５０条） （法第３５条）

市街化区域と同じ手続

建築確認申請

既存宅地確認制度は、平成１２年５月１９日に公布された都市計画法及び建築基準法の一部を改正
する法律に基づき、同法が施行された平成１３年５月１８日に廃止されました。

開発審査会への審
査請求

許　　可 許　　可

令３６条第１項第３号ハ

令３６条第１項第３号ホ 法第３４条１４号

建築許可申請

開発行為のあるもの

開発許可申請

法第３２条による公共施設
の管理者の同意・協議

不許可

法第３４条１２号

開発行為のないもの

事前相談

（２） 法第２９条第１項市街化調整区域の開発行為・法第４３条第１項市街化調整区域の建築行為

審 査 審 査

開発審査会の議

開発許可等の基準
に関する条例
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第２章  

用語の解説及び運用 



第２章 用語の解説及び運用 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）に基づく開発許可制度の適正な運

用を図るために、別に定める基準において使用される主な用語について、その内容の解説及び運用

を示したものです。 

なお、各項目の末尾の括弧内に、当該用語が使用されている条文や取扱いの根拠を示しました。 

１．都市計画区域 

 次のいずれかに該当する区域として、指定された区域をいう。 

（１）市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含

み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他についての現況及び推

移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域 

（２）首都圏整備法等による都市開発区域その他新たに住居都市、工業都市その他の都市として開

発し、及び保全する必要がある区域 

（法第５条第１項、第２項） 

２．線引き 

 都市計画区域について、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、市街化区域と

市街化調整区域に区分することをいう。 

(法第７条第1項) 

３．市街化区域 

次のいずれかに該当する区域をいう。 

（１）都市計画区域のうち、すでに市街地を形成している区域 

（２）都市計画区域のうち、当該都市計画決定後おおむね１０年以内に優先的かつ計画的に市街化

を図るべき区域 

 （法第７条第２項） 

４．市街化調整区域 

都市計画区域のうち、市街化を抑制すべき区域をいう。 

（法第７条第３項） 

５．市街化調整区域に関する都市計画の決定の日 

市街化調整区域に関する都市計画の決定の日とは、都市計画区域について無秩序な市街化を防

止し、計画的な市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域との区分が定められた昭和４５

年６月１０日又は当該都市計画の変更により新たに市街化調整区域となった日をいう。 

 （法第７条第１項） 

６．敷地 

一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 

 （建築基準法施行令第１条第１号） 

７．開発区域 

開発行為をする土地の区域をいう。 

（法第４条第１３項） 

８．建築物 

 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの（これに類する構造のもの

を含む。）、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内

に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設（鉄道及び軌道の線路敷地内の

運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上屋、貯蔵槽その他これらに類する施設

を除く。）をいい、建築設備を含むものをいう。 

 （法第４条第１０項） 

（建築基準法第２条第１号） 
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９．仮設建築物 

次のいずれかに該当する建築物をいう。 

（１）短期間に除去しなければならない建築物で建築基準法第８５条の許可を受けたもの 

（２）工事を施工するために現場に設ける事務所、資材倉庫等の建築物 

（法第２９条第１項第１１号、同施行令第２２条第１号） 

（建築基準法第８５条） 

１０．建築 

（１）建 築 

建築物を新築し、増築し、改築し又は移転することをいう。 

（２）新 築 

新たな建築物の建築で増築、改築又は移転に該当しない建築をいう。 

（３）増 築 

既存の建築物の床面積を増加させることをいい、次のいずれにも該当するものをいう。 

ア 従前と同一の敷地において建築されるものであること。

イ 既存の建築物と用途上不可分の建築物の建築であること。

ウ 規模及び構造については、延べ面積が従前の１．５倍を超えないもので、３階以下かつ最

高の高さ１０メートル以下のものとし、従前の構造と同一のものであること。ただし１０メ

ートルを超える場合であっても、増築部分(既存部分はないものとみなす。)が、冬至日の真

太陽時による午前八時から午後四時までの間において、それぞれ建築基準法別表第四の一の

項(は)欄に掲げる平均地盤面からの高さの水平面(当該建築物の敷地内の部分を除く。)に敷

地境界線から水平距離が５メートルを超える範囲において、同表の一の項(に)欄(一)の号に

掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのない場合(同法第５６条の２第３項を準

用しても差し支えない。)は、増築として取り扱う。

エ 用途の変更を伴う場合は、次のいずれかに該当すること。

(ｱ) 市街化区域内においては、用途地域に適合していること。

(ｲ) 市街化調整区域においては、許可を得られる見込みであること。

（４）改 築 

建築物の全部又は一部を除去し、同一用途で建て直すことをいう。ただし、改築のうち次の

要件のいずれにも該当するものは、法第４３条第１項に基づく建築許可が不要として取り扱う

ものとする。 

ア 従前と同一の敷地において建築されるものであること。

イ 規模及び構造については、延べ面積が従前の１．５倍を超えないもので、３階以下かつ最

高の高さ１０メートル以下のものとし、従前の構造と同一のものであること。ただし、１０

メートルを超える場合であっても、改築部分(既存部分はないものとみなす。)が、冬至日の

真太陽時による午前八時から午後四時までの間において、それぞれ建築基準法別表第四の一

の項(は)欄に掲げる平均地盤面からの高さの水平面(当該建築物の敷地内の部分を除く。)に

敷地境界線からの水平距離が５メートルを超える範囲において、同表の一の項(に)欄(一)の

号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのない場合(同法第５６条の２第３項

を準用しても差し支えない。)は、１０メートルを超えても差し支えない。

（５）建替え 

改築のうち、(４)に基づき、法第４２条第１項ただし書の許可及び法第４３条第１項の許可

不要として取り扱うもの以外の改築をいう。 
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（６）移 転 

同一敷地内で建築物を解体しないで別の位置に移すことをいう。 

（都市計画法第４条第１０項） 

（建築基準法第２条第１３号） 

参考図１ 建築（a～d） 

移動 

既設とほぼ同じ 

ものを造る 

(a)新築 (b)増築 (c)改築 (d)移転 

参考図２ 増築（a～c） 

床を増やす 

(a)ヨコ増築  (b)タテ増築 (c)内部増築 

参考図３ 建築と敷地 

別の敷地に建築物を移す 

敷地１ 敷地２ 

(a)敷地単位では増築 (b)敷地１は除却

棟別では新築 敷地２は新築

（建築基準法第２条第１号、第１３号） 

既設 既設 

既設 

既設 
既設 
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１１ 用途の変更 

  建築物の使用目的の変更をいう。ただし、法第４２条及び第４３条の規定の運用に当たり、こ

れらの規定でいう「用途の変更」とは次の行為をいう。 

（１）「建築物の用途変更取扱基準」の(ハ)項各欄記載の用途間以外の変更を行うこと。（Ｐ９別添

１） 

（２）市街化調整区域において建築された農林漁業者用住宅、農家等分家住宅、法第３４条第１３

号の届出に基づく自己用建築物を他人に譲渡するなど一身専属性の解除を行うこと。 

（法第４２条第１項、第４３条第１項、同施行令第２２条、第３５条） 

 

１２ 特定工作物 

（１）第一種特定工作物 

コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント又は危険物の貯蔵若

しくは処理に供する工作物をいう。 

（２）第二種特定工作物 

ゴルフコースその他大規模な工作物で次に掲げるもの。 

ア １ヘクタール以上のミニゴルフコース、打席が建築物でない打放しゴルフ練習場、野球場、

庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、観光植物園、サーキット場その他の運動・レジャー

施設 

イ 墓園、ペット霊園 

 

参考 第二種特定工作物以外の工作物 

 キャンプ場、スキー場、マリーナ、１ヘクタール未満の次に掲げるもの（ミニゴルフコース、

打席が建築物でない打放しゴルフ練習場、野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、

観光植物園、サーキット場その他の運動・レジャー施設） 

（都市計画法第４条第１１項、同施行令第１条） 

（建築基準法別表第二、同施行令第１１６条第１項） 

 

１３ 公共施設 

  道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設をいう。 

（法第４条第１４項、同施行令第１条の２） 

 

１４ 共通形態制限 

  市街化調整区域における法第２９条等の許可に当たって建築物に付けられる建ぺい率、容積率、

高さの制限をいい、具体的には（Ｐ８１）「市街化調整区域における開発許可等に係る建築物の

形態制限について」による。 

（法第４１条第１項、第７９条） 

 

１５ おおむね 

  法第３４条各号の基準等にある「おおむね」を冠した数値は、個別に規定がない場合その２０

パーセントに当たる数値を加えたものを上限、減じたものを下限とした範囲内の数値とする。 
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別添１

イ ロ

専 用 住 宅（Ａ）  農林漁業従事者住宅

※１　　（Ｂ）  提案基準３に基づく分家住宅

（Ｃ）  １３号届出、神奈川県開発審査会提案基準⑧・⑬・⑰に基づく住宅　※２

（Ｄ）  一戸建住宅

兼 用 住 宅（Ａ）  事務所兼用、店舗兼用、塾兼用、教室兼用 （動力を用いないもの）

※１　　（Ｂ）  作業所兼用、アトリエ兼用、工房兼用 （動力を用いるもの）

集合住宅   （Ａ）  長屋、共同住宅

（Ｂ）  寄宿舎（寮）、下宿

事 務 所  事務所、自動車販売店

倉  　庫   （Ａ）  農林漁業用倉庫

（Ｂ）  一般倉庫

 娯 楽 施 設（Ａ）  ナイトクラブ、バー、キャバレー、料理店、ダンスホール

（Ｂ）  劇場、映画館、観覧場、演劇場、貸集会場

（Ｃ）  マージャン店、パチンコ店、射的場、カラオケボックス

（Ｄ）  特殊浴場、ケアハウス

宿 泊 施 設  ホテル、旅館、保養所

運 動 施 設  ボーリング場、屋内競技場、スケート場、水泳場

観 光 施 設  展望台、休憩所

駐 車 施 設  屋内駐車場、車庫

鉱 業 施 設

工 場

火 薬 類 製 造 ・
貯 蔵 所

研 究 施 設  研究施設、研究開発型施設

研 修 施 設

※１　兼用住宅から専用住宅への用途変更については許可不要で取り扱う。
※２　１３号届出、提案基準⑧・⑬・⑰に基づく住宅は、建築後１０年経過したものについては一身

専属性は問わない。
（注）・法第３４条第１号に該当すると認めて許可を受けて建築された日常生活上必要な店舗等の他

業種への変更については、再度許可を要するものとする。
・表中でいう神奈川県開発審査会提案基準⑧とは「法第３４条第１３号届出のできなかったも
のに係る開発行為」（昭和４６年１２月９日廃止）、同提案基準⑬とは「既得権を有するもの」
、同提案基準⑰とは「法第３４条第１３号に規定する届出の有効期間の経過するもの」をいう。

 建 築 物 の 用 途 変 更 取 扱 基 準

商

業

系

(2)

鉱
工
業
系

研
究

施
設
系

商
業
系
(1)

ハ（建物用途）

住

宅

系
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第３章  

開発行為について 



第３章 開発行為について 

１．開発行為について（法第４条第１２項） 

 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変

更をいう。なお、「土地の区画形質の変更」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。 

（１） 区画の変更

従来の敷地の境界の変更を行うことをいうが、分合筆等単なる権利区画の変更又は建築基

準法第４２条第２項の規定による道路（以下「２項道路」という。）の中心線から２メート

ルの後退に係るものは除くものとする。ただし、従来の敷地の境界の変更に伴い、公共施設

のうち公園、緑地、広場、道路、下水道の整備の必要がないと認められる場合は、「単なる

形式的な区画の分割又は統合によって建築物を建築する行為の取扱いに係る運用基準」（Ｐ

１２）により取り扱うものとする。

（２） 形の変更

 土地に切土、盛土又は一体の切盛土を行うもの。ここで、「切土、盛土又は一体の切盛土」

とは、次のいずれかに該当する行為をいう。 

ア 高さ２メートルを超える切土又は高さ１メートル

を超える盛土を行うもの 

イ 一体の切盛土で高さ２メートルを超えるもの

ウ 上記以外で、３０センチメートルを超える切土、

盛土又は一体の切盛土を行うもの 

ただし、市街化区域において、当該行為を行う土

地の面積の合計が５００平方メートル未満の場合は

この限りでない。 

なお、次のいずれかに該当するものについては、「切土、盛土又は一体の切盛土」として

扱わないこととする。（敷地内の地盤高さの変更を行うものは除く。） 

(ｱ) 建築物の建築自体と不可分な一体の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削等の行為

(ｲ) ２項道路の後退に係るもの

(ｳ) 道路からのアプローチとしての局部的なスロープ、階段又は駐車場の設置に係るもの

（高さ２メートル以下、幅６メートル以下のものに限る。）

(ｴ) 既存擁壁を同じ位置で造りかえるもの

（３） 質の変更

 農地や山林等宅地以外の土地を建築物の敷地又は特定工作物の用地とするもの。ここで、

「宅地以外の土地」とは、次の各号のいずれかに該当する土地以外の土地をいう。 

ア 現に建築物が存する土地（仮設建築物及び違反建築物の敷地は除く。）

イ 土地登記事項証明書の地目（５年以上前の受付）が「宅地」である土地で、現在、農地

や山林として利用されていない土地 

ウ 固定資産税課税台帳の地目が、５年以上前から「宅地」である土地で、現在、農地や山

林として利用されていない土地 

エ 従前、建築物の敷地として利用されていた土地で、現在、農地や山林として利用されて

いない土地（５年以上前に建築物を除去した土地は除く。）

(0.3 m)

(0.3 m)

(0.3 m)
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    オ 建築物の敷地又は特定工作物の用地として造成された土地（緑地、未利用地等は除く。）

で、次のいずれかに該当する土地 

  (ｱ) 都市計画法に基づく開発行為の許可を受け、工事の完了公告がなされた土地 

  (ｲ) 旧住宅地造成事業に関する法律によって認可を受け、工事の完了公告がなされた土地 

  (ｳ) 土地区画整理法に基づく認可を受け、換地処分の公告がなされた土地 

  (ｴ) 都市計画法第２９条第１項第４号、第６号、第７号又は第８号に該当する開発行為が

終了した土地 

   (ｵ) 建築基準法に基づく道路位置指定が行われた際道路と一体に造成された土地 

 

（４） 山林現況分譲 

山林現況分譲については「山林現況分譲等における開発行為の取扱基準」（Ｐ２８）に

よる。 
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２．単なる形式的な区画の分割又は統合によって建築物等を建築する行為の取扱い 

に係る運用基準 

 建築物の建築に際し、切土、盛土等の造成工事を伴わず、かつ、従来の敷地の境界の変更につ

いて、既存の建築物の除却や、へい、かき、さく等の除却、設置が行われるにとどまるもので、

公共施設の整備の必要がないと認められるものについては、建築行為と不可分一体のものであり、

開発許可を要しないものとして取り扱うものとする。 

なお、この運用については、次のとおり具体的な基準を定めるものとする。 

（１）「従来の敷地の境界の変更」に係る取扱いについて 

ア 従来の敷地

「従来の敷地」とは、次の土地をいう。

(ｱ) 現に建築物が存する土地（仮設建築物及び違反建築物の敷地は除く。）

(ｲ) 土地登記事項証明の地目（５年以上前の受付）が「宅地」である土地で、現在、農地

や山林として利用されていない土地

(ｳ) 固定資産税課税台帳の現況地目が、５年以上前から「宅地」である土地で、現在、農

地や山林として利用されていない土地 

(ｴ) 従前、建築物の敷地として利用されていた土地で、現在、農地や山林として利用され

ていない土地（５年以上前に建築物を除却した土地は除く。） 

(ｵ) 建築物の敷地又は特定工作物の用地として造成された土地（緑地、未利用地等は除く。）

で、次のいずれかに該当する土地

1. 都市計画法に基づく開発行為の許可を受け、工事の完了公告がなされた土地

2. 旧住宅地造成事業に関する法律によって認可を受け、工事の完了公告がなされた土地

3. 土地区画整理法に基づく認可を受け、換地処分の公告がなされた土地

4. 都市計画法第２９条第１項第４号、第６号、第７号又は第８号に該当する開発行為が

終了した土地

5. 建築基準法に基づく道路位置指定が行われた際、道路と一体に造成された土地

イ 整備済団地

「従来の敷地」の内、(ｵ)の 1、2、3 及び 4 は、「整備済団地」という。

（２）「公共施設の整備の必要がないと認められるもの」に係る取扱いについて 

「公共施設」（用語の定義Ｐ９）のうち、道路、公園、下水道、緑地または広場につい

て新設、拡幅整備、用途廃止、付替えの必要がないものをいう。 

また、「必要がない」との判断については、公共施設管理者との十分な調整を踏まえ、法

第３３条の規定を準用して行うものとするが、原則としてそれぞれ次の基準を満たしている

ものをいう。 

ア 公園、緑地及び広場

自己の居住の用に供する建築物を建築する場合を除き、当該敷地の面積が３，０００平

方メートル以上のものについては、当該敷地が整備済団地に存し、かつ当該団地内に面

積の合計が基準以上（Ｐ１６注１参照）の公園、緑地又は広場が設けられていること。

あるいは、当該敷地の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場が存する等当該敷地の周辺

の状況並びに予定建築物の用途及び敷地の配置を勘案して特に必要がないと認められる

こと。 
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イ 道路

自己の居住の用に供する建築物を建築する場合を除き、当該敷地が接する道路の幅員が

６メートル以上（敷地面積が１，０００平方メートル以上で住宅以外の建築物を建築する

場合は、９メートル以上）であること。 

 ただし、当該敷地が整備済団地に存し、当該建築物の建築により交通量の著しい増加が

ない場合又は当該敷地が整備済団地以外に存し、現況幅員４メートル以上の道路（小区間

のものに限る。）に接し、当該建築物が専用住宅若しくは集合住宅で当該道路の交通量が

少ない場合は、この限りでない。 

ウ 汚水処理施設

当該敷地が下水道法による公共下水道の供用開始の公示がなされている処理区域内に

存していること、または、処理区域外において当該公共下水道への流入の許可を公共下水

道管理者から得ていること。 

 ただし、当該敷地が整備済団地に存し、当該建築物から排出される汚水に対して既存下

水道の改善の必要がないと認められる場合又は整備済団地以外に存し、当該建築物から排

出される汚水に対して合併浄化槽で対応し既存下水道の改善の必要がないと認められる

場合は、この限りでない。 

エ 雨水処理施設

当該敷地が下水道法による公共下水道の供用開始の告示がなされている処理区域内に

存していること。 

 ただし、当該敷地が整備済団地に存し、排出される雨水に対して既存下水道の改善の必

要がないと認められる場合又は整備済団地以外に存し、排出される雨水に対して敷地内浸

透施設（建築物の躯体と一体に組み込んで設置される貯留槽を含む。）で対応し既存下水

道の改善の必要がない場合は、この限りでない。 

（３） 本取扱基準について

本取扱基準については、「単なる形式的な区画の分割又は統合によって建築物等を建築す

る行為の取扱いに係る運用基準」に基づく開発行為の判定フロー（Ｐ１５）及び参考図

（Ｐ１７）を参考にして慎重に取り扱うものとする。
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有

無
有

無
無

有

（公園等） N N N

Y
　 Y  Y N

N

　Y 　Y

(道　路） N N （注２）

Y N

Y

N  Y

 Y

（汚水処理施設） N N N

Y Y Y

（注３） N

Y

（雨水処理施設） N N N

Y

Y

Ｙ N

Ｙ （注３）

　　（注意 ： 申請の際は必ず相談を行ってください。）

公 共 下 水 道 処 理 区 域 内 整 備 済 団 地 内

公 共 下 水 道 処 理 区 域 内

敷地が接する道路幅
員６（９）ｍ以上

3,000㎡未満

整 備 済 団 地 内

整 備 済 団 地 内

整備済団地内

公園等の面積が団地
内に基準以上有り

事 前 相 談 書

従来敷地の境界変更

既存下水道の改善が不要

合併浄化槽設置

既存下水道の改善が不要

(注１）

遊水池・浸透槽等敷地内
処理施設設置

当該建築物の建築
による交通量の著し
い増加がない

自 己 居 住 用 住 宅

開  発　許　可　を　要　し　な　い

開発許可を要する

令第２５条第６号ただし
書の適用（周辺の状況
等により、公園、緑地又
は広場の整備が不要と
認められる場合）

令第２５条第２号ただし書の適
用（当該敷地が現況幅員４ｍ以
上の道路に接し、道路整備が
不要と認められる場合）

「単なる形式的な区画の分割又は統合によって建築物等を建築する行為の
取扱いに係る運用基準」に基づく開発行為の判定フロー

開発行為無

質 の 変 更

形 の 変 更
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（注１） 

１ 「茅ヶ崎市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」の改正（平成１６年６

月１日）前については３％以上の公園等が設置されているか否かを判断する。 

２ 平成１６年６月１日以降については、同条例第３条に基づき、開発区域の面積が０．３

ヘクタール以上５ヘクタール未満の開発行為にあっては、主として６パーセント以上（主

として一戸建ての住宅又は住宅以外の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為に

ついては５パーセント以上）の公園等が設置されているか否かを判断する。

（注２） 

１ ２以上の道路に面する場合、車両の出入口に接する道路は、政令２５条第２号または同

条同号ただし書きの運用基準に適合するように整備されていること。ただし、車両の出入

りがなく、道路整備が不要と認められる場合は、この限りではない。 

２ 道路の幅員は、車両（軽自動車以上）が２方向以上に分散、待機および迂回ができる幅

員４メートル以上の道路までの一定区間、基準の幅員以上あること。 

（注３） 

１ 汚水とは、生活若しくは事業（耕作の事業を除く。）に起因し、又は付随する廃水をいう。 

（下水道法第２条第１号） 

２ 既存下水道とは、排水管及び汚水処理場等で道路側溝を含み、敷地内の排水管及び浄化

槽等は含まない。 

 ただし、道路側溝については、接続にあたって管理者の同意が得られない場合について

は、既存下水道の改善が必要とみなす。 

３ 当該団地の下水道が整備された時の想定人口を超える等により、既存下水道の排水能力

に不足が生じ改善の必要があるか否かを判断する。 

（共通事項） 

１ 公共施設の管理者との調整を並行して行うこととする。 

２ 当該敷地とは、区画の変更の対象となる敷地全体をいう。 

３ 市街化調整区域においては、「開発許可を要しない」との判断になったとしても、別途

法第４３条の許可等を要することとなる。 

 ただし、当初許可が法第２９条に基づく開発許可で完了公告がなされたものは、法第４

２条第１項ただし書の許可による。 
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参考図

Ａ＝ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ＋ｅ＋ｆ
　≧規制規模

Ａ≧３，０００平方メートル

ａ，ｂ，ｃ，ｄ，ｅ，ｆ
　：従来の敷地

不要

新　築

Ａ
公

園

ａ ｂ ｃ

Ａ：従来の敷地

プレイ
ロット

道　 　路

Ａ≧規制規模

不要

開発許可の要・不要

要

道　 　路

道　 　路

Ａ＜３，０００平方メートル

要

新　　築

単なる形式的な区画の分割又は統合によって建築物等を建築する行為の取扱いに係る開発
行為の事例

道　路 (４ｍ以上） 道　　路

2

Ｎｏ 土地の状況 開発計画

Ａ
既存建物

1

ｄ ｅ ｆ

道　 　路
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Ａ，Ｂ：従来敷地

開発許可の要・不要

3

要

Ａ，Ｂ：従来敷地

土地の状況 開発計画Ｎｏ

5

6

Ａ≧規制規模

既存建物

Ａ

Ａ＋Ｂ≧規制規模

Ａ，Ｂ：従来の敷地

要

要

不要

道路を付け替える

既存
建物

Ａ

道　 　路

４ｍ未満（道路）

建築基準法第４２条第２項道路

新　　築

建築基準法第４２条第２項道路

道　 　路

※自己居住用住宅を除く

道　 　路

新　　築

道　 　　路

新　　築既存建物

道　路 (４ｍ以上）

Ａ Ｂ

Ａ＋Ｂ≧規制規模

4

既存建物

Ａ Ｂ

Ａ＋Ｂ≧規制規模

既存
建物

Ｂ

４ｍ未満（道路）

Ａ：従来の敷地
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要

不要

不要

不要

Ａ：従来の敷地

Ｎｏ 土地の状況

Ａ≧規制規模 Ａ－ａ≧規制規模

 公共事業用地

8

ａ

Ａ
新　築

道　　路 道　　路

開発許可の要・不要

既存排水管

Ａ

４ｍ未満の道路

既存側溝、排水管への接続可

　合浄：合併浄化槽

Ａ：従来敷地

9

Ａ≧規制規模

合浄 合浄 合浄
既存側溝

新　築調整地
既存
建物

既存
建物

既存
建物

ａ ｂ ｃ

Ａ＝ａ＋ｂ＋ｃ≧規制規模

ａ，ｂ，ｃ：従来の敷地

流末排水管の整備が必要

道　　路

7

２ｍ

10

Ａ≧規制規模 建築基準法第４２条第２項道路
Ａ：従来敷地

Ａ
新　築

開発計画
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３．開発行為の一連性の判断基準 

 

 都市計画法に基づく開発許可制度においては、一定規模以上の開発行為について技術基準を定

めた許可制としている。しかし、許可を要しない規模の開発行為を連続し、あわせて一体的な土

地利用を行う等、制度の趣旨にそぐわない宅地開発がみられる。 

このことから、一団の土地を分割して行う開発行為や連続して行われる開発行為について、次

に該当する場合は一連性を有するものとみなして開発許可制度を適用することにより、良好な宅

地の形成をはかるものとする。 

 

（１） 開発行為の一連性 
 

「「一団の土地」（同一敷地であった等一体的土地利用がされていた土地や所有者が同一で

あった土地をいう。）において行われる開発行為」（予定されている開発行為を含む。）又

は「隣接した土地において行われる連続した開発行為」であって、全体として一体的土地

利用をはかる場合又は一体的造成を行うと見なされる場合は開発行為の一連性を有する

と判断する。 

  ただし、次のいずれかに該当する場合は、一連性を有するものと判断しない。 

 

  ア 連続した開発行為を行う場合で、先行する開発行為の目的とするすべての建築物の完了検

査済証が交付された後に行う開発行為 

 

  イ 先行する開発行為が建築基準法の道路位置指定による場合、先行する道路位置指定公告後

１年を経過した後に行う開発行為 

 

ウ 「隣接した土地において行われる連続した開発行為」において、申請者、工事施工者又は

設計者のいずれも関連性がみられない開発行為 

 

  エ 先行する開発行為が開発許可を受けた場合、先行する開発行為の工事完了公告後に行う開

発行為 

 

（２） 周知文の提出 
 

開発行為の一連性がないと判断された場合は、未利用地の土地の所有者に対する開発行

為の一連性についての了知の確認のため、周知文の提出を求めるものとする。 
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宅地

宅地

宅地

位置指定道路Ａ

図２　位置指定道路を利用した残地
　　　の利用

Ａ造成工事（盛土、擁壁工事)

宅
地

宅地

宅地

　　イ  連続した開発行為において、申請者、工事施工者又は設計者のいずれも関連性がみら
　　　れない開発行為の基準を運用する場合は、残地の所有権が移転後、おおむね１年以上
　　　経過し、開発区域と残地間をフェンス等工作物で区画するなど利用状況が客観的に区分
　　　できる場合に適用する。

　　ア　一団の土地を分割する開発行為において、残地にて開発区域を区分した場合も、一体
　　　的な土地利用がみられるときは、一連性を有すると判断する。（図５）

（４）　留意点

宅地 宅
地

宅
地宅地

宅地

図３　残地を宅地とした場合

造成工事の範囲の重複

Ｂ造成工事（盛土）

位置指定道路Ａ

　　ウ　先行する開発行為が宅地を形成するため築造される擁壁の工作物確認の場合、予定す
　　　る建築物の完了検査済証交付後でなければ（１）のただし書の適用を行わない。

宅地

宅
地

位置指定道路Ｂ

宅地

宅地

図４　造成工事の重複

図１　位置指定の連続

（３）　開発行為の一連性の判断基準の運用について

　　ア　一体的な土地利用

　　（ア）　先行する開発行為において築造された道路等を延長して開発行為を行い敷地利
　　　　　用する等、公共施設を共用して土地利用を行っている場合（図１、２）

　　（イ）　建築を目的とする宅地等が連続する場合(図３)

　　連続する開発行為において造成工事の範囲が重複する場合（図４）

宅
地 宅地

宅
地

　　イ　一体的な造成

宅
地
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図５　残地による一団の土地の分割

残地

宅
地

宅
地

宅
地

宅
地

宅
地

宅
地
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年　　月　　日

　

※１　相談者とは、開発行為を行う者、建築主又は代理人をいいます。
※２　求積図は、申請地及び残地部分の地積が必要となります。

全体面積 ㎡

住　所

　市街化区域においては、面積５００㎡以上の土地で行う開発行為については、原則、都市計
画法第２９条第１項の規定による許可（開発許可）が必要となります。
　今回、あなたの土地利用計画については、隣接残地を利用しないとのことですので、開発行
為の一連性については、申請された面積で判断いたしました。
　したがって、今回利用する土地が、開発行為の一連性がないと判断する状態になる前に隣接
残地で建築行為等を行った場合に土地利用を行う面積が５００㎡以上となると、今回利用の土
地を含めた開発許可の手続が必要となる場合があります。

◆　連続した開発行為を行う場合で、先行する開発行為の目的とするすべての建築物の完了検
　査済証が交付された後に行う開発行為

電　話

◆　先行する開発行為が建築基準法の道路位置指定による場合、先行する道路位置指定公告後
　１年を経過した後に行う開発行為

◆　『隣接した土地において行われる連続した開発行為において』申請者、工事施工者、設計
　者のいずれも関連性が見られない開発行為

敷地面積 ㎡

氏　名

（添付図書）案内図・公図・求積図
※２

・土地利用計画図・建物平立面図

建物用途・戸数

相 談 者
※１

【開発行為の一連性がないと判断する状態とは】

建 築 主 氏　名

建築場所 茅ヶ崎市

　次のいずれかに該当する場合は、一連性を有するものと判断しない。

上記の内容については、隣接残地所有者に周知いたしました。

開発行為の一連性の判断について

茅ヶ崎市都市部開発審査課
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４．開発行為における自己用・自己用外等の判断 

 

 開発行為は、その行為の形態により、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供

する目的で行う開発行為（以下「自己の居住用の開発行為」という。）、主として住宅以外の建

築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設

の用に供する目的で行う開発行為（以下「自己の業務用の開発行為」という。）又はその他の開

発行為（以下「自己用外の開発行為」という。）に区分される。 

 

（１） 自己の居住用の開発行為 
 

「自己の居住の用に供する」とは、開発行為を施行する主体が自らの生活の本拠として

使用することをいう趣旨であるので、当然自然人に限られることとなり、会社が従業員

宿舎の建設のために行う開発行為、組合が組合員に譲渡することを目的とする住宅の建

設のために行う開発行為は、これに該当しないものとする。 

 

（２） 自己の業務用の開発行為 
 

「自己の業務の用に供する」とは、当該建築物内において継続的に自己の業務に係る経

済活動が行われることであり、また、文理上この場合は住宅を含まないので、分譲又は

賃貸のための住宅の建設又は宅地の造成のための開発行為は該当しないことはもちろん、

貸事務所、貸店舗等も該当しないものとする。 

これに対し、ホテル、旅館、結婚式場、中小企業等協同組合が設置する組合員の事業に

関する共同施設、企業の従業員のための福利厚生施設等は、該当するものとする。 

 

（３） 自己用外の開発行為 
 

自己の居住用及び自己の業務用以外がすべて自己用外の開発行為となる。 

自己の業務用に利用する部分と自己用外の部分が併用されているような場合は、自己用

外の部分がごく小規模で付随的と認められる場合を除き、自己用外の開発行為として取

り扱うものとする。 

自己の業務用に利用することを目的とした開発行為であっても開発区域内に寮、社宅等

（当該部分が著しく小規模であるものを除く。）の自己用外の建築物を建築する場合の開

発行為は、自己の業務用の開発行為には該当しないものとする。 
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５．山林現況分譲等における開発行為の取扱基準 

                                       

 都市計画法第４条第１２項によれば、『「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作

物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。』と定義されているが、「山林現

況分譲」、「菜園分譲」、「現況有姿分譲」等と称して土地の区画形質の変更を行いながら、都市計

画法の適用を逃れている事例も見受けられるため、次の基準に従い、総合的かつ客観的に判断し

た上で、開発行為の有無の判定を行うものとする。 

 なお、原則として当該土地分譲が次の基準（１）及び（２）に加えて、基準（３）から（８）

までの内の２項目以上に該当する場合には、当該土地分譲は「建築目的」があると判断するもの

とする。 

 

（１） 「土地の区画割」について 
 
  ア 戸建て住宅等の建築に適した区画割の判断は、１の区画の形状が四辺形で面積がおお

むね１００平方メートル以上のものであること。 

イ 分譲地の現地で区画割がなわ張り等で表示されているもの及び公図上で戸建て住宅

等の建築に適した分合筆があらかじめ行われているものは、区画割がなされているもの 

とみなす。 

 

（２） 「区画街路」について 
 

ア 土地の各区画に接し、人車の通行に有効な幅員おおむね４メートル以上の道（建築基

準法第４２条第２項に規定する道路を含む。）があるものは、区画街路が整備されてい

るものとして扱う。 

イ 分譲地の現地で、なわ張り等で道路位置が表示されているもの、チラシ等の宣伝物の

イラスト等で道路が描かれているもの及び公図上で道路相当分が明示されているもの

は、整備が予定されているものとみなす。 

 

（３） 「擁壁」について 
 

ア 擁壁工事が行われているものは、すべてこの項目に該当するものとして扱う。 

イ チラシ等の宣伝物のイラスト等で擁壁が描かれているものは、整備が予定されている

ものとみなす。 

 

（４） 「販売価格」について 
 

ア 周辺宅地の売買実例価格のおおむね３分の１を超えるものは、この項目に該当するも

のとして扱う。 

イ 適当な売買実例がない場合は、周辺宅地の「固定資産税台帳登録価格」（市固定資産

税担当部所掌）を著しく超えるか否かをもって判断するものとする。 

 

（５） 「利便施設」について 
 
    利便施設についての説明がなされているかの判断は、チラシ等の宣伝物の宣伝文句及び

イラスト等によって行うものとする。 

 

（６） 「交通関係」について 
 
    前項（５）と同様に扱うものとする。 

 

（７） 「付近の状況」について 
 
    前項（５）及び（６）と同様に扱うものとする。 
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（８） 「名称」について 
 
   「〇〇ランド」、「〇〇台」、「〇〇ヒル」、「〇〇苑」等のネーミングがなされているものは、

すべてこの項目に該当するものとする。 
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第４章 

開発行為の制限 



Ａ

1

2

3

4

5

6

 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防
災街区整備事業、公有水面埋立事業の施行として行う開発行為
 　　　　　　　　　 　　　（法第２９条第１項第４、５、６、７、８、９号）

Ｃ

 建築物の増築又は特定工作物の増設で当該部分の延べ面積又は築造面積が
 10㎡以内であるもの

 通常の管理行為、軽易な行為として次の目的で行う行為
　　　　　　　　　　　　　　　（法第２９条第１項第１１号、政令第２２条）

 仮設建築物の建築、土木事業等に一時的に使用する第一種特定工作物の建設

 車庫、物置等の付属建築物の建築

Ｅ
 建築物の改築で用途の変更を伴わないもの又は特定工作物の改築をするもの

 用途の変更を伴う改築で、その延べ面積が10㎡以内であるもの

第４章　開発行為の制限

　　　　　　　　　　　区　域
　項　目 市街化区域

 （表４－１）

線引されている都市計画区域

市街化調整区域

１．開発行為の許可について（法第２９条第１項）

Ａ

（注１）
(1)

 市街化調整区域内居住者の日常生活上必要な物品の販売、加工、修理等を
行う店舗 などで延床面積が50㎡以内（かつ業務用部分が過半であること）
で開発区域の面積 が100㎡以内のものであり市街化調整区域内居住者が自ら
営むもの

 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
                                            （法第２９条第１項第１０号)

Ｄ

 「農業を営む者」については、農林業センサス規則（（昭和４４年６月２０日農林
省令第３９号）の定義による。（参考：建設省計画局住宅開発課長回答（昭和４５年
１１月２０日建設省計宅開発第１２号））

Ｂ

市街化区域

線引されている都市計画区域（線引区域）

市街化調整区域

 農林漁業の用に供する建築物及び農林漁業従事
 者の住宅のための開発行為 （注１）
 （法第２９条第１項第２号、政令第２０条）

　　区 域

項　目

 公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺における適正かつ合理的な土
地利用及び環境の保全を図る上で支障がない建築物のための開発行為
（表４－３参照）
                              　   (法第２９条１項第３号、政令第２１条)

Ｂ

Ｃ

（２）　上記にかかわらず次に掲げる開発行為については、許可を受けることを要しない。

 第二種特定工作物を建設する目的で行
 う開発行為

開発区域が
500㎡以上
の場合

面積による
除外規定は

なし

開発区域が10,000㎡(1ha)以上の場合

 建築物を建築する目的で行う開発行為

（１）　次に掲げる開発行為は、あらかじめ市長の許可を要する。

　（表４－２）

 第一種特定工作物を建設する目的で行
 う開発行為
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農林業センサス規則（昭和４４年６月２０日農林省令第３９号）

（定義）

第二条

２

一

二

三

四

五

３

一

二

４

５

以下略

ア

イ

ア

イ

ア

イ

(略)

この省令で「農業」とは、耕種、養畜、（養きん及び養ほうを含む。）又は養蚕
の事業をいう。

この省令で「農林業経営体」とは、次の各号のいずれかに該当する事業を行う者
をいう。

　現住地から移す場合は、現住家屋を除去するか、又は当該家屋に林業、漁業を
営む者若しくは林業、漁業従事者が居住することを確認すること。

（３）

（２）

（１）と（２）の取扱いについては、次の事項に留意すること。

　上記アに該当しない者で、明らかに農業に従事すると認められる場合等につい
ては、「農業に従事するもの」に該当するものとして取り扱う。

この省令で「農家」とは、次の各号のいずれかに該当する農業世帯をいう。

この省令で「林家」とは、保有山林の面積が一ヘクタール以上の世帯をいう。

（４）

　漁業又は林業を営む者は、それぞれ協同組合の発行する当該業務を営む者であ
る旨の証明書等を添付させること。

　現住地から移す場合は、現住家屋を除去するか、又は当該家屋に農業を営む者
若しくは農業従事者が居住することを確認すること。

　農業を営む者の耕作面積の確認は、茅ヶ崎市農業委員会が発行する耕作証明書
による。

　「漁業又は林業を営む者」については、次により取り扱うこと。

 「農業に従事するもの」の運用については、次による。
（昭和４７年１１月１日施行、運用基準）

　都市計画法第29条第１項第２号にいう「農業を営む者」に雇用されているもの
で、農業委員会等に関する法律第８条に規定する農業委員の選挙権を有し、同法
第10条の規定による農業委員会選挙人名簿に登録されている者であること。ただ
し、当該選挙人名簿に登録されていても、現に会社勤務等専ら他の業務に従事し
ていることが明らかな場合は除く。

経営耕地面積が三十アール以上の規模の農業

農作業の受託事業

受託を受けて行う育林若しくは素材生産又は立木を購入して行う素材生産
の事業

経営耕地面積が十アール以上の規模の農業

調査期日(第四条の規定による調査期日をいう。以下同じ。)前一年間にお
ける農業生産物の総販売額が十五万円以上の規模の農業

農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数その他の
事業の規模が別表で定める規模以上の農業

権原に基づいて育林又は伐採(立木竹のみを譲り受けてする伐採を除く。)
を行うことのできる山林(以下「保有山林」という。)の面積が三ヘクター
ル以上の規模の林業(育林又は伐採を適切に実施するものに限る。)
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道路法

道路運送法

休養施設（休憩所等）、遊戯施設、運動施
設（野球場、陸上競技場、水泳プール
等）、教養施設（植物園、動物園、野外劇
場等）、便益施設（売店、駐車場、便所
等）管理施設（管理事務所等）等

4
鉄道事業法 ・鉄道事業、索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する建築物

対象 例示

1

2 河川法 ・河川を構成する建築物

・道路を構成する建築物

・一般自動車道、専用自動車道（一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運
送事業法に基づく一般貨物自動車運送事業）を構成する建築物

号 根拠法等

軌道法 ・軌道又は無軌条電車の用に供する建築物

都市公園法 ・公園施設3

5
石油パイプライ
ン事業法

・事業用施設

6

道路運送法

貨物自動車運送
事業法

・一般乗合旅客自動車運送事業（路線を定めて定期に運行する自動車により
乗合旅客の運送を行うものに限る。）の用に供する建築物

・一般貨物自動車運送事業（特別積合せ貨物運送をするものに限る。）の用
に供する建築物

自動車ターミナ
ル法

・一般自動車ターミナルを構成する建築物

7

港湾法

漁港及び漁場の
整備等に関する
法律

・港湾施設

・漁港施設

臨港交通施設、航行補助施設、荷さばき施
設、旅客施設、保管施設、船舶役務用施
設、港湾公害防止施設、廃棄物処理施設、
港湾環境整備施設、港湾厚生施設、港湾管
理施設等

輸送施設、航行補助施設、漁船漁具保全施
設、補給施設、増殖及び養殖用施設、漁獲
物の処理保蔵加工施設（漁港内に限る｡）、
厚生施設、管理施設等

海岸法 ・海岸保全施設

航空法

気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する建築物

11
日本郵便株式会
社法

・日本郵便株式会社が設置する郵便の業務の用に供する建築物

10

・ガス工作物を設置する建築物（一般ガス事業又は簡易ガス事業の用に供す
るもの）

12

　（表４－３）　

9

・公共の用に供する飛行場に建築される建築物で当該飛行場の機能を確保す
るため必要なもの又は当該飛行場を利用する者の利便を確保するため必要な
もの
・航空保安施設で公共の用に供するもの

電気通信事業法 ・認定電気通信事業の用に供する建築物

8

・水道事業、水道用水供給事業
の用に供する水道施設である建
築物

・工業用水道施設である建築物

13 放送法 ・放送事業の用に供する放送設備である建築物

（３） 公益上必要な建築物について（法第２９条第１項第３号、政令第２１条）

14
電気事業法

ガス事業法

・電気事業用に供する電気工作物を設置する建築物（特定規模電気事業の用
に供するもの以外のもの）

取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施
設、送水施設、配水施設

・公共下水道、流域下水道又は都市下水路の用に供する建築物

16 水害予防組合が水防の用に供する建築物

図書館法 ・図書館の用に供する建築物

15

水道法

工業用水道事業法

下水道法

博物館法 ・博物館の用に供する建築物
17

18 社会教育法 ・公民館の用に供する建築物

19
職業能力開発促
進法

・国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援
機構が設置する公共職業能力開発施設である建築物
・国及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する職業能力
開発総合大学校
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23 卸売市場法
・中央卸売市場又は地方卸売市場の用に供する建築物
・地方公共団体が設置する市場の用に供する建築物

・浄化槽である建築物

20
墓地、埋葬等に
関する法律

・火葬場である建築物

号 根拠法等 対象 例示

・住宅地区改良事業により建築される建築物

21
と畜場法 ・と畜場である建築物

化製場等に関す
る法律

・化製場である建築物
・死亡獣畜取扱場である建築物

22

廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律

・公衆便所
・し尿処理施設である建築物
・ごみ処理施設である建築物

浄化槽法

国、都道府県等、市町村、又は市町村がその組織に加わっている一部事務組合若しくは広域連合
又は市町村が設置団体である地方開発事業団が設置する研究所、試験所その他の直接その事務又
は事業の用に供する建築物で、下欄に掲げる建築物以外のもの

イ 学校教育法 ・学校、専修学校、各種学校の用に供する建築物

ロ 児童福祉法、
社会福祉法、更
生保護事業法

・家庭的保育事業、小規模保育事業若しくは事業所内保育事業の用に供する
建築物
・社会福祉事業の用に供する建築物
・更生保護事業の用に供する建築物

24 自然公園法
・公園事業又は都道府県立自然公園のこれに相当する事業により建築される
建築物

25 住宅地区改良法

ホ 宿舎
・職務上、常駐を必要とする職員又は職務上その勤務地に近接する場所に居
住する必要がある職員のための宿舎を除いたもの

26

27
国立研究開発法
人量子科学技術
研究開発機構法

・国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が業務の用に供する建築物

ハ 医療法 ・病院、診療所又は助産所の用に供する建築物

ニ 多数の者の利
用に供する庁舎

・国の本府省又は本府省の外局の本庁舎
・国の地方支分部局の本庁舎
・都道府県庁、支庁若しくは地方事務所、市役所又は町村役場の本庁舎
・警視庁又は道府県警察本部の本庁舎

28
国立研究開発法
人日本原子力研
究開発機構法

・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が業務の用に供する建築物

29
独立行政法人水
資源機構法

・独立行政法人水資源機構が設置する水資源開発施設である建築物

30
国立研究開発法
人宇宙航空研究
開発機構法

・独立行政法人国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が業務の用に供する
建築物

国立研究開発法
人新エネル
ギー・産業技術
総合開発機構法

31
・国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が業務の用に供す
る建築物非化石エネル

ギーの開発及び
導入の促進に関
する法律
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許可基準の内容 （表４－１０）

4 ○ ○

地区計画等への適合 ○ ○

給水施設の構造・能
力・配置

○

２．開発許可の基準について（法第３３条）

5 ○ ○ ○

○

○

  指定されたものについて
は、事前に水道事業者と協
議すること。

居住用
×

業務用
○

○
  地区計画等が定められて
いる場合はその計画に適合
していること。

○

道路、公園、広場

等公共空地の規模、

構造、配置

居住用

×

業務用

○

○

○○ ○ ○

開発区域内の道路幅員は
６メートル以上（小区間は
４メートル以上）、９メー
トル以上は歩車道が分離さ
れていること。

公園は、開発区域の面積
が3,000平方メートル以上の
場合、基準以上とする。
（注１）

○

予定建築物の用途の
用途地域への適合

当概用途地域等に予定建
築物の用途が適合している
こと。

1 ○

許可基準

○

2

排水施設の構造・能
力・配置

  下水道施設設計指針等に
準拠すること。3

自己用
自己
用外

自己用

○ ○ ○

法第３３条は、良好な市街地の形成を図るために、宅地に一定の水準を保たせようとするこ
とをねらいとした基準（技術基準）である。また、同条の運用に際して、その細部を茅ヶ崎市
開発許可等事務処理要綱に定める。

なお、事業者においては、設計及び施工の際に「盛土等防災マニュアル：国土交通省」、
「宅地造成技術・宅地開発技術：（社）日本宅地開発協会」等の参考資料を活用することによ
り事業の円滑な実施を図るよう努めること。

○ ○

自己用
自己
用外

(1) 技術基準について

許可基準内容

自己
用外

開発行為の基準は、主として開発区域に一定の技術基準を確保させるために定められてお
り、自己用、自己用外等によって適用条文が異なっています。なお、「自己用」・「自己用
外」の判断については、「開発行為における自己用・自己用外等の判断」（Ｐ２４）参照のこ
と。

※

項目別適用条文

建築物

○ ※

第一種特
定工作物

○ ○ ○

第二種特
定工作物

○ ※※6

  軟弱地盤、がけ崩れ等の
おそれのある土地は地盤改
良、擁壁等安全上の措置が
なされていること。(注２)

軟弱地盤等の防災、
安全措置

7

周辺の環境の保全及び開
発区域の利便が図られるよ
う配分されていること。

公共施設、公益的施
設、予定建築物の用
途の配分

○ ○ ○ ○ ○○
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凡例 ○ ： 適用する

×　　： 適用しない

※ ： 開発行為の目的に照らし判断

業務用大及び大規模　： １ヘクタール以上

業務用小及び小規模　： １ヘクタール未満

自己用
自己
用外

自己
用外

自己用

×○ ○

○ ○ ○

許可基準 許可基準内容

項目別適用条文

建築物
第一種特
定工作物

第二種特
定工作物

10

樹木の保存

表土の保全

8

9

自己
用外

○ ○ ○

自己用

×

○ ○ ○

災害危険区域等の除
外

 開発区域の面積が１ヘク
タール以上のものに適用さ
れる。
  騒音、振動等の環境悪化
の防止上必要な緑地帯等の
緩衝帯を設けること。

緩衝帯の配置

 開発区域の面積が１ヘク
タール以上のものに適用さ
れる。植物の生育保存のた
め、樹木の保存、表土の保
全を行うこと。

居住用
×

業務用
○

○

  原則として開発区域内に
災害危険区域、地すべり防
止区域、急傾斜地崩壊危険
区域が含まれていないこ
と。

11 ○ ○ ○

 開発区域の面積が４０ヘ
クタール以上のものに適用
される。
  輸送の便等からみて支障
のないこと。

道路、鉄道等の
輸送施設

○

小規模
×

大規模
○

○ ○

小規模
×

大規模
○

○

○ ○ ○

○

12
申請者の資力

  申請者に、当該工事に必
要な資力と信用があるこ
と。
盛土規制法第15条第2項の許
可を要する（みなし許可と
なる）場合は居住用・業務
用いずれも適用する

○

居住用
×

業務用
小 ×
業務用
大 ○

13

○

小規模
×

大規模
○

○
  工事施行者に、当該工事
を完成させる能力があるこ
と。

工事施行者の能力

居住用
×

業務用
小 ×
業務用
大 ○

○

小規模
×

大規模
○

○

（注１）『都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第３条』を満たすものであること。

（注２）『盛土規制法第13条の技術基準』及び『茅ヶ崎市建築基準条例』に適合するものであること。

○○ ○ ○ ○

  開発行為に関する工事の
円滑な施行を期するため、
原則として全ての権利者の
同意を得ること。

関係権利者の同意14
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（１） 市街化調整区域内における基準

政令で定めていないため該当なし

備　　考

7

1

2

3

4

5

6

密接に関連する工場等の
扱いについては別添２
（P40）を参照

市街化調整区域内の既存工場と密接な関連を有する
もので、事業の効率化を図るため市街化調整区域に建
築することが必要なもの。「密接な関連を有する」と
は、自己の生産物の原料又は部品の50パーセント以上
を依存するか又は納入している等のもの

1．
　市街化調整区域内に存する鉱物資源の採掘、選鉱及
びこれと密接不可分な加工のための施設であること
2．
　市街化調整区域内に存する観光資源の有効な利用上
必要な展望台・宿泊・休憩施設であること
3．
　水資源の利用のための取水・導水・利水施設である
こと

1．
　公共公益施設については、学校施設、社会福祉施
設、医療施設であること
2.
　店舗については日常生活上必要なものであること
3.
　対象は、周辺の市街化調整区域内に居住する者が主
たるサービス対象である公共公益施設又は店舗に限ら
れる

該当なし

法 第 34 条 の
条 文 要 旨

基 　準　 内　 容

中小企業の共同
化又は集団化の
ための建築物

市街化調整区域
に現存する工場
と密接に関連す
る施設

国又は県が、中小企業総合事業団と一体になって工
場等集団化資金等により助成する中小企業の事業の共
同化又は集団化のための施設

温度等、特別な
条件で政令で定
めるもの

農産物、林産
物、水産物の処
理、貯蔵、加工
のための建築物
等

1．
当該市街化調整区域における生産物の処理、貯蔵、

加工のための施設であること
2．
野菜かん詰、果実かん詰、農産保存食料品、製造

業、精殻、精粉業等

３．市街化調整区域内における基準について（法第３４条）

　市街化調整区域は、農林漁業的土地利用に重点がおかれ、市街化を抑制すべき区域であ
るので、法第３３条の技術基準に適合するほか、法第３４条に定める次のような立地上の
許可基準に該当するものでなければならない。
　ただし、第二種特定工作物の建設のための開発行為については、法第３４条の規定は適
用されない。

都市計画法第３４条第１
号」の運用基準について
は別添１（P36)を参照
日常生活上必要な店舗等
の業種等については別表
第１(P37)を参照

主として当該開
発区域周辺にお
いて居住してい
る者の利用に供
する公共公益施
設又は日常必需
品

鉱物資源、観光
資源の有効な利
用上必要な建築
物等

特定農山村地域
における農林等
の活性化のため
の基盤整備の促
進に関する法律
に従って行う開
発行為
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市が条例で指定
した、市街化区
域と一体的な日
常生活圏を構成
していると認め
られる地域で
あって、おおむ
ね50以上の建築
物が連たんして
いる地域内で行
う開発行為

開発区域の周辺
における市街化
を促進するおそ
れがないと認め
られ、かつ、市
街化区域内にお
いて行うことが
困難又は著しく
不適当と認めら
れる開発行為

市街化調整区域
となる前から土
地の権利を有し
ていた者が建築
する自己用の住
宅又は自己の業
務用の建築物

　開発区域の周辺における市街化を促進するおそれが
ないと認められるものであること

危険物の貯蔵又
は処理

法 第 34 条 の
条 文 要 旨

災害レッドゾー
ンからの移転

災害危険区域等その他の政令で定める開発行為を行
うのに適当でない区域内（政令第29 条の７）に存する
建築物又は第一種特定工作物が同一の市街化調整区域
に移転するもの

1．
　市街化調整区域となった日から６箇月以内に届け出
をしたもの
2．
　線引き前から自己用の住宅又は業務用の建築物を建
てる目的で土地を有していた等権利のあった者
3.
　農地の場合は、既に農地転用許可済であること
4．
　自らの生活の本拠として居住する住宅又は継続的に
自己の業務に係る経済活動を行う建築物であること

地区計画又は集
落地区計画に適
合する建築物

沿道サービス施
設

1．
道路の円滑な交通を確保するための道路管理施設、

休憩所、給油所
2．
火薬類取締法第２条第１項の火薬類の製造所である

建築物

都市計画法に基づく開発
許可等の基準に関する条
例（P80）を参照

地区計画又は集落地区計画の区域内において、当該
地区計画又は集落地区計画に定められた内容に適合す
る建築物

　火薬類取締法第12条に規定する火薬庫であるもの

基 　準　 内　 容

該当なし

備　　考

給油所の扱いについて
は、別添３（P43）、休
憩所の扱いについては別
添４（P44）を参照

12

13

8

8-2

9

10

11
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茅ヶ崎市開発審査会提案
基準参照（P45）

市街化区域にお
いて行うことが
困難又は著しく
不適当なもの

開発区域の周辺における市街化を促進するおそれが
ないと認められるものであること

法 第 34 条 の
条 文 要 旨

基 　準　 内　 容 備　　考

14
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（２）「都市計画法第３４条第１号」の運用基準      

（別添１）  

                                       

 都市計画法第３４条第１号に規定する市街化調整区域に居住している者の日常生活のため必要

な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗等（以下「店舗等」という。）とは、次の各項に該

当するものとする。 

 

１ 店舗等の業種は、別表第１の小・細分類に掲げるものとする。なお、小売業及び飲食店の業

種の判定は、当該小売業及び飲食店における主要な販売品目により行うものとする。 

 

２ 申請地は、既存集落内又はその周辺にあり、申請地を中心とした半径５００メートルの円の

内側（以下「区域内」という。）において次の各要件に適合すること。 

(1)  店舗等の業種に応じ、区域内におおむね別表第１に掲げる対象顧客戸数を有すること。そ

の場合に、必要な対象顧客戸数の２分の１以上を市街化調整区域内に有すること。 

   なお、対象顧客戸数とは、区域内に存する住宅戸数（市街化調整区域外に存する住宅戸数

は、その８割を対象顧客戸数として換算するものとする。）をいい、区域内の対象顧客戸数の

算定は、別表第２に掲げる対象顧客戸数算定式により行うものとする。 

(2)  区域内に学校、病院、工場等がある場合には、当該施設の職員及び従業員等（以下「施設

利用者」という。）において当該店舗等を利用する度合いが特に高いと認められるものについ

ては、その度合に応じて対象顧客戸数として取り扱うことができるものとする。 

   なお、対象顧客戸数として取り扱うことのできる範囲は、当該施設利用者の１割以下とし、

かつ、別表第１に掲げる対象顧客戸数の１割を上限とする。  

 

３ 申請地は、既存集落の現況道路幅員４メートル以上の主要道路に敷地外周の７分の１以上が

接していること。 

 

４ 建築物の規模等は、次の各要件に適合すること。 

(1)  建築物の延べ面積は、おおむね２００平方メートル以下とすること。 

(2)  建築物の敷地面積は、おおむね１５０平方メートル以上４００平方メートル以下とするこ

と。 

(3)  建築物は２階建以下かつ高さ１０メートル以下とすること。 

 

５ 店舗等に住宅を併設する場合には、店舗等の部分が原則として建築物全体の５０パーセント

以上あり、当該建築物の建築が次のいずれかに該当すること。また、店舗等に住宅を併設しな

いで休憩室等当該店舗を管理するための施設を併設する場合には、その部分の延べ面積は２５

平方メートル未満とすること。 

(1)  既存住宅の増築、改築等と併せて行われるもの 

(2)  既存宅地において行われるもの 

(3)  その他市街化調整区域の中で住宅の建築が認められているもの 

 

６ 店舗等の経営等については、次の各要件に適合すること。 

(1)  店舗等の経営は、申請者が行うこと。また、店舗等の開業に際し、法令による資格免許等

を必要とする場合には、申請者がその資格免許等を取得しているか又は取得する見込みのあ

ること。ただし、申請者と有資格者とが共同で経営する場合又はこれに準ずる場合等有資格

者が経営上継続的に店舗の運営に参加することが確実である場合は、この限りでない。 

(2)  申請地は、原則として申請者の所有地とする。ただし、相当の期間借地できることが確実

である場合は、この限りでない。 

 

７ 当該土地が農地であるときは、農地転用の許可が受けられるものであること。 
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別表第１　日常生活上必要な店舗等の業種

大分類 中分類

各種商品小
売業

150戸

200戸

150戸

500戸

250戸

200戸

500戸

300戸

喫茶店

宿
泊
業
・
飲
食

サ
ー

ビ
ス
業

飲食店

飲食料品小
売業

(761)

陶磁器・ガラス器小売
業

スポーツ用品・がん
具・娯楽用品・楽器小
売業

米穀類小売業

医薬品・化粧品小売業

(自動車・自転車を除く)

機械器具
小 売 業

その他の
小 売 業

税務署長の販売免許（酒税法第９
条）

(608)

(6023)

花・植木小売業

二輪自動車小売業
(原動機付自転車を含
む)

乾物小売業

写真機・時計・眼鏡小
売業

書籍・文房具小売業

(603)県知事の開業許可（薬事法第４条）
 [薬剤師免許]

(763)

　（調理師法第３条）

(6092)

県知事の営業許可
　（食品衛生法第52条）

必要に応じ調理師免許

(762)

(764)

食堂・レストラン

そば・うどん店

すし店

専門料理店（料亭を除く）

(767)

機械器具小売業

荒物小売業

(5891)

(593)

(6022)

自転車小売業 (592)

豆腐・かまぼこ等
加工食品小売業

年間20精米トン以上の米穀を販売す
る：農林水産大臣届出（主要食糧の
需給及び価格の安定に関する法律）

(5914)

(584)

(581)

(582)

(586)

(585)

(5895)

(5797)

織 物 ・ 衣
服・身の回
り品小売業

靴・履物小売業

野菜・果実小売業

各種食料品小売業

日常生活上必要な店舗等の業種

小・細分類

卸
売
業
・
小
売
業

コンビニエンスストア

食肉小売業

(571)呉服・服地・寝具小売業

(572)男子服小売業

婦人・子供服小売業

(574)

備　考資　格　免　許　等
対 象
顧 客
戸 数

(573)

県知事の営業許可（食品衛生法第52
条）

(583)

県知事の営業許可（食品衛生法第52
条）

(563)

菓子・パン小売業

酒小売業

鮮魚小売業

牛乳小売業

(5896)

燃料小売業 (605)
の確保等に関する法律第３条）

金物小売業

(607)

(6021)

農耕用品小売業 (604)

経済産業大臣の登録（揮発油等の品

(606)
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大分類 中分類

300戸

500戸

自動車
整備業

500戸

その他の修
理業

500戸

医療業 300戸

県知事への届出（美容師法第11条）
 [美容師免許]

(783)

(782)

その他の生
活関連サー
ビス業

日常生活上必要な店舗等の業種

(7811)

地方運輸局長の認証（道路運送車両
法第78条）整備主任者の同意書

衣服裁縫修理業 (793)

(891)自動車整備業

小・細分類

普通洗濯業

  備考欄に掲げる（　）内の数字は、日本標準産業分類（令和５年７月改定　総務省）による
  分類番号である。

かじ業
(農業用器具修理業等)

(9094)

あん摩マッサージ指圧
師
等の施術所

あん摩マッサージ指圧師免許、はり
師免許、きゅう師免許、柔道整復師

(8351)
医
療
･

福
祉

理容業

県知事への届出(クリーニング業法
第５条)
[クリーニング師免許]

備　考資　格　免　許　等
対 象
顧 客
戸 数

生
活
関
連
サ
ー

ビ
ス
業
・

娯
楽
業

サ
ー

ビ
ス
業
（

他

に
分
類
さ
れ
な
い

も
の
）

美容業

洗濯･理容･
美容･浴場
業

県知事への届出(理容師法第11条)
 [理容師免許]

38



別表第２　　対象顧客戸数算定式

※ 対象顧客戸数算定式 : Ｔ＝Ａ－Ｂ－Ｃ

r=500m

r=500m

Ｚ(１/２減)

r=500m

×１/２

Ｃ＝ ×１/４

×１/２Ｚ（重複）部分の住宅戸数

　　　　Ｘ(１/２減)

　 申 請 地

Ｙ(１/４減）

の合計

Ｘ 部 分 の 住 宅 戸 数

同 品 目 店 舗

同業同種店舗等

Ｙ 部 分 の 住 宅 戸 数

　同業同種店舗等＝別表第１の同一小・細分類に属する店舗等

　同 品 目 店 舗＝同業同種店舗以外で、申請店舗の主要な販売品目と同一の品目
　　　　　　　　　を取り扱っている店舗

※　Ｃの算定は、下図による

   Ｔ＝区域内の対象顧客戸数

   Ａ＝区域内の住宅戸数

   Ｂ＝Ａのうち河川等で地形的に分断され、明らかに商圏外であると認められる住宅戸数

   Ｃ＝同業同種店舗等及び同品目店舗による影響住宅戸数
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（３）「都市計画法第３４条第７号」の運用基準   

    （別添２） 

 

 都市計画法第３４条第７号に規定する市街化調整区域内において現に工業の用に供されてい

る工場施設（以下「既存工場」という。）における事業と密接な関連を有する事業の用に供する

建築物等で、これらの事業活動の効率化を図るため、市街化調整区域内に建築等をすることが

必要なものとは、次の各項に該当するものをいう。 

 

１ 市街化調整区域内に立地する既存工場に対して自己の生産物の５割以上を原料又は部品と

して納入しており、かつ、それが既存工場の生産物の原料又は部品のおおむね５割以上を占

めていること。又は、市街化調整区域内に立地する既存工場に対して自己の生産物の原料又

は部品の５割以上を依存しており、かつ、それが既存工場の生産物のおおむね５割以上を占

めていること。 

 

２ １の関連が過去３年以上継続しており、かつ、今後も継続される計画であること。 

 

３ 事業相互の輸送等における効率化が図られる計画であること。 

 

４ 立地については、次の各要件に適合すること。 

(1) 申請建築物等の敷地面積及び延べ面積は、既存工場を上回るものでないこと。 

(2) 申請建築物等は、既存工場からおおむね１キロメートル以内に立地すること。 

(3) 申請地は、原則として幅員６メートル以上の道路に敷地外周の７分の１以上が接してい

ること。 

(4) 敷地内に緩衝緑地として敷地面積の１０%以上の緑化がなされていること。 

 

５ 申請建築物等の市街化調整区域内への立地に関し、既存工場が要望をしていること。 

 

６ 農地転用の許可等関係法令に適合するものであること。また、特定保留フレーム内の開発

行為等に当たっては、その整備手法及び目的に合致すること。 

 

 

「都市計画法第３４条第７号」に係る申請及び審査について（取扱要領） 

（平成１９年１１月３０日施行） 

 

１ 「都市計画法第３４条第７号」の許可申請に必要な提出書類は、法令に規定するもののほ

か、次のとおりとする。 

(1) 共通書類 

ア 既存工場の概要を示すもの 

(ｱ) 既存工場概要書（生産品目、売上金額、従業員数、取引状況等を記載したもの） 

    (ｲ) 土地登記簿謄本 

   (ｳ) 公図の写し 

   (ｴ) 借地の場合は土地賃貸契約を確認できる書類 

   (ｵ) 案内図（既存工場、関連工場及び申請工場の位置を記載したもの） 

   (ｶ) 配置図 

   (ｷ) 平面図 

   (ｸ) 面積表 

       

イ 現在、既存工場における事業と密接な関連を有する事業の用に供する工場（以下「関

連工場」という。）の概要を示すもの 

40



  

(ｱ) 現在の関連工場の概要書（生産品目、売上金額、従業員数、取引状況等を記載した

もの） 

(ｲ) 配置図 

(ｳ) 平面図 

(ｴ) 面積表 
     

ウ 申請工場の概要を示すもの 

(ｱ) 申請工場の概要書（生産品目、売上金額、従業員数及び、取引状況並びに現在の関

連工場と申請工場と比較を記載したもの） 

(ｲ) 土地登記簿謄本 

(ｳ) 公図の写し 

(ｴ) 借地の場合は土地賃貸借契約を確認できる書類 
     

エ 既存工場の要望書（事業の効率化について記載したもの） 
 

オ 関連工場の決算書（課税所得の算定に使用するもの）（過去３年間分） 
 

カ 既存工場の決算書（課税所得の算定に使用するもの）（過去３年間分） 
 

キ 今後の密接な関連を示す書類として、どちらかの書類 

(ｱ)既存工場又は関連工場のいずれかが、中小企業を対象とした国、県、市長村等の金

融支援を過去３年間受けたことを示す書類 

(ｲ)中小企業診断士が作成した、既存工場及び関連工場双方の経営状態・相互の関係性

についての意見書 

ク 関係法令の協議書又は許可書等の写し 
 

        （２）「既存工場に対して自己の生産物の５割以上を原料又は部品として納入しており、かつ、

それが既存工場の生産物の原料又は部品の５割以上を占めていること。」に該当する場合 

         ア 関連工場の売上高の内訳 

         イ 関連工場の売上帳 

         ウ  関連工場の得意先元帳 

         エ 既存工場の売上原価の内訳 

         オ 既存工場の当期製品製造原価の内訳 

         カ 既存工場の仕入帳 

         キ 既存工場の仕入元帳 

          （全て過去３年分） 
 

        （３）「既存工場に対して自己の生産物の原料又は部品の５割以上依存しており、かつ、それ

が既存工場の生産物の５割以上を占めていること。」に該当する場合 

ア 既存工場の売上高の内訳 

イ 既存工場の売上帳 

ウ 既存工場の得意先元 

エ 関連工場の売上原価の内訳 

オ 関連工場の当期製品製造原価の内訳 

カ 関連工場の仕入帳 

キ 関連工場の仕入元帳 

（全て過去３年分） 
 

２「都市計画法第３４条第７号」の審査は、次のとおりとする。 

（１）「都市計画法第３４条第７号」でいう建築物等の用途は、工場に限る。また、現にある

関連工場を移転するものを対象とする。 

（２）次に掲げる書類を、写しの場合は必要に応じて原本照合を行うこと。 

ア 関連工場の決算書 

イ 既存工場の決算書 
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ウ １（２）に掲げる書類すべて 

エ １（３）に掲げる書類すべて 

 

（３）「既存工場に対して自己の生産物の５割以上を原料又は部品として納入している」こ

との審査は、次の項目を確認すること。 

ア 関連工場の得意先元帳に記載されている既存工場間との取引額の合計が、関連工場

の売上高の５０パーセント以上であること。 

イ 関連工場の得意先元帳に記載されている既存工場間との個々の取引が、関連工場の

売上帳に反映されていること。 

ウ 関連工場の決算書の損益計算書にある売上高が、売上帳の総売上高と一致すること。 
 

（４）「それが既存工場の生産物の原料又は部品の５割以上を占めていること」の審査は、

次の項目を確認すること。 

ア 既存工場の仕入元帳に記載されている関連工事間との取引額の合計が、既存工場の

材料費の５０パーセント以上であること。 

イ 既存工場の仕入先元帳に記載されている関連工場間との個々の取引が、既存工場の

仕入帳に反映されていること。 

ウ 既存工場の当期製品製造原価の内訳にある、材料費が、仕入帳の総仕入高と一致す

ること。 
 

（５）「既存工場に対して自己の生産物の原料又は部品の５割以上を依存して」いることの

審査は、次の項目を確認すること。 

ア 関連工場の仕入先元帳に記載されている既存工場間との取引額の合計が、関連工場

の材料費の５０パーセント以上であること。 

イ 関連工場の仕入先元帳に記載されている既存工場間との個々の取引が、関連工場の

仕入帳に反映されていること。 

ウ 関連工場の当期製品製造原価の内訳にある材料費が、仕入帳の総仕入高と一致する

こと。 
 

（６） 「それが既存工場の生産物の５割以上を占めていること」の審査は、次の項目を確

認すること。 

ア 既存工場の得意先元帳に記載されている関連工場間との取引額の合計が、既存工場

の売上高の５０パーセント以上であること。 

イ 既存工場の得意先元帳に記載されている、関連工場間との個々の取引が、既存工場

の売上帳に反映されていること。 

ウ 既存工場の決算書の損益計算書にある売上高が、売上帳の総売上高と一致すること。 
 

（７）必要に応じて、双方の個別取引内容を照合するために、次の書類の提示を求めること

とする。これらの書類を伴わない取引は、行われていないものと判断すること。 

ア 仕様書又は見積書 

イ 契約書 

ウ 納品書 

エ 支払を示す書類（請求書、領収書、振込控え、（銀行発行）手形・小切手のサイト

（片券）通帳） 

 

（８）「申請建築物は、既存工場から１．５キロメートル以内に立地すること」の審査につ

いては、敷地間の距離を対象とすること。 
 

３「都市計画法第３４条第７号」の許可後の取扱は、次のとおりとする。 

（１）当該許可後、申請工場の業種変更及び用途変更は、法第３４条各号の許可を要する。 
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（４） 沿道施設である給油所に係る「都市計画法第３４条第９号」の運用基準 

（別添３） 

 

 市街化調整区域内における「ガソリンスタンド、自動車用液化石油ガススタンド及び自動

車用天然ガス燃料供給施設」に係る開発行為等に関する都市計画法第３４条第９号の規定の

運用基準は、申請の内容が次の各項に該当するものであること。 

 

１ 当該申請に係る建築物の用途がガソリンスタンド、自動車用液化石油ガススタンド及び

自動車用天然ガス燃料供給施設で、沿道サービス上必要と認められるものであること。 

 

２ 沿道サービスの対象となる道路は、車道幅員が６メートル以上である一般国道、県道及

び県道に準ずる道路と認められる市道であること。 

 

３ 当該申請に係る建築物の敷地は、前項に規定する道路に敷地外周の７分の１以上が接し

ていること。 

 

４ 当該施設の計画が、当該施設の利用上、車両及び歩行者の通行に支障のないよう交通安

全について適切な配慮がなされているものであること。 

 

５ 当該土地が農地であるときは、農地転用の許可を受けられるものであること。 
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（５） 沿道施設である休憩所に係る「都市計画法第３４条第９号」の運用基準  

（別添４） 

 

 道路の円滑な交通を確保するために設けられるドライブイン等の休憩所に係る開発行為

等に関する都市計画法第３４条第９号の規定の運用基準は、申請の内容が次の各項に該当す

るものであること。 

 

１ 当該申請に係る建築物の用途は、主として中長距離を走行する自動車の運転者及び同乗

者の休憩のため利用できる「駐車場を有する休憩所施設」であること。 

 

２ 当該申請に係る「駐車場を有する休憩所施設」には、前項に掲げる目的の範囲内で設け

られる食堂、喫茶室、飲食物売場、物産品売場を含むものとするが、住宅部分を有しない

ものであること。 

 

３ 沿道サービスの対象となる道路は、車道幅員が６メートル以上である一般国道、県道及

び県道に準ずる道路と認められる市道であること。 

 

４ 当該申請に係る建築物の敷地は、前項に規定する道路に敷地外周の７分の１以上が接し

ていること。 

 

５ 当該施設については、次に掲げる要件に適合すること。 
 
(1) 車両及び歩行者の通行に支障のないよう交通安全について適切な配慮がなされている

ものであること。 

(2) 収容人員４人に１台の割合で算出した台数以上の小型四輪自動車が駐車できる広さの

駐車場が敷地内に有効に配置されていること。 

   なお、収容人員の算定が困難な場合は、敷地の過半を超える面積が駐車場であること。 

(3) 敷地内の緑化については、適切な配慮がなされていること。 

 

６ 当該土地が農地であるときは、農地転用の許可を受けられるものであること。 
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４．茅ヶ崎市開発審査会提案基準 

 

 「都市計画法第３４条第１４号」及び「都市計画法施行令第３６条第１項第３号ホ」の規定に基づき、

開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うこ

とが困難又は著しく不適当と認められるものについて、次のとおり提案基準を定める。 

なお、提案にあたっては、道路の技術基準である令２５条第２号但し書きは、開発の規模や形状、開発

区域周辺に照らして接する道路の幅員を４ｍで足りると認められる場合に適用されるものであることから、

不特定多数の利用が想定される建築物には適用できないことに留意すること。 

 

 

 

 

提案基準 提 案 基 準 項 目 施行年月日 備  考 

１ 
市街化調整区域内に存する事業所のための従業員

宿舎 

H15.5.20  

２ 市街化区域内に存する事業所のための従業員宿舎 〃  

３ 農家等世帯の構成員が分家する場合の住宅等 〃  

４ 
法第２９条第１項第３号に規定する公益上必要な

建築物に類する建築物 

〃 H24.2.8一部改正 

５ 
収用対象事業の施行により立ち退く場合において、

これに代わるべきものとして建築される建築物 

〃  

６ 建築物の建替え等 〃  

７ 
第二種特定工作物以外の運動又はレジャー施設で

ある工作物及び墓園に必要不可欠な建築物 

〃  

８ 研究施設 〃  

９ 既得権を有するもの 〃  

１０ 神社仏閣及び納骨堂等 〃  

１１ ゴルフ練習場 〃  

１２ 
法第３４条第１３号に規定する届出の有効期間の

経過するもの 

〃  

１３ 既存宅地 〃  

１４ 介護老人保健施設 〃 H24.2.8一部改正 

１５ 建築物の用途変更 〃  

１６ 附属建築物として最低限必要な管理棟 〃  

１７ 社会福祉施設 H24.2.8  

１８ 医療施設 〃  

１９ 学校 〃  
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提案基準 １  市街化調整区域内に存する事業所のための従業員宿舎 

 

市街化調整区域内に存する事業所の従業員のための従業員宿舎を市街化調整区域に建築す

る場合の提案基準は、申請の内容が次の各項に該当するものとする。 

基準の内容 

１ 当該事業所は、当該市街化調整区域に関する都市計画の決定の日前から存するもの、法

第２９条第１項第２号若しくは第３号に該当するもの又は法第３４条各号の規定により許

可を受けたものであること。 

２ 当該従業員宿舎の土地は、当該事業所の敷地からおおむね２キロメートル以内であるこ

と。 

３ 当該事業所の事業の操業方式、就業体制、雇用形態等を勘案し、当該従業員宿舎が必要

であると認められ、かつ、従業員宿舎の規模が適切であると認められるものであること。 

４ 当該従業員宿舎は、当該事業所を経営する者が建築主となって従業員に利用させるため

のものであること。 

５ 当該従業員宿舎の土地が農地であるときは、農地転用の許可が受けられるものであるこ

と。 

 

留意点 
 

１ 開発許可等の申請時に基準の内容３が判断できる資料の提出を求めるものとする。 

２ 自宅を所有している者は、原則として当該従業員宿舎に入居することはできない。た

だし、遠距離通勤のため通勤が困難なもの等やむを得ないと認められる場合は、この限

りでない。（別途、入居理由書の提出を求めるものとする。） 

３ 事業附属寄宿舎規程（昭和２２年１０月３１日労働省令第７号）の適用を受ける従業

員宿舎については、この規程に適合していること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

46



提案基準 ２ 市街化区域内に存する事業所のための従業員宿舎 

 

市街化区域内に存する事業所の従業員のための従業員宿舎を市街化調整区域に建築する場合

の提案基準は、申請の内容が次の各項に該当するものとする。 

基準の内容 

１ 市街化調整区域に関する都市計画の決定の日前から存する事業所のための従業員宿舎の土

地として、当該事業所を経営する者が同日以前に当該土地の所有権を取得したものであるこ

と。 

２ 当該従業員宿舎は、当該事業所の存する市街化区域に隣接する市街化調整区域内にあるこ 

と。 

３ 当該従業員宿舎の土地は、当該事業所の敷地からおおむね２キロメートル以内であること。 

４ 当該事業所の事業の操業方式、就業体制、雇用形態等を勘案し、当該従業員宿舎が必要であ

ると認められ、かつ、従業員宿舎の規模が適切であると認められるものであること。 

５ 当該従業員宿舎は、当該事業所を経営する者が建築主となって従業員に利用させるためのも

のであること。 

６ 当該従業員宿舎の土地が農地であるときは、市街化調整区域に関する都市計画の決定の日前

に農地転用の許可を受けていること。 

 

留意点 
 

１ 基準の内容１については、土地売買契約書及び農地転用許可の転用目的等により確認

するものとする。 

２ 開発許可等の申請時に基準の内容４が判断できる資料の提出を求めるものとする。 

３ 自宅を所有している者は、原則として当該従業員宿舎に入居することはできない。た

だし、遠距離通勤のため通勤が困難なもの等やむを得ないと認められる場合は、この限

りでない。（別途、入居理由書の提出を求めるものとする。） 

４ 事業附属寄宿舎規程（昭和２２年１０月３１日労働省令第７号）の適用を受ける従業

員宿舎については、この規程に適合していること。 
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提案基準 ３ 農家等世帯の構成員が分家する場合の住宅等 

 

市街化調整区域内に農家等世帯の構成員が、当該世帯の通常の分化発展の過程で必要とな

る住宅を建築する場合の提案基準は、申請の内容が次の各項に該当するものとする。 

基準の内容 

１ 農家等世帯の構成員である者が、分家をする必要があること。 

２ 当該建築物を建築しようとする土地は、既存の集落内又はその周辺にあること。 

３ 当該土地は、当該市街化調整区域に関する都市計画の決定の日前から本家である世帯が

所有していた土地で、分家をする者が相続した土地、その者へ贈与された土地又は本家と

使用貸借した土地であること。ただし、当該土地が交換農地の取扱いに基づいた農業委員

会のあっせんの交換農地又は公共事業のため公共団体等のあっせんにより代替取得した土

地である場合は、その交換又はあっせんにより失った土地の所有権が、継続しているもの

として取り扱うものとする。 

４ 当該敷地の面積は、原則として１５０平方メートル以上が確保されていること。また、

特にやむを得ない場合を除き敷地面積は４００平方メートル以下であること。 

５ 本家である世帯及び分家をする者が、市街化区域に分家する適当な土地を所有していな

いこと。 

６ 分家をする者は、農家等世帯の構成員であり、現に本家である世帯に同居している者、

又は結婚、就職、就学等の理由で従前、世帯から転出した者（民法第７２５条に定める親

族の範囲に該当する者（農家等世帯主からみて、６親等内の血族、３親等内の姻族に限る。））

であること。また、独立して生計を営むことができ、建設資金を確保できる見込みが確実

であると認められる者であること。 

７ 分家する者が自らの生活の本拠とする住宅であり、他に自己名義の住宅を所有していな

いこと。 

８ 生活上その他やむを得ず住宅以外の用途を兼用する場合は、主たる用途が住宅であり、

かつ、自らが直接使用するもので、原則として法第３４条第１号の用途のものであること。 

９ 当該土地には、原則として本家である世帯及び分家をする者以外の者の権利が設定され

ていないこと。 

10 当該土地が農地であるときは、農地転用の許可が受けられるものであること。 

11 農家の分家の場合、本家である世帯構成員の１名以上が「農業を営む者」であること。 

12 農家以外の世帯の構成員が分家をする場合は、基準の内容１から１０に該当し、かつ、

本家である世帯が市街化調整区域に関する都市計画の決定の日前から引き続き当該市街化

調整区域に居住している者であること。 

 

留意点 
 

１ 農業の範囲は、原則として日本標準産業分類によるＡ－農業の範囲とする。 
 
２「農家」とは、農林業センサス規則（昭和４４年農林省令第３９号）第２条第３項に規

定する農家をいう。また、「農業を営む者」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 

 (1) 経営耕地面積が１０アール以上である者 

 (2) 自らの生産する農産物の販売により、年１５万円以上の収入がある者 
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３ 基準の内容６の｢現に本家である世帯に同居している者｣、｢従前、世帯から転出した者｣に

該当するかについては、申請者の住民票記載事実及び本家の除籍者を含めた戸籍謄本、住民

票等により確認するものとする。 
 
４ 申請者は、原則として結婚していること。また、申請者が婚約中の場合、次の資料の提出

を求めて判断するものとする。 
 

(1) 理由書（結婚する前に住宅を建築しなければならない具体的理由を明記） 

(2) 両人が結婚する旨の仲人等の証明 

(3) 式場申込書又は領収書 

(4) 婚約者の戸籍謄本及び住民票 
 

なお、事前相談において申請者及び婚約者と事前面接を行い、婚約の事実、新居建築の必

要性、確実性について確認するものとする。 

また、独身者の分家については、分家したい者が経済的に自立しており、本家と同居する

ことが困難であることの具体的な理由が明確であること。 
 
５ 建築物を建築しようとする土地が建築基準法に基づく敷地と道路の関係（同法第４３条）

を満たしていないため必要最小限の専用通路を設ける場合、当該専用通路部分の土地に関し

ては基準の内容３に適合しているとみなすものとする。なお、本家である世帯及び申請者が

他に分家する適当な土地を有している場合は、当該適地に計画するものとする。 
 
６ 基準の内容３の「贈与された土地」については、本申請時に贈与証書【参考様式１参照】

（収入印紙及び実印のあるもの）の提出（原本は許可書に、写しを申請書にそれぞれ添付）

を求め、その記載事実により確認するものとする。 
 
７ 基準の内容３の「使用貸借した土地」が適用されるのは法定相続人に限り、本申請時に土

地使用貸借契約書【参考様式２参照】（実印のあるもの）の写し及び分家する者を除く法定

相続人全員から承諾書【参考様式３参照】（実印のあるもの）の提出を求める。ただし、や

むを得ない事情により承諾書を提出させることが困難な場合はこの限りでない。 
 
８ 基準の内容５の「市街化区域に分家する適当な土地を有していない」とは、所有する土地

が既に建築物の敷地や長期にわたって正式な契約済の土地をいい、主に家庭菜園、駐車場な

どの土地は原則として含まない。 
 
９ 分家する土地に抵当権、差押、所有権移転仮登記等の権利が設定されていないこと。 
 

１０ 本家が分家住宅のために農地を贈与等すると１０アール未満の耕作面積になり、農家要件

に該当しない場合は、原則として農家以外の構成員が分家する場合の基準を適用する。 

なお、小作地、借入地も耕作面積に算入する。 
 

１１ 土地名寄帳により市街化区域内土地所有の有無の審査に当たり、都市計画税の課税がされ

ている土地は、市街化区域に存する土地と判断する。 
 

１２ 基準の内容７の「他に自己名義の住宅を所有していないこと」の「自己名義」には、分家

後の世帯構成員のものも含むものとする。 
 

１３ 基準の内容８の「主たる用途が住宅である」とは住居部分の面積が当該建築物の延べ面積

の２分の１以上であることをいう。 
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１４ 基準の内容にいう分家を本家として行う分家（以下「次世代分家」という。）の立地は、次

の事項並びに次の事項に係る「基準の内容」以外の「基準の内容」及び他の「留意点」を満

たす場合のみ認めるものとする。 
 

(1) 次世代分家に係る土地は、基準の内容３のうち「当該土地は、当該市街化調整区域に関

する都市計画の決定の日前から本家である世帯が所有していた土地で、分家をする者が相

続した土地、その者へ贈与された土地又は本家と使用貸借した土地であること。」を「当該

土地は、当該市街化調整区域に関する都市計画の決定の日以後に、分家が相続した土地、

贈与 を受けた土地又は使用貸借した土地のうち所有権の移転がなされた土地で、次世代

分家をする者が相続した土地又はその者へ贈与された土地又は分家と使用貸借した土地で

あること。」と読み替えるものとする。 
 
(2) 次世代分家ができる者は、基準の内容６のうち「６親等内の血族、３親等内の姻族」と

あるものを、「２親等内の血族」と読み替えるものとする。 
 
(3) 非農家の次世代分家については、基準の内容１２のうち、「かつ、本家である世帯が市街

化調整区域に関する都市計画の決定の日前から引き続き当該市街化調整区域に居住してい

る者であること。」を「かつ、分家世帯が市街化調整区域に継続して居住している者である

こと。ただし、都市計画の変更により分家世帯が市街化区域に編入替えになった場合はこ

の限りでない。」と読み替えるものとする。 
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※ 農家等分家取扱の概念図 

（凡 例）        

市街化区域   

 

市街化調整区域 

〔非農家分家〕                 〔農家分家〕 

 

 

（１代目）   

 

 

線引き      

昭和 45 年６月 10 日 

 

 

 

 

（２代目）   

 

 

（２親等血族）               （２親等血族） 

 

 

 

 

（３代目）   

 

 

 

 

※１ 農家分家については、本家は市街化区域に存する場合も含む。 

※２ 次世代分家の土地には、本家から直接に相続した土地、贈与した土地又は使用貸借した土

地は含まない。 

※３ 相続により本家を継いだ世帯は、それが線引き後になされた場合にあっても基準の内容３

にいう本家とみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 家 本 家 

分 家 分 家 

６親等血族 
３親等姻族 

相  
続 
贈  
与 

６親等血族 
３親等姻族 

相  
続 
贈  
与 

次世代分家 次世代分家 

相  
続 
贈  
与 

相  
続 
贈  
与 

※１ 

※３ ※３ 

※ ２※２ 
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※ 「民法第７２５条に定める親族の範囲に該当する者」とは下記の図を参照のこと。 

（数字は親等を示す） 

 

 

 

自 分 
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提案基準 ４ 法第２９条第１項第３号に規定する公益上必要な建築物に類する建築物 

 

法第２９条第１項第３号に規定する公益上必要な建築物に類する建築物（以下「類する建築物」とい

う。）を建築する場合の提案基準は、申請の内容が次の各項に該当するものとする。 

基準の内容 

１ 「類する建築物」とは、地区集会所、集落青年館、公民館等（以下「地区集会所等」という。） 

  をいう。 

２ 「地区集会所等」は、次のいずれにも該当するものであること。 

(1) 当該建築物を利用する者が主に市街化調整区域の居住者である等、当該市街化調整区域に

設置することが合理的であること。ただし、市長から要望がある場合はこの限りでない。 

(2) 当該建築物の設置は、公共的団体が行うもので公益性の顕著なものであること。 

３ 当該土地が農地であるときは、農地転用の許可が受けられるものであること。 

 

留意点 
 
「地区集会所等」は、町内会、自治会等の自治組織による適正な管理運営が行われるものであ

ること。 
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提案基準 ５ 収用対象事業の施行により立ち退く場合において、これに代わるべきものとして 

建築される建築物 

 

収用対象事業の施行により、当該収用に係る建築物を市街化調整区域に移さなければならない場合の

提案基準は、申請の内容が次の各項に該当するものとする。 

基準の内容 

１ 土地収用法第３条各号に規定する事業の施行により、建築物を除去し、代替地に移す場合であり、

当該事業の事業主体から要請があること。 

２ 代替地は、原則として当該事業の事業主体が本市と調整の上あっせんした土地であり、かつ、次の

いずれかに該当する区域内に存すること。 

(1) 本市内又は当該収用に係る敷地を中心とした半径５キロメートルの円で囲まれる区域であるこ

と。 

(2) 当該収用に係る敷地と一体的な日常生活圏を形成していると認められる区域であること。 

３ 代替地の面積及び代替地に移す建築物の延べ面積は、原則として既存の１.５倍を超えないことと

する。 

なお、専用住宅又は兼用住宅（第二種低層住居専用地域内に建築可能なもの）で特に既存の延べ面

積等が過小なものについては、敷地面積３００平方メートル以下、延べ面積２００平方メートル以下

とする。 

４ 代替地に移す建築物は、原則として従前の用途と同じものであること。 

なお、代替地に移す建築物が長屋又は共同住宅の場合、その戸数は当該収用に係るものの戸数以下

であること。 

５ 当該収用に係る敷地が市街化区域にあるものについては、市街化区域内の他の土地に移すことがで

きない理由が明確であること。 

６ 敷地及び建物の一部が収用対象となる場合には、残った敷地又は建物の範囲内で対応できないこと

が明確であること。 

７ 当該土地が農地であるときは、農地転用の許可が受けられるものであること。 

 

留意点 
 
１ 「収用に係る敷地」には収用対象建物の敷地のほか建築基準法第４２条第２項の規定によ

る道路の後退部分及び隣接して一体不可分に利用されていると判断される敷地を含み、代替

地には道路等帰属される公共公益施設は含まないものとする。 

２ 基準の内容２の「一体的な日常生活圏を形成していると認められる区域」とは、次表の「該

当地区」をいう。 

 

 

圏 域 名 該  当  地  区 

湘南都市圏 

県央都市圏 

湘南地区、県央地区 

（平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二

宮町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、

清川村） 
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３ 基準の内容３の「原則として既存の１.５倍を超えないこと」の土地面積についての具体的

な取扱いは、次によるものとする。 

(1) ８の(1)及び(2)の場合は、敷地全体の１.５倍以内とする。 

(2) ８の(3)及び(4)の場合は、収用される土地の１.５倍と残地と同面積を合算した 

面積以内とする。 
 
４ 事前相談は、当該事業主体から受けるものとする。 
 
５ 敷地のみの収用は、原則として認めない。 

 

６ 申請者は、原則として収用に係る建築物の所有者とする。 
 
７ 基準の内容５の「他の土地に移すことができない理由が明確であること」の確認については、

選定結果報告書【参考様式４参照】の提出によりやむを得ない状況が明確であること。 
 
８ 基準の内容６の「残った敷地又は建物の範囲内で対応できないことが明確である」とは、

次の場合をいう。 
 
(1) 借地であって地主に返還する場合 

(2) 当該事業の事業主体が一括取得する場合 

(3) 残地で従前規模の建築物が建築できない場合 

(4) その他残地の形状等によりやむを得ないと判断される場合 
 
９ 収用に係る建築物が、工場、作業所、事業所等のうち周辺環境に影響を及ぼすおそれのあ

る建築物の代替地については、次によるものとする。 
 
(1) 原則として、当該建築物が立地できる用途地域に近接していること。 

(2) 当該敷地の前面道路の幅員は、９メートル以上（周辺状況によりやむを得ない場合は６

メートル以上）とする。 

(3) 汚水については、公共下水道への接続又は合併処理浄化槽設置（原則として放流先に接

続すること。）等により適切になされること。また、雨水についても、放流先への接続又

は敷地内処理により適切になされること。 
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提案基準 ６ 建築物の建替え等 

 

市街化調整区域において、市街化調整区域に関する都市計画の決定の日前から存する建築物又は市街

化調整区域に関する都市計画の決定の日以後に都市計画法に適合して建築され、かつ、現在も適法に使

用されている建築物を建て直す場合の提案基準は、申請の内容が次の各項に該当するものとする。 

基準の内容 

１ 従前の敷地内で建替え又は災害によって滅失した建築物と用途の異ならない建築物を建築するも

のであること。 

２ 建替え等に際し従前の敷地に新たに敷地増を伴う場合は、次の各号のいずれにも該当するものであ

ること。 

(1) 従前から存する建築物の用途は、自己の居住の用に供する専用住宅若しくは兼用住宅（第二種低

層住居専用地域内に建築可能なもの）又は平成19年11月30日前に建築された特定の公共公益施設で

あること。なお、ここでいう「特定の公共公益」とは、都市計画法施行令第21条第26号イからホに

掲げる施設であること。 

(2) 増加後の敷地面積は、自己の居住の用に供する専用住宅又は兼用住宅については３００平方メー

トル未満、特定の公共公益施設については従前の建築物の延べ面積を確保するために最小限必要と

なる敷地面積であること。 

(3) 敷地増に係る土地が農地であるときは、農地転用の許可が受けられるものであること。 

 

 

留意点 
 

１ 建替え等には、建替えのほか、増築及び建築許可不要の改築も含むものとする。 

２ 建替え等に係る建築物については、都市計画法に基づく許可書又は都市計画法施行規則第

６０条に基づく証明書等により適法な建築物であることが確認できるものであること。ただ

し、市街化調整区域に関する都市計画の決定の日前から存する建築物については、建築基準

法に基づく建築確認通知書等により建築年次が確認できるものであること。 

３ 従前の敷地が建築基準法第４３条に基づく敷地と道路の関係を満たしていないため必要最

小限の専用通路を設ける場合、基準の内容１の「従前の敷地」には当該専用通路部分の土地

も含めて取り扱うことができるものとする。 

４ 基準の内容２(1)の「第二種低層住居専用地域内に建築可能なもの」の規定は、従前から存

する建築物が提案基準３「農家等世帯の構成員が分家する場合の住宅等」に基づき許可を受

けた兼用住宅の場合は適用しないものとする。 
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提案基準 ７ 第二種特定工作物以外の運動又はレジャー施設である工作物及び墓園に必要不可

欠な建築物 

 

市街化調整区域に存し、又は建設する第二種特定工作物以外の運動又はレジャー施設である工作

物及び墓園（以下「施設」という。）に必要不可欠な建築物を建築する場合の提案基準は、申請の内

容が次の各項に該当するものとする。 

基準の内容 

１ 当該建築物の用途は、当該施設と密接な関連を有するものであって、当該施設の利用上直接的

に付随し、必要不可欠と認められること。 

２ 当該建築物は、原則として当該施設の区域内にあること。ただし、当該施設の利用方法及び当

該土地の状況を勘案して、やむを得ないと認められる場合は、これに隣接する土地を含む。 

３ 当該建築物の敷地面積は、原則として当該施設面積の４パーセント以内であること。 

４ 当該土地が農地であるときは、農地転用の許可が受けられるものであること。 

 

留意点 
 
１ 開発区域は、当該建築物の敷地及び公共施設用地（道路等）とする。 

２ 墓園には、ペット霊園も含むものとする。 
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提案基準 ８ 研究施設 

 

研究対象が、市街化調整区域に存在すること等の理由により、当該市街化調整区域に研究施設を建

築する場合の提案基準は、申請の内容が次の各項に該当するものとする。 

基準の内容 

１ 研究対象は、次のいずれかに該当するものであること。 

(1) 研究対象が、当該市街化調整区域に存在し、かつ、当該土地において研究する必要性があるこ

と。 

(2) 研究対象が、自然的又は環境上特別の条件を必要とするもので、当該土地が、当該特別の条件

を満たすところであること。 

２ 研究施設の目的、研究内容等を勘案して立地上、当該土地の周辺に影響を及ぼすおそれのない状

況の地域であること。 

３ 当該土地が農地であるときは、農地転用の許可が受けられるものであること。 
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提案基準 ９ 既得権を有するもの 

 

自己の居住の用に供する住宅を建築する目的で、市街化調整区域に関する都市計画の決定の日前か

ら有していた土地について、特にやむを得ないと認められる事由のため、所定の期間内に法第３４条

第１３号の規定に基づく届出ができなかったものに係る提案基準は、申請の内容が次の各項に該当す

るものとする。 

基準の内容 

１ 市街化調整区域に関する都市計画の決定の日前から、自己の居住の用に供する建築物を建築する

目的で当該土地を有していた者で、次のいずれかに該当するものであること。 

(1) 国外に居住又は旅行中若しくは滞在中であった者 

(2) 県外の区域に居住又は旅行中若しくは滞在中であった者のうち、転勤、立退き、過密狭小、疾

病等の理由により現在居住している住宅を退去するため、新たに住宅を必要とする者 

(3) その他特にやむを得ないと認められる事情があるもので、次のいずれかに該当するもの 

ア 建築基準法第４２条第１項第５号に基づく位置の指定を受けた道路に接する土地であるこ

と。 

イ 建築基準法第６条に基づく建築確認を受けた土地であること。 

ウ すでに建築物の敷地となっていた土地又はこれと同様な状態にあるものと認められる土地

であること。 

２ 当該申請地が、既存の集落内又はその周辺にある等市街化の動向からみて支障ないと認められる

地域にあること。 

 

留意点 
 

 基準の内容１については、法第３４条第１３号の規定が既得権の救済であり、この制度を

知り得ない状態又は知り得た状態であるが誤った解釈をするもやむを得ないと思われる者で、

自己の所有する住宅を持たない者又は立ち退かざるを得ない者であること。 
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提案基準 １０ 神社仏閣及び納骨堂等 

 

市街化調整区域に神社仏閣及び納骨堂等を建築する場合の提案基準は、申請の内容が次の各項に該

当するものとする。 

基準の内容 

１ 当該申請に係る建築物の建築は、原則として宗教法人法第２条に定める宗教団体が行うものであ

ること。 

なお、第３項に定める建築物については、集落、町内会等地域的な公共団体を含むものとする。 

２ 当該建築物は、本殿、拝殿、本堂、会堂等宗教的教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化

育成することを目的とするものであること。ただし、宗教法人等が行う公益事業その他の事業の用

に供する建築物及び参拝者等のための宿泊施設は含まない。 

３ 前項に定めるもののほか、当該建築物は、当該開発区域の周辺地域における住民の信仰の対象と

して歴史的に深いつながりがあったもの又は当該市街化調整区域に居住する者の信仰のうえから

宗教的儀式を行うため若しくは信者を教化育成するために建築される社・庚申堂、地蔵堂等の建築

物であること。 

 

留意点 
 
１ 基準の内容２及び３の信者については、当該市街化調整区域内に居住することを原則とす

るが、その区域境界より市街化区域へおおむね１キロメートル程度までは考慮することがで

きる。 

２ 本基準において、当該建築物には、庫裏、社務所、法事等を行うための休憩施設その他宗

教上必要な附属施設を含むものとする。 

３ 基準の内容２の「…儀式行事を行い、及び信者を教化育成する…」及び基準の内容３の「…

当該市街化調整区域に居住する者の信仰のうえから…信者を教化育成するため建築される

…」の扱いについては次による。 

(1)  宗教活動の実績について 

当該地域社会の宗教活動の実績に基づき設置される宗教活動上の施設を対象としたもの

であり、新たな拠点としてこれから宗教活動を行うものは対象としない。 

(2)  当該地域社会とのつながりについて 

神社仏閣のすべてを認めるということでなく、当該市街化調整区域を中心とした地域社

会の日常の宗教的生活に関連した施設を対象とする。 
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提案基準 １１ ゴルフ練習場 

 

市街化調整区域内に打放しのゴルフ練習場を建設する場合の提案基準は、申請の内容が次の各項に

該当するものとする。 

基準の内容 

１ 開発区域の位置、規模等が、自然環境の保全及び当該開発区域を含む本市における土地利用等

からみて支障とならないものであること。 

２ 開発区域の規模は、おおむね面積１ヘクタール以上、長さ（打席からの飛距離）１５０メート

ル程度を標準とする。ただし、周辺の状況によりやむを得ないと認められるものについてはこの

限りでない。 

３ 開発区域は住宅等の密集している地域内になく、かつ、これらの地域に影響のないよう適当な

距離が確保されており、当該施設について危険防止の措置を講じたものであること。 

４ 周辺道路等の施設に支障がないよう適当な駐車場を設置することとし、全打席の１.１倍以上

の駐車台数を開発区域内に確保すること。 

５ 開発区域内の予定建築物は、当該施設の利用上必要と認められる建築物であること。 

６ クラブハウスの延べ面積は１,５００平方メートル以下とし、かつ、１打席当たり５平方メー

トル以下とすること。 

７ クラブハウス及び打席の高さは、１０メートル以下とすること。 

８ 打席の幅は２.６メートル以上、奥行きは３.５メートル以上、高さは有効３.５メートル以上

及び通路幅は３メートル以上とすること。 

９ クラブハウス内に練習の効果を上げるため、機器等を利用したコーナーを設ける場合は、その

利用形態が独立したものではなく自己診断、矯正及び技術習得のため打放し練習場を補完する機

能として位置づけられるものであること。 

１０ 開発区域においては、植栽等緑化計画が適切になされているものであり、開発区域内に山林等

自然緑地が含まれている場合には、これらの保全を図るよう設計されているものであること。 

１１ 当該土地が農地であるときは、農地転用の許可が受けられるものであること。 

 

留意点 
 
１ クラブハウスとは、当該施設の利用増進上及び管理上必要とする室を有する建築物をいう。 

２ 基準の内容２の「長さ（打席からの飛距離）１５０メートル程度を標準とする」とは、各

打席から直角方向への飛距離が１５０メートル以上確保されていること。 

３ 当該敷地への取付け道路については、施設の規模、交通事情等を勘案し車両等の通行上支

障ないものであること。 
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提案基準 １２ 法第３４条第１３号に規定する届出の有効期間の経過するもの 

 

法第３４条第１３号に規定する届出を行った者が、その届出の有効期間内に建築行為等が完了でき

なかった土地に建築物を建築する場合の提案基準は、申請の内容が次の各項に該当するものとする。 

基準の内容 

１ 法第３４条第１３号の規定に適合する届出がされていること。 

２ 自己の所有する住宅を持たない者又は立ち退かざるを得ない者等で、法第３４条第１３号の届出

をした者が経済事情等相当の理由により、期間内に建築できなかったものであること。 

３ 当該建築物の用途が、次のいずれかに該当するものであること。 

(1) 自己の居住の用に供するための住宅 

(2) 建築基準法に規定する第二種低層住居専用地域内に建築することができる建築物 

(3) その他周辺の環境を著しく悪化させるおそれがないと認められる建築物 
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提案基準 １３ 既存宅地 

 

既存宅地に係る提案基準は、申請の内容が次の各項に該当するものとする。 

基準の内容 

 
１ 申請地は、次に掲げる(1)から(4)のいずれかに該当するものであること。 
 
(1) 申請地が市街化区域からおおむね１キロメートルを超えない距離にあって、おおむね３ヘクタール

の面積（半径１００メートルの円）内に、おおむね５０以上の建築物が存する地域内にあること。 

(2) 申請地が市街化区域からおおむね１キロメートルを超えない距離にあって、おおむね５０以上の建

築物のそれぞれの敷地が５０メートル以内の間隔で連続して存する地域内にあること。 

(3) 申請地がおおむね３ヘクタールの面積（半径１００メートルの円）内に、おおむね１００以上の建

築物が存する地域内にあること。 

(4) 申請地がおおむね１００以上の建築物のそれぞれの敷地が５０メートル以内の間隔で連続して存

する地域内にあること。 

(5) (2)及び(4)においては、当該申請地と最も近い既存建築物の敷地との間隔が２５メートル以内とし

、その他既存建築物の敷地相互間の間隔が５０メートル以内で連たんして集落を形成していること。

この場合、高速道路、鉄道、河川等によって明らかに分断されていないこと。 
 

２ 申請地が、市街化調整区域に関する都市計画の決定の日前において、次のいずれかに該当する土地で

あり、その後現在に至るまで継続して当該要件に該当していること。 
 
(1) 土地の登記事項証明書における地目が宅地の土地 

(2) 固定資産課税台帳が宅地として評価されていた土地 

(3) 建築基準法に基づく道路位置指定の申請をして造成した土地 

(4) 建築基準法に基づく工作物の確認を受けて造成した土地 

(5) 建築物を建てる目的で農地転用許可を受けていた土地 

(6) 建築確認を受けて、建築物を建築した土地 

(7) その他建築物の敷地であることが明らかであると認められる土地 

 

３ 申請地内において区画の分割、統合又は分割統合を行う場合に、１宅地は１５０平方メートル以上と

すること。 
 

４ 当該建築物が次のいずれかに該当するものであること。 
 
(1) 自己の居住の用に供するための住宅 

(2) 建築基準法に規定する第二種低層住居専用地域内に建築することができる建築物 

(3) その他、周辺の環境を著しく悪化させるおそれがないと認められる建築物 
 

５ 区域の面積が、３,０００平方メートル以下のものに係る共同住宅、長屋住宅及び学生寮については、

次のいずれにも適合すること。 
 
(1) 既存の前面道路は、幅員４メートル以上であること。ただし、当該区域から所定の道路までの一定

区間を４メートル以上に拡幅した場合はこの限りでない。 

(2) １戸当たりの住居専用面積（バルコニーを除く。）は、共同住宅及び長屋住宅については５０平方

メートル以上、学生寮については１６平方メートル以上２９平方メートル未満とする。 

(3) 区域内には、敷地面積の１０パーセント以上の植樹地を確保すること。 

なお、ここでいう植樹地とは、みどりの協定実施要綱（神奈川県緑政課・昭和５１年７月１日施行）

に基づく緑化協定に定義された内容を指し、植樹地の割合の算定に当たってはみどりの協定実施要綱

の定めるところによる。 
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(4)  駐車場は、１戸当たり１台以上を区域内に確保すること。ただし、学生寮についてはその台数の

半分以下を駐輪場とすることができる。 

(5) 学生寮については、上記のほか次のいずれにも該当するものとすること。 

ア 特定の大学の学生を対象としたもので、徒歩又は軽易な乗り物で通学可能な距離にあること。 

イ 申請者と大学との協定書を添付すること。 

ウ 建築された建物に「大学生向けの寮」である旨の表示をすること。 
 

６ 区域の面積が、３,０００平方メートルを超える場合については、次のいずれにも適合すること。 

(1) その区域の面積は、原則として５ヘクタール未満とする。 

(2) 次の立地基準に適合していること。 

ア 当該行為が本市の総合計画、都市計画、農業振興地域整備計画等の実現に支障を及ぼさないもの

であるとともに、周辺の地域における公共施設整備に寄与するものであること。 

イ 区域内に自然公園の区域、地すべり防止区域等環境保全又は災害防止の必要な区域が含まれる場

合は、環境保全又は災害防止を優先する土地利用計画であること。 

(3) 次の整備基準に適合していること。 

ア 申請地内において区画の分割、統合又は分割統合を行う場合、１つの敷地面積は専用通路部分を

除き１５０平方メートル以上であること。 

イ 共同住宅、長屋住宅については、第二種低層住居専用地域の建築制限の範囲内で建築できるもの

であること。 

ウ 区域内には、１ヘクタール未満の区域面積においては敷地面積の２０パーセント以上、１ヘクタ

ール以上の区域面積においては敷地面積の３０パーセント以上のそれぞれの植樹地を確保する

こと。 

なお、ここでいう植樹地とは、みどりの協定実施要綱に基づく緑化協定に定義された内容を指

し、植樹地の割合の算定に当たってはみどりの協定実施要綱の定めるところによる。ただし、戸

建て住宅を目的とする行為で、区域面積が１ヘクタール未満のものにあっては、植樹地の割合を

１０パーセント以上とすることができる。 

(4)  区域内の主要な道路は、区域外の幅員９メートル（主として住宅の建築の用に供する目的で行う

行為にあっては、６.５メートル）以上の道路に接続させること。ただし、周辺の状況によりやむを

得ないと認められ、かつ、開発行為の目的を勘案して車両の通行に支障がないと認められるときは、

その幅員を次の表の左欄に掲げる区域の面積の区分毎に同表の右欄に定める幅員以上とすることが

できる。 
 

区域の面積 道路幅員 

１ヘクタール未満 ４.５メートル 

１ヘクタール以上３ヘクタール未満 ５.０メートル 

３ヘクタール以上 ６.０メートル 
 
(5) 共同住宅、長屋住宅については、駐車場を１戸当たり１台以上を区域内に確保すること。 

(6) 排水施設は、原則として既設の下水道に接続すること。 

 

 

留意点 
 
１ 基準の内容１の「建築物の数」の算定において、共同住宅又は長屋については、当該共同

住宅又は長屋の戸数の２分の１に該当する数があるものとみなす。 
 
２ 基準の内容２については、申請地が市街化調整区域に関する都市計画の決定の日前から現

在に至るまで継続して宅地であったことにつき、特段の反証が見当たらなければ継続して宅

地であったものとする。 

３ 土地の登記事項証明書により宅地として判断する場合に、当該地目変更の原因日付と登記
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年月日との差が著しく離れている場合等土地登記簿上の記載が不自然であるときは、別途の

裏付資料により市街化調整区域に関する都市計画の決定の日前において土地の現況が宅地で

あったことの蓋然性が極めて高いと認められる場合は宅地と判断するものとする。 
 
４ 登記日付が昭和５０年４月１日（旧既存宅地確認制度施行日）以降である遡りされた登記

については基準の内容２（１）に該当しないものとする。 
 
５ 固定資産課税台帳及び農地転用許可証明書により宅地として判断する場合は次による。 

(1)「固定資産課税台帳」による場合 

昭和４６年１月１日又は当該地が市街化調整区域に編入された翌年の１月１日及び現年

度作成固定資産課税台帳に宅地として評価されているかどうかを確認する。 

(2)「農地転用許可証明書」による場合 

市街化調整区域に関する都市計画の決定の日前に転用目的が住宅敷地、宅地として許可

を受けたものかを確認するとともに現地調査等を行い造成済の土地又は現況で建築可能

な土地か否かを判断する。 
 
６ 基準の内容２にいう「造成した土地」は、市街化調整区域に関する都市計画の決定の日前

に造成工事に着手していたものを含むものとする。 
 
７ 基準の内容２(7)にいう「その他建築物の敷地であることが明らかであると認められる土地」

の審査は次により行うこと。なお、ここでいう建築物には、専ら農作物を育成する施設は該

当しないものとする。 

(1) 昭和４４年及び昭和４８年撮影の航空写真により、当該地が市街化調整区域に関する都

市計画の決定の日の際の建築物の有無を確認する。その判定にあたっては、周辺建物形状

との十分な比較検討を行うとともに、必要に応じ他の公的な書類と併せて慎重に審査する。

昭和４８年航空写真に建物が写っていない場合や、現況の土地利用が農地、山林である場

合は宅地として継続性が無いものとして取り扱う。 

(2) 線引きの際の敷地の範囲は、田・畑、山林と判断される部分にあっては一体の敷地に含

まれないこととし、住居・家屋やその付属建築物、井戸等住居と一体である施設の配置状

況及び生け垣等敷地周囲の明確な区画の有無などを当時の航空写真などにより確認の上

判断する。 
 
８ 当該開発区域内において、開発に伴い必要とされる公共施設の土地の部分が本市の管理に

属することが確実な場合は、当該公共施設の土地については、基準の内容２各号に該当しな

い土地も含むものとする。ただし、開発区域が３,０００平方メートル以下の場合においては、

開発による道路に限り適用し、かつ、本市の管理に属することが確実であること。 
 
９ 基準の内容４(1)の「自己の居住の用に供するための住宅」については、申請者の住民票、

借家建物謄本、土地賃貸借契約書等により明らかなものであること。 
 
10 基準の内容４(3)の「その他、周辺の環境を著しく悪化させるおそれがないと認められる建

築物」については、周辺の土地利用の現状及び隣接、近接する市街化区域の用途地域を勘案

し慎重に検討すること。 
 
11  基準の内容５(1)の「所定の道路」とは、車両（軽自動車以上）が２方向以上に分散、待機

及び迂回ができる幅員４メートル以上の道路をいう。 
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提案基準 １４ 介護老人保健施設 

 

市街化調整区域に介護保険法に基づく介護老人保健施設を建築する場合の提案基準は、申請の内容

が次の各項に該当するものとする。 

基準の内容 

１ 介護保険法に規定する協力病院が近隣に所在すること。 

２ 本市が当該施設の建築を要請しているものであること。 

３ 当該施設の規模は、協力病院の十分な支援が受けられるものであること。 

４ 当該申請に係る建築物は介護保険法第９４条の規定により開設許可が確実に受けられるものであ

ること。 

５ 当該施設は、次のいずれかに該当するものであること。 

 (1) 市街化区域に隣接し、又は近接して計画されるものであること。 

 (2) 既存集落内又は既存集落に隣接し、又は近接しているものであること。 

６ 区域内に、１ヘクタール未満の区域面積 においては敷地面積の２０パーセント以上 、１ヘ

クタール以上の区域面積においては 敷地面積の３０パーセント以上の緑地を確保すること。 

７ 区域内に樹木等自然緑地が含まれている場合には、これらの保全を図るよう設計されている

ものであること。 

８ 当該土地が農地であるときは、農地転用の許可が受けられるものであること。 

 

留意点 
 
 介護老人保健施設の主管課   

  神奈川県 ： 福祉子どもみらい局 高齢福祉課 

   茅ヶ崎市 ： 福祉部 介護保険課 
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提案基準 １５ 建築物の用途変更 

 
 
市街化調整区域において、市街化調整区域に関する都市計画の決定の日前から存する建築物又は市

街化調整区域に関する都市計画の決定の日以後に都市計画法及び建築基準法に適合して建築された

建築物について法第４３条に基づき用途変更を行う場合の提案基準は、申請の内容が次の各項に該当

するものとする。 

基準の内容 

１ 市街化調整区域に関する都市計画の決定の日以後に建築された建築物のうち、次のいずれかに該

当するものについて、一身専属性を有する当初の建築主本人が他人への譲渡等を行うことができる

のは、基準の内容５(1)の居住又は利用実績及び基準の内容６のやむを得ない理由に適合するもの

であること。ただし、(3)に該当するもののうち、建築後１０年以上経過したものは、一身専属性

を問わないものとする。 

(1) 農林漁業者用住宅 

(2) 農家等分家住宅 

(3) 法第３４条第１３号に基づく届出及びその経過措置、特例措置としての神奈川県開発審査会提

案基準⑧、⑬、⑰に基づき許可を受けて建築された自己居住用住宅又は自己業務用建物（以下「

法第３４条第９号届出住宅等」という。） 

２ 市街化調整区域に関する都市計画の決定の日前から存する建築物について、現在居住又は利用し

ている者が使用目的の変更を行う場合、施行令第３６条第１項第３号イ又はロに規定する建築物以

外の用途にすることができるのは、基準の内容５(2)の居住又は利用実績及び基準の内容７の変更

の範囲に適合するものであること。 

３ 市街化調整区域に関する都市計画の決定の日以後に都市計画法に適合して建築された一身専属

性のない建築物について、現在居住又は利用している者が使用目的の変更を行う場合は、施行令第

３６条第１項第３号イ又はロに規定する建築物以外の用途にすることができるのは、基準の内容５

（２）の居住又は利用実績、基準の内容６のやむを得ない理由及び基準の内容７の変更の範囲に適

合するものであること。 

４ 現在、専用住宅として使用されている建築物のうち、次のいずれにも該当し、かつ現在居住して

いる者の財産権及び生活権保護の観点から必要と認められる場合には、従前の用途にかかわらず現

在の用途に変更することができる。 

(1) 平成１１年４月１日以前に建築されていること。 

(2) 建築後２０年以上経過していること。 

(3) 現在の居住者が５年以上継続して当該住宅に居住していること。 

５ 居住又は利用実績は、次を満たすものであること。 

(1) 農林漁業者用住宅、農家等分家住宅又は法第３４条第１３号届出住宅等にあっては、一身専属

性を有する本人が相当期間の居住又は利用実績があること。 

(2) 建築物の使用目的の変更に係るものにあっては、当該用途変更を行う者が１０年以上の居住又

は利用実績があること。 

６ やむを得ない理由とは、一身専属性を有する本人又は当該用途変更を行う者が次のいずれかの要

件を満たすものであること。 

(1) 農林漁業従事者としての資格を喪失したもの。 

(2) 生計維持者の死亡、破産宣告、負債の返済等経済的理由が明確であること。 

(3) 転勤、転地療養、離婚等家庭的理由が明確であること。 

(4) その他、真にやむを得ない理由が明確であること。 

７ 建築物の使用用途の変更の範囲は、「建築物の用途変更取扱基準」中、（イ）欄の住宅系及び商業

系（１）の内、当初用途の存する（ロ）各欄の範囲内で行われる建築物であること。 
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留意点 
 
１ 基準の内容１にいう神奈川県開発審査会提案基準⑧とは「法第３４条第１３号届出のでき

なかったものに係る開発行為」（昭和４６年１２月９日廃止）、同提案基準⑬とは「既得権を

有するもの」、同提案基準⑰とは「法第３４条第１３号に規定する届出の有効期間の経過する

もの」をいう。 

２ 相続による一般承継は、一身専属性が継続しているとみなす。 

３ 用途変更にあたり、当初法第２９条に基づく開発許可を受けて建築された建築物にあって

は、法第４２条第１項ただし書の許可を受けなければならない。 

なお、許可に当たっては、本提案基準に適合するものであること。 

４ 基準の内容４の主旨は、基準の内容１に掲げた住宅など住宅系の用途からのやむを得ない

用途変更について、基準の内容１では救済できない場合の措置として定められたことから、

住宅としての利用を目的としないで許可等を受けた農業用倉庫や物置等附属建築物などから

の用途変更は基準の内容４に該当しない。 
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提案基準 １６ 附属建築物として最低限必要な管理棟 

 

市街化調整区域に存する、又は新たに設置する駐車場、資材置場及び産業廃棄物の処理施設等（以下

「施設」という。） を適正に利用するために最低限必要な管理棟を建築する場合の提案基準は、申請の

内容が次の各項に該当するものとする。 

基準の内容 

１ 管理棟の用途は、当該施設で作業する者のための最低限必要なものであること。 

２ 管理棟の位置は、当該施設内に建築するものであること。 

３ 管理棟の敷地の規模は、次によるものであること。 

(1) 駐車場及び資材置場に係るものは、その面積が２,０００平方メートル以上の場合に限りおおむ

ね３０平方メートル以下であること。 

(2) 産業廃棄物の処理施設等に係るものは、その面積が５,０００平方メートル未満の場合はおおむ

ね６０平方メートル以下、５,０００平方メートル以上の場合はおおむね８０平方メートル以下で

あること。 

(3) 専用通路を必要とする場合は、当該専用通路部分の面積は含まないものとする。 

４ 管理棟の最高の高さは、１０メートルを限度とすること。 

５ 管理棟の敷地は、９メートル以上（周辺状況によりやむを得ない場合は６メートル以上）の幅員を

有する道路に接していること 

６ 産業廃棄物の処理施設等は、「市街化調整区域における産業廃棄物の処理施設等の設置に係る取扱

指針」（神奈川県環境整備課・平成１１年５月１日施行）に適合するものであること。 

７ 当該土地が農地であるときは、農地転用の許可が受けられるものであること。 

 

留意点 
 
１ 駐車場及び資材置場の管理棟においては、営業活動、事業活動を行わないものであること。 

２ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）に基づく許可を、平成

１１年４月３０日以前に受けた既存の処理施設等の敷地に接続する道路は、小区間で通行上

支障のない場合は基準の内容５中（周辺状況によりやむを得ない場合は６メートル以上）と

あるのは（周辺状況によりやむを得ない場合は４メートル以上）と読み替えるものとする。 

３ 産業廃棄物の処理施設等の主管課は、神奈川県環境農政局環境部資源循環推進課 
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提案基準 １７ 社会福祉施設 

社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業の用に供する施設等（以下｢社会福祉施設等｣とい

う。）を建築する場合の提案基準は、申請の内容が次の各項に該当するものとする。 

基準の内容 

１ 当該施設の設置及び運営が国の定める基準に適合するもので、本市における福祉施策の観点

から支障がないことに関して、関係部局と調整がとれたものであること。 

２ 当該開発行為が、本市の総合計画、都市計画等の実現に支障を及ぼさないものであること。 

３ 当該施設の排水は、公共下水道又は公共用水域に直接放流できるものであること。 

４ 区域内に、１ヘクタール未満の区域面積においては敷地面積の２０パーセント以上、１ヘク

タール以上の区域面積においては敷地面積の３０パーセント以上の緑地を確保すること。

５ 区域内に樹木等自然緑地が含まれている場合には、これらの保全を図るよう設計されている

ものであること。 

６ 申請に係る施設は、国、県若しくは本市の指定又は開設許可が見込まれ、補助金等を受けら

れることが確実であること。 

７ 当該土地が農地であるときは、農地転用の許可が受けられるものであること。 

留意点 

１ 本市の社会福祉施設等の主管課は、次のとおりである。 

福祉部 地域福祉課 

福祉部 障がい福祉課 
福祉部 高齢福祉課 

福祉部 介護保険課 

こども育成部 こども政策課 

こども育成部 こども育成相談課 

こども育成部 保育課 

２ 「社会福祉施設等」には、社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業の用に供する施設そ

の他社会福祉の増進に資することを目的として市長が特に必要と認める施設を含むものとす

る。 

３ 基準２に関して、都市計画施設の計画区域を含むものにあっては、将来の施設整備に支障

とならない計画であるものを取り扱う。 

４ 国、県又は市が行う事業については、基準６は適用しない。 

５ 基準６における｢補助金等｣とは、補助金、利子補給金、負担金、交付金等をいう。 
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提案基準１８ 医療施設 

 

医療法第１条の５第１項に規定する病院、同条第２項に規定する診療所又は同法第２条第１項に規

定する助産所を建築する場合の提案基準は、申請の内容が次の各項に該当するものとする。 

基準の内容 

１ 当該施設の設置及び運営が国の定める基準に適合するもので、本市における医療施策の観点

から支障がないことに関して、関係部局と調整がとれたものであること。 

２ 診療所又は助産所を建築する場合においては、既存集落内で行われるものであること。 

３ 当該開発行為等が、本市の総合計画、都市計画等の実現に支障を及ぼさないものであること。 

４ 当該施設の排水は、公共下水道又は公共用水域に直接放流できるものであること。 

５ 区域内に、１ヘクタール未満の区域面積においては敷地面積の２０パーセント以上、１ヘク

タール以上の区域面積においては敷地面積の３０パーセント以上の緑地を確保すること。 

６ 区域内に樹木等自然緑地が含まれている場合には、これらの保全を図るよう設計されている

ものであること。 

７ 神奈川県と病床整備に関する事前協議を必要とするものにあっては、その協議が終了してい

ること。 

８ 当該土地が農地であるときは、農地転用の許可が受けられるものであること。 

 

留意点 
 
１ 基準 1 の「本市における医療施策の観点から支障がないことに関して、関係部局と調整が

とれたもの」とは、医療施策担当部局と調整済みであり、医療法に基づく許可を要するもの

にあっては、神奈川県保健医療計画に適合するもの。 

神奈川県及び本市の医療施策担当部局は、次のとおりである。 

 神奈川県 ： 福祉部地域福祉課 

 茅ヶ崎市 ： 保健所 地域保健課 

２ 基準３に関して、都市計画施設の計画区域を含むものにあっては、将来の施設整備に支障

とならない計画であるものを取り扱う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71



 

提案基準１９ 学校 

 

学校教育法に規定する学校（大学、専修学校及び各種学校を除く。）を建築する場合の提案基準は、

申請の内容が次の各項に該当するものとする。 

基準の内容 

１ 当該施設の設置及び運営が国の定める基準に適合するもので、本市における教育施策の観点

から支障がないことに関して、関係部局と調整がとれたものであること。 

２ 当該開発行為等が、本市の総合計画、都市計画等の実現に支障を及ぼさないものであること。 

３ 当該施設の排水は、公共下水道又は公共用水域に直接放流できるものであること。 

４ 区域内に樹木等自然緑地が含まれている場合には、これらの保全を図るよう設計されている

ものであること。 

５ 当該土地が農地であるときは、農地転用の許可が受けられるものであること。 

 

留意点 
 
１ 教育施策の主管課は、次のとおりである。 

  神奈川県 ： 次世代育成部 私学振興課 

  茅ヶ崎市教育委員会 ： 教育推進部 教育政策課 

２ 基準 1 の「設置及び運営が国の定める基準に適合するもの」とは、当該施設の設置が、神

奈川県私立学校審議会において、設置計画の承認が得られる見込みであるもの、又は神奈川

県私立学校所管部局において校地校舎等の変更届を受理される見込みのあるものをいう。 

３ 基準２に関して、都市計画施設の計画区域を含むものにあっては、将来の施設整備に支障

とならない計画であるものを取り扱う。 

 

72



５．工事着手の届出（茅ヶ崎市開発行為等取扱規則第１０条） 

 開発許可を受けた者は、当該工事に着手したときは直ちに工事着手届により市長に届け出

なければならない。 
 

６．工事完了の検査（法第３６条） 

開発許可を受けた者は、当該工事が完了したときは市長に届け出なければならない。この

場合、市長は完了検査を行い許可の内容に適合していると認めたときは、検査済証を交付す

るとともに、工事完了公告を行う。 
なお、工事完了検査を行うときは、公共施設の帰属等の関係があるので、原則として市職

員の立ち会いのもと行うこととする。 

 

７．工事完了公告前の建築制限（法第３７条） 

   開発許可を受けた区域内の土地では工事完了公告があるまでの間は、建築物を建築し、又

は特定工作物を建設してはならない。ただし、次に該当する場合には建築等が認められる。 
   （１）当該開発行為に関する工事用の仮設建築物を建築し、又は特定工作物を建設すると

き、その他市長が支障ないと認めたとき。（基準においては、茅ヶ崎市開発許可等事務

処理要綱 第３０条を参照のこと） 
   （２）法第３３条第１項第１４号に規定する同意をしていない者が、その権利の行使とし

て建築物を建築し、又は特定工作物を建設するとき。 
 

８．開発行為の廃止の届出（法第３８条） 

   開発許可を受けた者は、その工事をとりやめた場合はすみやかに廃止届を市長に届け出な

ければならない。 
 

９．開発行為の変更（法第３５条の２） 

   開発区域、開発行為に関する設計、その他開発許可を受けた内容を変更するときは、新た

に開発行為の変更許可を受けなければならない。ただし、変更の内容が国土交通省令第２８

条の４で定める軽微な変更をしようとする場合は、許可の手続は要さず、変更届の提出をも

って足りる。 
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第５章 

開発許可を受けた土地における用途規制 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５章 開発許可を受けた土地における用途規制 

１．市街化調整区域における開発許可等に係る建築物の形態制限について（法第４１条） 

 市街化調整区域における開発許可等に係る建築物の形態制限については、都市計画法第 

４１条第１項及び第７９条の規定に基づき次のとおり定める。 

 建築物の最高の高さは、１０メートル以下とする。ただし、第二種低層住居専用地域の日

影規制の制限に適合する場合は、１０メートルを超えることができる。 

２．用途制限について（法第４２条） 

開発許可を受けた区域内においては、用途地域等の指定がある場合、又は特に市長の許可

を得たもの以外は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を建築することは制限さ

れている。 

本市においては、具体的には、次により取り扱うものとする。 

(1)予定建築物等以外の建築物の建築には、使用目的の変更のほか、敷地の数の増減も含むも

のとする。

(2)法第４２条第１項ただし書許可において、法第３４条第１４号に該当するものとして許可

する場合にあたり、都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例（平成１３年条例

第４３号）に該当しないものについては、茅ヶ崎市開発審査会の議を経た後許可するもの

とする。

第１回茅ヶ崎市開発審査会承認 

平成１５年５月２０日施行 
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第６章 

市街化調整区域における建築行為等の許可 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６章 市街化調整区域における建築行為等の許可 

 

１．市街化調整区域における建築行為等の許可について（法第４３条） 

（１）市街化調整区域において、次に掲げる建築行為等については、あらかじめ市長の許可を

受けなければならない 

 

ア 建築物を新築する場合 

イ 既存建築物を用途変更する場合又は用途変更を伴う増改築をする場合 

ウ 第一種特定工作物を新設する場合 

 

（２）上記にかかわらず、次に掲げる建築行為等については許可を受けることを要しない。 
 

 許 可 不 要 の 建 築 行 為 備 考 

１ 

(1) 農林漁業の用に供する建築物及び農林漁業従事者の住宅の建築 

 

(2) 公益上必要な建築物の建築 

 

 

法第２９条第１項 

第２号該当 

法第２９条第１項 

第３号該当 

２ 
都市計画事業の施行として行う建築物の建築又は第一種特定工作物の

建設 

 

３ 
非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築又は第一種特

定工作物の建設 

 

４ 仮設建築物の新築（建築基準法第８５条の許可を得たもの）  

 

 

 

 

５ 

次の開発行為が行われた区域内での建築物の建築又は第一種特定工作

物の建設 

(1) 法第２９条により開発許可を受け開発行為を行った土地 

(2) 旧住宅地造成事業に関する認可を受け開発行為を行った土地 

(3) 国・県等が開発行為を行った土地 

(4) 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区

整備事業、防災街区整備事業、公有水面埋立法により開発行為を行

った土地 

 

 

 

 

 

 

６ 

通常の管理行為、軽易な行為で次に掲げるもの 

(1) 既存建築物の敷地内において行う車庫、物置その他附属建築物の

建築 

(2) 建築物の改築又は用途の変更で当該改築又は用途の変更に係る床

面積の合計が１０平方メートル以内のもの 

(3) 市街化調整区域内居住者の日常生活のため必要な物品の販売、加

工、修理等を行う店舗、事業場等で延べ面積が５０平方メートル以

内のもの（業務用部分が過半であること）の新築で、当該市街化調

整区域内居住者が自ら営むもの 

(4) 土木事業等に一時的に使用するための第一種特定工作物 
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２．建築許可の基準について（政令第３６条第１項第３号ホ） 

 市街化調整区域内は市街化を抑制すべき区域であるので、建築を行う場合においては 

次の(1)に適合しているほか(2)のいずれかに該当するものでないと許可されない。 

(1) 改めて開発行為を要することなく、既に敷地内の下水を有効に排出するとともに、その排

出によって周辺に溢水等の被害が生じないよう排水施設が整備されていること。

また、地盤が軟弱又はがけ崩れ等のおそれがなく、安全な敷地であること。

(2) 法第３４条第１号から第１３号に該当するもの、又は市街化を促進するおそれがなく、市

街化区域において建築することが困難又は著しく不適当なもので、法第３４条第１４号に

規定する開発審査会で承認されたもの。（市街化調整区域内における開発許可の基準（（法

第３４条）Ｐ３３参照）

３．宅地確認制度について 

(1) 宅地確認制度の廃止について

宅地確認制度(旧都市計画法４３条第１項第６号)とは、市街化区域と同じような生活圏

を構成する一定規模以上の集落にあることや市街化調整区域とされた時点で既に宅地で

あったことなどの条件を満たしている土地においては、そのことを確認することによって

建築行為を認める制度をいい、平成１２年の法改正(平成１３年５月１８日施行)に伴い廃

止された。

(2) 許可制への移行について

宅地確認制度は廃止されたが、宅地確認の要件を備えた土地については、都市計画法第

４３条の建築許可を受けることにより建築行為が可能となる許可制へと移項した。

 なお、「宅地確認」を受けた土地においては、法律の施行日から５年以内に限り、自己の

居住又は自己の業務の用に供する建築物(申請者と建築物の使用者が同一である場合をい

い、共同住宅、分譲住宅、貸事務所などは該当しない)は、経過措置として建築すること

ができたが、平成１８年５月１７日をもって経過措置は終了した。 
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第７章 

公共施設の管理者の同意等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．公共施設の管理者の同意・協議について（法第３２条）

２．公共施設の管理及び帰属について（法第３９条、法第４０条）

　同意・協議の対象がない開発行為については、「同意・協議が必要としない旨の書面」を
提出すること。

　開発行為によって設置された公共施設は、道路法等他の法律に基づく管理者が別にあると

き、又は法第３２条の協議により特別の定めをしたとき以外は、工事完了公告の日の翌日から

その公共施設の存する茅ヶ崎市が管理することとなる。

　また、それらの公共施設の敷地は、開発許可を受けた者がみずから管理する場合を除き、工

事完了公告の日の翌日にその公共施設の管理者に帰属する。ただし、道路の付替え等従前の公

共施設の代替として新たな公共施設が設置されることとなる場合は、従前の公共施設の敷地で

国又は地方公共団体が所有するものは、公告の日の翌日に許可を受けた者に帰属し、新たな公

共施設の敷地はそれぞれ国又は地方公共団体に帰属する。

備   考

鉄道について

5

6
鉄道事業者及び軌道経営者
（政令第２３条第４号）

開発区域の面積が４０ヘクタール
以上であるとき。

2

水道について

義務教育施設

3
当該区域を供給区域に含む水道
事業者（神奈川県企業庁水道
局）（政令第２３条第２号）

当該区域を供給区域に含む一般
電気事業者（政令第２３条第３
号）

当該区域を供給区域に含む一般
ガス事業者（政令第２３条第３
号）

電気について4

ガスについて

第７章　公共施設の管理者の同意等

1

開発区域の面積が２０ヘクタール
以上であるとき。
　２０ヘクタール未満でも企業庁
水道局営業所と協議を要する場合
がある。

協議を要する者の一覧表

　   開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理
   者の同意を得、開発行為によって設置される公共施設を管理することとなる者等と協議し、
   その旨を示書面(参考様式１）を申請書に添付しなければならない。

協議事項 協議すべき者

新たに設置される公
共施設について

公共施設を管理することとなる
者

義務教育施設の設置義務者
（政令第２３条第１号）
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第８章 

地 位 の 承 継 



第８章 地位の承継 

 

１．一般承継について（法第４４条、茅ヶ崎市開発行為等取扱規則第１９条） 

開発許可又は建築許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地

位を承継するときは、その旨を市長に届出なければならない。 

なお、一般承継人とは次のものをいう。 

(1) 相続人 

(2) 合併後存続する法人（吸収合併の場合） 

(3) 合併により新たに設置された法人（新設合併の場合） 

 

 

２．特定承継について（法第４５条、茅ヶ崎市開発行為等取扱規則第２０条） 

 開発許可を受けた者の特定承継人（開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権そ

の他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者）は、市長の承認を受けて開発許可

に基づく地位を承継することができる。 
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第９章 

開 発 登 録 簿 



第９章 開発登録簿 

１．開発登録簿について（法第４６条、法第４７条） 

市長は開発許可をしたときは、開発行為の利害関係人、善意の第三者等の権利利益の保護、開

発行為と建築基準法による建築主事の確認との連携等の目的を果たすため、開発登録簿を調製し、

保管しなければならない。 

なお、開発登録簿の内容は、開発許可（変更許可、変更の届出）の年月日、予定建築物等の用

途、公共施設の種類、法第４１条第２項ただし書又は法第４２条第１項ただし書の規定による許

可等を記載した調書及び土地利用計画図とする。開発登録簿は、開発登録簿閲覧所において、公

衆の閲覧に供する。また、請求があったときはその写しを交付する。 
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第１０章 

関 係 例 規 集 



第１０章 関係例規集 

１．都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例 

平成１３年１２月２０日 条例第４３号 

改正平成１５年 ４月１０日 条例第１３号 

改正平成１６年 ６月 １日 条例第１０号 

改正平成１９年１１月３０日 条例第６４号 

改正平成２４年 ３月２８日 条例第 ７号 

(趣旨) 

第１条 この条例は、都市計画法(昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。)及び

都市計画法施行令(昭和４４年政令第１５８号。以下「政令」という。)の規定に基づき

開発許可等の基準を定めるものとする。 

(定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 線引き 区域区分に関する都市計画が決定されたこと又は当該都市計画を変更して

市街化調整区域が拡張されたことをいう。

(2) 専用住宅 一戸建ての住宅であって居住以外の用に供する部分のないものをいう。

(3) 兼用住宅 一戸建ての住宅であって建築基準法(昭和２５年法律第２０１号)別表第

2(い)項第 2号に規定するものをいう。 

(法第３３条第３項の規定による技術的細目に定められた制限の強化) 

第３条 法第３３条第３項の規定により、条例で定める政令第２５条第６号及び第７号並

びに第２７条に定められた制限の強化は、次のとおりとする。 

(1) 開発区域の面積が０．３ヘクタール以上５ヘクタール未満の開発行為にあっては、開

発区域に、面積の合計が開発区域の面積の６パーセント(主として一戸建ての住宅又は

住宅以外の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、５パーセント)

以上の公園、緑地又は広場(主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあ

っては、公園)が設けられていること。この場合において、設けられる公園、緑地又は

広場の１箇所当たりの面積の最低限度は、１５０平方メートルとする。 

(2) 開発区域の面積が５ヘクタール以上の開発行為にあっては、開発区域に、面積の合計

が開発区域の面積の６パーセント(主として一戸建ての住宅又は住宅以外の建築物の

建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、５パーセント)以上の公園(開発区

域内において予定される建築物(以下「予定建築物」という。)又は特定工作物の用途

が住宅以外のものである場合は、公園、緑地又は広場)が設けられていること。 

(3) 開発区域の面積が５ヘクタール以上の開発行為(主として住宅の建築の用に供する

目的で行う開発行為に限る。)にあっては、集会場を配置すること。 
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(法第３３条第４項の規定による敷地面積の最低限度) 

第４条 法第３３条第４項の規定により、条例で定める予定建築物の敷地面積の最低限度

は、その敷地が次の表の左欄に掲げる区域又は地域に属する場合で、その用途が同表の

中欄に掲げるものであるときに限り、同表の右欄に定める面積とする。 

 

区域又は地域 用 途 面 積 

１ 市街化区域（第一種低層

住居専用地域及び第二種低

層住居専用地域を除く。） 

住宅 １００平方メートル 

２ 第一種低層住居専用地

域（用途地域に関する都市計

画において建築物の容積率

が１０分の８と定められた

区域を除く。）及び第二種低

層住居専用地域 

公衆便所、巡査派出所その他

これらに類するもので公益

上必要なものとして市長が

認めたもの（以下「公衆便所

等」という。）以外のもの 

１００平方メートル 

３ 第一種低層住居専用地

域（用途地域に関する都市計

画において建築物の容積率

が１０分の８と定められた

区域に限る。） 

公衆便所等以外のもの １２５平方メートル 

 

(法第３４条第１２号の規定による開発許可の基準) 

第５条 法第３４条第１２号の規定により、開発区域の周辺における市街化を促進するお

それがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当

と認められる開発行為として条例で定めるものは、次に掲げるものとする。 

(1) 市街化調整区域内において、当該市街化調整区域に係る線引きの日前から土地を所

有する者(当該線引きの際に当該市街化調整区域内の土地を所有していた者の直系血

族であって当該線引きの日以後に当該土地を相続又は贈与により承継したものを含み、

農家(農林業センサス規則(昭和４４年農林省令第３９号)第２条第３項に規定する農

家をいう。以下同じ。)に属する者に限る。以下「農家に属する土地所有者」という。)

の親族(農家に属する土地所有者と住居及び生計を同じくしていたことがある者に限

る。)が、当該市街化調整区域内において自己の居住の用に供する住宅を新たに必要と

するやむを得ない理由があり、当該市街化調整区域内の当該土地(以下「対象土地」と

いう。)のうち集落内又は集落に近接する区域内にある土地において自己の居住の用に

供する専用住宅(敷地面積が１５０平方メートル以上４００平方メートル以下である

者に限る。)を建築することを目的として行う開発行為 
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(2) 前号に該当するものとして許可を受けて専用住宅を建築した者(以下「農家を離れた

者」という。)と住居及び生計を同じくしていたことがある者(農家に属する土地所有

者の２親等内の直系血族に限る。)が、市街化調整区域内において自己の居住の用に供

する住宅を新たに必要とするやむを得ない理由があり、対象土地のうち集落内又は集

落に近接する区域内にある土地(農家を離れた者が承継したものに限る。)において自

己の居住の用に供する専用住宅(敷地面積が１５０平方メートル以上４００平方メー

トル以下であるものに限る。)を建築することを目的として行う開発行為 

(3) 土地収用法(昭和２６年法律第２１９号)第３条各号に掲げる事業の施行に伴い、当

該事業を施行する者(以下「事業施行者」という。)の要請に基づき、建築物(専用住宅、

兼用住宅、長屋、共同住宅又は地区集会所(地方自治法(昭和２２年法律第５７号)第２

６０条の２に規定する地縁による団体の集会の用に供する建築物をいう。以下同じ。)

に限る。)を移転し、又は除却して当該建築物と同一の用途の建築物を建築する必要が

ある場合(移転し、又は除却する建築物(以下「対象建築物」という。)の敷地(以下「対

象敷地」という。)が市街化区域内にあるときにあっては、市街化区域内の土地に建築

物を建築することにより、経済活動又は社会生活における利益又は利便を著しく損な

うこととなると認められるときに限る。)において、対象敷地を中心とした半径 5キロ

メートルの円で囲まれる区域その他対象敷地と一体的な日常生活圏を形成していると

認められる区域内の土地であって事業施行者があっせんしたものにおいて、敷地面積

及び延べ面積が対象建築物と同程度の建築物であって次のいずれかに該当するものを

建築することを目的として行う開発行為 

ア 専用住宅 

イ 兼用住宅又は地区集会所であって、敷地が幅員４メートル以上の道路に接してい

るもの 

ウ 長屋又は共同住宅であって、敷地が幅員４メートル以上の道路に接しているもの

で、かつ、予定戸数が対象建築物の戸数以下であるもの 

(4) 専用住宅又は兼用住宅(以下「専用住宅等」という。)であって、当該専用住宅等の

敷地のある市街化調整区域に係る線引きの日前からあるもの又は当該線引きの日以後

に法第３章第１節の規定による許可を受けて建築されたものを増築し、又は改築する

目的で行う開発行為。ただし、予定建築物が次のいずれにも該当するものに限る。 

ア 用途が、増築し、又は改築する前の建築物と同じものであるもの 

イ 敷地面積の増加を伴わないものであるもの。ただし、自己の居住の用に供するも

のにあっては、増加後の敷地面積が３００平方メートル未満であるものを除く。 

(5) 次のいずれかに該当する地域内にある土地であって当該土地のある市街化調整区域

に係る線引きの日前から宅地であることが明らかであると認められるものにおいて、

専用住宅(敷地面積が１，０００平方メートル未満であるものに限る。)を建築するこ

とを目的として行う開発行為。ただし、区画の変更を伴うものにあっては、予定建築
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物の敷地面積が１５０平方メートル以上のものに限る。 

ア 半径１００メートルの円で囲まれる地域においておおむね１００(市街化区域に

近接する地域にあっては、おおむね５０)以上の建築物がある地域 

イ おおむね１００(市街化区域に近接する地域にあっては、おおむね５０)以上の建

築物が、敷地相互間の間隔が５０メートル(開発行為を行おうとする土地と当該土地

に最も近い建築物の敷地との間隔にあっては、２５メートル)以内で連たんする地域。 

第６条 政令第３６条第１項第３号ハの規定により、建築物の周辺における市街化を促進

するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく

不適当と認められる建築物として条例で定めるものは、次に掲げるものとする。 

(1) 第５条第１号から第３号まで及び第５号に規定する予定建築物の要件に該当する建

築物 

(2) 第５条第４号に規定する予定建築物の要件に該当する建築物(改築するものに限

る。) 

附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、平成１４年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法第３４条第１０号ロに該当するも

のとして許可を受けて専用住宅を建築した者は、当該許可に係る開発行為が第３条第１

号に掲げる基準に該当するときは、同条第２号の規定の適用については、同条第１号に

該当するものとして許可を受けて専用住宅を建築した者とみなす。 

３ 施行日前に政令第３６条第１項第３号ホに該当するものとして許可を受けて専用住宅

を建築した者は、当該許可に係る建築物(新築するものに限る。)が第３条第１号に規定す

る予定建築物の要件に該当するときは、同条第２号の規定の適用については、同条第１

号に該当するものとして許可を受けて専用住宅を建築した者とみなす。 

４ 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成１２年法律第７３号。以下「一

部改正法」という。)による改正前の法第４３条第１項第６号ロの規定(一部改正法附則第

６条第１項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)により確認を

受けて建築された建築物は、第３条第４号の規定の適用については、法第３章第 1 節の

規定による許可を受けて建築されたものとみなす。 

附 則(平成１５年例第１３号) 

この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則(平成１６年条例第１０号) 

１ この条例は、平成１６年６月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前に都市計画法(昭和４３年法律第１００号)第２９条第１項の規

定による許可の申請のあった開発行為については、なお従前の例による。 
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附 則(平成１９年条例第３３号) 

この条例は、平成２９年１１月３０日から施行する。 

附 則(平成２４年条例第７号) 

この条例は、公布の日から施行する。 
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２．都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例と基準 

 

審査基準－共通の事項 

  １． 許可に際しては、都市計画法（以下「法」という。）、都市計画法施行令

（以下「施行令」という。）、都市計画法施行規則、都市計画法に基づく開

発行為等の規則に関する細則、茅ヶ崎市開発行為等取扱規則、茅ヶ崎市開

発行為等事務処理要綱が適用される。 

 

  ２． この条例の基準に該当する場合は、法第４２条第１項ただし書き許可を

行うことができる。（開発審査会の議は不要） 

３． この審査基準では開発行為等を行おうとする者を「申請者」という。 

   ４． 開発許可等を受けようとする土地が農地であるときは、農地転用の許可

が受けられるものであること。 

５． この条例は、法による開発許可等の基準を定めているので、この条例に

基づく法による処分、行政指導、届出に関しては行政手続法が適用になる。 

 

 

第１条（趣旨）関係 

 

 

(趣旨) 

第１条 この条例は、都市計画法(昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。) 

及び都市計画法施行令(昭和４４年政令第１５８号。以下「政令」という。)の規

定に基づき開発許可等の基準を定めるものとする。 

 

 

審査基準－第１条 

１． この条例は、法第２９条第１項に規定する開発行為の許可に関する開発

事業及び施行令で定める技術的細目について、本市の特性に応じた良好な

都市環境の形成を図ることを目的に、開発許可の基準を定めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85



 

 

第２条（定義）関係 

 

 

(定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1) 線引き 区域区分に関する都市計画が決定されたこと又は当該都市計画を

変更して市街化調整区域が拡張されたことをいう。 

(2) 専用住宅＜１＞ 一戸建ての住宅であって居住以外の用に供する部分のな

いものをいう。 

(3) 兼用住宅＜２＞ 一戸建ての住宅であって建築基準法（昭和２５年法律第２

０１号）別表第２（い）項第２号に規定するものをいう。 

                                      

   

審査基準－第２条 

１．  専用住宅の定義において、附属の車庫や物置についても「居住の用に供

する部分」とみなす。 

２． 兼用住宅の定義において、従来、第２種低層住居専用地域内に建築可能

なもの、建築基準法施行令第１３０条の３に規定されるものとの表現が混

在していたが、本基準は建築基準法別表第２（い）項第２号に該当するも

のに統一する。  
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第３条（法第 33 条第 3 項の規定による技術的細目に定められた制限の強化）関係 

 

 

(法第３３条第３項の規定による技術的細目に定められた制限の強化) 

第３条 法第３３条第３項の規定により、条例で定める政令第２５条第６号及び第７

号並びに第２７条に定められた制限の強化は、次のとおりとする。 

(1) 開発区域の面積が０．３ヘクタール以上５ヘクタール未満の開発行為にあって

は、開発区域に、面積の合計が開発区域の面積の６パーセント(主として一戸建

ての住宅又は住宅以外の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっ

ては、５パーセント)以上の公園、緑地又は広場(主として住宅の建築の用に供す

る目的で行う開発行為にあっては、公園)が設けられていること。この場合にお

いて、設けられる公園、緑地又は広場の１箇所当たりの面積の最低限度は、１５

０平方メートルとする。 

(2) 開発区域の面積が５ヘクタール以上の開発行為にあっては、開発区域に、面積

の合計が開発区域の面積の６パーセント(主として一戸建ての住宅又は住宅以外

の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、５パーセント)以

上の公園(開発区域内において予定される建築物(以下「予定建築物」という。)

又は特定工作物の用途が住宅以外のものである場合は、公園、緑地又は広場)が

設けられていること。 

(3) 開発区域の面積が５ヘクタール以上の開発行為(主として住宅の建築の用に供

する目的で行う開発行為に限る。)にあっては、集会場を配置すること。 

 

 

参照条文 

 ○都市計画法 

 （開発許可の基準） 

第３３条 都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係

る開発行為が、次に掲げる基準（第四項及び第五項の条例が定められているとき

は、当該条例で定める制限を含む。）に適合しており、かつ、その申請の手続が

この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開

発許可をしなければならない。 

３ 地方公共団体は、その地方の自然的条件の特殊性又は公共施設の整備、建築物

の建築その他の土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し、前項の政令で定める

技術的細目のみによつては環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図ることが

困難であると認められ、又は当該技術的細目によらなくとも環境の保全、災害の

防止及び利便の増進上支障がないと認められる場合においては、政令で定める基

準に従い、条例で、当該技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和

することができる。 

 

審査基準－第３条 

 １． 法第３３条第３項は、開発行為の技術基準について、地方公共団体が、

政令で定める基準に従い、条例で、技術的細目において定めた制限を強化

し、又は緩和することができる旨定めている。 

  ２． 本項は、平成１２年の都市計画法改正により追加された規定であり、全

国一律の基準による規制よりも地域特性に応じたまちづくりの手法として

の規制の在り方に対するニーズが高まっており、地方公共団体が、開発許

可の技術基準を地域特性に応じて柔軟に強化または緩和して適用しうるこ

ととしたものである。 
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第４条（法第３３条第４項の規定による敷地面積の最低限度）関係 

 

 

(法第３３条第４項の規定による敷地面積の最低限度) 

第 4 条 法第３３条第４項の規定により、条例で定める予定建築物の敷地面積の

最低限度は、その敷地が次の表の左欄に掲げる区域又は地域に属する場合で、

その用途が同表の中欄に掲げるものであるときに限り、同表の右欄に定める面

積とする。 

 

区域又は地域 用 途 面 積 

１ 市街化区域（第一種

低層住居専用地域及び

第二種低層住居専用地

域を除く。） 

住宅 １００平方メートル 

２  第一種低層住居専

用地域（用途地域に関す

る都市計画において建

築物の容積率が１０分

の８と定められた区域

を除く。）及び第二種低

層住居専用地域 

公衆便所、巡査派出所そ

の他これらに類するもの

で公益上必要なものとし

て市長が認めたもの（以

下「公衆便所等」という。）

以外のもの 

１００平方メートル 

３  第一種低層住居専

用地域（用途地域に関す

る都市計画において建

築物の容積率が１０分

の８と定められた区域

に限る。） 

公衆便所等以外のもの １２５平方メートル 

 

 

参照条文 

○都市計画法 

 （開発許可の基準） 

第３３条 都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係

る開発行為が、次に掲げる基準（第四項及び第五項の条例が定められているとき

は、当該条例で定める制限を含む。）に適合しており、かつ、その申請の手続が

この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開

発許可をしなければならない。 

４ 地方公共団体は、良好な住居等の環境の形成又は保持のため必要と認める場合

においては、政令で定める基準に従い、条例で、区域、目的又は予定される建築

物の用途を限り、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に

関する制限を定めることができる。 

 

審査基準－第４条 

１． 法第３３条第４項は、地方公共団体の判断で条例により、区域、目的又

は予定される建築物の用途を限り、最低敷地規模の確保を開発許可の基準

とすることができることと規定している。 

２． 平成２４年２月１０日に神奈川県で都市計画決定告示された茅ヶ崎都市

計画用途地域の変更により、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居
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専用地域を対象に敷地面積の最低限度が定められたことに伴い、開発行為

を行う場合における予定建築物の敷地の最低限度について、当該都市計画

との整合を図るため一部改正を行ったものである。 
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第５条第１号（法第３４条第１２号の規定による開発許可の基準）関係 

 

 

（法第３４条第１２号の規定による開発許可の基準）  

第５条 法第３４条第１２号の規定により、開発区域の周辺における市街化を促進

するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は

著しく不適当と認められる開発行為として条例で定めるものは、次に掲げるもの

とする。 

 

(1) 市街化調整区域内において、当該市街化調整区域に係る線引きの日前から

土地を所有する者（当該線引きの際に当該市街化調整区域内の土地を所有し

ていた者の直系血族であって当該線引きの日以後に当該土地を相続又は贈与

により承継したものを含み、農家＜１＞（農林業センサス規則（昭和４４年

農林省令第３９号）第２条第３項に規定する農家をいう。以下同じ。）に属す

る者に限る。以下「農家に属する土地所有者」＜２＞という。）の親族＜３＞

（農家に属する土地所有者と住居及び生計を同じくしていたことがある者＜

４＞に限る。）が、当該市街化調整区域内において自己の居住の用に供する住

宅を新たに必要とするやむを得ない理由があり、＜５＞＜６＞当該市街化調

整区域内の当該土地（以下「対象土地」という。）のうち集落内又は集落に近

接する区域内にある土地＜７＞において自己の居住の用に供する専用住宅

（敷地面積が１５０平方メートル以上４００平方メートル以下であるものに

限る。）を建築することを目的として行う開発行為 

 

 

参照条文 

 ○都市計画法 

第３４条 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為（主として第

二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。）については、当

該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、

当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなけれ

ば、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。 

１２ 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、

市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行

為として、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で区域、目的又は予定建

築物等の用途を限り定められたもの。 

 

審査基準－第５条（共通の事項） 

 １． 法第３４条第１２号は、平成１２年の都市計画法の改正により、開発区

域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街

化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為

として、政令で定める基準に従い、条例で区域、目的または予定建築物等

の用途を限り定められたものを、市街化調整区域で許容される開発行為の

類型として新たに追加したものである。  

  ２． 本号は、第１４号に該当する開発行為について、法施行以来の実務の積

み重ねにより、開発審査会で実質的な審議を経なくとも定型的に処理する

ことができるものであり、これらの開発行為については、事前に条例で、

区域、目的又は予定建築物等の用途を限定して定めれば、開発審査会の議

を経ずとも許可することができることとするものであり、手続きの合理化、

迅速化を図るものである。      
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審査基準―第５条第１号（いわゆる農家分家） 

＜１＞ 農林業センサス規則に規定する農家をいう。 

※１ 農林業センサス規則（昭和４４年６月２０日農林省令第３９号） 

最終改正：平成２７年１０月１日農林水産省令第１９号 

（定 義） 

第２条 この省令で「農業」とは、耕種、養畜（養きん及び養ほう 

を含む。）又は養蚕の事業をいう。 

         ２ この省令で「農業事業体」とは、次の各号の一に該当する

規模の農業を行う世帯その他の事業所をいう。 

(1) 経営耕地面積が１０アール以上であること。 

(2) 調査期日（第４条の規定による調査期日をいう。以下同

じ。）前１年間における農業生産物の総販売額が１５万円

以上であること。    

３ この省令で「農家」とは、世帯である農業事業体をいう。 

※２ 農業の範囲は原則として日本標準産業分類によるＡ－農業の範囲とす

る。 

※３ この場合において小作地、借入地も経営耕地とみなす。 

＜２＞ ア 農家に属する土地所有者の経営耕地面積が、贈与等を行うことにより

１０アール未満になり、農家要件を欠くこととなる場合は原則として本

基準は適用されない。 

イ 農家に属する土地所有者が市街化区域に居住している場合も本基準

の適用を妨げない。 

＜３＞ 「親族」とは民法に規定する親族をいう。 

※１ 民法（明治３１年６月２１日法律第９号） 

最終改正：平成１８年６月２１日法律第７８号 

     「民法」第四編 親族 第１章 総則 

       第７２５条 左に掲げる者は、これを親族とする 

        １ 六親等内の血族 

        ２ 配偶者 

        ３ 三親等内の姻族 

※２ 直系血族の範囲はＰ５６を参照 

＜４＞ 「住居及び生計を一にしたことがある者」とは、現に同居している者を含

み、結婚、就職、就学等の理由で従前、世帯から転出した者をいう。同居等

については、住民票記載事実及び農家の除籍者を含めた戸籍の全部事項証明、

住民票等により確認すること。 

＜５＞ 申請者は、独立して生計を営むことができ、建設資金を確保できる見込み

が確実であると認められる者であること。 

※１ 原則として申請者は結婚していること。また、申請者が婚約中の場合、

次の資料の提出を求めて判断すること。 

・ 理由書（結婚する前に住宅を建築しなければならない具体的理由を

明記。） 

・ 両人が結婚する旨の仲人等の証明  

・ 式場申込書又は領収書 

・ 婚約者の戸籍の全部事項証明及び住民票           

なお、事前相談において申請者及び婚約者と事前面接を行い婚約の事

実、新居建築の必要性、確実性について聴き取り調査を行うこと。     
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※２ 申請者が独身者である場合は、経済的に自立しており、農家に属する

土地所有者の世帯と同居することが困難であることの具体的な理由が明

確であること。 

＜６＞ ア 申請者が自ら生活の本拠とする住宅であり、申請者及びその世帯構成

員が他に自己名義の住宅を所有していないこと。 

イ 農家に属する者と申請者が市街化区域に自己の居住の用に供する住宅

建設に適当な土地を所有していないこと。 

※１ 所有する土地が既に建築物の敷地や長期にわたって正式な契

約済の土地である場合は住宅の適地ではないが、主に家庭菜園、

駐車場などに利用されている土地は住宅に適すると判断する。 

※２ 市街化区域内土地所有の有無の審査に当たり、土地名寄帳にお

いて都市計画税の課税がされている土地は市街化区域に存する

土地と判断する。 

＜７＞ ア 農家に属する土地所有者と使用貸借した土地にあっても相続、贈与と

同等に取り扱う。なお、この規定が適用されるのは法定相続人の場合に

限る。 

イ 土地が交換農地の取扱いに基づいた農業委員会あっせんの交換農地又

は公共事業のため公共団体等のあっせんにより代替取得した土地である

場合は、その交換又はあっせんにより失った土地の所有権が継続してい

るものとして取り扱うことができる。 

 ※１ 対象土地には、原則として農家に属する土地所有者の世帯の構成員と

申請者以外の者の権利が設定されていないこと。また、対象土地に抵当

権、差押、所有権移転仮登記等の権利が設定されていないこと。 

 

 ※２ 対象土地が建築基準法に基づく敷地と道路の関係（同法第４３条）を

満たしていないため必要最小限の専用通路を設ける場合、当該専用通路

部分の土地に関しては基準に適合しているとみなすことができる。     

    ※３  「贈与された土地」については、本申請時に贈与証書【参考様式１】

（収入印紙及び実印のあるもの）の提出を求め（原本は許可書に、写し

を申請書にそれぞれ添付）、その記載事実により確認すること。 

    ※４ 「使用貸借した土地」については、本申請時に土地使用貸借契約書【参

考様式２】（実印があるもの）の写し及び申請者を除く法定相続人全員か

ら承諾書【参考様式３】（実印のあるもの）の提出を求める。ただし、や

むを得ない事情により承諾書を提出させることが困難な場合はこの限り

でない。 
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第５条第２号（法第３４条第１２号の規定による開発許可の基準）関係 

 

 

(2) 前号に該当するものとして許可を受けて専用住宅を建築した者＜１＞（以下「農

家を離れた者」という。）と住居及び生計を同じくしていたことがある者＜２＞（農

家に属する土地所有者の２親等内の直系血族に限る。）が、市街化調整区域内にお

いて自己の居住の用に供する住宅を新たに必要とするやむを得ない理由＜３＞＜

４＞があり、対象土地のうち集落内又は集落に近接する区域内にある土地＜５＞

（農家を離れた者が承継したものに限る。）において自己の居住の用に供する専用

住宅（敷地面積が１５０平方メートル以上４００平方以下であるものに限る。）を

建築することを目的として行う開発行為 

                                       

 

審査基準―第５条第２号（いわゆる次世代分家） 

＜１＞ 附則２、３による経過措置として、条例の施行日前に提案基準③により許

可を受けた者で条例第５条第１号に掲げる基準に該当する場合、条例第５条

第２号の許可対象になる。 

※ 開発許可等を受けないで相続、贈与等を行った場合は、条例第５条第

２号の許可対象にならない。 

＜２＞ 「住居及び生計を同じくしていたことがある者」とは、現に同居している

者を含み、結婚、就職、就学等の理由で従前、世帯から転出した者をいう。 

※ 同居等については、住民票記載事実及び除籍者を含めた戸籍の全部事

項証明、住民票等により確認すること。 

＜３＞ 申請者は、独立して生計を営むことができ、建設資金を確保できる見込み

が確実であると認められる者であること。 

※１ 原則として申請者は結婚していること。また、申請者が婚約中の場

合、次の資料の提出を求めて判断すること。 

・ 理由書（結婚する前に住宅を建築しなければならない具体的理由を

明記。） 

・ 両人が結婚する旨の仲人等の証明 

・ 式場申込書又は領収書 

・ 婚約者の戸籍の全部事項証明及び住民票 

なお、事前相談において申請者及び婚約者と事前面接を行い婚約の

事実、新居建築の必要性、確実性について聴き取り調査を行うこと。 

※２ 申請者が独身者である場合は、経済的に自立しており、農家を離れ

た者の世帯に属する者と同居することが困難であることの具体的な理

由が明確であること。 

＜４＞ ア 申請者が自ら生活の本拠とする住宅であり、申請者及びその世帯構成

員が他に自己名義の住宅を所有していないこと。 

イ 農家を離れた者の世帯に属する者と申請者が市街化区域に自己の居住

の用に供する住宅建設に適当な土地を所有していないこと。 

※１ 所有する土地が既に建築物の敷地や長期にわたって正式な契約

済の土地である場合は住宅の適地ではないが、主に家庭菜園、駐

車場などに利用されている土地は住宅に適すると判断する。 

    ※２ 市街化区域内土地所有の有無の審査に当たり、土地名寄帳におい

て都市計画税の課税がされている土地は市街化区域に存する土地

と判断する。 

＜５＞ ア 対象土地は、線引きの日以後に農家を離れた者が農家に属する土地所

93



 

 

有者から相続した土地、贈与をうけた土地、又は使用貸借した土地のう

ち所有権の移転がなされた土地で、申請者が農家を離れた者から相続し

た土地又はその者へ贈与された土地、又は農家を離れた者と使用貸借し

た土地であること。なお、使用貸借にあっては法定相続人の場合に限る。  

イ 土地が交換農地の取扱いに基づいた農業委員会あっせんの交換農地又

は公共事業のため公共団体等のあっせんにより代替取得した土地である

場合は、その交換又はあっせんにより失った土地の所有権が継続してい

るものとして取り扱うことができる。 

ウ 農家に属する土地所有者から直接に相続した土地、贈与された土地、

使用貸借した土地は含まない。 

  ※１ 対象土地のうち農家を離れた者が承継した土地には、原則として農家を

離れた者の世帯に属する者と申請者以外の者の権利が設定されていないこ

と。また、対象土地に抵当権、差押、所有権移転仮登記等の権利が設定さ

れていないこと。 

  ※２ 対象土地のうち農家を離れた者が承継した土地が建築基準法に基づく敷

地と道路の関係（同法第４３条）を満たしていないため必要最小限の専用

通路を設ける場合、当該専用通路部分の土地に関しては基準に適合してい

るとみなすことができる。 

※３ 「贈与された土地」については、本申請時に贈与証書【参考様式１】（収

入印紙及び実印のあるもの）の提出を求め（原本は許可書に、写しを申請

書にそれぞれ添付）、その記載事実により確認すること。 

 ※４ 「使用貸借した土地」については、本申請時に土地使用貸借契約書【参

考様式２】（実印のあるもの）の写し及び申請者を除く法定相続人全員から

承諾書【参考様式３】（実印のあるもの）の提出を求める。ただし、やむを

得ない事情により承諾書を提出させることが困難な場合はこの限りでない。 
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第５条第３号（法第３４条第１２号の規定による開発許可の基準）関係 

 

 

(3) 土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第３条各号に掲げる事業の施行に伴

い、当該事業を施行する者（以下「事業施行者」という。）の要請＜１＞に基づ

き、建築物（専用住宅、兼用住宅、長屋、共同住宅又は地区集会所（地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２に規定する地縁による団体の集会の

用に供する建築物をいう。以下同じ。）に限る。）を移転し、又は除却して当該建

築物と同一の用途の建築物を建築する必要がある場合＜２＞（移転し、又は除却

する建築物（以下「対象建築物」という。）の敷地（以下「対象敷地」という。）

が市街化区域内にあるときにあっては、市街化区域内の土地に建築物を建築する

ことにより、経済活動又は社会生活における利益又は利便を著しく損なうことと

なると認められるときに限る。）＜３＞において、対象敷地を中心とした半径５

キロメートルの円で囲まれる区域その他対象敷地と一体的な日常生活圏を形成

していると認められる区域＜４＞内の土地であって事業施行者があっせんした

もの＜１＞において、敷地面積及び延べ面積が対象建築物と同程度の建築物＜５

＞であって次のいずれかに該当するものを建築することを目的として行う開発

行為 

ア 専用住宅 

イ 兼用住宅又は地区集会所であって、敷地が幅員４メートル以上の道路に接し

ているもの 

   ウ 長屋又は共同住宅であって、敷地が幅員４メートル以上の道路に接している

もので、かつ、予定戸数が対象建築物の戸数以下であるもの 

                                        

 

審査基準―第５条第３号（収用移転） 

＜１＞ 当該事業施行者が事前相談を行い、対象建築物の所有者が開発許可等の申

請を行うことを原則とする。 

＜２＞ 敷地及び建物の一部が収用対象となる場合には、残った敷地又は建物の範

囲内で対応できないことが明確であること。 

※１ 敷地のみが収用される場合は原則として認めない。 

 ※２ 「残った敷地又は建物の範囲内で対応できないことが明確である」とは、

次の場合を含む。 

   ａ 借地であって地主に返還する場合 

   ｂ 当該事業の事業主体が一括取得する場合 

   ｃ 残地で従前規模の建築物が建築できない場合 

   ｄ その他残地の形状等により止むを得ないと判断される場合 

※３ 「対象敷地」には対象建物の敷地のほか２項道路の後退部分及び隣接して

一体不可分に利用されていると判断される敷地を含み、その代替地には道路

等帰属される公共公益施設は含まない。 

＜３＞ 「経済活動又は社会生活における利益又は利便を著しく損なうこととなる

と認められるときに限る。」の確認については、選定結果報告書【参考様式４】

の提出によりやむを得ない状況が明確であること。 

＜４＞ 「その他対象敷地と一体的な日常生活圏を形成していると認められる区域」

とは次の区域をいう。 

    湘南地区、県央地区 

    （平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮

町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、

清川村） 
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＜５＞ 「敷地面積及び延べ面積が対象建築物と同程度の建築物」とは、敷地面積

が対象敷地面積の１．５倍以下の面積であり、かつ、延べ面積が対象建築物

の延べ面積の１．５倍以下の面積であること。 

    ただし、建物用途が専用住宅又は兼用住宅であって、対象敷地の面積の１．

５倍の面積が３００平方メートル以下、対象建築物の延べ面積の１．５倍の

面積が２００平方メートル以下である場合は、敷地面積が３００平方メート

ル以下、延べ面積が２００平方メートル以下であることとする。 

※ 「敷地面積が、対象敷地の面積の１．５倍以下の面積」であることについ

ての具体的取扱いは次による。 

 ① ＜２＞の※２ ａ又はｂの場合は、敷地全体の１．５倍以内とする。 

② ＜２＞の※２ ｃ又はｄの場合は、収用される土地の１．５倍と残地と

同面積を合算した面積以内とする。 
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第５条第４号（法第３４条第１２号の規定による開発許可の基準）関係 

 

 

(4) 専用住宅又は兼用住宅（以下「専用住宅等」という。）であって、当該専用住

宅等の敷地＜２＞のある市街化調整区域に係る線引きの日前からあるもの＜３

＞又は当該線引きの日以後に法第３章第１節の規定による許可を受けて建築さ

れたもの＜４＞を増築＜５＞し、又は改築＜６＞する目的で行う開発行為＜１

＞。ただし、開発区域内において予定される建築物（以下「予定建築物」という。）

が次のいずれにも該当するものに限る。 

ア 用途が、増築し、又は改築する前の建築物と同じものであるもの 

イ 敷地面積の増加を伴わないものであるもの。ただし、自己の居住の用に供す

るものにあっては、増加後の敷地面積が３００平方メートル未満であるもの

を除く。 

                                       

 

審査基準―第５条第４号（増築・改築） 

＜１＞ 本基準の適用対象は原則として従前の敷地内で増築・改築（建替え）をす

る場合又は災害によって滅失した建築物と用途の異ならない建築物を建築す

る場合であること。 

＜２＞ 当該専用住宅等の敷地が建築基準法に基づく敷地と道路の関係（同法第４

３条）を満たしていないため必要最小限の専用通路を設ける場合、「当該専用

住宅等の敷地」には当該専用通路部分の土地も含めて取扱うことができる。 

＜３＞ 市街化調整区域に係る線引きの日前から存する当該専用住宅等については、

建築基準法に基づく建築確認通知書等により建築年次を確認すること。 

＜４＞ 宅地確認を受けて建築されたものについては経過措置４により「許可を受

けたもの」とみなす。 

＜５＞ 増築とは、既存建築物の床面積を増加させることをいい、次の要件のいず

れにも該当するものをいう。 

① 既存の建築物と同一の敷地内で建築されるものであること。 

② 既存の建築物と用途上不可分の建築物の建築であること。 

③ 用途の変更を伴う場合は、市街化調整区域において許可を得られる見

込みであること。 

＜６＞ 改築とは、建築物の全部又は一部を除去し、同一用途で建て直すことをい

う。ただし、改築のうち次の要件のいずれにも該当するものは、法第４３条

第１項本文に基づく建築許可が不要として取り扱う。 

    ① 従前の建築物と同一の敷地内において建築されるものであること。 

    ② 規模及び構造については、延べ面積が従前の１．５倍を超えないもの 

で、３階以下かつ最高高さ１０メートル以下のものであること。 
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第５条第５号（法第３４条第１２号の規定による開発許可の基準）関係 

 

 

(5) 次のいずれかに該当する地域内にある土地であって当該土地のある市街化調

整区域に係る線引きの日前から宅地であることが明らかであると認められるも

の＜１＞において、専用住宅（敷地面積が１，０００平方メートル未満である

ものに限る。）を建築することを目的として行う開発行為。ただし、区画の変更

を伴うものにあっては、予定建築物の敷地面積が１５０平方メートル以上のも

のに限る。 

ア 半径１００メートルの円で囲まれる地域においておおむね１００（市街化

区域に近接する地域にあっては、おおむね５０）以上の建築物がある地域 

イ おおむね１００（市街化区域に近接する地域にあっては、おおむね５０）

以上の建築物が、敷地相互間の間隔が５０メートル（開発行為を行おうとす

る土地と当該土地に最も近い建築物の敷地との間隔にあっては、２５メート

ル）以内で連たんする地域＜２＞ 

                                        

  

審査基準―第５条第５号（既存宅地） 

＜１＞ 「当該土地のある市街化調整区域に係る線引きの日前から宅地であること

が明らかであると認められるもの」とは申請地が、市街化調整区域に係る線

引きの日前から、次のいずれかに該当する土地であり、その後現在に至るま

で継続して当該要件に該当していること。なお、継続性に関しては慎重に審

査の上特段の反証が見当たらなければ継続して宅地であったとして差し支え

ない。 

    ① 土地登記簿における地目が宅地の土地 

    ② 固定資産課税台帳が宅地として評価されている土地 

    ③ 建築基準法に基づく道路位置指定の申請をして造成した土地  

    ④ 建築基準法に基づく工作物の確認を受けて造成した土地    

    ⑤ 建築物を建てる目的で農地転用許可を受けていた土地 

    ⑥ 建築確認を受けて、建築物を建築した土地 

    ⑦ その他建築物の敷地であることが明らかであると認められる土地 

 

  ※１ ①の土地登記簿により宅地として判断する場合に、当該地目変更の原因

日付と登記年月日との差が著しく離れている場合等土地登記簿上の記載が

不自然である時は、別途の裏付資料の提出を求めて市街化調整区域に関す

る都市計画の決定の日において土地の現況が宅地であったことの蓋然性が

極めて高いと認められれば宅地として判断して差し支えない。 

 

  ※２ 登記日付が昭和５０年４月１日（旧既存宅地確認制度施行日）以降であ

る遡りされた登記については基準の内容１の①に該当しないものとする。 

 

  ※３ ②の固定資産（土地）課税台帳及び⑤の農地転用許可証明書により宅地

として判断する場合は下記による。 

    ・「固定資産（土地）課税台帳」による場合 

昭和４６年１月１日又は当該地が市街化調整区域に編入された翌年

の１月１日及び現年度作成固定資産（土地）課税台帳に宅地として評価

されているかどうかを確認する。 

    ・「農地転用許可証明書」 
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線引き以前に転用目的が住宅敷地・宅地として許可を受けたものか確

認するとともに現地調査を行い造成済の土地、現況で建築可能な土地か

否かを判断する。 

 

※４ ③及び④の「造成した土地」は、市街化調整区域に関する都市計画の決

定の日に造成工事に着手していたものを含むものとする。 

 

※５ ⑦にいう「その他建築物の敷地であったことが明らかであると認められ

る土地」については、以下に掲げる資料等を総合的に勘案したうえで判断

すること。なお、ここでいう建築物には、専ら農作物を育成する施設は該

当しないものとする。 

ア 昭和４４年及び昭和４８年撮影の航空写真により、当該地が市街化

調整区域に関する都市計画の決定の日の際の建築物の有無を確認する。

その判定にあたっては、周辺建物形状との十分な比較検討を行うとと

もに、必要に応じ他の公的な書類と併せて慎重に審査する。昭和４８

年航空写真に建物が写っていない場合や、現況の土地利用が農地、山

林である場合は宅地として継続性が無いものとして取り扱う。 

イ 線引きの際の敷地の範囲は、田・畑、山林と判断される部分にあっ

ては一体の敷地に含まれないこととし、住居・家屋やその付属建築物、

井戸等住居と一体である施設の配置状況及び生け垣等敷地周囲の明確

な区画の有無などを当時の航空写真などにより確認の上判断する。 

 

※６ 当該開発区域内において、開発に伴い必要とされる道路部分が本市の管

理に属することが確実な場合は、当該道路の土地については、基準に該当

しない土地も含むものとする。 

 

＜２＞ ア及びイについて次のように取り扱う。 

     (ｱ) 「市街化区域に近接する地域」とは申請地が市街化区域から１キロ

メートルを超えない距離にある場合とする。 

     (ｲ) 建築物の数の算定において、共同住宅又は長屋については、当該共

同住宅又は長屋の戸数の２分の１に該当する数があるものとみな

す。また、「おおむね」を冠した建築物の数値は、その２０パーセ

ントに当たる数値を加えたものを上限、減じたものを下限とした範

囲内の数値とする。 

    (ｳ) イについては高速道路、鉄道、河川等によって明らかに分断されて

いないこと。 
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第６条（政令第３６条第１項第３号ハの規定による法第４３条第１項に規定する許

可の基準）関係 

    

 

（政令第３６条第１項第３号ハの規定による法第４３条第１項に規定する許可の

基準）  

第６条 政令第３６条第１項第３号ハの規定により、建築物の周辺における市街化

を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが

困難又は著しく不適当と認められる建築物として条例で定めるものは、次に掲

げるものとする。  

(1) 第５条第１号から第３号まで及び第５号に規定する予定建築物の要件に該

当する建築物 

(2) 第５条第４号に規定する予定建築物の要件に該当する建築物（改築するも

のに限る。） 

 

 

○開発行為について規定した第５条の各号に対応する建築行為について規定する。  

 

附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、平成１４年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法第３４条第１０号ロに該

当するものとして許可を受けて専用住宅を建築した者は、当該許可に係る開発行

為が第３条第１号に掲げる基準に該当するときは、同条第２号の規定の適用につ

いては、同条第１号に該当するものとして許可を受けて専用住宅を建築した者と

みなす。 

３ 施行日前に政令第３６条第１項第３号ホに該当するものとして許可を受けて専

用住宅を建築した者は、当該許可に係る建築物(新築するものに限る。)が第 3 条

第 1 号に規定する予定建築物の要件に該当するときは、同条第 2 号の規定の適用

については、同条第 1 号に該当するものとして許可を受けて専用住宅を建築した

者とみなす。 

４ 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成１２年法律第７３号。以

下「一部改正法」という。)による改正前の法第４３条第１項第６号ロの規定(一

部改正法附則第６条第１項の規定によりなおその効力を有することとされる場合

を含む。)により確認を受けて建築された建築物は、第３条第４号の規定の適用に

ついては、法第３章第１節の規定による許可を受けて建築されたものとみなす。 

附 則(平成１５年例第１３号) 

この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則(平成１６年条例第１０号) 

１ この条例は、平成１６年６月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前に都市計画法(昭和４３年法律第１００号)第２９条第１

項の規定による許可の申請のあった開発行為については、なお従前の例による。 

附 則(平成１９年条例第３３号) 

この条例は、平成１９年１１月３０日から施行する。 

附 則(平成２４年条例第７号) 

この条例は、公布の日から施行する。 
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３．茅ヶ崎市開発行為等取扱規則 

平成１５年３月３日 

規則第４号 

(趣旨) 

第１条 都市計画法(昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。)の規定に

基づく開発行為等の規制に関する手続等については、都市計画法施行令(昭和４

４年政令第１５８号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和４

４年建設省令第４９号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則

の定めるところによる。 
 

(開発行為許可申請書の添付図書) 

第２条 法第３０条第 1 項に規定する申請書には、次に掲げる図書を添付しなけ

ればならない。ただし、法第２９条第 1 項に規定する許可(以下「開発許可」と

いう。)に係る開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に

供する目的で行うものである場合には第５号及び第６号に掲げる図書を、主と

して住宅以外の建築物又は特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築又

は建設の用に供する目的で行うもの(開発区域の面積が 1 ヘクタール以上のも

のを除く。)である場合には第３号、第５号及び第６号に掲げる図書を、その他

の開発行為である場合には第３号に掲げる図書を添付することを要しない。 

(1) 当該開発区域の土地の登記事項証明書又はこれに代わるもの 

(2) 当該開発区域が明示されている公図の写し 

(3) 設計概要書(第１号様式) 

(4) 実測図に基づく開発区域内の公共施設の新旧対照図 

(5) 申請者の資力及び信用に関する申告書(第２号様式) 

(6) 工事施行者の能力に関する申告書(第３号様式) 

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 
 

(設計説明書の様式等) 

第３条 省令第１６条第２項に規定する設計説明書は、設計説明書(第４号様式)、

従前の公共施設一覧表(第５号様式)、新設する公共施設一覧表(第６号様式)、

付替えに係る公共施設一覧表(第７号様式)及び実測図に基づく開発区域内の公

共施設の新旧対照図とする。 
 

(開発行為の施行等の同意書の様式等) 

第４条 省令第１７条第１項第３号に規定する同意を得たことを証する書類は、

開発行為の施行等の同意書(第８号様式)、印鑑登録証明書又は商業登記法(昭和

３８年法律第１２５号)第１２条第１項に規定する印鑑の証明書及び開発区域

内権利者一覧表(第９号様式)とする。 
 

(設計者の資格に関する申告書の様式) 

第５条 省令第１７条第１項第４号に規定する資格を有する者であることを証す

る書類は、設計者の資格に関する申告書(第１０号様式)とする。 
 

(法第３４条第１３号の規定による届出) 

第６条 法第３４条第１３号の規定による届出は、都市計画法第３４条１３号の

規定による届出書(第１１号様式)により行うものとする。 
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(開発行為変更許可申請書の様式等) 

第７条 法第３５条の２第２項に規定する申請書は、開発行為変更許可申請書(第

１２号様式)とする。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 

(1) 第２条各号に掲げる図書のうち、開発行為の変更に伴いその内容が変更と

なるもの 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 
 

(開発行為の軽微な変更の届出) 

第８条 法第３５条の２第３項の規定による届出は、開発行為変更届出書(第１３

号様式)により行うものとする。 

２ 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 

(1) 省令第２８条の４第１号に規定する予定建築物等の敷地の形状の変更にあ

っては、その内容が明示された図面 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 
 

第 9 条 開発許可を受けた者は、省令第２８条の４に規定する軽微な変更以外に

開発行為に係る軽微な変更が生じた場合は、軽微な修正届出書(第１４号様式)

により市長に届け出なければならない。 

２ 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 

(1) 修正の内容を対照することができる図面 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 
 

(工事着手の届出) 

第１０条 開発許可を受けた者は、当該開発許可に係る工事に着手したときは、

直ちに工事着手届(第１５号様式)により市長に届け出なければならない。 
 

(工事完了届出書等の添付図書) 

第１１条 省令第２９条に規定する工事完了届出書及び公共施設工事完了届出書

には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 

(1) 開発区域区域図 

(2) 開発区域が明示されている公図の写し 

(3) 開発区域内の土地の地番目録 

(4) 工事完了図(工事完了届出書を提出する場合に限る。) 

(5) 公共施設工事完了図(公共施設工事完了届出書を提出する場合に限る。) 
 

２ 前項の工事完了図及び公共施設工事完了図は、次の表に定めるところにより

作成したものでなければならない。 
 

 

図面の種類 明示すべき事項 縮尺 

工事完了図 

 

開発区域の境界、公共施設の位置及

び形状、予定建築物等の敷地の形状、

敷地に係る予定建築物等の用途、公益

的施設の位置、樹木又は樹木の集団の

位置並びに緩衝帯の位置及び形状 

500 分の 1 以上 

公共施設工事完了図 
当該開発許可に係る公共施設の位置

及び形状 

500 分の 1 以上 
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(工事施行状況の報告書の提出等) 

第１２条 開発許可又は法第３５条の２第１項の規定による許可を受けた開発行

為並びに法第３５条の２第３項の規定による届出及び第１０条の規定による届

出に係る開発行為に関する工事の施行者は、当該開発行為に関する工事を完了

したときは、速やかに次の表の左欄に掲げる工事の種類に応じ、当該右欄に掲

げる報告事項について、その位置及び施行状況を明らかにした写真その他の資

料による報告書を市長に提出しなければならない。 

 

工事の種類 報告事項 

表土の保全工事 保全の状況 

擁壁工事 

１  鉄筋コンクリート造の擁壁の基礎杭の

耐力並びに基礎及び壁体の配筋の状況 

２ 練積み造の擁壁の壁体の厚さ又は組積材及び裏

込めコンクリートの厚さ 

３ 擁壁の水抜き穴及びその周辺の状況 

盛土工事 

１  急傾斜面に盛土をする場合における盛

土前の段切りその他の措置 

２ 暗渠排水管等の施設状況 

道路工事 
道路を舗装する場合における舗装工事開

始前の当該道路の状況 

貯水施設工事  
１ 根切りを完了したときの状況 

２ 底版又は床版の配筋の状況 

市長が指定する工事 市長が必要と認め、指定する工程 

 

２ 前項に規定する工事施行者は、同項の表に掲げる工事のうち、市長が指定す

る工事については、その指定した工程に達する日の２日前までにその工程に達

する旨を市長に届け出なければならない。 
 

(工事完了公告の方法) 

第１３条 省令第３１条第１項に規定する工事の完了の公告は、茅ヶ崎市公告式

条例(昭和２５年茅ヶ崎市条例第４８号)第２条第２項に規定する掲示場に掲示

して行うものとする。 
 

(建築制限解除の承認の申請) 

第１４条 法第３７条第１号の規定により承認を受けようとする者は、建築制限

解除承認申請書(第１６号様式)に次に掲げる図書を添付して市長に申請しなけ

ればならない。 

(1) 概要説明書(第１７号様式) 

(2) 申請に係る建築物等の位置を明示した土地利用計画図 

(3) 開発区域区域図 

(4) 建築物平面図 

(5) 建築物立面図 

(6) 工程表 

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 
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(開発行為に関する工事の廃止の届出書の添付図書) 

第１５条 省令第３２条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書には、

次に掲げる図書を添付しなければならない。 

(1) 開発行為に関する工事の廃止の理由及び廃止に伴う措置を記載した書類 

(2) 廃止時における当該開発区域の土地の状況を記載した書類 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 
 
(市街化調整区域内における建築物の特例許可の申請) 

第１６条 法第４１条第２項ただし書(法第３５条の２第４項において準用する

場合を含む。)の規定により許可を受けようとする者は、建築物特例許可申請書

(第１８号様式)に次に掲げる図書を添付して市長に申請しなければならない。 

(1) 建築物(等)概要書(第１９号様式) 

(2) 付近見取図 

(3) 敷地現況図 

(4) 土地利用計画図 

(5) 建築物平面図 

(6) 建築物立面図 

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 
 
(予定建築物等以外の建築物等の許可の申請) 

第１７条 法第４２条第１項ただし書の規定により許可を受けようとする者は、

予定建築物等以外の建築等許可申請書(第２０号様式)に前条各号に掲げる図書

を添付して市長に申請しなければならない。 
 
(建築物等の新築等の許可申請書の添付図書) 

第１８条 省令第３４条第１項に規定する建築物の新築、改築若しくは用途の変

更又は第一種特定工作物の新設許可申請書には、第１６条第１号及び第４号か

ら第６号までに掲げる図書のほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。 

(1) 当該敷地に係る土地の登記事項証明書 

(2) 当該敷地に係る公図の写し 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 
 
(許可に基づく地位の承継の届出) 

第１９条 法第４４条の規定により被承継人が有していた地位を承継した者は、

遅滞なく地位承継届(第２１号様式)に当該許可に基づく地位を承継したことを

証する書類を添付して市長に届け出なければならない。 
 
(許可に基づく地位の承継の承認の申請) 

第２０条 法第４５条の規定により承認を受けようとする者は、開発許可承継承

認申請書(第２２号様式)に次に掲げる図書を添付して市長に申請しなければな

らない。 

(1) 当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行す

る権原を取得したことを証する書類 

(2) 申請者の資力及び信用に関する申告書 

(3) 工事の施行状況に関する図書 

(4) 開発区域区域図 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 
 
(開発登録簿の調書) 

第２１条 省令第３６条第 1 項に規定する開発登録簿の調書は、第２３号様式と

する。 
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(身分証明書の様式) 

第２２条 法第８２条第２項に規定する身分を示す証明書は、第２４号様式とす

る。 
 

(開発行為又は建築等に関する証明書の交付の申請) 

第２３条 省令第６０条第１項の規定により法第２９条第１項、第３５条の２第

1 項、第４１条第２項、第４２条又は第４３条第 1 項の規定に適合しているこ

とを証する書面の交付を求めようとする者は、開発行為又は建築等に関する証

明書交付申請書(第２５号様式)に次に掲げる図書を添付して市長に申請しなけ

ればならない。 

(1) 当該建築物等に係る確認申請書(建築基準法施行規則(昭和２５年建設省令

第４０号)第１条の３第１項又は第３条に規定する確認申請書をいう。)の写

し 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 
 

(取下げ) 

第２４条 法第２９条第１項、第４２条第 1 項ただし書及び第４３条第 1 項に規

定する許可の申請を取り下げようとする者は、取下届(第２６号様式)により市

長に届け出なければならない。 
 

(標識の掲示) 

第２５条 開発許可を受けた者は、当該開発区域が接する主要な道路付近その他

の当該開発区域の見やすい場所に、都市計画法による開発許可済の標識(第２７

号様式)を市長が別に指定する期間掲示しておかなければならない。 

２ 法第４３条第 1 項に規定する許可を受けた者は、当該許可に係る敷地が接す

る主要な道路付近その他の当該敷地の見やすい場所に、都市計画法による建築

等許可済の標識(第 28 号様式)を当該許可に係る工事が完了するまでの間掲示

しておかなければならない。 
 

(開発行為許可申請書等の提出部数) 

第２６条 法、政令及び省令並びにこの規則に規定する申請に係る書類の提出部

数は、正本及び副本それぞれ 1 部とする。 
 

(補則) 

第２７条 この規則に定めるもののほか、開発行為等の規制に関する手続等に関

し必要な事項は、市長が別に定める。 
 

附 則 

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則(平成１７年規則第２号) 

１ この規則は、平成１７年３月７日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に第４条の規定による改正前の茅ヶ崎市水路に関する条例施行規則、

第 8 条の規定による改正前の茅ヶ崎市開発行為等取扱規則及び第９条の規定による改正前の都

市計画法に基づく都市計画の提案に関する規則の様式の規定により作成されている帳票は、必

要な調整を加えて、なお当分の間使用することができる。 

附 則(平成１９年規則第４２号) 

この規則は、平成１９年１１月３０日から施行する。 

附 則(平成２４年規則第３５号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

 附 則(平成２５年規則第１６号) 

この規則は、公布の日から施行する。 
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 附 則(令和４年規則第３７号 令和４年８月１９日) 

この規則は、公布の日から施行する。 
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４．茅ヶ崎市開発許可等事務処理要綱 

 

 （趣旨） 
 

第１条 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）、都市計画法施行

令（昭和４４年政令第１５８号。以下「政令」という。）、都市計画法施行規則（昭和４

４年建設省令第４９号。以下「省令」という。）及び茅ヶ崎市開発行為等取扱規則（平成

１５年茅ヶ崎市規則第４号。以下「規則」という。）で定めるもののほか、事務処理に必

要な事項は、この要綱に定めるところによる。 

 

（事前相談） 
 

第２条 法第２９条第１項、第４１条第２項ただし書、第４２条第１項ただし書及び第４

３条第１項の規定による開発行為等をしようとする者（以下「申請予定者」という。）か

ら事前の相談を受けたときは、申請予定者の便宜と手続きの適正かつ迅速な処理を図る

ため、あらかじめ事前相談を受けるものとする。 

２ 前項の規定による事前相談は、申請予定者から別に定める図書等を添付した次に掲げ

る事前相談書の提出を求めて行うものとする。 

(1) 市街化区域に係るものについては開発計画概要書（様式１号） 

(2) 市街化調整区域に係るものについては開発計画事前相談票（様式２号） 

３ 事前相談を受けてから１年を経過した場合又は相談内容に重要な変更が生じた場合は、

新たに事前相談を受けるものとする。 

 

（開発行為許可申請書の審査） 
 

第３条 開発行為許可申請書の審査は、審査表（様式３号）を用いて行うものとし、審査

が終了したときは開発行為許可申請書審議票（様式４号）を用いて、許可又は不許可の

決裁を得るものとする。 

 

（開発行為許可申請書の添付図書） 
 

第４条 規則第２条第７号に規定する開発行為許可申請書に添付する図書は、必要に応じ

て次の図書を求めるものとする 

(1) 神奈川県土地利用調整条例（平成８年神奈川県条例第１０号）の対象となる開発行

為に該当する場合には、審査結果通知書の写し 

(2) 神奈川県環境影響評価条例（昭和５５年神奈川県条例第３６号）に定める対象事業

に該当する場合には、環境影響評価審査書の写し及び環境影響予測評価書の写し 

(3) 擁壁の安全が計算によらなければ判断できない場合における構造計算書 

(4) 雨水及び汚水が有効に排水できるかどうか計算によらなければ判断できない場合に

おける排水計画書 

(5) 開発区域が軟弱地盤を含むおそれのある場合における地質調査書及び地盤改良計画

に関する図書 

(6) 切土、盛土等によって当該区域に災害が生ずるおそれがある場合には、災害防止措

置に関する図書 

(7) 終末処理施設を設ける場合には、当該処理施設に関する図書 

 

（道路の設計基準） 
 

第５条 開発区域内に設置する道路は、開発区域の規模、予定建築物の用途及び敷地の規 

模並びに予想される交通量等に応じて第１表の基準により定める道路幅員を標準とし、 

概ね１０ヘクタール以上の住宅団地については、第１図を標準として適正な配置をする 

ものとする。また、自己の業務用の開発行為にあっても概ねこれに準ずるものとする。 
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 第１表 （標準道路幅員）                    

   
種   類 

道 路 幅 員 
備     考 

   合計幅員 車 道 歩 道 

 

Ａ 一般区画街路 6ｍ    

住宅敷地の道路 

住宅敷地以外で１，０００平方メートル未満

の敷地に接する道路 
 

 

 

Ｂ 主要街路 9ｍ 6ｍ 1.5m×2 

住宅敷地以外で１，０００平方メートル以上

の敷地に接する道路 

交通量が多い用途の予定建築物が面する道

路 

概ね５ヘクタール以上の開発区域に設ける

主要道路 

その他歩車道分離が望ましい道路 

 

 

 

 

 

Ｃ 幹線街路 12ｍ 7ｍ 2.5m×2 

交通量が著しく多いと予想される道路 

概ね２０ヘクタール以上の開発区域に設け

る主要な道路又は当該開発区域及び周辺地

域の幹線道路と予想される道路 

 

 

 

注（１）歩道に並木を設ける場合の歩道幅員は 2.5 メートル以上とする。 

注（２）歩道は道路の片側のみに設けることもできるものとする。 

 

 

 

  Ｂ 

 

 

  Ａ＝６ｍ 

  （一般区画街路） 

                                     

    

    Ｃ 

   

  Ｂ＝９ｍ 

                                 （主要街路）  

                                 

                   Ａ 

 

  Ｃ＝１２ｍ 

  （幹線街路） 

  250m 250m 

 

  500m 

 

第１図 
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第６条 １０ヘクタール以上の開発行為にあたり、１街区の大きさは、予定建築物の用途

並びに敷地の規模及び配置を考慮して定めるものとし、住宅地における街区の辺長は１

２０メートル以内を標準とする 

第７条 開発区域内に設ける一般区画街路の幅員を６メートル未満とする場合は、当該街 

路が開発区域内の主要な道路でないこと及び交通量が多いと予想される用途の予定建築 

物の敷地に接していないことにより、通行上支障ないと認められるときは、第２表を標 

準とした道路の延長（交差点の中心間の距離）とする。ただし、周辺の状況等によりや 

むを得ないと認められ、かつ、その道路の利用が主に当該道路に面する敷地の居住者に 

限られる等、利用区域が小規模の場合における道路の延長はこの限りではない。 

 

第８条 政令第２５条第２号ただし書きの運用基準は第３表のとおりとする。 

ただし、本基準は開発区域の面積が１ヘクタール未満のものであって、開発区域の規 

模及び形状、開発区域周辺の土地の地形及び利用の形態に照らして、本文所定の要件を 

充足することが著しく困難な場合であって、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全 

上等支障がないと認められる場合に適用するものとする。なお、当該運用基準の対象と

なるのは、開発区域外の既存道路に直接接して行われる一敷地の単体的な開発行為であ

り、予定建築物の用途が、多数の車両の出入りが見込まれる施設（例 デパート、トラ

ックターミナル等の大規模商業施設、大規模流通業務施設等）の場合は適用しないこと

とする。 

なお、開発区域の面積が１，０００㎡未満の小規模な開発行為については、前面道路

が建築基準法第４２条第２項に規定する道路等（＊２）の場合、開発区域に接する前面

道路部分に沿って当該道路の反対側の境界線から幅員４ｍ以上を道路に整備することに

より、政令第２５条第２号ただし書きに該当する道路と認める。 

 第２表 開発区域内に設置する道路の特例             

  道 路 の 幅 員 ５m ４．５m ４m    

  道 路 の 延 長 １００m 以下 ７０m 以下 ３５m 以下    

                          

第３表                        

  
           開発区域面積 

 

道路幅員 

１，０００㎡未満 １，０００㎡以上 
  

  

  

                                                 

  開発区域が接する前面道路

の幅員が４ｍ以上である場合

（開発区域から所定の道路

（＊１）までの一定区間、現

況４ｍ以上ある道路がある場

合をいう。） 

 なお、当該開発行為に伴い

幅員４ｍ以上に拡幅する場合

も含む。 

前面道路の拡幅を必要としな

い。 

 開発区域に接する前面道

路部分に沿って、当該道路を

含み幅員６ｍ以上を通行可

能な道路状に整備すること。 

 なお、開発区域と前面道路

の接する部分の長さが６ｍ

未満の場合は、原則として、

その接する部分を含み、延長

６ｍ以上を同様に整備する

こと。 
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（＊１） 所定の道路とは、車両（軽自動車以上）が２方向以上に分散、待機、及び迂

回できる幅員４ｍ以上の道路をいう。 

 （＊２） 建築基準法第４２条第２項に規定する道路等とは次のいずれかに該当するも

のをいう。 

① 建築基準法第４２条第２項の規定により指定された道 

② 所定の道路までの一定区間、幅員は４ｍ以上の一般に開放されている土地

改良区の管理する農道その他これに準ずる地方公共団体並びにこれらに類す

る公的機関が所有又は管理し、将来にわたりその担保性が認められる道。 

第９条 省令第２４条第５号ただし書きの規定により道路を袋路状とする場合は、次のい 

ずれかに該当するものであること。 

                                          

(1) 延長（既存の幅員６メートル未満の                                            

  袋路状道路に接道する道にあっては、                                       

  当該袋路状道路が他の道路に接続す      接                                  

  るまでの部分の延長を含む。(2) に                      

  おいて同じ）が、３５メートル以下       続                    

  のものであること。（第２図参照）                                       

 (2) 延長が３５メートルを超える場合      道    袋 路 状 道 路     

  で、終端及び３５メートルを標準と                    

  した適当な区間ごとに自動車の転回      路  

  広場が設けられていること。                               

 (3) 幅員が６メートル以上あること。                                       

(4) (1)から(3)までに準ずる場合で、              ３５ｍ以下              

  周囲の状況により避難及び通行の安                                      

  全上支障がないと認められるもので                                      

  あること。                            第２図  

                                     

第１０条 省令第２４条第４号ただし書きにより道路を階段状とする場合は、周囲の状況、 

宅地の利便性、安全性を十分考慮して行うものとする。また当該道路は原則として６区 

画以内の宅地の利用に供するものであることとし、その構造はコンクリート等の耐久材 

料で造り、階段の幅は４メートル以上、踏面の寸法は３０センチメートル以上、蹴上げ 

の寸法は１６センチメートル以下とし高さ３メートル以内ごとに踏幅１．２メートル以 

上の踊場を設けるものとする。なお、歩行者専用通路においては、この項を準用する（幅 

員の規定を除く。）ものとする。     

第１１条 省令第２４条第６号に規定する歩道がない                                     

道路が交差する箇所、若しくは接続する箇所又は歩     宅 地           

 道のない道路のまがり角は、３メートル以上の街角     

 が切り取られること。（第３図）。               ３ｍ以上            

  なお、歩道がない道路が交差及び接続する箇所に  a         （a＝a） 

 おいて、周囲の状況から街を一方向にせざるを得な                 

 い場合は、切り取り長さを４．５メートル以上とす                                       

 る。                           a    車   道        

  ただし、交差点のなす角度が１２０度以上の場合                                       

 はこの限りではない。街角の切り取り長さについて ３ｍ以上                 

 は、一定の視距を確保する目的から、想定される交                                 

 通の種類及び量並びに道路幅員を考慮して決定する                                  

 ものとする。                                         

                                           

第３図 
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第１２条 政令第２５条第４号の規定に基づき開発区域内の主要な道路を区域外の道路     

 （政令第２５条第４号の道路をいう。）に接続させるため設ける主要な取付け道路の幅員 

は、原則として当該開発区域内の主要な道路の幅員以上とするものとする。                                        

第１３条 開発区域の面積が２０ヘクタール以上の開発行為については開発区域内の主要 

な道路が開発区域外の幅員９メートル（主として住宅の用に供する目的で行う開発行為 

にあっては６．５メートル）以上の道路に接続するものとする。                                   

第１４条 開発区域の面積が２０ヘクタール未満の開発行為にあっては開発区域内の主要 

な道路が区域外の幅員９メートル（主として住宅の用に供する目的で行う開発行為にあ 

っては６．５メートル）以上の道路に接続することが著しく困難であり、かつ、第４表 

左欄に掲げる開発規模に応じて右欄に掲げる距離以上離れている場合は、周囲の状況等 

を勘案し、原則として当該距離の範囲内にある道路で次の（１）から（６）までのうち 

順位の高い区域外の道路（※１）（以下「区域外の道路」という。）に接続させるものと 

する。ただし、この場合は、開発区域から所定の道路まで既存の道路の拡幅又は主要な 

道路を延長しておく等交通上支障のないものとする。  
                         
(1) 幅員６メートル以上の道路 
 

 (2) 都市計画法、道路法又は土地区画整理法等による新設又は変更の事業計画のあ   

る幅員６メートル以上となる道路（２年以内に事業が執行される予定のもの）。ただ

し、この場合においては幅員４メートル以上の既存の道路にも接続していなければな

らない。    
 

 (3) 都市計画法に基づき、都市計画施設として定めた幅員６メートル以上となる道   

路（（２）を除く）。ただし、この場合においては幅員４メートル以上の既存の道路

に接続していなければならない。       
  

 (4) 幅員４メートル以上６メートル未満の道路（開発区域の面積が５ヘクタール未満の

ものに限る。） 
 

 (5) 建築基準法第４２条第２項に規定する道路等で、所定の道路（＊１）までの一定区

間の道路の一部が４メートルに満たないもので、その幅員がおおむね４メートル以上

であり、かつ、開発区域に接する前面道路部分に沿って当該道路の反対側の境界線か

ら幅員４メートル以上に道路として整備するもの。（開発区域の面積が０．１ヘクター

ル以上０．３ヘクタール未満で、予定建築物の用途が専用住宅であるものに限る。） 
 

 (6) 建築基準法第４２条第２項に規定する道路等（※２）で開発区域に接する前面道路

部分に沿って当該道路の反対側の境界線から幅員４メートル以上を道路として整備す

るもの。（開発区域の面積が０．１ヘクタール未満のものに限る。）  

 

  ※１ 区域外の道路                

      所定の道路までの一定区間、現況道路幅員が上記（１）から（４）までに示

す幅員以上である道路（当該開発行為に伴い拡幅する道路も含む。）。なお、

「所定の道路」とは、上記（５）及び（６）を除き、車両（軽自動車以上）が

２方向以上に分散、待機、及び迂回できる幅員４メートル以上の道路をいう。                                    

 ※２ 建築基準法第４２条第２項に規定する道路等とは、次のいずれかに該当する道 

   をいう。                                        

    １．建築基準法第４２条第２項の規定により指定された道                                  

    ２．所定の道路までの一定区間、幅員４メートル以上の一般に開放されている土 

地改良区の管理する農道その他これに準ずる地方公共団体ならびにこれらに類 

する公的機関が所有又は管理し、将来にわたりその担保性が認められる道                                  
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 第４表                                       

 

２ 前項第５号及び第６号の規定は、政令第２５条第２号に基づく開発区域に接する既存

道路の幅員の取扱いについて準用する。 

                                       

第１５条 路面構造は、アスファルトコンクリート舗装以上のものとする。また、省令第

２４条第３号により、やむを得ず縦断勾配を９パーセント以上とする場合は、滑りを止

めるため有効な措置を講じるものとする。  

                                        

第１６条 路面の種類がセメントコンクリート及びアスファルトコンクリートにおける横 

断勾配は、１．５パーセント以上から２．０パーセント以下とする。 

                       

  第５表                                         

路  面  の  種  類 横断勾配（単位：％） 

セメントコンクリート舗装道及びアスファルトコンクリート舗装道等 １．５％ ～ ２．０％ 

                                           

第１７条 道路に排水施設を設ける場合は、図４－１のＬ型側溝，４－２のＬＯ型側溝の

構造を標準とし、概ね１０メートルごとに雨水桝を設置するものとする。ただし、滞水

が想定される箇所、雨水本管が浅く、雨水本管まで管底接続ができない場合及び道路管

理者から指示のあるものについては、この限りでない。                                        

                

                           

                         

 

 

 

 

 

 

 

図４－１ L 型側溝構造 

 

 

                          

                          

                          

                          

                       図４－２ ＬＯ型側溝構造 
      

開発区域の面積 

  当該開発区域の外部より区域外の９ｍ 

（住宅用地は６．５ｍ）以上の道路ま

での距離   

 ５ｈａ未満 （１ｈａ未満は除く）   ６０ｍ 

５ｈａ以上 １０ｈａ未満   １００ｍ 

１０ｈａ以上 ２０ｈａ未満   ３００ｍ 
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第１８条 道路幅員は、排水施設の構造に応じて図５－１、図５－２及び図５－３のいず 

れかによるものとする。ただし、Ｕ字型側溝で用蓋を設けないものについては、当該側

溝部分は道路幅員に含めないものとする。    

                                    

                                          

    

道路幅員 

  

 

 

 

                                                           

図５－１ 

 

 

                                         

               道路幅員                            

                                              

                                          

                                         

                                          

                図５－２ 

 

                                         

                            道路幅員                            

                                          

      歩道幅員           車道幅員          歩道幅員         

                                           

                                          

 

                     図５－３ 

 

 

 

 （公園の設置基準） 
 
第１９条 公園は、開発区域の周辺の状況を勘案のうえ、開発区域内の住民が利用しやす

い位置に配置し、かつ、次の基準に適合するよう設置するものとする。 

                                         

 (1) 公園は、利用者の安全を配慮したものであり、遊戯施設等が有効に配置できる形状

及び勾配で設けられていること。なお形状については著しい狭長、屈曲等の公園にし

ないこと。 

 (2) 公園には、園内の雨水等を有効に排出できるように側溝及び集水桝等の排水施設を

設置すること。                                        
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（排水施設の設計基準） 

第２０条 開発区域内の排水施設の設計は、「下水道施設計画・設計指針と解説」（注１）

に準拠するものとし、開発区域の周囲の状況を勘案のうえ、規模、地形、予定される建

築物の用途、降水量等から次により算定される雨水及び汚水を有効に排出できる構造と

する。 

 ただし、降雨強度及び排水計算方式について管理者に定めのある場合には、当該方 

式によるものとする。                                    

 

(1) 排水施設の管渠の勾配及び断面積は、計画雨水量及び計画汚水量を基に算定された

流量の下水を有効に排出することができるようにし、次の式を満足させるように定め

ること。                                   

                                                

  Ｑ＝Ａ×Ｖ 

 

            １  ０．００１５５                         

        ２３＋  ＋                          

            ｎ     Ｉ                         

   Ｖ ＝                       ×√（Ｒ×I）               

             ０．００１５５     ｎ                       

       １＋ ２３＋         ×                         

                Ｉ       √Ｒ                  
                                          
    Ｑ：流量（単位 ㎥/秒）     Ａ：流水断面積（単位 ㎡）     
 
    Ｖ：流速（単位 ｍ/秒）     Ｒ：径深＝Ａ/Ｐ（単位 ｍ）                                  

 

    ｎ：粗度係数 （陶管、コンクリート管渠、鉄筋コンクリート管渠等については、

０．０１３，硬質塩化ビニル管又は強化プラスチック複合管につ

いては、０．０１０とする。）                 
 
    Ｐ：流水の潤辺長（単位 ｍ）      Ｉ：勾配                                    

                                               

   ア 流量は、雨水管渠にあってはイにより算定した計画雨水量に対して１０パーセ 

ントの余裕を、汚水管渠にあってはウにより算定した計画汚水量に対して第６表 

の左欄に掲げる管渠の直径の区分に応じ同表の右欄に定める範囲の余裕を、合流 

管渠にあってはイ又はウにより算定した計画雨水量及び計画汚水量に対して１０ 

パーセントの余裕を見込んで算定すること。この場合において、円形管について 

は満流として、矩形渠及び開渠については内のり高さの９０パーセントとして算 

定すること。                                        

                                        
   第６表 

                                         

                                         

 

 

 

                                       

    

                                    

             

                           

   

管渠の直径 余裕の範囲 

２００ミリメートルを越え４００ミリメ

ートル以下のもの 

１００パーセントから８０パーセン

トまで 

４００ミリメートルを越え７００ミリメ

ートル以下のもの 

８０パーセントから６０パーセント

まで 

７００ミリメートルを越え１５００ミリ

メートル以下のもの 

６０パーセントから４０パーセント

まで 

１５００ミリメートルを越えるもの 
５０パーセントから３０パーセント

まで 
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イ 計画雨水量は、開発区域の規模、地形、予定建築物の用途、降水量等を勘案し、 

 ５年に１回の確率で想定される降雨強度値以上の降雨強度値を用いて次により算 

定すること。 

 

 

 

 

      Ｑ：計画雨水量（単位 ㎥／秒）                                     

 

      Ｃ：流出係数   第７表に掲げる地表面の種類（以下「工種」という。）

ごとに同表に定める値と各工種の排水面積の積を算出し、

当該算出した値の和を総排水面積で除して得た数値とする。                

    

第７表                              

                                          

                                          

                                          

                                          

                                           

 

 

Ｉ：降雨強度（単位 ㎜／時）                                     

      

           ５０００                         

       Ｉ ＝  

           ｔ＋４０ 

 

     ｔ：降雨継続時間（単位 分）                                    

          流入時間と流下時間の和。流入時間は一律７分とし、流下時間は実

流速から算出する。 

 

      Ａ：排水面積（単位 ha）                                      

                                         

   ウ 計画汚水量は、生活又は事業に起因し、又は付随する排水量及び地下水量によ 

    り、次に掲げる地域及び区域別に算定すること。                                     

    (ｱ) 市街化区域のうち（ｲ）に定める用途地域以外の地域及び市街化調整区域につ

いては、次により算出した量を合計した量とすること。                                        

       a 生活汚水量＝計画人口×１人１日時間最大生活汚水量    

        b 営業汚水量＝計画人口×１人１日時間営業汚水量        

       c 地下水量＝計画人口×１人１日地下水量 

 

      計画人口： 直近の人口統計調査により算定した開発区域内の人口と第８表の 

         左欄に掲げる区域及び用途地域の区分に応じ同表の右欄に定める人口 

密度に開発区域の面積を乗じて得た値とを比較していずれか大きい値 

とする。 

    

Ｑ＝ 
１ 

×Ｃ×Ｉ×Ａ 
 

３６０  

工種 流出係数 

屋根 ０．９０ 

道路 ０．８５ 

その他の不透水面 ０．７５ 

間地 ０．２０ 
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第８表 

        

                                   

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

       

 

 

 

１人１日時間最大生活汚水量：４６０リットル                            

    １人１日時間最大営業汚水量：３０リットル                                    

    １人１日地下水量：３５リットル                                      

                                        

     (ｲ) 市街化区域のうち準工業地域、工業地域及び工業専用地域については、次に

より算出した量を合計した量とすること。                                     

      a 生活汚水量＝(ｱ)a に同じ。                                   

      b 営業汚水量＝(ｱ)b に同じ。                                    

      c 地下水量＝(ｱ)c に同じ。                                    

      d  工場排水量＝面積×敷地率×１ヘクタール１日時間最大工場排水量                                

       １ヘクタール一日時間最大工場排水量：７０立方メートル 

       敷地率：次に掲げる値とする                                  

                                         

                                       

                                       

 

                    

    

区域及び用途地域 
人口密度 

（人／ヘクタール） 

市 

街 

化 

区 

域 

第一種低層住居専用地域     １００．９２ 

第二種低層住居専用地域     １２５．３６ 

第一種中高層住居専用地域     １２２．１９ 

第二種中高層住居専用地域     １６２．７１ 

第一種住居地域     ９９．１３ 

第二種住居地域   １１５．２６ 

準住居地域   １４６．０４ 

近隣商業地域 
    

１９２．７７ 
    

商業地域 
    

１５０．１９ 
    

準工業地域 
    

４０．７０ 
    

工業地域 
    

２７．１２ 
    

工業専用地域     ０ 

市街化調整区域  
    

１１．５１ 
    

                  

用途地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 

敷地率 ０．３５ ０．６０ ０．８０ 
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エ 計画雨水量及び計画汚水量に対する流速は、１．０メートル毎秒から１．８メー

トル毎秒までとし、下流に向かうに従い漸増させること。ただし、地形の状況その

他特別の事情によりやむを得ない場合においては、汚水管渠については０．６メー

トル毎秒から３．０メートル毎秒とし、雨水管渠及び合流管渠については０．８メ

ートル毎秒から３．０メートル毎秒までとする。                                      

  オ 円形管を使用する場合の管渠の最小管径は、汚水管渠については直径２００ミリ

メートルとし、雨水管渠及び合流管渠については直径２５０ミリメートルとするこ

と。        
                              

(2) 排水管を段差６０センチメートル以上の階段接合をもって接合させる場合は、副管

付マンホールを設けるものとする。    

(3) 暗渠を道路部分に埋設する場合は、その頂部と地盤面との距離は１．２メート 

ル以上とする。ただし、維持管理上支障ない場合はこの限りでない。                                         

(4) 省令第２６条第５号の規定により設置するマンホールの内径は、９０センチメ 

ートル以上とし、直径６０センチメートル以上の蓋を設けること。   

(5) 放流先の河川、水路等の排水能力の不足によりやむを得ず設ける遊水池については、

「防災調節池等技術基準（案）」（注２）に準拠して設計するものとし、その際の降雨

強度は当該地域の年超過確率の１／３０の確率降雨強度式により算定する。ただし、

放流先の河川、水路等について別段の排水計画の定めがある場合は、降雨強度、遊水

池からの放水量等について当該排水計画との整合性を図るものとする。また、開発区

域の規模が１ヘクタール未満の場合は降雨強度を５０ミリメートル／時間（山間部等

降雨量が特に多い地域にあっては６０ミリメートル／時間）、滞留時間を４時間として、

貯留容量を算定することができるものとする。                                 

   （注１）公益社団法人 日本下水道協会編 

   （注２）公益社団法人 日本河川協会編   

 

（敷地の安全に関する基準） 
 

第２１条 開発区域に軟弱地盤と思われる区域が含まれている場合は、ボーリング等十分 

な地質調査を行うものとする。沼地等特に著しく軟弱な地盤に盛土を行う場合は、著し 

い地盤沈下または隆起等により被害の生じないように十分考慮するとともに、造成後少

なくとも当分の間は建築行為を行わず、沈下または隆起等について調査し、その安全を

確かめた後、建築行為を行うものとする。地下水等の影響により、地盤の緩みまたは滑

り等が生じるおそれがある場合は、盲排水管等を設け、既設の排水施設に有効に排出さ

せる等地盤の安全上有効な措置をとるものとする。 

 

（擁壁の設計基準） 
 

第２２条 省令第２３条第１項の規定により設置される擁壁及びそれ以外の擁壁について 

は、「宅地防災マニュアル」等の参考資料を用いて設計するものとする。なお、設置され 

る擁壁が建築基準法施行令第１３８条第１項第５号に該当する場合は、同法施行令第１

４２条の規定を準用するものとする。 

 

（公益的施設の配分） 
 

第２３条 法第３３条第１項第６号の規定に基づく公益的施設の配分の基準は、幼稚園、 

小学校、中学校等教育的施設、診療所病院等保健施設、保健所等社会福祉施設、日用品

店舗等購買施設、集会所等社会教育施設及びバスストップ等の交通施設を有効に配分す

るものとし、また、必要に応じて警察官派出所、消防出張所、郵便局等についても考慮

を加えるものとする。 
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（予定建築物等の配分） 

第２４条 法第３３条第１項第６号の規定に基づく予定建築物の用途は、別表１の小分類

の具体例に基づき該当する中分類の用途を記入するものとし、次の基準に適合して配分

するよう計画するものとする。  
 

(1) 法第８条第１項第１号の規定に基づく用途地域が定められているときは、予定建築

物の用途等が建築基準法の規定に適合していること。 

なお、建築基準法第４８条第１項から第８項までの各項ただし書に該当するものと

して特定行政庁が認めた場合には同様に扱うものとする。 

(2) 市街化調整区域内の予定建築物の用途等は、開発区域及び周辺における環境及び想

定される地域の性格等を勘案のうえ配分されているものであることとする。 

 

 （開発区域内権利者の同意） 

第２５条 法第３３条第１項第１４号に定める開発区域内の土地又は工作物の権利者の同

意は、全員の同意を得ることを原則とする。  

 

（開発行為変更許可申請の審査） 

第２６条 開発行為変更許可申請書の審査は、審査表（様式３号）を用いて行うものとし、

審査が終了したときは開発行為変更許可申請書審議票（様式５号）を用いて、許可又は

不許可の決裁を得るものとする。 

 

 （工事の施行状況） 

第２７条 規則第１２条第２項の規定により工事施行者から指定された工事の工程に達し

た旨届出があった場合及びその他必要がある場合には、検査をするものとする。また検

査の結果については、中間検査報告書（様式６号）に記録し、当該開発行為許可申請書

の原議に添付しておくものとする。 

 

 （完了検査） 

第２８条 法第３６条の規定に基づく完了検査の結果、当該開発許可の内容に適合してい

ると認めたときは、完了検査審議票（様式７号）に記入の上決裁を得るものとする。 

 

 （建築制限解除承認申請） 

第２９条 法第３７条第１号後段の規定に基づく建築制限の解除に関する審査は、建築制

限解除承認申請書審議票（様式８号）により行うものとする。 

 

 （建築制限解除の基準） 

第３０条 建築制限の解除は、次の(1)又は(2)に適合する場合は承認することができる。 

 この場合において、当該開発区域又は工区の開発行為に関する工事の完了公告がなされ

るまでは、原則として当該建築物の使用を制限するものとする。 

(1) 自己の居住又は自己の業務の用に供する目的で開発許可を受けたものが当該目的で

建築する場合は、当該開発行為に関して茅ヶ崎市等に帰属すべき公共施設がほぼ完了

し、かつ、次表第１項の(3)から(5)に適合していること。 

(2) 上記(1)以外の目的で開発許可を受けた区域に建築する場合は、第９表の第１項全て

に適合し、かつ、第２項のいずれかに適合していること。 
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  第９表 

項 建 築 制 限 解 除 の 基 準 

 

 

 

１ 

 (1)  開発行為に関する工事が相当進んでおり、完了する期日が明確となってい

るもの。 

 (2)  公共施設がほぼ完了していること。（第２項の(1)に該当する場合は、当該

公共施設は除く。） 

 (3)  開発行為に関する工事を完成させるに障害とならないものであること。 

 (4)  当該申請に係る建築物の敷地が、政令第２８条で定める基準に適合する措

置が講ぜられていること。 

 (5)  当該建築行為のため、開発区域及びその周辺の地域に災害が生じないこと。 

 

２  (1)  開発行為に関する工事の完了前に建築工事を行わないと道路等公共施設が

著しく破壊されるおそれのあるもの。 

 (2)  収用対象事業の施行により、移転又は除却するために必要となったもの。 

 (3)  その他特に必要があると認められる理由のあるもの。 

 

  

（法第４１条の規定に基づく制限の解除） 

第３１条 法第４１条第１項の規定に基づく制限が定められた開発区域内の土地が、その

後において市街化区域に編入又は新たな指定がされた場合は、当該制限を解除するもの

とする。 

２ 前項の規定による解除は、開発登録簿中の「都市計画法第４１条の規定による制限の

内容」の欄に解除の日及び同条の制限を解除した旨の記載をもって行うものとする。 

３ 前項の解除の日は、当該都市計画決定の告示日又は指定日とする。 

 

 （建築等許可申請書の審査） 

第３２条 法第４１条第２項ただし書き、法第４２条第１項ただし書及び法第４３条第１

項の規定に基づく許可申請書の審査は、建築等許可申請書審議票（様式９）を用いて、

許可、不許可の決裁を得るものとする。 

 

 （一般承継人） 

第３３条 法第４４条の規定による一般承継人は、相続人その他次に掲げるものとする。 

(1) 合併後存続する法人（吸収合併の場合） 

(2) 合併により新たに設置された法人（新設合併の場合） 

 

（開発承継承認申請の審査） 

第３４条 開発許可承継承認申請書の審査は、審査表（様式３号）を用いて行うものとし、

審査が終了したときは開発許可承継承認申請書審議票（様式１０号）を用いて、承認又

は不承認の決裁を得るものとする。 

 

（証明書交付申請添付図書） 

第３５条 規則第２３条第１項第２号に規定する図書は、開発行為又は建築に関する付近

見取図、配置図、各階平面図、立面図及び第１０表の左欄に掲げる申請者の職業に応じ

当該右欄に掲げる書類を添付するものとする。 
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第１０表 

申請者の 

職業 
添  付  書  類 

農業を営む

個人 

農業を営む者であることの申告書（様式１１号） 

耕作証明（農業委員会発行のもの） 

農業を営む

法人（生産

法人） 

農業を営む者であることの申告書（様式１４号） 

法人の登記事項証明書 

農業を営む

個人又は法

人の被傭者 

農業従事者であることの申告書（様式１５号） 

雇傭者が個人の場合雇用者の耕作証明（農業委員会発行のもの） 

雇傭者が法人の場合、当該法人の登記事項証明書及び被傭者である旨の証

明書 

林業を営む

個人 
林業を営む者であることの申告書（様式１２号） 

林業を営む

法人（生産

法人） 

林業を営む者であることの申告書（様式１４号） 

法人の登記事項証明書 

林業を営む

個人又は法

人の被傭者 

林業従事者であることの申告書（様式１５号） 

雇傭者が法人の場合、当該法人の登記事項証明書及び被傭者である旨の証

明書 

漁業を営む

個人 
漁業を営む者であることの申告書（様式１３号） 

漁業を営む

法人（生産

法人） 

漁業を営む者であることの申告書（様式１４号） 

法人の登記事項証明書 

漁業を営む

個人又は法

人の被傭者 

漁業従事者であることの申告書（様式１５号） 

雇傭者が法人の場合、当該法人の登記事項証明書及び被傭者である旨の証

明書 

 

（神奈川県土地利用調整条例への配慮） 

第３６条 法第２９条による開発許可を要するものが神奈川県土地利用調整条例の対象と

なる開発行為に該当する場合は、事前調整及び開発行為許可申請書の審査に際して、関

係法令に基づいて指導及び審査するほか審査結果通知書の内容について配慮するものと

する。 

 

（神奈川県環境影響評価条例への配慮） 

第３７条 法第２９条による開発許可を要するものが神奈川県環境影響評価条例に定めら

れる対象事業に該当する場合は、事前調整及び開発行為許可申請書の審査に際して、関

係法令に基づいて指導及び審査するほか環境影響予測評価書の内容について配慮するも

のとする。 
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（交通処理について管轄警察署との事前調整への配慮） 

第３８条 法第２９条による開発許可を要するものが、神奈川県警察本部が適切な交通処

理のために事前調整の対象としている事業に該当する場合は、事前相談及び開発行為許

可申請書の審査に際して、事業者に対し管轄警察署と事前調整するよう周知等の配慮を

するものとする。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２５年１月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の日前に都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の

規定による許可の申請があった開発行為については、なお従前の例による。 
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別表1　建築物の用途の分類表

イ ロ ハ
大分類 中 分 類 小 分 類 （具 体 例 ）

専用住宅 一戸建住宅長屋

低層共同住宅、中層共同住宅、高層共同住宅

低層寄宿舎、中層寄宿舎、高層寄宿舎

危険物倉庫 危険物倉庫

倉庫業用倉庫 倉庫業倉庫

一般倉庫

材木店、銘木店、建材店

ガラス店、塗料店、建築金物店

機械類販売店舗 自動車販売店、機械器具販売店

そば屋、すし屋

日本料理店、西洋料理店、中華料理店

喫茶店

料亭

バー、キャバレー、ナイトクラブ、舞踏場、特殊
浴場

パチンコ店、碁会所、麻雀クラブ、玉突場

書籍店、絵画材料店、美術工芸店、古美術骨とう
店

華道具店、茶道具店、生花・造花店

装身具店、貴金属宝石店、カメラ店

がん具店、模型店

楽器レコード店、釣具店、スポーツ用品店

愛がん動物販売店、鑑賞用魚類販売店

銃砲刀剣類販売店

文房具店、紙店

燃料販売店

米穀類販売店、酒類販売店、牛乳販売店

雑貨店、菓子店、パン店、青果物店

八百屋、肉屋、魚屋、漬物店、豆腐店、乾物店

薬局、化粧品店、医薬品販売店

金物店、セトモノ店、電気器具店、漆器具店、家
庭用計量機器販売店

時計店、眼鏡店

生地店、呉服店、用品洋装衣料店、糸・毛糸店、
裁縫材料店

くつ履物店、かさ雨具店、帽子店、足袋・袋物店

家具調度用品店、寝具店

理容店、美容店

クリーニング店

公衆浴場

新聞販売店

ガソリンスタンド、自動車用液化ガススタンド

大衆食堂

農機具等の修理加工店、漁業器具等の修理加工店

自転車店、電気器具修理加工店、家庭用品修理加
工店

かさ・雨具修理加工店、くつ履物修理加工店

１

２

備 考

住
宅
施
設

倉
庫
施
設

一
般
店
舗
施
設

日
常
生
活
上
必
要
な
店
舗

共同住宅、寄宿舎

建材店舗

飲食店舗

風俗営業店舗

趣味愛好品店舗

日用品店舗

日用サービス店舗

日用品修理加工施設

農林漁業用をのぞく

農林漁業用をのぞく
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５．定期借地権を活用した開発行為により設置される道路の取扱いについて 

 

第１ 趣 旨 

 この基準は、平成９年３月２８日付け建設省径民発第１３号「定期借地権を活用した開

発行為等により設置された道路の取扱い基準について」に基づき昭和５７年７月１６日付

け建設省径民発第３０号、同３３号に定める取扱いにかかわらず開発行為により設置され

る道路をやむを得ず私道とすることができる場合の取扱基準として定めたものである。    

 

第２ 定 義 

 この取扱基準による用語は、都市計画法に規定する用語のほかは、次の各号のとお 

りとする。 

(1) 「定期借地権」とは、借地法借家法（平成３年法律第９０号）第２２条に規定する

定期借地権をいう。 

(2) 「私道」とは、都市計画法第３２条の規定による公共施設等の同意及び協議におい

て、新設される道路のうちその用に供する土地の帰属・管理が市町村以外となる場合

の道路をいう。 

 

第３ 基 準 

(1) 当該道路が将来廃止される見込みが高いため、当該道路を私道として取り扱うこと

が合理的である等の理由が存する場合で、かつ、開発許可申請者から私道として取り

扱うよう要望されていること。 

(2) 当該道路が、沿道宅地へのサービス以外の目的の通過交通が生じない形状・形態の

ものであって、開発区域外の者の利用に供される可能性の少ないものであること。 

(3) 当該道路に設置される排水施設・水道等が、将来私道の廃止に伴って廃止された場

合においても周辺の宅地等に影響を与えない設計となっていること。 

(4) 開発区域の周辺に適切な規模の道路が設置されること等により、当該道路に交通が

流入せず、開発区域の周辺において円滑な交通が図られていること。 

(5) 当該道路の沿道地域が第一種低層住居専用地域若しくは第二種低層住居専用地域に

あるか、又は第一種低層住居専用地域若しくは第二種低層住居専用地域以外であって

も、地区計画若しくは建築協定等により、第一種低層住居専用地域若しくは第二種低

層住居専用地域と同様の規制が行われている低層住宅地であること。 

(6) 私道に接する住宅は多くても２０戸程度とするとともに、道路延長は概ね１５０メ

ートル以内とすること。また、開発区域の面積は、３，０００平方メートル未満であ

ること。 

(7) 当該道路の維持管理が低廉かつ適切になされると想定されること。 

(8) 法第３３条の道路に係る技術基準に適合していること。また、道路に係る土地に地

上権、質権、賃借権等が存しないこと等により、私道となる土地の円滑な維持管理に

支障が生じるおそれがないこと。 
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・法第３２条に規定される同意・協議の変更

（１）道路

　　・道路の位置、形状及び幅員の変更

（３）排水施設等

（４）消防水利施設

（１）給水施設

（２）樹木の保存、表土の保全

（３）緩衝帯

１項３号

６．開発行為の変更について(法第３５条の２）

(１) 変更許可（法第３５条の２第１項:開発行為変更許可申請）

＜取扱指針＞

①予定建築物の用途変更
②自己用、自己用外等の別の変更２．予定建築物の用途

　　・排水路の位置、構造及び能力の変更

３．開発行為に関する
　　設計

　　①　公共施設

（２）法に規定される義務設置公園、広場及び
　　緑地

　　・公園、広場及び緑地の位置、形状及び規
　　　模の変更

◎原則として、開発行為に関する設計の変更の
　うち第３３条に規定される技術に関する再審
　査を必要とするものは、変更許可の対象とす
　る。

　　開発区域、開発行為に関する設計、その他開発許可を受けた内容を変更するときは、新たに開
　発行為の変更許可を受けなければならない。
　　ただし、変更の内容が建設省令で定める軽微な変更をしようとする場合には、許可の手続は要
  さず、変更届の提出をもって足りる。

法３０条 規１５条項　　目 変　　更　　内　　容

　　・緩衝帯の位置、形状及び規模の変更

　　・給水施設の構造及び能力の変更

　　・保存、保全する位置、形状及び規模の変
　　　更

　　・公共マスの新設、増減設及び廃止

　　・消防水利施設の位置、構造及び能力の変
　　　更

（５）法第３２条の協議対象かつ、当該市町村
　　へ帰属される施設

　　・当該施設の位置、形状及び規模の変更

１．開発区域の位置、
　　区域、規模

１項１号

１項２号

　　②　法第３３条に規
　　　定する技術審査を
      要する公共施設以
      外の施設等

①開発区域の変更
②工区数の変更
③工区の区域変更
④区画数の変更
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　・造成計画地盤高の変更

　・法面勾配の変更

　・地盤改良の工法の変更

(1)　敷地の規模の１／１０未満の増減

(４)　取扱いの時期

変　　更　　内　　容

１項３号

(２) 軽微な変更届（法第３５条の２第３項:開発行為変更届出書）

(2)　住宅以外の建築物及び第一種特定工作物
　　の敷地の規模の増加を伴うもので、当初の
　　敷地の規模が１，０００平方メートル未満
　　かつ、変更後の敷地の規模も、１，０００
　　平方メートル未満のもの。または、当初か
　　ら敷地の規模が１，０００平方メートル以
　　上のもの

変　　更　　内　　容規２８の４　　　　項　　目

１．予定建築物等の敷地
　　の形状の変更

１号 　①敷地の変更で次に掲げるもの

５．法第３４条の該当号
　　の別

①　法第３４条の該当号及びその理由の変更

６．資金計画

１項３号

１項４号 ①　資金計画の変更

　　⑤　法　　面

　　⑥　地盤改良

１項５号

①　工事施行者の変更で、軽微な変更届けで扱
　　える変更以外の変更

４．工事施行者

　・擁壁の新設、当初許可を受けた擁壁の高
　　さ、長さ、構造及び工法等の変更

　　③　敷地の形状

規１５条

(３)　変更許可、軽微な変更届に該当しないものの取扱い（軽微な修正届出書）

　　　原則として、変更がなされる都度行うものとする。

　　　上記１、２に掲げる項目以外の取扱いについては、「軽微な修正の届出書」を提出する
　　こと。

２．工事施行者

２号 　① 開発区域面積１．０ヘクタール未満、かつ、
    自己居住用又は自己業務用の開発行為の工事
    施行者の変更

　② 自己用外の開発行為で、工事施行者の氏名、
    名称、又は住所のみの変更

３．工事着手又は完了日 ３号 　① 工事予定年月日又は完了予定年月日の変更

１項４号

　　④　擁　　壁

法３０条項　　目
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７．茅ヶ崎市開発審査会条例 

平成１４年１２月１９日 

条例第４５号 

(趣旨) 

第１条 この条例は、都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 78 条第 8 項の

規定に基づき、茅ヶ崎市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織

及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 
 

(組織) 

第２条 審査会は、委員 5 人をもって組織する。 
 

(委員の任期) 

第３条 審査会の委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 
 

(会長) 

第４条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を

代理する。 
 

(会議) 

第５条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審査会の会議は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者

次項において同じ。)のほか、委員の過半数が出席しなければ、開くことが

できない。 

３ 審査会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数

のときは、会長の決するところによる。 
 

(委任) 

第６条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、

規則で定める。 

 

附 則  

１ この条例は、平成 15 年 4 月 1 日から施行する。ただし、次項の規定は、

公布の日から施行する。 

２ この条例の施行により設置される審査会の委員の選任のために必要な準

備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 
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８．茅ヶ崎市開発審査会条例施行規則 

平成１４年１２月１９日 

規則第４４号 

(趣旨) 

第１条 この規則は、茅ヶ崎市開発審査会条例(平成１４年茅ヶ崎市条例第４

５号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 
 

(会議の招集) 

第２条 会長は、条例第５条第 1 項の規定により、茅ヶ崎市開発審査会(以下

「審査会」という。)の会議を招集しようとするときは、会議開催の３日前

までに会議の日時、場所及び付議すべき事項を委員に通知しなければなら

ない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。 
 

(意見の聴取等) 

第３条 審査会は、その任務を行うため必要があると認めるときは、会議に

関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。 
 

(庶務) 

第４条 審査会の庶務は、都市部都市計画課において処理する。 
 

(委任) 

第５条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、

会長が審査会に諮って定める。 

 

附 則  

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年規則第３３号）抄 

(施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

５ この規則の施行の際現に附則第 2 項の規定による改正前の茅ヶ崎市介護

認定審査会規則、附則第 3 項の規定による改正前の茅ヶ崎市建築審査会条

例施行規則及び前項の規定による改正前の茅ヶ崎市開発審査会条例施行規

則の規定により作成されている公印は、改正後の茅ヶ崎市公印規則の相当

規定により作成された公印とみなす。 
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９．開発行為等に係る警察署との事前協議システム 

  

１．事前協議システムの目的 

大量の交通が集中発生する大規模建築物の建築等は、その周辺の道路交通に与える影

響が大きいため、その結果として発生する恐れのある交通事故や交通渋滞を開発行為等

の計画段階で当該所轄警察署長と協議、調整することにより、防止及び軽減すること。 

 

２．事前協議対象 

  次のいずれかに該当する開発許可に係る事前相談について行う。 

 (1) 敷地面積５００平方メートル以上の大規模小売店舗 

 (2) 敷地面積２，５００平方メートル以上の配送センター、レジャー施設（スポーツ施

設を含む。）、卸売市場、ホテル、事務所、病院等の業務用施設で、大量の道路交通

の集中、発生が予想されるもの 

 (3) 開発区域の規模が１ヘクタール以上のもの 

 

３．事前協議方法 

  事前協議については、開発事業者等が当該所轄警察署交通総務課と直接行う。 

 

４．事前協議に係る開発許可担当部局の対応 

  開発許可担当部局は、開発事業者等から開発行為等の計画についての事前相談を受け、

当該計画が本事前協議の対象であると認められる場合は、別添案内を開発事業者等へ

配布するとともに当該所轄警察署の教示を行うものとする。 
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別添案内 

開発を計画されている皆様へ 

一定規模以上の開発にあっては、交通処理について管轄警察署との事前調整（協議）

をお願いします。 

 

《調整の趣旨》 

  開発に伴い、建設された諸施設への交通の集中発生により周辺道路では 

  ・ 駐車待ち行列、駐車場不足による違法駐車 

  ・ 出入口の位置不適切による交通事故や渋滞の発生 

  ・ 荷捌場を設置しないことによる路上での荷捌等によるトラブル等の交通場の 

諸問題が発生している現況にあります。 
 

  このため、事業者の皆さんに交通処理に関して、警察署と事前調整し交通上の影響

を最小限に留め、人と車が安全、快適に共存できる道路、交通環境を形成しようとす

るものです。 

 

《調整対象規模》 

 １．開発区域の規模が原則として１ヘクタール以上の開発行為 

   （都市計画地方審議会に付議される案件を除く。） 

    ただし、次の開発行為を伴う建築物については、次の敷地以上 

   ・ 大規模小売店舗 敷地面積５００平方メートル以上 

  ２．その他 

     大量交通の集中・発生が予想される業務の用に供するものと知事が認める 

      ・配送センター    ・レジャー施設（スポーツ施設を含む。） 

      ・卸売市場      ・ホテル 

      ・事務所、病院等 

   で、敷地面積２，５００平方メートル以上  

 

《対象の地域》 

  県内全域（ただし、横浜市と川崎市に係るものについては、調整の在り方が異なる部

分がありますので、県警本部交通規制課又は、最寄りの警察署へ照会してください。） 

 

《調整の警察側受付窓口》 

  開発行為の場所を管轄する警察署の交通課 交通総務課 

 

《必要書類》 

  ・位置図      ・建物計画平面図     ・駐車場平面図     

・敷地配置図    ・建物断面図       ・駐車場断面図 

・駐車台数の計算（根拠）資料         ・車両の出入口図 
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１０．茅ヶ崎市開発登録簿閲覧等規則 

昭和６１年２月２５日規則第６号 

(趣旨) 

第１条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和４４年建設省令第４９号)第３８条第２項の規定

に基づき、開発登録簿の閲覧等に関し必要な事項を定めるものとする。 
 

(閲覧等の場所) 

第２条 開発登録簿の閲覧等の場所(以下「閲覧所」という。)は、都市部開発審査課とする。 
 

(閲覧等の時間及び休日) 

第３条 開発登録簿の閲覧及び写しの交付は、午前８時３０分から午後５時までとする。 

2 閲覧所の休日は、茅ヶ崎市の休日を定める条例(平成元年茅ヶ崎市条例第３号)第１条第１項の

規定による市の休日とする。 

3 市長は、前２項の規定にかかわらず、開発登録簿の整理その他必要があると認めるときは、閲

覧等の時間を短縮し、又は臨時に休日を設けることができる。この場合において、市長は、あら

かじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。 
 

(閲覧等の手続) 

第４条 開発登録簿を閲覧し、又はその写しの交付を請求しようとする者は、開発登録簿閲覧等

申請書に必要な事項を記入し、市長に申請して承認を受けなければならない。 
 

(閲覧上の注意事項) 

第５条 開発登録簿を閲覧する者は、職員の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなけれ

ばならない。 

(1) 開発登録簿を閲覧所以外の場所に持ち出さないこと。 

(2) 開発登録簿を汚損し、又は損傷しないこと。 

(3) 開発登録簿に加筆し、又は記載事項を消除しないこと。 

(4) 開発登録簿からの転記等にあっては、鉛筆以外のものは使用しないこと。 

(5) 他の閲覧者に迷惑を及ぼさないこと。 
 

(閲覧の停止又は禁止) 

第６条 市長は、開発登録簿の閲覧をする者が前条の規定に違反したとき又は違反するおそれが

あると認めるときは、閲覧を停止し、又は禁止することができる。 
 

(委任) 

第７条 この規則に定めるもののほか、開発登録簿の閲覧等に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この規則は、昭和６１年４月１日から施行する。 

附 則(平成元年規則第２７号) 

（略） 

附 則(平成１０年規則第４号)抄 

(施行期日) 

1 この規則は、平成１０年４月１日から施行する。 
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１１．租税特別措置法に基づく優良な宅地の造成及び 

優良な住宅の新築の認定に関する規則 

平成１５年３月３日 
規則第３号 

 
(趣旨) 

第１条 この規則は、租税特別措置法(昭和３２年法律第２６号)の規定に基づく宅地の造成が優

良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定及び住宅の新築が優良な住宅の供給

に寄与するものであることについての認定の手続に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

(優良宅地造成認定の申請) 

第２条 租税特別措置法第２８条の４第３項第５号イ又は第６３条第３項第５号イの規定による

認定(以下「優良宅地造成認定」という。)を受けようとする者は、当該宅地の造成が完了した

後に優良宅地造成認定申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 

(1) 設計説明書(第2号様式) 

(2) 設計図 

(3) 造成区域位置図 

(4) 造成区域区域図 

(5) 造成区域内の土地の登記事項証明書 

(6) 造成区域内の公図の写し 

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

３ 前項第２号の設計図は、次の表に定めるところにより作成したものでなければならない。 

図面の種類 明示すべき事項 縮尺 備考 

土地利用計画図 造成区域の境界、公共施設の

位置及び形状、予定建築物の

形状、敷地に係る予定建築物

の用途並びに公益的施設の

位置 

500分の1以上   

造成計画平面図 造成区域の境界、切土又は盛

土をする土地の部分、がけ

(地表面が水平面に対し30度

を超える角度をなす土地で

硬岩盤 (風化の著しいものを

除く。 )以外のものをいう。

以下同じ。 )又は擁壁の位置

並びに道路の位置、形状、幅

員及び勾こう配 

500分の1以上   

造成計画断面図 切土又は盛土をする前後の

地盤面 
100分の1以上 高低差の著しい箇所につい

て作成すること。 

排水施設計画平面図 排水区域の区域界並びに排

水施設の位置、種類、材料、

形状、内のり寸法、勾配、水

の流れの方向、吐口の位置及

び放流先の名称 

500分の1以上   

給水施設計画平面図 給水施設の位置、形状、内の

り寸法及び取水方法並びに

消火栓の位置 

500分の1以上 排水施設計画平面図にまと

めて図示してもよい。 

がけの断面図 がけの高さ、勾配及び土質 50分の1以上 1 切土をした土地の部分に
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(土質の種類が2以上である

ときは、それぞれの土質及び

その地層の厚さ )、切土又は

盛土をする前の地盤面並び

にがけ面の保護の方法 

生ずる高さが 2メートル

を超えるがけ、盛土をした

土地の部分に生ずる高さ

が 1メートルを超えるが

け又は切土及び盛土を同

時にした土地の部分に生

ずる高さが 2メートルを

超えるがけについて作成

すること。  

2 擁壁で覆われるがけ面に

ついては、土質に関する事

項は示すことを要しない。 

擁壁の断面図 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の

材料の種類及び寸法、裏込め

コンクリートの寸法、透水層

の位置及び寸法、擁壁を設置

する前後の地盤面、基礎地盤

の土質並びに基礎杭ぐいの

位置、材料及び寸法 

50分の1以上   

 
４ 第２項第３号の造成区域位置図は、縮尺10,000分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地

形図でなければならない。 

５ 第２項第４号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(当該造成区域を工区

に分けた場合にあっては、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必

要な範囲内において、市町の境界、市の区域内の町及び字の境界並びに土地の地番及び形状を

表示したものでなければならない。 

 
(優良宅地造成認定証明書の交付) 

第３条 市長は、優良宅地造成認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が

昭和５４年建設省告示第７６７号に適合すると認めるときは申請者に優良宅地造成認定証明書

を交付するものとし、適合しないと認めるときはその旨及び理由を優良宅地造成不認定通知書

により申請者に通知するものとする。 

 
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例) 

第４条 第２条の規定にかかわらず、土地区画整理法(昭和２９年法律第１１９号)第１０３条第

１項の規定による換地処分により取得した宅地について、優良宅地造成認定を受けようとする

者は、同条第４項の規定による換地処分の公告後に、優良宅地造成認定申請書(土地区画整理事

業用)(第３号様式)により市長に申請しなければならない。ただし、同法第９８条第１項の規定

による仮換地で、既に造成工事を完了し、現状のままで換地処分に至ることが確実と認められ

るものについては、換地処分の公告の日前においても市長に申請することができる。 

 
(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例) 

第５条 第２条第２項の規定にかかわらず、都市計画法(昭和４３年法律第１００号)第２９条の

規定による許可を受けた宅地の造成(その造成区域の面積が1,000平方メートル未満のものに限

る。)について、優良宅地造成認定を受けようとする者は、第２条第１項に規定する申請書に次

に掲げる図書を添付しなければならない。 

(1) 検査済証(都市計画法第36条第2項の規定により交付された検査済証をいう。次項において

同じ。)の写し 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 第３条の規定は、前項の優良宅地造成認定について準用する。この場合において、同条中「優
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良宅地造成認定証明書を」とあるのは「検査済証の写しに優良宅地造成認定証明書とする旨を

記載し、これを優良宅地造成認定証明書に代えて」と読み替えるものとする。 

 
(優良住宅新築認定の申請) 

第６条 租税特別措置法第２８条の４第３項第６号、第３１条の２第２項第１５号ニ、第６２条

の３第４項第１５号ニ又は第６３条第３項第６号の規定による認定(以下「優良住宅新築認定」

という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事の完了後に優良住宅新築認定申請書(第４

号様式)により市長に申請しなければならない。ただし、同法第３１条の２第２項第１５号ニ又

は第６２条の３第４項第１５号ニの規定による認定の申請は、住宅の新築の工事の着手後で、

かつ、優良住宅新築認定を行うことができる程度に当該工事が進捗ちょくしていると認められ

るものについては、当該工事の完了前においても行うことができる。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計

算書 

(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書 

(3) 一団の宅地の付近見取図(方位、道路、目標となる地物、一団の宅地の面積の計算に必要な

事項、各敷地の区分及び各家屋の位置を記載した図面) 

(4) 建築基準法(昭和２５年法律第２０１号)第６条第４項又は第６条の２第１項の規定により

交付された確認済証の写し(同法第６条第1項の規定による確認を受けなければならない場合

に限る。) 

(5) 建築基準法第７条第５項又は第７条の２第５項の規定により交付された検査済証の写し

(同法第６条第１項の規定による確認を受けることを要しない場合及び前項ただし書に規定

する場合を除く。) 

(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和２７年法律第１７６号)による資格、設計者及び工事監理

者の建築士法(昭和２５年法律第２０２号)による資格並びに工事監理者の建設業法(昭和２

４年法律第１００号)による資格に関する書類の写し 

(7) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の

部分との別、専有部分と共用部分との別、延床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比

率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの) 

(8) 各階平面図(方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備、住宅の専有部

分及び共用部分の別並びに床面積の計算に必要な事項を記載した図面) 

(9) 台所、便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書又は図面 

(10) 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積の

計算に必要な事項を記載した図面) 

(11) 敷地面積計算書 

(12) 請負契約書その他の書類の写しで住宅の建築費の証明となるもの 

(13) 建築費計算図書(総建築費及びその細目、請負契約書その他の書類との関連に関する説明

並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの) 

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 
(優良住宅新築認定の申請の特例) 

第７条 住宅の新築の工事の完了前に租税特別措置法第３１条の２第２項第１５号ニ又は第６２

条の３第４項第１５号ニの規定による認定を受けた者で、当該住宅の新築の工事の完了後に同

法第２８条の４第３項第７号ロ又は第６３条第３項第７号ロの規定による認定を受けようとす

るものは、優良住宅新築認定申請書に同法第３１条の２第２項第１５号ニ又は第６２条の３第

４項第１５号ニの規定による認定を受けた旨及びその認定番号を記載して市長に申請しなけれ

ばならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 

(1) 建築基準法第７条第５項又は第７条の２第５項の規定により交付された検査済証の写し 

(2) 租税特別措置法第３１条の２第２項第１５号ニ又は第６２条の３第４項第１５号ニの規定
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による認定を受けた後の設計の変更事項等に関する書類 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 
(優良住宅新築認定証明書の交付) 

第８条 第３条の規定は、優良住宅新築認定について準用する。この場合において、同条中「昭

和５４年建設省告示第７６７号」とあるのは「昭和５４年建設省告示第７６８号」と、「優良宅

地造成認定証明書」とあるのは「優良住宅新築認定証明書」と、「優良宅地造成不認定通知書」

とあるのは「優良住宅新築不認定通知書」と読み替えるものとする。 

 
(申請書等の提出部数) 

第９条 この規則に基づき市長に提出する申請書及びその添付図書は、正本及び副本それぞれ1

部とする。 

 
(補則) 

第１０条 この規則に定めるもののほか、優良宅地造成認定及び優良住宅新築認定の手続に関し

必要な事項は、市長が別に定める。 

 
附 則 

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 
 

附 則(平成１５年規則第３０号) 
この規則は、公布の日から施行する。 
 

附 則(平成１６年規則第３６号) 
この規則は、公布の日から施行する。 
 

附 則(平成１７年規則第３３号) 
この規則は、公布の日から施行する。 
 

附 則(平成１９年規則第３０号) 
この規則は、公布の日から施行する。 
 

附 則(平成２１年規則第２０号) 
この規則は、公布の日から施行する。 
 

附 則(平成２２年規則第２２号) 
この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

 
附 則(令和４年規則第３８号 令和４年８月１９日) 

この規則は、公布の日から施行する。 
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１２．茅ヶ崎市手数料条例 

平成１２年３月２９日 

条例第６号 

（趣旨） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２７条の規定により、特定の者のためにする事

務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。 

 

（徴収すべき事務及び金額） 

第２条 手数料を徴収する事務及びその金額は、別表第１及び別表第２に掲げるとおりとする。 

 

（手数料の単位） 

第３条 手数料の計算の単位は、別表第１及び別表第２に定めるもののほか、次に掲げるとおりとす

る。 

(１) １の申請で２以上の事項を含むときは、１事項を１件とする。 

(２) １人の申請者から同時に同一の事項について２通以上の請求があったときは、１通ごとに１

件又は１枚とする。 

(３) ２人以上列記の申請者から同一事項について請求があったときは、１通ごとに１件とする。 

 

（徴収の時期等） 

第４条 手数料は、第２条に規定する手数料を徴収する事務についての申請があった際又は当該申請

に係る書類の交付の際に申請者から徴収する。 

 

（手数料の減免） 

第５条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。 

(１) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないもの 

(２) 本市に住所を有する者で公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの 

(３) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６

年法律第３０号）の規定による支援給付を受けている者から請求があったもの 

(４) 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第１５条の９第１項の証明に係るもの 

(５) 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条の１９の２第１項の証明に係るもの 

(６) 地価公示法（昭和４４年法律第４９号）第７条第１項の公示に係る事項を記載した書面及び

標準地の所在を表示する図面の閲覧に係るもの 

(７) 茅ヶ崎市情報公開条例（昭和６１年茅ヶ崎市条例第２号）第１３条第１項の規定による行政

文書の公開に係るもの 

(８) 茅ヶ崎市個人情報保護条例（平成８年茅ヶ崎市条例第１０号）第２４条第１項及び第２項に

規定する個人情報の開示に係るもの 

(９) 茅ヶ崎市行政手続条例（平成９年茅ヶ崎市条例第２号）第３７条第１項から第３項までの規

定（同条第４項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）による資料、調書及び報告書の

写し等の交付に係るもの 

(１０)  官公署から請求のあったもの（別表第１の１９の項から２３の項まで、６４の項から６７
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の項まで、１３４の項から１４８の項まで及び１５１の項から１６０の項までに規定するもの

（市長から請求のあったものを除く。）並びに別表第２の７の項から２３の項までに規定するも

のを除く。） 

(１１) 公用で使用するもの 

(１２) 前各号に掲げるもののほか、市長が徴収する必要がないと認めるもの 

２ 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨規定する法律の規定に

基づき、戸籍に関する証明を申請する者に対して行う証明については、手数料を徴収しない。 

３ 市長は、公益上必要があると認める場合においては、手数料を減免することができる。 

 

（手数料の不還付） 

第６条 既納の手数料は、還付しない。ただし、法令の定めその他市長が特別の理由があると認める

場合においては、この限りでない。 

 

（郵便による送付） 

第７条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６

項に規定する一般信書便事業若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項

に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第２条

に規定する手数料のほか送付に要する費用を徴収する。 

 

（過料） 

第８条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の５倍に相

当する金額（当該５倍に相当する金額が５０，０００円を超えないときは、５０，０００円）以下

の過料に処する。 

 

（委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

（茅ヶ崎市手数料条例の廃止） 

２ 茅ヶ崎市手数料条例（昭和４１年茅ヶ崎市条例第１３号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この条例の施行前に行われた手数料の徴収に係る処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際

現に効力を有するものは、この条例の相当規定によって行われた処分、手続その他の行為とみなす。 

４ この条例の施行前に徴収した手数料は、この条例第２条の規定により徴収した手数料とみなす。 

（茅ヶ崎市公文書の公開に関する条例の一部改正） 

５ 茅ヶ崎市公文書の公開に関する条例の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（茅ヶ崎市個人情報保護条例の一部改正） 

６ 茅ヶ崎市個人情報保護条例の一部を次のように改正する。 
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〔次のよう〕略 

（茅ヶ崎市行政手続条例の一部改正） 

７ 茅ヶ崎市行政手続条例の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 
 

附 則（平成１２年条例第２５号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第１の改正規定（同表５の項に係る部分に限る。）

は、平成１２年７月１日から施行する。 
 

附 則（平成１２年条例第４１号） 

この条例は、平成１３年１月６日から施行する。 

 

附 則（平成１３年条例第５号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１３年７月１日から施行する。 

（茅ヶ崎市手数料条例の一部改正に伴う経過措置） 

６ 前項の規定による改正後の茅ヶ崎市手数料条例第５条及び別表第１の規定は、この条例の施行の

日以後の行政文書の公開請求に係る手数料から適用し、同日前の公文書の公開の請求に係る手数料

については、なお従前の例による。 
 

附 則（平成１３年条例第１４号）抄 

この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律（平成１２年法律第７３号）の施行

の日から施行する。 
 

附 則（平成１３年条例第２５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
 

附 則（平成１４年条例第２３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
 

附 則（平成１４年条例第４３号） 

この条例は、建築基準法等の一部を改正する法律（平成１４年法律第８５号）の施行の日（平成１

５年１月１日）から施行する。ただし、別表第１の５０の項の改正規定（「第３１条の２第２項第１

０号ハ」を「第３１条の２第２項第１１号ハ」に、「第６２条の３第４項第１０号ハ」を「第６２条

の３第４項第１１号ハ」に改める部分に限る。）、同表５１の項の改正規定（「第３１条の２第２項第

１１号ニ」を「第３１条の２第２項第１２号ニ」に、「第６２条の３第４項第１１号ニ」を「第６２

条の３第４項第１２号ニ」に改める部分に限る。）及び同表５３の項の改正規定（「第３１条の２第２

項第１１号ニ」を「第３１条の２第２項第１２号ニ」に、「第６２条の３第４項第１１号ニ」を「第

６２条の３第４項第１２号ニ」に改める部分に限る。）は、公布の日から施行する。 

 

附 則（平成１４年条例第３９号） 

この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 
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附 則（平成１５年条例第１２号） 

この条例は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行の日（平成１５年４月１６日）から

施行する。 
 

附 則（平成１５年条例第２２号） 

この条例は、平成１５年８月２５日から施行する。 
 

附 則（平成１５年条例第２４号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
 

附 則（平成１５年条例第２８号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
 

附 則（平成１６年条例第２１号）抄 

１ この条例は、公布の日から施行する。 
 

附 則（平成１６年条例第２４号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
 

附 則（平成１６年条例第２７号） 

この条例は、社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法

等の特例等に関する法律の施行の日から施行する。 
 

附 則（平成１７年条例第１３号） 

この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 
 

附 則（平成１７年条例第２１号） 

この条例は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改

正する法律（平成１６年法律第６７号）の施行の日（平成１７年６月１日）から施行する。ただし、

別表第１の５４の項、５５の項及び５７の項の改正規定は、公布の日から施行する。 
 

附 則（平成１７年条例第５８号） 

この条例は、平成１８年１月１日から施行する。 
 

附 則（平成１７年条例第６３号） 

この条例は、平成１８年１月１日から施行する。 
 

附 則（平成１８年条例第１号） 

１ この条例は、石綿による健康被害の救済に関する法律の施行の日から施行する。 

２ 茅ヶ崎市手数料条例の一部を改正する条例（平成１７年茅ヶ崎市条例第３５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

〔次のよう〕略 

 

附 則（平成１８年条例第１９号） 

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 
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附 則（平成１８年条例第２１号） 

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 
 

附 則（平成１８年条例第３４号） 

１ この条例は、公布の日から起算して２月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

ただし、第５条第２項の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。 

（平成１８年規則第４３号で平成１８年１０月１４日から施行） 

２ 茅ヶ崎市手数料条例の一部を改正する条例（平成１７年茅ヶ崎市条例第３５号）は、廃止する。 

３ 附則第１項ただし書に規定する日が前項の条例の施行の日以後である場合には、同項の規定は、

適用しない。 
 

附 則（平成１９年条例第１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成１９年条例第１０号） 

１ この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律（平成１８

年法律第９２号）の施行の日（平成１９年６月２０日）から施行する。 

２ 改正後の別表第１の６の項（建築基準法第１８条第２項（同法第８７条第１項において準用する

場合を含む。）の規定に基づく通知に対する審査に係る部分に限る。）、同表７の項（同法第１８条

第１４項の規定に基づく通知に対する審査に係る部分に限る。）、同表８の項（同条第１４項の規定

に基づく通知に対する審査に係る部分に限る。）、同表９の項（同条第１７項の規定に基づく通知に

対する審査に係る部分に限る。）、同表１０の項（同条第２２項第１号（同法第８７条の２又は同法

第８８条第１項若しくは第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づく申請に対する審査

に係る部分に限る。）、同表４８の項（同法第８７条の２において準用する同法第１８条第２項の規

定に基づく通知に対する審査に係る部分に限る。）、同表４９の項（同法第８７条の２において準用

する同法第１８条第１４項の規定に基づく通知に対する審査に係る部分に限る。）、同表５０の項

（同法第８８条第１項及び第２項において準用する同法第１８条第２項の規定に基づく通知に対

する審査に係る部分に限る。）及び同表５１の項（同法第８８条第１項及び第２項において準用す

る同法第１８条第１４項の規定に基づく通知に対する審査に係る部分に限る。）の規定は、この条

例の施行の日以後にされた通知又は申請に対する審査について適用する。 

 

附 則（平成１９年条例第２０号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
 

附 則（平成１９年条例第３２号） 

この条例は、平成１９年１０月１日から施行する。 

 

附 則（平成２０年条例第１９号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
 

附 則（平成２０年条例第３０号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成２０年条例第４２号） 

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、第５条第１項の改正規定（「第１６条第

８項」を「第１５条の９第１項」に改める部分に限る。）は、公布の日から施行する。 
 

附 則（平成２１年条例第１７号） 

この条例は、平成２１年６月４日から施行する。ただし、別表第１の５９の項、６０の項、６２の

項及び６６の項の改正規定は、公布の日から施行する。 
 

附 則（平成２１年条例第２６号） 

この条例は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律（平成２１年法律第２３号）附則第１条ただし

書に規定する規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 
 

附 則（平成２２年条例第１４号） 

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 
 

附 則（平成２２年条例第１５号） 

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 
 

附 則（平成２２年条例第２９号） 

この条例は、平成２２年８月１日から施行する。 
 

附 則（平成２２年条例第３７号） 

この条例は、平成２２年１０月１日から施行する。 
 

附 則（平成２２年条例第４５号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 
 

附 則（平成２４年条例第６号） 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２４年条例第９号） 

この条例は、平成２４年７月１日から施行する。ただし、第１条の規定は、同年４月１日から施行

する。 
 

附 則（平成２４年条例第１３号）抄 

１ この条例は、平成２４年７月９日から施行する。 
 

附 則（平成２４年条例第３１号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の別表第１の９０の項から９４の項までの規定は、この条例の施行の日以後にされた都市

の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号）第５３条第１項の規定に基づく低炭素

建築物新築等計画の認定又は同法第５５条第１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更

の認定の申請に対する審査について適用する。 
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附 則（平成２６年条例第１７号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第１の９０の項の改正規定（「エネルギーの使

用の合理化に関する法律」を「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に改める部分に限る。）

は、平成２６年４月１日から施行する。 
 

附 則（平成２６年条例第２３号） 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 
 

附 則（平成２６年条例第３０号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年１０月１日から施行する。 

（構造計算適合性判定に係る手数料に係る経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の茅ヶ崎市手数料条例別表第１の８２の項、８５の項及び９２の項の

規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後にされた高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）第１７条第１項（同法第１８条第２項に

おいて準用する場合を含む。）の規定に基づく特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申

請、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）第５条第１項から第３項

まで（同法第８条第２項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定に基づく長期優良

住宅建築等計画の認定の申請又は都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号）

第５３条第１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請若しくは同法第５５条第１

項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請（以下「計画認定申請」という。）

に対する審査について適用し、施行日前にされた計画認定申請に対する審査については、なお従前

の例による。 
 

附 則（平成２６年条例第４５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
 

附 則（平成２７年条例第６号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 
 

附 則（平成２７年条例第１７号） 

この条例は、平成２７年５月２９日から施行する。 
 

附 則（平成２７年条例第１８号） 

（施行期日） 

１ この条例中第１条並びに次項及び附則第３項の規定は、平成２７年４月１日から、第２条及び附

則第４項の規定は、同年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の別表第１の８１の項の規定は、同条の規定の施行の日以後にされた

マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成１４年法律第７８号）第１０５条第１項の規定

に基づくマンションの容積率の特例の許可の申請に対する審査について適用する。 

３ 第１条の規定による改正後の別表第１の８４の項、８６の項、８８の項及び９０の項の規定は、
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同条の規定の施行の日以後にされた長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８

７号）第５条第１項から第３項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請及び同法

第８条第１項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査について

適用し、同日前にされたこれらの申請に対する審査については、なお従前の例による。 

４ 第２条の規定による改正後の別表第１の６の項、８３の項、８７の項及び９５の項の規定は、同

条の規定の施行の日以後にされた建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項（同法第

８７条第１項において準用する場合を含む。）の規定に基づく建築物の建築等の確認の申請及び同

法第１８条第２項（同法第８７条第１項において準用する場合を含む。）の規定に基づく建築物の

建築等の通知、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）

第１７条第４項（同法第１８条第２項において準用する場合を含む。）の規定により建築基準法第

６条第１項に規定する建築基準関係規定（以下「建築基準関係規定」という。）の適合の通知の申

出があった場合の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１７条第１項（同法第

１８条第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づく特定建築物の建築等及び維持保全の

計画の認定の申請、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第６条第２項（同法第８条第２項にお

いて準用する場合を含む。）の規定により建築基準関係規定の適合についての審査の申出があった

場合の同法第５条第１項から第３項まで（同法第８条第２項においてこれらの規定を準用する場合

を含む。）の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請並びに都市の低炭素化の促進に関

する法律（平成２４年法律第８４号）第５４条第２項（同法第５５条第２項において準用する場合

を含む。）の規定により建築基準関係規定の適合についての審査の申出があった場合の同法第５３

条第１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定及び同法第５５条第１項の規定に基づく

低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査について適用し、同日前にされたこれら

の申請に対する審査については、なお従前の例による。 
 

附 則（平成２７年条例第４５号）抄 

１ この条例は、平成２８年１月１日から施行する。ただし、第１条の規定は、平成２７年１０月５

日から施行する。 
 

附 則（平成２８年条例第２４号） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第１の８３の項、８４の項、８７の項及び８８の項の規定は、この条例の施行の日

以後にされた長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）第５条第１項か

ら第３項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請及び同法第８条第１項の規定

に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請（以下「計画認定申請」という。）に対する

審査について適用し、同日前にされた計画認定申請に対する審査については、なお従前の例による。 
 

附 則 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。（令和４年条例第２７号 令和４年９月２８日） 

 

附 則(平成２９年条例第２０号) 
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この条例は、公布の日から施行する。 

 

附 則(平成３０年条例第１７号) 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則(平成３０年条例第４０号) 

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成３０年法律第６７号)附則第１条第２号に掲

げる規定の施行の日から施行する。 

 

附 則(令和元年条例第２号) 

この条例は、令和元年７月１日から施行する。 

 

附 則(令和元年条例第３号)抄 

(施行期日) 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

(手数料に係る経過措置) 

２ 第１条の規定による改正後の茅ヶ崎市手数料条例(以下「新手数料条例」という。)別表第１の５

の項、６の項、８の項、１０の項から１７の項まで、８６の項、８７の項、１１５の項、１１６の

項、１６２の項、１６３の項、１６５の項、１６６の項及び１６８の項の規定は、この条例の施行

の日(以下「施行日」という。)以後にされた食品衛生法(昭和２２年法律第２３３号)第５２条第１

項の規定に基づく営業の許可の申請、温泉法(昭和２３年法律第１２５号)第１５条第１項の規定に

基づく温泉の利用の許可の申請、興行場法(昭和２３年法律第１３７号)第２条第１項の規定に基づ

く興行場の経営の許可の申請、旅館業法(昭和２３年法律第１３８号)第３条第１項の規定に基づく

旅館業の経営の許可の申請若しくは同法第３条の２第１項若しくは第３条の３第１項の規定に基

づく旅館業の経営の許可を受けた者の地位の承継に係る承認の申請、公衆浴場法(昭和２３年法律

第１３９号)第２条第１項の規定に基づく公衆浴場の経営の許可の申請、化製場等に関する法律(昭

和２３年法律第１４０号)第３条第１項の規定に基づく化製場若しくは死亡獣畜取扱場の設置の許

可の申請、同法第８条において準用する同法第３条第１項の規定に基づく獣畜、魚介類若しくは鳥

類に係る施設の設置の許可の申請若しくは同法第９条第１項の規定に基づく動物の飼養若しくは

収容の許可の申請、医療法(昭和２３年法律第２０５号)第７条第１項の規定に基づく病院、診療所

若しくは助産所の開設の許可の申請、臨床検査技師等に関する法律(昭和３３年法律第７６号)第２

０条の３第１項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請若しくは同法第２０条の４第１項の規定

に基づく衛生検査所の登録の変更の申請、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成

２年法律第７０号)第３条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請若しくは同法第６条第１項

の規定に基づく食鳥処理場の構造若しくは設備の変更の許可の申請、神奈川県海水浴場等に関する

条例(昭和３４年神奈川県条例第４号)第９条第１項の規定に基づくプール若しくは更衣休憩所の

設置の許可の申請、神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例(昭和３４年神奈川県条例第２６号)第８条の

規定に基づくふぐ営業の認証の申請、魚介類行商等に関する条例(昭和４１年神奈川県条例第４２

号)第３条第１項の規定に基づく営業の許可の申請又は茅ヶ崎市浄化槽保守点検業者の登録に関す

る条例(平成２８年茅ヶ崎市条例第７３号)第２条第１項の規定に基づく浄化槽の保守点検業者の

登録若しくは同条第３項の規定に基づく更新の登録の申請に対する審査について適用し、施行日前
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にされたこれらの申請に対する審査については、なお従前の例による。 

 

３ 新手数料条例別表第１の７の項の規定は、施行日以後にされた理容師法(昭和２２年法律第２３

４号)第１１条第１項の規定による届出に係る同法第１１条の２の規定に基づく理容所の構造設備

の検査について適用し、施行日前にされた当該届出に係る当該検査については、なお従前の例によ

る。 

 

４ 新手数料条例別表第１の１８の項の規定は、施行日以後にされた医療法施行規則(昭和２３年厚

生省令第５０号)第２３条の規定による申出に係る医療法第２７条の規定に基づく病院、診療所又

は助産所の構造設備の検査について適用し、施行日前にされた当該申出に係る当該検査については、

なお従前の例による。 

 

５ 新手数料条例別表第１の６９の項の規定は、施行日以後にされたクリーニング業法(昭和２５年

法律第２０７号)第５条第１項の規定による届出に係る同法第５条の２の規定に基づくクリーニン

グ所の構造設備の検査について適用し、施行日前にされた当該届出に係る当該検査については、な

お従前の例による。 

 

６ 新手数料条例別表第１の８５の項の規定は、施行日以後にされた美容師法(昭和３２年法律第１

６３号)第１１条第１項の規定による届出に係る同法第１２条の規定に基づく美容所の構造設備の

検査について適用し、施行日前にされた当該届出に係る当該検査については、なお従前の例による。 

 

７ 新手数料条例別表第１の８８の項の規定は、施行日以後にされた臨床検査技師等に関する法律施

行規則(昭和３３年厚生省令第２４号)第１８条第１項又は第１９条第１項に規定する申請に係る

同省令第１３条に規定する登録証明書の書換え交付又は再交付について適用し、施行日前にされた

これらの申請に係る同省令第１３条に規定する登録証明書の書換え交付又は再交付については、な

お従前の例による。 

 

附 則(令和元年条例第１０号) 

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成３０年法律第６７号)の施行の日又はこの条例

の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 

 

附 則(令和元年条例第１１号) 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に申込みを受けている衛生に関する試験及び検査に係る手数料につい

ては、なお従前の例による。 

 

附 則(令和元年条例第２４号) 

この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

 

附 則(令和元年条例第３３号) 

この条例は、公布の日から施行する。 
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附 則(令和２年条例第４号)抄 

 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則(令和２年条例第６号) 

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の

簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を

改正する法律(令和元年法律第１６号)附則第１条第６号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公

布の日のいずれか遅い日から施行する。 

 

附 則(令和２年条例第４４号)抄 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則(令和２年条例第４５号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

附 則(令和３年条例第９号) 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際現にされている一の建築物(一戸建ての住宅を除く。)に係る都市の低炭素化

の促進に関する法律(平成２４年法律第８４号)第５３条第１項の規定に基づく低炭素建築物新築

等計画の認定の申請又は同法第５５条第１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認

定の申請に対する審査については、改正後の別表第１の１４５の項、１４６の項、１４８の項及び

１４９の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際現にされている一戸建ての住宅以外の建築物に係る建築物のエネルギー消

費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第４号)第２条の規定による改正

前の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成２７年法律第５３号)第２９条第１項

の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請、同法第３１条第１項の規定に基

づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請又は同法第３６条第１項の規定に基

づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査については、なお

従前の例による。 

 

附 則(令和３年条例第１２号) 

（施行期日) 

１ この条例は、令和３年６月１日から施行する。 

（経過措置) 

２ この条例の施行の際現にされている食品衛生法等の一部を改正する法律(平成３０年法律第４６

号)第２条の規定による改正前の食品衛生法(昭和２２年法律第２３３号)第５２条第１項の規定に

基づく営業の許可の申請に対する審査については、なお従前の例による。 

 

３ 魚介類行商等に関する条例を廃止する等の条例(令和２年神奈川県条例第４２号)附則第２項の
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規定によりなおその効力を有することとされる同条例第１条の規定による廃止前の魚介類行商等

に関する条例(昭和４１年神奈川県条例第４２号。次項において「廃止前魚介類行商等条例」とい

う。)第３条第１項の規定に基づく営業の許可の申請に対する審査については、改正前の別表第１

の１６６の項の規定は、令和３年１１月３０日までの間は、なおその効力を有する。 

 

４ 魚介類行商等に関する条例を廃止する等の条例附則第３項の規定によりなおその効力を有する

こととされる廃止前魚介類行商等条例第３条第１項の規定に基づく営業の許可の申請に対する審

査については、改正前の別表第１の１６６の項の規定は、令和６年５月３１日までの間は、なおそ

の効力を有する。 

 

５ 前２項の場合において、これらの規定によりなお効力を有するものとされる改正前の別表第１の

１６６の項の規定中「有効期間(５月を超えるものに限る。)」とあるのは「有効期間」と、「許可

を受けようとする場合及び５月を超えない期間を付した同項の許可を受けようとする場合」とある

のは「許可を受けようとする場合」と読み替えるものとする。 

 

附 則(令和３年条例第３０号) 

この条例は、令和３年９月１日から施行する。 

 

附 則(令和３年条例第３１号) 

この条例は、令和３年８月１日から施行する。 

 

附 則(令和３年条例第４１号) 

１ この条例は、令和４年２月２０日から施行する。 

２ この条例の施行の際現にされている長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成２０年法律第

８７号)第５条第１項から第３項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請及び同

法第８条第１項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査につい

ては、なお従前の例による。 

 

附 則(令和４年条例第１０号) 

この条例は、令和４年６月１日から施行する。 

 

附 則(令和４年条例第２５号) 

この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 

 

附 則(令和４年条例第２６号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

附 則(令和４年条例第２７号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

附 則(令和４年条例第３８号)抄 
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(施行期日) 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則(令和４年条例第４１号) 

この条例は、令和５年２月１日から施行する。 

 

附 則(令和４年条例第４５号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

附 則(令和５年条例第８号) 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第１の１４５の項、１４６の項、１４８の項及び１４９の項の規定は、この条例の

施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後にされた都市の低炭素化の促進に

関する法律(平成２４年法律第８４号)第５３条第１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の

認定の申請及び同法第５５条第１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請

に対する審査について適用し、施行日前にされたこれらの申請に対する審査については、なお従前

の例による。 

３ 改正後の別表第１の１５５の項、１５６の項、１５８の項及び１５９の項の規定は、施行日以後

にされた建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成２７年法律第５３号)第３４条第

１項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請及び同法第３６条第１項の

規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査について適用

し、施行日前にされたこれらの申請に対する審査については、なお従前の例による。 

 

附 則(令和５年条例第３２号) 

この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の

一部を改正する法律(令和５年法律第５２号)の施行の日から施行する。 

 

附 則(令和６年条例第１号) 

この条例は、令和６年３月１日から施行する。ただし、別表第２の９の項の改正規定(同項を同表

１１の項とする部分を除く。)は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則(令和６年条例第１６号) 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則(令和６年条例第３７号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

附 則(令和７年条例第１３号) 

(施行期日) 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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(経過措置) 

２ 改正後の別表第１の２０の項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にさ

れた建築基準法(昭和２５年法律第２０１号)第６条第１項(同法第８７条第１項において準用する

場合を含む。)の規定に基づく申請又は同法第１８条第２項(同法第８７条第１項において準用する

場合を含む。)の規定に基づく通知に対する審査について適用し、施行日前にされたこれらの規定

に基づく申請又は通知に対する審査については、なお従前の例による。 

 

３ 改正後の別表第１の２１の項から２３の項までの規定は、施行日以後にされた建築基準法第７条

第１項(同法第８７条第１項において準用する場合を含む。)若しくは第７条の３第１項の規定によ

る申請又は同法第１８条第２０項の規定による通知に対する検査について適用し、施行日前にされ

たこれらの規定に基づく申請又は通知に対する検査については、なお従前の例による。 

 

４ 改正後の別表第１の１３５の項の規定は、施行日以後にされた高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律(平成１８年法律第９１号)第１７条第１項(同法第１８条第２項において準

用する場合を含む。)の規定に基づく申請に対する審査について適用し、施行日前にされた同項の

規定に基づく申請に対する審査については、なお従前の例による。 

 

５ 改正後の別表第１の１３８の項の規定は、施行日以後にされた長期優良住宅の普及の促進に関す

る法律(平成２０年法律第８７号)第５条第１項から第５項まで(同法第８条第２項においてこれら

の規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく申請に対する審査について適用し、施行日前にさ

れたこれらの規定に基づく申請に対する審査については、なお従前の例による。 

 

６ 改正後の別表第１の１４５の項から１４９の項までの規定は、施行日以後にされた都市の低炭素

化の促進に関する法律(平成２４年法律第８４号)第５３条第１項及び第５５条第１項の規定に基

づく申請に対する審査について適用し、施行日前にされたこれらの申請に対する審査については、

なお従前の例による。 

 

７ 改正後の別表第１の１５２の項及び１５３の項の規定は、施行日以後にされた脱炭素社会の実現

に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和４

年法律第６９号)第２条の規定による改正後の建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

(平成２７年法律第５３号。以下「新建築物省エネ法」という。)第１１条第１項若しくは第２項の

規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の提出又は新建築物省エネ法第１２条第２項若

しくは第３項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の通知に対する建築物エネルギ

ー消費性能適合性判定(新建築物省エネ法第１１条第１項に規定する建築物エネルギー消費性能適

合性判定をいう。)について適用し、施行日前にされた脱炭素社会の実現に資するための建築物の

エネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律第２条の規定による改正前の建

築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「旧建築物省エネ法」という。)第１２条第１

項若しくは第２項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の提出又は旧建築物省エネ

法第１３条第２項若しくは第３項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の通知に対

する建築物エネルギー消費性能適合性判定(旧建築物省エネ法第１２条第１項に規定する建築物エ

ネルギー消費性能適合性判定をいう。)については、なお従前の例による。 
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８ 改正後の別表第１の１５４の項の規定は、施行日以後にされた新建築物省エネ法第１１条第１項

若しくは旧建築物省エネ法第１２条第１項の規定により建築物エネルギー消費性能適合性判定を

受けた建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が新建築物省エネ法第１１条第２項に規定する

軽微な変更に該当する旨の証明の申請又は新建築物省エネ法第１２条第２項若しくは旧建築物省

エネ法第１３条第２項の規定により建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネル

ギー消費性能確保計画の変更が新建築物省エネ法第１２条第３項に規定する軽微な変更に該当す

る旨の証明の求めに対する審査について適用し、施行日前にされた旧建築物省エネ法第１２条第１

項の規定により建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計

画の変更が同条第２項に規定する軽微な変更に該当する旨の証明の申請又は旧建築物省エネ法第

１３条第２項の規定により建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費

性能確保計画の変更が同条第３項に規定する軽微な変更に該当する旨の証明の求めに対する審査

については、なお従前の例による。 

 

９ 改正後の別表第１の１５５の項から１５９の項までの規定は、施行日以後にされた新建築物省エ

ネ法第２９条第１項及び第３１条第１項の規定に基づく申請に対する審査について適用し、施行日

前にされた旧建築物省エネ法第３４条第１項及び第３６条第１項の規定に基づく申請に対する審

査については、なお従前の例による。 
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別表第１（第２条関係）（抜粋） 

手数料を徴収する事務 金額 摘要 

８０ 租税特別措置法第２

８条の４第３項第５号イ

若しくは第６３条第３項

第５号イ又は第３１条の

２第２項第１４号ハ若し

くは第６２条の３第４項

第１４号ハの規定に基づ

く宅地の造成が優良な宅

地の供給に寄与するもの

であること(以下この項に

おいて「優良宅地の造成」

という。)についての認定

の申請に対する審査 

 

 

 

 

次に掲げる優良宅地の造成の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額 
 

(１) 造成宅地の面積が０．１ヘクタール未満の優

良宅地の造成 ８６，０００円 

(２) 造成宅地の面積が０．１ヘクタール以上０．

３ヘクタール未満の優良宅地の造成 １３０，

０００円 

(３) 造成宅地の面積が０．３ヘクタール以上０．

６ヘクタール未満の優良宅地の造成 １９０，

０００円 

(４) 造成宅地の面積が０．６ヘクタール以上１ヘ

クタール未満の優良宅地の造成 ２６０，００

０円 

(５) 造成宅地の面積が１ヘクタール以上３ヘク

タール未満の優良宅地の造成 ３９０，０００

円 

(６) 造成宅地の面積が３ヘクタール以上６ヘク

タール未満の優良宅地の造成 ５１０，０００

円 

(７) 造成宅地の面積が６ヘクタール以上１０ヘ

クタール未満の優良宅地の造成 ６６０，００

０円 

(８) 造成宅地の面積が１０ヘクタール以上の優

良宅地の造成 ８７０，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０６ 都市計画法第２９

条の規定に基づく開発行

為の許可の申請に対する

審査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる開発行為の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額 
 

(１) 主として自己の居住の用に供する住宅の建

築の用に供する目的で行う開発行為 次に掲げ

る開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額 

ア ０．１ヘクタール未満 ８，６００円 

イ ０．１ヘクタール以上０．３ヘクタール未

満 ２２，０００円 

ウ ０．３ヘクタール以上０．６ヘクタール未

満 ４３，０００円 

エ ０．６ヘクタール以上１ヘクタール未満 

８６，０００円 
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オ １ヘクタール以上３ヘクタール未満 １３

０，０００円 

カ ３ヘクタール以上６ヘクタール未満 １７

０，０００円 

キ ６ヘクタール以上１０ヘクタール未満 ２

２０，０００円 

ク １０ヘクタール以上 ３００，０００円 

(２) 主として住宅以外の建築物で自己の業務の

用に供するものの建築又は自己の業務の用に供

する特定工作物の建設の用に供する目的で行う

開発行為 次に掲げる開発区域の面積の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額 

ア ０．１ヘクタール未満 １３，０００円 

イ ０．１ヘクタール以上０．３ヘクタール未

満 ３０，０００円 

ウ ０．３ヘクタール以上０．６ヘクタール未

満 ６５，０００円 

エ ０．６ヘクタール以上１ヘクタール未満 

１２０，０００円 

オ １ヘクタール以上３ヘクタール未満 ２０

０，０００円 

カ ３ヘクタール以上６ヘクタール未満 ２７

０，０００円 

キ ６ヘクタール以上１０ヘクタール未満 ３

４０，０００円 

ク １０ヘクタール以上 ４８０，０００円 

(３) (１) 及び(２) に掲げる開発行為以外の開発

行為 次に掲げる開発区域の面積の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額 

ア ０．１ヘクタール未満 ８６，０００円 

イ ０．１ヘクタール以上０．３ヘクタール未

満 １３０，０００円 

ウ ０．３ヘクタール以上０．６ヘクタール未

満 １９０，０００円 

エ ０．６ヘクタール以上１ヘクタール未満 

２６０，０００円 

オ １ヘクタール以上３ヘクタール未満 ３９

０，０００円 

カ ３ヘクタール以上６ヘクタール未満 ５１

０，０００円 

キ ６ヘクタール以上１０ヘクタール未満 ６
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６０，０００円 

ク １０ヘクタール以上 ８７０，０００円 

１０７ 都市計画法第３５

条の２の規定に基づく開

発行為の変更許可の申請

に対する審査 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる変更の区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額を合計した金額。ただし、その金額が８７

０，０００円を超えるときは８７０，０００円と

する。 

(１) 開発行為に関する設計の変更（(２) に掲げ

る変更を除く。） 前項に定める金額の１０分の

１に相当する金額 

(２) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市

計画法第３０条第１項第１号から第４号までに

掲げる事項の変更 前項に定める金額 

(３) (１) 及び(２) に掲げる変更以外の変更 １

０，０００円 

開発区域の面積

は、(２) に掲げ

る変更を伴う場

合にあっては変

更前の開発区域

の面積とし、開発

区域の縮小を伴

う場合にあって

は縮小後の開発

区域の面積とす

る。 

１０８ 都市計画法第４１

条第２項ただし書（同法第

３５条の２第４項におい

て準用する場合を含む。）

の規定に基づく建築の許

可の申請に対する審査 

４６，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０９ 都市計画法第４２

条第１項ただし書の規定

に基づく建築等の許可の

申請に対する審査 

２６，０００円 

 

 

 

 

 

１１０ 都市計画法第４３

条の規定に基づく建築等

の許可の申請に対する審

査 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる建築等の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額 

(１) 敷地の面積が０．１ヘクタール未満の建築等 

６，９００円 

(２) 敷地の面積が０．１ヘクタール以上０．３ヘ

クタール未満の建築等 １８，０００円 

(３) 敷地の面積が０．３ヘクタール以上０．６ヘ

クタール未満の建築等 ３９，０００円 

(４) 敷地の面積が０．６ヘクタール以上１ヘクタ

ール未満の建築等 ６９，０００円 

(５) 敷地の面積が１ヘクタール以上の建築等 

９７，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１１ 都市計画法第４５

条の規定に基づく開発許

可を受けた者の地位の承

継に係る承認の申請に対

次に掲げる地位の承継に係る開発許可の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額 

(１) 承認の申請をする者が行おうとする開発行

為が主として自己の居住の用に供する住宅の建
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する審査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

築の用に供する目的で行うもの又は主として住

宅以外の建築物で自己の業務の用に供するもの

の建築若しくは自己の業務の用に供する特定工

作物の建設の用に供する目的で行うものであっ

て開発区域の面積が１ヘクタール未満の開発許

可 １，７００円 

(２) 承認の申請をする者が行おうとする開発行

為が主として住宅以外の建築物で自己の業務の

用に供するものの建築又は自己の業務の用に供

する特定工作物の建設の用に供する目的で行う

ものであって開発区域の面積が１ヘクタール以

上の開発許可 ２，７００円 

(３) (１) 及び(２) に掲げる開発許可以外の開発

許可 １７，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１２ 都市計画法第４７

条第５項の規定に基づく

開発登録簿の写しの交付 

１枚につき４７０円 

 

 

 

 

 

１１３ 都市計画法施行法

（昭和４３年法律第１０

１号）第７条の規定に基づ

く旧住宅地造成事業に関

する法律（昭和３９年法律

第１６０号）第１０条第１

項の規定による事業計画

等の変更の認可の申請に

対する審査 

 

 

 

 

 

次に掲げる変更の区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額 

(１) 設計の変更 次に掲げる施行地区の面積の

区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

ア １ヘクタール以上３ヘクタール未満 ３，

０００円 

イ ３ヘクタール以上６ヘクタール未満 ５，

０００円 

ウ ６ヘクタール以上１０ヘクタール未満 

７，０００円 

エ １０ヘクタール以上 ９，０００円 

(２) 事業計画の変更（(１) に掲げる変更を除

く。） １，０００円 

(３) 工事施行者の変更 １，０００円 

施行地区の面積

は、事業計画の変

更を伴うときは

変更前の施行地

区の面積とし、施

行地の縮小を伴

うときは縮小後

の施行地区の面

積とする。 

備考１ この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれこの表に規定する法律（これに基づく政

令を含む。）若しくは政令又は神奈川県条例（これに基づく規則を含む。）若しくは茅ヶ崎市条

例（これに基づく規則を含む。）における用語の意義及び字句の意味によるものとする。 

２ この表の中欄に掲げる金額は、当該中欄に特別の計算単位を定めるものについてはその計算

単位についての金額とし、その他のものについては、１件についての金額とする。 
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１３．茅ヶ崎市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 

平成６年９月３０日規則第３４号 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は、行政手続法(平成 5年法律第 88 号。以下「法」という。)第 3 章第 2節及び

第 3 節の規定による聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続について、必要な事項を定めるも

のとする。 

2 聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に

特別の定めがある場合は、その定めるところによる。 

(平 9 規則 25・一部改正) 

 

(定義) 

第 2 条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。 

 

(聴聞の期日の変更) 

第 3 条 当事者は、行政庁が法第 15 条第 1 項の通知(同条第 3 項の規定による通知を含む。第 6

条において「聴聞の通知」という。)をした場合において、やむを得ない理由があるときは、行

政庁に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。 

2 行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。 

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参

加人(その時までに法第 17 条第 1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。

第 10 条において同じ。)に通知しなければならない。 

(平 9 規則 25・一部改正) 

 

(関係人の参加許可等の手続) 

第 4 条 関係人は、法第 17 条第 1項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の 7

日前までに、当該関係人の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有する

ことの疎明を記載した書面を主宰者に提出するものとする。 

2 主宰者は、前項の規定により書面を提出した関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを

許可したときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。 

3 主宰者は、法第 17 条第 1 項の規定により関係人の参加を求めるときは、速やかに、その旨を

当該参加を求める関係人に対し書面により通知するものとする。 

(平 9 規則 25・一部改正) 

 

(文書等の閲覧の手続) 

第 5 条 当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以

下この条及び第 12 条第 3項において「当事者等」という。)は、法第 18 条第 1項前段の規定に

よる資料の閲覧を請求しようとするときは、当該当事者等の氏名、住所及び閲覧をしようとす

る資料の標目を記載した書面を行政庁に提出するものとする。ただし、聴聞の期日における審

理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求については、口頭ですることができる。 

2 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及

び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理

における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。 

3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場

合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第 18 条第 1項後段の規定による拒

否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。

この場合において、主宰者は、法第 22 条第 1項の規定に基づき、当該閲覧の日以後の日を新た

な聴聞の期日として定めるものとする。 

(平 9 規則 25・一部改正) 
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(主宰者の指名の手続) 

 

第 6 条 法第 19 条第 1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。 

2 行政庁は、主宰者が法第 19 条第 2 項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、

新たに主宰者を指名しなければならない。 

 

(補佐人の出頭許可の手続) 

第 7 条 当事者又は参加人は、法第 20 条第 3項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞

の期日の 4 日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を

記載した書面を主宰者に提出するものとする。ただし、法第 22 条第 2項(法第 25 条後段におい

て準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であ

って既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。 

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知

しなければならない。 

3 補佐人が行った陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加

人が自ら陳述したものとみなす。 

 

(参考人の意見聴取) 

第 8 条 主宰者は、聴聞に係る事案について専門的知識を有する者その他適当と認める者を参考

人として、聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。 

(平 9 規則 25・追加) 

 

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持) 

第 9 条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するとき

その他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るためやむを得ないと認めるときは、その者

が行う陳述を制限することができる。 

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の進行を妨害し、又はその秩

序を乱す者に対し、退場を命じ、その他聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、必要

な措置をとることができる。 

(平 9 規則 25・旧第 8条繰下) 

 

(聴聞の期日における審理の公開) 

第 10 条 行政庁は、法第 20 条第 6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認め

たときは、当該聴聞の期日及び場所を告示するものとする。この場合において、併せて、当事

者及び参加人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。 

(平 9 規則 25・旧第 9条繰下) 

 

(陳述書の記載事項) 

第 11 条 法第 21 条第 1項の陳述書には、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に

係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞に係る事案の内容についての意見を記載する

ものとする。 

(平 9 規則 25・旧第 10 条繰下) 

 

(聴聞調書及び報告書の記載事項) 

第 12 条 法第 24 条第 1項の調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日

における審理が行われなかった場合においては、第 4号に掲げる事項を除く。)を記載しなけれ

ばならない。 

(1) 聴聞の件名 

(2) 聴聞の期日及び場所 
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(3) 主宰者の氏名及び職名 

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この

項において「聴聞参加者」という。)の氏名及び住所並びに行政庁の職員の氏名及び職名 

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった聴聞参加者の氏名及び住所並びに当事者及び代理人について

は出頭しなかったことについての正当な理由の有無 

(6) 聴聞参加者及び行政庁の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。) 

(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目 

(8) その他参考となるべき事項 

2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とす

ることができる。 

3 法第 24 条第 3 項の報告書(次条において「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載し

なければならない。 

(1) 次号の主張に理由があるかどうかについての意見 

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張 

(3) 第 1 号の意見に至った理由 

(平 9 規則 25・旧第 11 条繰下、令 3規則 35・一部改正) 

 

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続) 

第 13 条 当事者又は参加人は、法第 24 条第 4項の規定による聴聞調書又は報告書の閲覧を請求

しようとするときは、当該当事者又は参加人の氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又

は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後に

あっては行政庁に提出するものとする。 

2 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲

覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。 

(平 9 規則 25・旧第 12 条繰下) 

 

(口頭による弁明の録取) 

第 14 条 行政庁は、法第 29 条第 1項の規定により口頭による弁明を認めたときは、当該行政庁

の職員のうちから弁明を録取する者(以下この条において「弁明録取者」という。)を指名しな

ければならない。 

2 弁明録取者は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令

の条項並びにその原因となる事実を弁明の日時に出頭した弁明者に説明しなければならない。 

3 弁明録取者は、口頭による弁明を録取したときは、次に掲げる事項を記載した調書を作成しな

ければならない。 

(1) 弁明の件名 

(2) 弁明の日時及び場所 

(3) 弁明録取者の氏名及び職名 

(4) 弁明者の氏名及び住所 

(5) 弁明者の弁明の要旨 

4 第 12 条第 2 項の規定は、前項の調書について準用する。この場合において、同項中「主宰者」

とあるのは「弁明録取者」と読み替えるものとする。 

(平 9 規則 25・追加、令 3規則 35・一部改正) 

 

(弁明書が提出されない場合等の措置) 

第 15 条 行政庁は、弁明者が弁明書の提出期限までに弁明書を提出しない場合又は弁明の日時に

出頭しない場合は、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。 

(平 9 規則 25・追加) 
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(準用規定) 

第 16 条 この規則(第 1条第 1項を除く。)の規定は、茅ヶ崎市行政手続条例(平成 9 年茅ヶ崎市

条例第2号)第3章第2節及び第3節の規定による聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続につ

いて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第２条 法 茅ヶ崎市行政手続条例(以下「条例」

という。) 

第３条第１項 法第１５条第１項 条例第１４条第１項 

第３条第３項 法第１７条第１項 条例第１６条第１項 

第４条第１項 法第１７条第１項 条例第１６条第１項 

第４条第３項 法第１７条第１項 条例第１６条第１項 

第５条第１項 法第１８条第１項前段 条例第１７条第１項前段 

第５条第３項 法第１８条第１項後段 条例第１７条第１項後段 

法第２２条第１項 条例第２１条第１項 

第６条第 1 項 法第１９条第１項 条例第１８条第１項 

第６条第 2 項 法第１９条第２項 条例第１８条第２項 

第７条第 1 項 法第２０条第３項 条例第１９条第３項 

法第２２条第２項 条例第２１条第２項 

法第２５条後段 条例第２４条後段 

第１０条 法第２０条第６項 条例第１９条第６項 

第１１条 法第２１条第１項 条例第２０条第１項 

第１２条第１項 法第２４条第１項 条例第２３条第１項 

第１２条第３項 法第２４条第３項 条例第２３条第３項 

第１３条第１項 法第２４条第４項 条例第２３条第４項 

第１４条第１項 法第２９条第１項 条例第２６条第１項 

附 則 

この規則は、平成６年１０月１日から施行する。 

附 則(平成９年規則第２５号) 

この規則は、平成９年１０月１日から施行する。 

附 則(平成１２年規則第３２号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(令和３年規則第３５号) 
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１４．茅ヶ崎市開発許可等の標準処理期間に関する基準 

 

（趣旨） 

この基準は、行政手続法（平成５年法律第８８号）第６条の規定に基づき、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号。以下「法」という。）の規定により許可申請及び承認申請（以下「申請」という。）

に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間（以下「標準処理期間」という。）に関し必要な

事項を定める。 

 

（標準処理期間） 

申請に対する処分は、別紙に掲げる許可等事務ごとの標準処理期間の欄に掲げる期間の範囲内で処

理しなければならない。  

 

（期間の算定方法） 

前条に規定する期間の算定は、当該申請に対する処分をするまでに要する期間をいい、開発審査課

において申請を受けた日の翌日から起算して、当該申請に係る処分に関する文書を交付できる日まで

の期間とする。 

２ 前項の算定においては、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日並びに１２月２９日から翌年の１月３日までの日（前記に掲げる日を除く。）は

算入しないものとする。 

 

（例外規定） 

第２条の規定にかかわらず、開発審査会の議を経なければならないもの及び申請書の不備等の理由

により補正するために必要とする期間又は決裁者（茅ヶ崎市事務決裁規程（昭和３５年訓令第１号）

に規定する決裁区分による。）が特に第２条に規定する期間の範囲内で処理することができないと認め

られるものは、同条の規定にかかわらず、当該期間を超えて処理することができる。 

 

（通知） 

前条の規定に基づき標準処理期間を超えて処理する場合においては、その旨及びその理由を申請者

に通知しなければならない。 

 

  附 則 

この基準は、平成６年１０月１日から施行する。 

  附 則 

この基準は、平成１５年４月１日から施行する 
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別紙 

認 可 等 事 務 根 拠 法 令 
標準処理 

期  間 

開発行為の許可 法第２９条 ４５ 

開発行為変更の許可 同法第３５条の２第１項 ３０ 

建築制限等 同法３７条第１項第１号 １４ 

定められた建ぺい率等の制限を 

超える建築物の許可 

同法第４１条第２項 ２１ 

開発許可を受けた土地における 

建築等の制限 

同法第４２条第１項 ２１ 

開発許可を受けた土地以外の土地 

における建築等の制限 

同法第４３条第１項 ４５ 

許可に基づく地位の継承の承認 同法第４５条 １４ 
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１５. 都市計画法第３４条の２第１項及び第４３条第３項に基づく国の機関等との協議

に係る取扱指針 
 

１ 都市計画法（以下「法」という。）第３４条の２第１項（法第３５条の２第４項において準用する

場合を含む。）及び第４３条第３項に基づく国の機関等との協議に係る取扱いについては、関係法令

等に定めるところによるほか、この指針によるものとする。 
 

２ 法第３４条の２第１項の規定による協議及び法第35条の２第４項において準用する法第３４条の２

第１項の規定による協議について 
 
(1) 協議の申出 

ア 法第３４条の２第１項の規定による協議をしようとする者から開発行為協議申出書（様 

 式１）、法第３５条の２第４項において準用する法第３４条の２第１項の規定による協議をしよ

うとする者から開発行為変更協議申出書（様式２）の提出を求めるものとする。 

イ 各申出書及び(2)の添付書類の提出部数は、それぞれ正本１部及び副本２部とする。 
 
(2) 添付書類 

(1)の開発行為協議申出書には、法第３０条第２項及び茅ヶ崎市開発行為取扱規則（以下「規則」

という。）第２条に規定する図書を、開発行為変更協議申出書には当該図書のうち当該変更に伴い

その内容が変更されるものの添付を求めるものとする。 
 
(3) 協議内容 

ア 協議は、法第３３条及び第３４条の基準にかんがみて行うものとする。 

イ 法第３４条第１４号に該当する開発行為に関しては、茅ヶ崎市開発審査会の議を経るものとす

る。 
 
(4) 協議の成立 

協議内容が適当と認められたときは、申出者に対して開発行為同意書（様式３）又は開発行為変

更同意書（様式４）を交付するものとする。 

 

３ 法第４３条第３項の規定による協議について 
 
(1) 協議の申出 

ア 協議をしようとする者から、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の

新設協議申出書（様式５）の提出を求めるものとする。 

イ 申出書及び(2)の添付書類の提出部数は、それぞれ正本１部及び副本２部とする。 
 
(2) 添付書類 

(1)の協議申出書には、規則第１８条に規定する図書の添付を求めるものとする。 
 
(3) 協議内容 

ア 協議は、都市計画法施行令（以下「政令」という。）第３６条の基準にかんがみて行うものとす

る。 

イ 政令第３６条第１項第３号ホに該当する建築行為に関しては、茅ヶ崎市開発審査会の議を経る

ものとする。 
 
(4) 協議の成立 

協議内容が適当と認められたときは、申出者に対して建築物の新築、改築若しくは用途の変更又

は第一種特定工作物の新設協議同意書（様式６）を交付するものとする。 
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４ その他 

２及び３の協議に関し、この取扱指針に定めのない事項については、茅ヶ崎市長が申出者と協議の上、

決定するものとする。 

附 則 

この取扱指針は、平成１９年１１月３０日から施行する。 

附 則 

この取扱指針は、平成２４年９月１日から施行する。 
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第１１章 

様 式 



１．都市計画法施行規則で定める様式 

別記様式第二 開発許可申請書 
別記様式第三 資金計画（その１）、資金計画（その２） 
別記様式第四 工事完了届出書 
別記様式第五 公共施設工事完了届出書 

別記様式第八 開発行為に関する工事の廃止の届出書 

別記様式第九 建築物の新築、改築若しくは用途の変更 
又は第一種特定工作物の新設許可申請書 



年 月 日

許可申請者 住所

氏名

2

3

5 年 月 日

6 年 月 日

9

※ 年 月 日 第 号

※

※ 年 月 日 第 号

備考　１　宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第３条第１項の宅地造成工事規制

　区域内においては、本許可を受けることにより、同法第８条第１項本文の宅地造成に　

　関する工事の許可が不要となります。

　２　津波防災地域づくりに関する法律（平成２３年法律１２３号）第７３条第１項の特

　定開発行為は、本許可を受けることにより、同項の許可を受けたものとみなされます。

　３　許可申請者又は工事施行者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称

　及び代表者の氏名を記載すること。　

　４　※印のある欄は記載しないこと。

　５　「法第３４条の該当号及び該当する理由」の欄は、申請に係る開発行為が市街化調

　整区域内において行われる場合に記載すること。

　６　「その他必要な事項」の欄には、開発行為を行うことについて、農地法その他の法

　令による許可、認可等を要する場合には、その手続の状況を記載すること。

別記様式第二

開発行為許可申請書

都市計画法第２９条第１項の規定により、開発行為の許可を申請します。 ※手数料欄

開

発

行

為

の

概

要

1
開 発 区 域 に 含 ま れ る

地 域 の 名 称

開 発 区 域 の 面 積
平方メートル

予 定 建 築 物 等 の 用 途

4 工 事 施 行 者 住 所 氏 名

工 事 着 手 予 定 年 月 日

工 事 完 了 予 定 年 月 日

7

自己の居住の用に供するも

の、自己の業務の用に供す

るもの、その他のものの別

8
法 第 ３ ４ 条 の 該 当 号

及 び 該 当 す る 理 由

そ の 他 必 要 な 事 項

受 付 番 号

許 可 に 付 し た 条 件

許 可 番 号 茅ヶ崎市指令

（あて先）

　　茅ヶ崎市長
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備考　この欄の内に書ききれない時は、別紙に書いて添えること。

計

借 入 償 還 金

附 帯 工 事 費

事 務 費

借 入 金 利 息

道 路 工 事 費

排 水 施 設 工 事 費

給 水 施 設 工 事 費

計

支

出

用 地 費

工 事 費

整 地 工 事 費

借 入 金

収

入

処 分 収 入

宅 地 処 分 収 入

補 助 負 担 金

自 己 資 金

別記様式第三

資金計画書（その１）

１　収支計画 （単位：千円）

科 目 金 額
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備考　この欄の内に書ききれない時は、別紙に書いて添えること。

借 入 金 の 借 入 先

計

補 助 負 担 金

処 分 収 入

宅 地 処 分 収 入

借 入 金
収

入

自 己 資 金

計

借 入 償 還 金

事 務 費

借 入 金 利 息

工 事 費

附 帯 工 事 費

用 地 費

支

出

事 業 費

別記様式第三

資金計画書（その２）

２　年度別資金計画 （単位：千円）

年　　度
科　　目

年度 年度 年度 計
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年 月 日

住所

氏名

　都市計画法第３６条第１項の規定により、開発行為に関する工事（許可番号　 年

月 日茅ヶ崎市指令第

す。

１　工事完了年月日 年 月 日

２　工事を完了した開発区域又は

　工区に含まれる地域の名称

※　 年 月 日 第 号

※　 年 月 日

※　

※　 年 月 日 第 号

※　 年 月 日

備考　１　届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を

　記載すること。

　２　※印のある欄は記載しないこと。

工 事 完 了 公 告 年 月 日

検 査 済 証 番 号

検 査 結 果 合　 　否

受 付 番 号

検 査 年 月 日

記

 号）が下記のとおり完了しましたので届け出ま

届出者

別記様式第四

工事完了届出書

（あて先）

　　　茅ヶ崎市長
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年 月 日

住所

氏名

 都市計画法第３６条第１項の規定により、公共施設に関する工事（許可番号　 年

月 日茅ヶ崎市指令第  号）が下記のとおり完了しましたので届け出ま

す。

１　工事完了年月日 年 月 日

２　工事を完了した公共施設が　

　存する開発区域又は工区に　

　含まれる地域の名称

３　工事を完了した公共施設

※　 年 月 日 第 号

※　 年 月 日

※　

※　 年 月 日 第 号

※　 年 月 日

備考　１　届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を

　記載すること。

　２　※印のある欄は記載しないこと。

別記様式第五

公共施設工事完了届出書

届出者

記

検 査 結 果 合　 　否

受 付 番 号

検 査 年 月 日

工 事 完 了 公 告 年 月 日

検 査 済 証 番 号

（あて先）

　　　茅ヶ崎市長
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年 月 日

届出者 住所

氏名

　都市計画法第３８条の規定により、開発行為に関する工事（許可番号　 年 月

　日茅ヶ崎市指令第 号）を下記のとおり廃止しましたので届け出ます。

１　開発行為に関する工事を 年 月 日

　廃止した年月日

２　開発行為に関する工事の

　廃止に係る地域の名称

３　開発行為に関する工事の 平方メートル

　廃止に係る地域の面積

備考　１　届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記

　載すること。

別記様式第八

開発行為に関する工事の廃止の届出書

記

（あて先）

　　　茅ヶ崎市長
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建築物 新築 ※手数料欄
　都市計画法第４３条第１項の規定により、 第一種特 の 改築 の

定工作物 用途の変更
許可を申請します。 新設

年 月 日

住所

氏名

地目及び面積

第一種特定工作物の用途

場合は既存の建築物の用途

るかの記載及びその理由

5

　※　 年 月 日 第 号

　※　

　※　 年 月 日茅ヶ崎市指令第 号

備考　１　許可申請者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を

　記載すること。

　２　※印のある欄は記載しないこと。

　３　「その他必要な事項」の欄には、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特

　定工作物の新設をすることについて他の法令による許可、認可等を要する場合には、その

　手続の状況を記載すること。

別記様式第九

建築物の新築、改築若しくは用途の変更

又は第一種特定工作物の新設許可申請書

（ ）（ ）

1

建築物を建築しようとする土地、用

途の変更をしようとする建築物の存

する土地又は第一種特定工作物を新

設しようとする土地の所在、地番、

許可申請者

4

建築しようとする建築物、用途の変

更後の建築物又は新設しようとする

3
改築又は用途の変更をしようとする

2

建築しようとする建築物、用途の変

更後の建築物又は新設しようとする

受 付 番 号

第一種特定工作物が法第３４条第１

号から第１０号まで又は令第３６条

第１項第３号ロからホのいずれの建

築物又は第一種特定工作物に該当す

そ の 他 必 要 な 事 項

許 可 に 付 し た 条 件

許 可 番 号

（あて先）

　　　茅ヶ崎市長
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２．茅ヶ崎市開発行為等取扱規則で定める様式 

第1 号様式（第２条関係） 設計概要書 
第2 号様式（第２条､第２０条関係） 申請者の資力及び信用に関する申告書 

第３号様式（第２条関係） 工事施行者の能力に関する申告書 

第４号様式（第３条関係） 設計説明書 

第５号様式（第３条関係） 従前の公共施設一覧表 

第６号様式（第３条関係） 新設する公共施設一覧表 

第７号様式（第３条関係） 付替えに係る公共施設一覧表 

第８号様式（第４条関係） 開発行為の施行等の同意書 

第９号様式（第４条関係） 開発区域権利者一覧表 

第１０号様式（第５条関係） 設計者の資格に関する申告書 

第１１号様式（第６条関係） 都市計画法第３４条第１３号の規定による届出書 

第１２号様式（第７条関係） 開発行為変更許可申請書 

第１３号様式（第８条関係） 開発行為変更届出書 

第１４号様式（第９条関係） 軽微な修正届出書 

第１５号様式（第１０条関係） 工事着手届 

第１６号様式（第１４条関係） 建築制限解除承認申請書 

第１７号様式（第１４条関係） 概要説明書 

第１８号様式（第１６条関係） 建築物特例許可申請書 
第１９号様式（第１６条関係） 建築物（等）概要書 

第２０号様式（第１７条関係） 予定建築物等以外の建築等許可申請書 

第２１号様式（第１９条関係） 地位承継届 

第２２号様式（第２０条関係） 開発許可承継承認申請書 

第２３号様式（第２１条関係） 開発登録簿 
第２４号様式（第２２条関係） 身分証明書 

第２５号様式（第２３条関係） 開発行為又は建築等に関する証明書交付申請書 

第２６号様式（第２４条関係） 取下届 

第２７号様式（第２５条関係） 都市計画法による開発許可済の標識 

第２８号様式（第２５条関係） 都市計画法による建築許可済の標識



第１号様式（第２条関係）

備考　１　設計の方針の欄には、当該開発行為の目的、開発計画の設計に関して特に留意したこと等
を記入してください。

２　公共施設の所有者と管理者が異なる場合は、摘要の欄に所有者の名称を記入してください。
３　概要の欄の道路の幅員については有効幅員を、道路の面積については道路敷の面積を記入
してください。

％

宅　地

宅地等用地

㎡ ㎡

㎡

農　地

工 区 計 画

工区の名称

土

地

の

現

況

開

発

区

域

内

の

の

概

要

地

目

別

面　積

比　率

㎡

％

％

㎡

％

公　共　施　設　用　地

％

％

％

公共施設用地

㎡

山　林

㎡

％

小　計道路用地

％

合　計

その他の地域地区

㎡

100

その他

その他
の用地

㎡

管 理 者
の 名 称

公　共　施　設　一　覧　表

㎡

％

設 計 概 要 書

％

㎡

％

土 地 利 用
計 画

面   積

比   率
100

合　計
その他の用地

㎡

所 有 者
の 名 称

従 前 又 は
新 設 の 別

廃止、付
替え、拡
幅等の別

新旧対照
図に付し
た 番 号

公 共 施 設
の 名 称

㎡

摘 要幅 員
（管 径）

延 長

排水施設用地

㎡

％

年　　月　　日

工区面積

㎡

ｍ

面 積

概 要

設計の方針

ｍ

完了予定年月日

年　　月　　日

着手予定年月日

区

域

区

分

地
域
地
区

□

□

市街化区域

市街化調整区域

用　途　地　域
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　第２号様式（第２条、第２０条関係）

年 月 日

住所又は所在地

申請者 氏名(法人にあっては、名称及び代表者氏名)

電話番号

年 月 日

人

法人税又は所得税

職　　名

工事の名称
㎡ 年 月 日 年

第 号 年

年 月 日 年

第 号 年

年 月 日 年

第 号 年

年 月 日 年

第 号 年

年 月 日 年

第 号 年

備考　１　法令による登録等の欄には、宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）による宅地

　建物取引業者の免許、建築士法（昭和２５年法律第２０２号）による建築士事務所の登録、

　建設業法（昭和２４年法律第１００号）による建設業者の許可等について記入してください。

　２　次に掲げる書類を添付してください。

(1) 前年度に係る法人税及び事業税の納税証明書又は前年に係る所得税の納税証明書

(2) 法人の登記事項証明書（個人の場合は、履歴書又は住民票の写し）

(3) 財務諸表（直前の事業年度のもの）

　都市計画法第３３条第１項第１２号に規定する必要な資力及び信用について、次のとおり申告します。

月着工

月完了

月着工

月完了

月着工

月完了

月着工

月完了

月着工

月完了
宅
地
造
成
経
歴

工事施行者 工事施行場所 面　積 許認可の年月日及び番号 着 工 及 び 完 了 の 年 月

歳 年

主たる取引金融機関

工 事 監 理 者 の 住 所 及 び 氏 名

役

員

略

歴

氏  名 年 齢 在社年数 資格、免許、学歴その他

前 年 度 事 業 量 千円 資　産　総　額 千円

前 年 度 又 は 前 年 の
納 税 額

千円 事業税 千円

千円

法 令 に よ る 登 録 等

従 業 員 数 （うち土木建築関係技術者 人）

設 立 年 月 日 資 本 金

申請者の資力及び信用に関する申告書

（あて先）

　　　茅ヶ崎市長
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第３号様式（第２条関係）

年 月 日

住所又は所在地

申請者　 氏名(法人にあっては、名称及び代表者氏名)

電話番号

住所又は所在地

工事施行者　 氏名(法人にあっては、名称及び代表者氏名)

電話番号

年 月 日

人 人 人 人

職　　名

注文主の氏名
㎡

年 月 日 年 月

年 月 日 年 月

年 月 日 年 月

年 月 日 年 月

備考　１　法令による登録等の欄には、建設業法による建設業者の許可、建築士法による建築士事務

　所の登録等について記入してください。

　２　次に掲げる書類を添付してください。

(1) 前年度に係る法人税及び事業税の納税証明書又は前年に係る所得税の納税証明書

(2) 法人の登記事項証明書（個人の場合は、履歴書又は住民票の写し）

(3) 事業経歴書

　都市計画法第３３条第１項第１３号に規定する必要な能力について、次のとおり申告します。

月 日年 月年
宅
地
造
成
工
事
等
施
行
経
歴

元請又は下請の別 工事施行場所 面　積 許 認 可 年 月 日 完 了 年 月

主 た る 取 引 金 融 機 関

建設業法第２６条による主任技術
者 の 住 所 及 び 氏 名

技
術
者
略
歴

氏   名 年  齢 在社年数 資格、免許、学歴その他
歳 年

前 年 度 又 は 前 年
の 納 税 額

法人税又は所得税 千円 事業税 千円

千円

法 令 に よ る 登 録 等

従 業 員 数
事　 　務 技　 　術 労　 　務 計

設 立 年 月 日 資 本 金

工事施行者の能力に関する申告書

（あて先）

　　　茅ヶ崎市長
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備考　１　設計の方針の欄には、当該開発行為の目的、開発計画の設計に関して特に留意したこと等
を記入してください。

２　区画数欄には、予定建築物の用途が住宅の場合は、住宅の戸数を括弧書で記入してくださ
い。

３　公益的施設用地の内訳の欄には、小学校、保育所、診療所、日用品の店舗等を記入してく
ださい。

第４号様式（第３条関係）

設　計　説　明　書

設
計
の
方
針

工
区
計
画

工　区　の　名　称 工　区　面　積 着手予定年月日 完了予定年月日

㎡

土

地

の

現

況

開

発

区

域

内

の

区
域
区
分

□ 市街化区域
地
域
地
区

用　途　地　域

公共施設用地

㎡

％

その他の地域地区

□ 市街化調整区域

の

概

要

地

目

別

宅　地 農　地 山　林 その他 計

面　　積 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

比　　率 ％ ％ ％ ％ 100 ％

土 地 利 用
計 画

宅 地 等 用 地 公共施設用地 公益的施設用地 その他の用地

％

計

面　　積 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

比　　率 ％ ％ ％ 100 ％

街
区
の
設
定
計
画

街 区 数 街区 最大街区面積 ㎡ 街区最長辺長 ｍ

最 大 区 画 面 積 ㎡ 最小区画面積 ㎡ 平均区画面積 ㎡

予定建築物等の用途 そ の 他 計

区　画　数
（戸　数）

公 共 施 設
用地の内訳

道 路 用 地 公 園 用 地 排水施設用地 その他の用地

％

計

面  　積 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

開発区域の面積
に 対 す る 比 率

％ ％ ％ ％

公益的施設
用地の内訳

名  　称 その他の用地 計

面  　積 ㎡ ㎡ ㎡

開発区域の面積
に 対 す る 比 率

％ ％ ％ ％ ％

㎡ ㎡
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第５号様式（第３条関係）

有　無

ｍ ｍ ㎡

備考　１　従前の公共施設の名称は、道路、公園等の種別ごとに記入してください。
２　同一物件に権利者が２人以上ある場合は、摘要の欄にその旨を記入してください。

従前の公共施設一覧表

従前の公共施設の有無

従 前 の 公 共
施 設 の 名 称

新旧対照
図に付し
た 番 号

廃止、付
替え、拡
幅等の別

概　 　要

管理者の
名　　称

所 有 者
の 名 称

摘　　要幅  員
（管径）

延 長 面 積
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第６号様式（第３条関係）

有 無

ｍ ｍ ㎡

備考　１　新設する公共施設の名称は、道路、公園等の種別ごとに記入してください。
２　概要の欄の道路の幅員については有効幅員を、道路の面積については道路敷の面積を記入
してください。

３　同一物件に権利者が２人以上ある場合は、摘要の欄にその旨を記入してください。
４　拡幅の場合は、従前の公共施設の番号、幅員等を摘要の欄に記入してください。　　

新設する公共施設一覧表

新設する公共施設の有無

新 設 す る 公 共
施 設 の 名 称

新旧対照
図に付し
た 番 号

概 要

管理者となる
べき者の名称

所有者となる
べき者の名称

摘 要幅　員
（管径）

延　長 面　積
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第７号様式（第３条関係）

有　無

備考　１　都市計画法第４０条第１項の規定により公共施設の付替えをする場合に記入してください。
２　付替えに係る公共施設の欄には、従前の公共施設に対応する新設の公共施設の名称及び番
号を記入してください。

付替えに係る公共施設一覧表

付替えに係る公共施設の有無

従　前　の　公　共　施　設 付替えに係る公共施設 付 替 え 後 に
お け る 従 前
の 公 共 施 設
用 地 の 帰 属

摘　　要
名 称

新旧対照
図に付し
た 番 号

土地所有者
の 名 称

名　　称
新旧対照
図に付し
た 番 号
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第８号様式（第４条関係）

年 月 日

住所又は所在地

　開発者

氏名 様

住所又は所在地

権利者　氏名 印

電話番号

ます。

　なお、当該物件が公共施設の用に供する土地となる場合があっても異議ありません。

所在及び地番

茅ヶ崎市

備考　実印又は登記所に提出された代表者の印鑑を押印してください。

開発行為の施行等の同意書

　私が権利を有する次の物件について開発行為及び開発行為に関する工事を行うことに同意し

物件の種類 面　　積 権利の種別 摘　　要

㎡
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第９号様式（第４条関係）

物 件 の
種 類

所在及び地番 地　目 面　　積
権利の
種　別

権利者の氏名
同意の
有　無

摘　　要

茅ヶ崎市 ㎡

備考　１　物件の種類の欄には、土地、建物等の種別を記入してください。

２　権利の種別の欄には、所有権、抵当権等の別を記入してください。

３　同意の有無の欄には、その旨を記入し、協議中の場合はその経過を示す説明書を添えて

ください。

４　同一物件に権利者が２人以上ある場合は、摘要の欄にその旨を記入してください。

開発区域内権利者一覧表
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第１０号様式（第５条関係）

年 月 日

住所

設計者　 氏名(法人にあっては、名称及び代表者氏名)

年 月 日 生

電話番号

　都市計画法第３１条に規定する設計者の資格について、次のとおり申告します。

□

□ 年 月 日

□

年 月 年 月

年 月 年 月

年 月 年 月

年 月 年 月

㎡ 第 号

年 月 日

第 号

年 月 日

第 号

年 月 日

第 号

年 月 日

第 号

年 月 日

□ 第１号

□ 第２号

備考　１　学歴の欄には、設計者の資格に関係のある学歴を記入してください。

２　実務経歴及び設計経歴の欄には、宅地開発に関する経歴のみを記入してください。

３　都市計画法施行規則第１９条に規定する資格を有することを証する書類を添えてください。

設計者の資格に関する申告書

　その他（ ）

学

歴

学校の名称 学部及び学科 所　　在　　地

に
よ
る
資
格

建
築
士
法
等

資　　格　　内　　容 取　得　年　月　日 登録又は合格の番号

　１級建築士

　技術士（ 部門）

修　業　年　限

実

務

経

歴

勤務先 所　　在　　地 職　名 在職期間（合計年月）

まで

から まで

から

まで

から まで

から

設

計

経

歴

事業主体 工事施行者
工事施行
場　　所

面　積 許認可の番号及び年月日

都市計画法施行規則第１９条の該当資格 イ ロ ハ ト チニ ホ へ

（あて先）

　　　茅ヶ崎市長
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第１１号様式（第６条関係）

年 月 日

住所又は所在地

届出者　 氏名(法人にあっては、名称及び代表者氏名)

電話番号

茅ヶ崎市

年 月 日 第 号

㎡

　所有権 （　 ）

権利について届け出ます。

都市計画法第３４条第１３号の規定による届出書

　都市計画法第３４条第１３号の規定により、次のとおり土地（土地の利用に関する所有権以外）の

職 業 （ 法 人 の 場 合
は 、 業 務 内 容 ）

土

地

所在及び地番

地　 　目
農地転用の許可（届出）
の年月日及び番号

地　 　積

権 利 を 有 し
て い た 目 的

権 利 の 種 類
及 び 内 容

所有権以外の権利

（あて先）

　　　茅ヶ崎市長
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第１２号様式（第７条関係）

年 月 日

 住所又は所在地

申請者  氏名(法人にあっては、名称及び代表者氏名)

 電話番号

　都市計画法第３５条の２第１項の規定により、次のとおり開発行為の変更の許可を申請します。

年 月 日 茅ヶ崎市指令第 号

備考　１　都市計画法第３５条の２第４項において準用する同法第３４条の該当号及び該当する理

由の欄には、申請に係る開発行為の変更が市街化調整区域内において行われる場合に記入

してください。

２　その他必要な事項の欄には、開発行為の変更を行うことについて、農地法（昭和２７年

法律第２２９号）その他の法令による許可、認可等を必要とする場合には、その手続の状

況を記入してください。

３　開発行為の変更の概要（その他必要な事項を除く。）の欄については、変更前及び変更

後の内容がわかるように対照させて記入してください。

４　添付図書は、茅ヶ崎市開発行為等取扱規則第７条第２項各号に掲げる図書です。

開発行為変更許可申請書

開

発

行

為

の

変

更

の

概

要

開発区域に含まれる地域の名称 　茅ヶ崎市

開 発 区 域 の 面 積 ㎡

予 定 建 築 物 等 の 用 途

工 事 施 行 者 の 住 所 及 び 氏 名

開 発 許 可 の 年 月 日 及 び 番 号

変 更 の 理 由

自 己 の 居 住 の 用 に 供 す る も

の 、 自 己 の 業 務 の 用 に 供 す る

も の 又 は そ の 他 の も の の 別
都 市 計 画 法 第 ３ ５ 条 の ２ 第 ４

項において準用する同法第３４

条 の 該 当 号 及 び 該 当 す る 理 由

そ の 他 必 要 な 事 項

（あて先）

　　　茅ヶ崎市長
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第１３号様式（第８条関係）

年 月 日

　住所又は所在地

届出者   氏名(法人にあっては、名称及び代表者氏名)

　電話番号

　都市計画法第３５条の２第３項の規定により、次のとおり開発行為の許可事項の軽微な変更をしたいの

で、届け出ます。

備考　変更に係る事項については、変更前及び変更後の内容がわかるように対照させて記入してください。

変 更 の 理 由

変 更 に 係 る 事 項

日 茅ヶ崎市指令第 号

開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称 茅ヶ崎市

開 発 許 可 の 年 月 日 及 び 番 号 年 月

開発行為変更届出書

（あて先）

　　　茅ヶ崎市長
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第１４号様式（第９条関係）

年 月 日

   住所又は所在地

申請者　　 氏名(法人にあっては、名称及び代表者氏名)

   電話番号

　次のとおり軽微な修正をしたいので、届け出ます。

年 月 日

号

備考　修正の内容が対照できる図面を添付してください。

軽微な修正届出書

開 発 許 可 の
年 月 日 及 び 番 号 茅ヶ崎市指令第

開 発 区 域 に 含 ま
れ る 地 域 の 名 称

茅ヶ崎市

修 正 の 理 由

修 正 の 内 容

（あて先）

　　　茅ヶ崎市長
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　第１５号様式（第１０条関係）

年 月 日

　住所又は所在地

届出者　氏名(法人にあっては、名称及び代表者氏名)

　電話番号

年 月 日 号

茅ヶ崎市

年 月 日

住　 　所

氏　 　名

住　 　所

氏　 　名

連絡場所

資格、免許等

工
事
監
理
者

電話番号

電話番号

工 事 着 手 年 月 日

工
事
施
行
者

電話番号

開 発 許 可 の
年 月 日 及 び 番 号

茅ヶ崎市指令第

開 発 区 域 に 含 ま
れ る 地 域 の 名 称

　次のとおり開発行為に関する工事に着手したので、届け出ます。

工　事　着　手　届

（あて先）

　　　茅ヶ崎市長
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年 月 日

 住所又は所在地

申請者  氏名(法人にあっては、名称及び代表者氏名)

 電話番号

　都市計画法第３７条第１号の規定に基づく建築制限解除の承認を申請します。

年 月 日 号

年 月 日

備考　添付図書は、茅ヶ崎市開発行為等取扱規則第１４条各号に掲げる図書です。

戸

申 請 区 域 の 面 積 ㎡

建 築 物 の 棟 数 、 戸 数 等

棟

階

申 請 す る 理 由

公 共 施 設 等 の 工 事 の 現 況

申 請 区 域 の 所 在 及 び 地 番 茅ヶ崎市

工 事 完 了 予 定 年 月 日

開 発 区 域 に 含 ま れ る
地 域 の 名 称

茅ヶ崎市

開 発 区 域 の 面 積 ㎡

開 発 許 可 の 年 月 日 及 び 番 号 茅ヶ崎市指令第

第１６号様式（第１４条関係）

建築制限解除承認申請書

（あて先）

　　　茅ヶ崎市長
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第１７号様式（第１４条関係）

   住所又は所在地

建築主

   氏名(法人にあっては、名称及び代表者氏名)

年 月 日

茅ヶ崎市

㎡ ％

㎡

㎡ ｍ

棟　番　号

㎡ ㎡ ｍ

備考　この用紙は区画ごとに別紙としてください。　

延 べ 面 積 最高の高さ

建築物棟別概要（一つの敷地に２棟以上建築する場合のみ記入してください。）

用　　途 構　　造 建築面積 延べ面積 最高の高さ

主 要 用 途 構　　造

敷 地 面 積

建 ぺ い 率

建 築 面 積

使 用 開 始
予 定 年 月 日

申 請 区 域 の
所 在 及 び 地 番

開発行為に関する

工事が完了する以

前 に 建 築 行 為 を

行 う 理 由

概　要　説　明　書

（あて先）

　　　茅ヶ崎市長
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第１８号様式（第１６条関係）

年 月 日

 住所又は所在地

申請者  氏名(法人にあっては、名称及び代表者氏名)

 電話番号

　都市計画法第４１条第２項ただし書（同法第３５条の２第４項において準用する場合を含む。）

の規定により、次のとおり建築物の許可を申請します。

年 月 日 第 号

備考　添付図書は、茅ヶ崎市開発行為等取扱規則第１６条各号に掲げる図書です。

建築物特例許可申請書

開 発 許 可 の 年 月 日 及 び 番 号

許 可 を 受 け る 具 体 的 内 容

申 請 の 内 容

定 め ら れ た 制 限 の 内 容

建 築 物 の 用 途

土 地 の 所 在 及 び 地 番 茅ヶ崎市

（あて先）

　　　茅ヶ崎市長
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第１９号様式（第１６条関係）

％

％

㎡ ㎡

㎡

棟番号 用　途 構　造

㎡ ㎡ ｍ

建築物（等）概要書

主　要　用　途

申請以外の部分

延べ面積 最高の高さ建築面積

申　請　部　分

合 計

建築面積（築造面積） 延　べ　面　積 敷　地　面　積

階　数

備　考

敷地面積との比
建ぺい率

容 積 率

建築物（等）の棟別の概要

工事種別
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第２０号様式（第１７条関係）

年 月 日

 住所又は所在地

 申請者  氏名(法人にあっては、名称及び代表者氏名)

 電話番号

年 月 日 第 号

備考　添付図書は、茅ヶ崎市開発行為等取扱規則第１６条各号に掲げる図書です。

予定建築物等以外の建築等許可申請書

　都市計画法第４２条第１項ただし書の規定により、次のとおり予定建築物等以外の建築物・特定工作物の
新築・改築・用途の変更・新設の許可を申請します。

開 発 許 可 の 年 月 日 及 び 番 号

都 市 計 画 法 第 ３ ４ 条 （ 同 法
第 ３ ５ 条 の ２ 第 ４ 項 に お い
て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の
該 当 す る 号 及 び 理 由

新 築 、 改 築 若 し く は 用 途
の 変 更 又 は 新 設 の 理 由

予 定 建 築 物 の 用 途

土 地 の 所 在 及 び 地 番 茅ヶ崎市

新築、改築若しくは用途の変更
又 は 新 設 後 の 建 築 物 等 の 用 途

（あて先）

　　　茅ヶ崎市長
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第２１号様式（第１９条関係）

年 月 日

住所又は所在地

承継人 氏名(法人にあっては、名称及び代表者氏名)

電話番号

届け出ます。

年 月 日 号

年 月 日

備考　承継の原因が相続の場合は承継者の戸籍の全部事項証明等を、合併の場合は合併後の法人
の登記事項証明書を添付してください。

被承継人の住所及び氏名

承 継 の 原 因

承 継 年 月 日

　都市計画法第４４条の規定により、次のとおり開発（建築）許可に基づく地位を承継したので、

開 発 （ 建 築 ） 許 可 の
年 月 日 及 び 番 号

茅ヶ崎市指令第

地　位　承　継　届

（あて先）

　　　茅ヶ崎市長
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第２２号様式（第２０条関係）

年 月 日

住所又は所在地

申請者 氏名(法人にあっては、名称及び代表者氏名)

　都市計画法第４５条の規定により開発許可に基づく地位の承継の承認を申請します。

年 月 日 号

年 月 日

年 月 日

年 月 日

備考　添付図書は、茅ヶ崎市開発行為等取扱規則第２０条各号に掲げる図書です。

工 事 の 現 況

工 事 着 手 予 定 年 月 日

工 事 完 了 予 定 年 月 日

自 己 の 居 住 、 自 己 の
業 務 の 用 に 供 す る もの
又 は そ の 他 の も の の別

工 事 を 施 行 す る 権 原
の 取 得 年 月 日

開 発 区 域 に 含 ま れ る
地 域 の 名 称

茅ヶ崎市

被承継人の住所及び氏名

電話番号

開 発 許 可 の
年 月 日 及 び 番 号

茅ヶ崎市指令第

開発許可承継承認申請書

（あて先）

　　　茅ヶ崎市長
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第２３号様式（第２１条関係）

Ｎｏ

住所

年 月 日 氏名

住所

年 月 日 氏名

㎡

備考　都市計画法第４１条第２項ただし書（同法第３５条の２第４項において準用する場合を含む。
　　）若しくは第４２条第１項ただし書の規定による許可又は同条第２項の規定による協議を行った
　　場合には、許可年月日、許可番号等を備考欄に記入してください。

開　　発　　登　　録　　簿
（調書）

開
発
許
可

許 可 番 号 第 号
許可を受
け た 者

許可年月日

承

継

承 認 番 号 第 号

承 継 人

承認年月日

当

初

許

可

開発区域に
含まれる地
域 の 名 称

茅ヶ崎市

開 発 区 域
の 総 面 積

工区面積

工 区 数 工区

予定建築物
の 用 途

区域区分及び
地 域 地 区

都市計画法
第４１条の
規定による
制限の内容

工事施行者

住 所 氏　　名

変
更
の
許
可

変更の許可番号 変更の許可年月日 変　　更　　の　　内　　容

変
更
の
届
出

変　更　の　届　出　年　月　日 届　　出　　の　　内　　容

検査済証番号
検 査 済 証 交
付 年 月 日

工 事 完 了 公 告
番 号 ・ 年 月 日

摘要（公共施設
のみの場合は、
そ の 名 称 ）

第 号 　年　月　日
第 号

年　　月　　日

備

考

工
事
完
了
検
査

工　　区　　名
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第２４号様式（第２２条関係）

（表）

所　　属

職

氏　　名

ことを証明する。

（裏）

　（立入検査）

縦　６０ミリメートル　　横　８５ミリメートル

第 号

身　　分　　証　　明　　書

　　年　　月　　日生

　上記の者は、都市計画法第８２条第１項の規定により、立入検査をすることができる者である

年 月 日

茅　　ヶ　　崎　　市　　長 ㊞

　ればならない。

３　前項に規定する証明書は、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

４　第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならな

　い。

都　市　計　画　法　（抜粋）

第８２条　国土交通大臣、都道府県知事若しくは市長又はその命じた者若しくは委任した者は、

　前条の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地

　若しくは当該土地にある物件又は当該土地において行われている工事の状況を検査することが

　できる。

２　前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなけ
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第２５号様式（第２３条関係）

年 月 日

  住所又は所在地

申請者　氏名(法人にあっては、名称及び代表者氏名)

  電話番号

土地の所在及び地番

開 発 許 可 等 の
年 月 日 及 び 番 号

月 日 号

有 無
㎡

㎡

㎡

備考　添付図書は、茅ヶ崎市開発行為等取扱規則第２３条各号に掲げる図書です。

建 築 （ 建 設 ） 計 画
の 概 要

開 発 行 為 開発区域の面積

用 途 敷 地 面 積

工 事 の 種 別

年 茅ヶ崎市指令第

建 築 面 積
（ 築 造 面 積 ）

都市計画法第４１条に
よ る 制 限 の 内 容

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

茅ヶ崎市

区 域 区 分

□ 市街化区域

地域地区

□ 市街化調整区域

　次のことについて、都市計画法の規定に適合している旨の証明書の交付を申請します。

開発行為又は建築等に関する証明書交付申請書

（あて先）

　　　茅ヶ崎市長
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第２６号様式（第２４条関係）

年 月 日

 住所又は所在地

申請者  氏名(法人にあっては、名称及び代表者氏名)

 電話番号

　都市計画法 に係る許可申請書について取り下げます。

許可を受けようとし
た 地 域 の 名 称

茅ヶ崎市

区 域 の 面 積 ㎡

申 請 年 月 日 年 月 日

（取下げ理由）

取　下　届

（あて先）

　　　茅ヶ崎市長
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第２７号様式（第２５条関係）

年 月 日 号

年 月 日 年 月 日まで

年 月 日 第 号

備考　この開発行為について、詳細な内容を知りたい方は、茅ヶ崎市都市部開発審査課に備え

　　てある開発登録簿を御覧ください。

縦　６０センチメートル以上　横６０センチメートル以上

都市計画法による開発許可済の標識

許可の年月日及び番号 茅ヶ崎市指令第

許 可 し た 者

許 可 を 受 け た 者
の 住 所 及 び 氏 名 電　　話

工 事 施 行 者 の
住 所 及 び 氏 名 電　　話

開 発 区 域 に 含 ま
れ る 地 域 の 名 称

茅ヶ崎市

予 定 建 築 物 の 用 途

工 事 監 理 者 の 氏 名

工 事 予 定 期 間 から

検査済証交付年月日
及 び 検 査 済 証 番 号
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第２８号様式（第２５条関係）

年 月 日 号

縦　４５センチメートル以上　横６０センチメートル以上

都市計画法による建築等許可済の標識

許可の年月日及び番号 茅ヶ崎市指令第

許 可 し た 者

許 可 を 受 け た 者
の 住 所 及 び 氏 名

電　　話

建 築 物 等 の 用 途

工 事 施 行 者 の
住 所 及 び 氏 名

電　　話

建築（建設）に係る
土地の所在及び地番

茅ヶ崎市
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３．茅ヶ崎市開発許可等事務処理要綱で定める様式 

様式 1 号 開発計画概要書（市街化区域用） 
様式２号 開発計画事前相談票（市街化調整区域用） 

様式３号 審査表 
様式４号 回議書兼開発行為許可申請書審議票 

様式５号 回議書兼開発行為変更許可申請書審議票 

様式６号 中間検査報告書 

様式７号 回議書兼開発行為(公共施設)に関する工事完了検査審議票 
様式８号 回議書兼建築制限解除承認申請書審議票 

様式９号 回議書兼建築等許可申請書審議票 

様式１０号 回議書兼開発許可承継承認申請書審議票 

様式１１号 農業を営む者であることの申告書 

様式１２号 林業を営む者であることの申告書 

様式１３号 漁業を営む者であることの申告書 

様式１４号 農業(林業 漁業)を営む者であることの申告書 

様式１５号 農業(林業 漁業)従事者であることの申告書 
参考様式 1 審査表（市街化調整区域） 



（様式１号）

※ 月

※ 月

号

電話

年 月から 年 月

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

％ ％ ％ ％ ％

※相談経過

（添付図書）　開発区域図、現況図、公図の写し、求積図、土地利用計画図、造成計画平面図、

造成計画断面図、道路境界確定図、その他（土地の登記事項証明書、配置図、

予定建築物各階平面図、立面図、断面図等）

※（備考欄）

※相談概要

比 率 ％

水 道 施 設 ガ ス 施 設 汚 水 処 理 施 設 遊 水 池

排水施設用地

開発面積 ㎡

共

施

設

の

整

備

計

画

土

地

の

利

用

及

び

公

宅 地
公 共 の 用 に 供 す る 用 地

そ の 他 計

開
発
区
域
の
状
況

道 路 用 地 公 園 用 地

接

続

道

路

主

た

る

道路の名称 主
た
る
放
流
先道 路 幅 員 整 備 状 況

用 途 地 域
そ の 他 の
地 域 ・ 地 区

区 域 区 分 市 街 化 区 域 予定工期

河 川 等 の 名 称

管 理 者 管 理 者

工事施工者
氏 名

建設業者登録番号第

電話

開発行為の目的
住 宅 地 開 発 ・
工業 地開発・その他

予 定 建 築 物 の 用 途
（棟数・階数・戸数）

設 計 の 方 針

※ 整 理 番 号
開 発 区 域 の
地 名 ・ 地 番

申 請 予 定 者
住 所
氏 名

設 計 者
氏 名

（資格）

日 受 付

電話

（市街化区域用） 年 日 完 結
開 発 計 画 概 要 書

年
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相  談  者

建　築　主

３．そ の 他

開発計画事前相談票

（市街化調整区域用）

（様式２号）

要    件 　１．開 発 許 可

相談年月日整 理 番 号 　　年　　月　　日

２．建 築 許 可

電話 （　　）

電話 （　　）

予定建築物

敷地面積

　年　　月　　日

３．そ の 他

位 置
茅ヶ崎市

相談概要

２．市条例第

用　　途

処理方針

構　　造

第　　 号

延べ床面積

　条 号

１．提案基準 号

木造／軽鉄造／鉄骨造／ＲＣ造

㎡

完結年月日

㎡

階建
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（様式３号）

年 月 日

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

1 4

2 5

3 6

1 13

2 14

3 15

4 16

5 17

6 18

7 19

8 20

9 21

10 22

11 23

12 24

1 21

2 22

3 23

4 24

5 25

6 公 共 施 設 26

27

の 協 議 書 28

8 29

9 30

10

土 地 の 実 測 図

適　・　不要

適　・　不要

適　・　不要

適　・　不要

工 事 中 の 災 害 防 止

消 防 水 利 計 画

適　・　不要

公共施設の新旧対照図

従 前

適　・　不要

適　・　不要

適　・　不要

済　・　不要

有　・　無

敷 地 内 排 水 計 画

放 流 先 （ 遊 水 池 含 ）

担当者

適　・　不要

市街化、調整区域の別

適　・　不要

適　・　不要

適　・　不要

適　・　不要

都 市 計 画 施 設 内 許 可

 号適 ・不要

適　・　不要

有　・　無

全員有・全員無

適　・　不要

有　・　不要

有　・　不要

適　・　不要

市街化　・　調整

有　・　無 適　・　不要

内　・　外

適　・　不要

適　・　不要

済　・　不要

開 発 事 業 調 整 委 員 会

区 域 が 市 内 外 の 別

送 電 線 下 の 許 認 可

適　・　不要

済・不要・手続中

済　・　不要

済　・　不要

適　・　否

自己用　・　否

有　・　無

済　・　未済

造 成 計 画 平 面 図

権利者の同意一覧表

権 利 者 の 同 意 書

土地の登記事項証明書

造 成 計 画 断 面 図

排水施設計画平面図

審査

土 地 利 用 計 画 図

給 水 計 画

崖 の 保 護

擁 壁 の 構 造

汚 水 処 理 施 設

旅 館 業 条 例

審 査 表

概

要

よ
る
許
認
可

他
の
法
律
に

許

可

基

準

添

付

書

類 18

工 作 物 の 確 認

河 川 法 許 可

公 園 の 配 置 ・ 面 積

道 路 の 構 造

特 盛 法 み な し 許 可

申請者の資力、信用

施行者の施行能力

新設公共施設の協議

既設公共施設の同意

設 計 者 の 資 格

適　・　不要

適

・

不
適

総

合

判

断

給水施設計画平面図

崖 の 断 面 図

開 発 区 域 位 置 図

備

考

擁 壁 の 断 面 図

地 盤 改 良 計 画

切 盛 計 画

法第３４条該当号

用 途 地 域 に 適 合

工 区 の 設 定 計 画

公益的施設の配置

道 路 の 配 置 計 画

設計説明書又は設計概要書

自己用か否かの別

手 数 料 の 納 付 額

権 利 者 の 同 意

資 金 計 画

農 地 転 用 許 可

開 発 審 査 会 の 議

現 地 調 査

開 発 計 画 概 要 書

公 共 施 設 の

管 理 者 等 に 新 設

7
電 気

公共施設の同意協議書

付 替 え関 す る 書 類

水 道

11

12

13

14

15

19

20

開 発 ・変 更　許可
　 承 継 承 認

開 発 区 域 区 域 図

現 況 図

資 金 計 画 １ ・ ２

資力信用に関する書類

17

施行能力に関する書類

設計資格に関する書類

法３４条９号に関する

委 任 状

ガ ス

土 地 の 公 図 の 写 し

16

199



（様式４号）

決裁区分

市　副　部　課　補

第 号 収受 ・ ・

㎡ 施行 ・ ・

完結 ・ ・

保管・保存期間　　 年

課　長 課長補佐

課　長 課長補佐

公印使用承認

・ ・ 印

　審査の結果下記のとおりですから上記条件及び制限を付けて許可し、関係課へ通知してよろしいでしょ
うか。また、別紙の調書及び土地利用計画図を開発登録簿としてよろしいでしょうか。

開発審査課審査担当 印

回 議 書 兼

開発 行為許可 申請書審 議票 □市街化区域

□市街化調整区域

受付番号 第 号 許可番号

申 請 者 氏 名 起案 ・ ・

工 事 施 工 者 氏 名 決裁 ・ ・

開 発 区 域 の 面 積

予定 建築物の 用途

条件

制限
公開・非公開の区分

　　□公　　開

市　長 副市長 部　長 担 当 □一部公開

□非公開

（公開できない理由）

　茅ヶ崎市情報公開条例

　第５条第　　号、第　　号、

合

議

指導担当

担 当 　第　　号

処　理　経　過 審　　査　　意　　見

連　絡　調　整
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（様式５号）

決裁区分

市　副　部　課　補

第 号 収受 ・ ・

㎡ 施行 ・ ・

完結 ・ ・

保管・保存期間　　 年

課　長 課長補佐

課　長 課長補佐

公印使用承認

・ ・ 印

　審査の結果下記のとおりですから上記条件及び制限を付けて許可し、関係課へ通知してよろしいでしょ
うか。また、開発登録簿に変更内容を記載してよろしいでしょうか。

開発審査課審査担当 印

回 議 書 兼

開発行為変更許可申請書審議票 □市街化区域

□市街化調整区域

受付番号 第 号 許可番号

申 請 者 氏 名 起案 ・ ・

工 事 施 工 者 氏 名 決裁 ・ ・

開 発 区 域 の 面 積

予定 建築物の 用途

条件

制限
公開・非公開の区分

　　□公　　開

市　長 副市長 部　長 担 当 □一部公開

□非公開

（公開できない理由）

　茅ヶ崎市情報公開条例

　第５条第　　号、第　　号、

合

議

指導担当

担 当 　第　　号

処　理　経　過 審　　査　　意　　見

連　絡　調　整
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（様式６号）

許可番号 申請者氏名

監督者 検査年月日 検査事項 立合者 担当者

・ ・

備考　中間検査に関する報告事項

　　１　災害防止のための仮設工事

　　２　地盤改良工事

　　３　切盛土工事

　　４　擁壁工事

中　間　検　査　報　告　書

茅ヶ崎市指令第 号

検　査　意　見

７　貯水槽工事

８　給水工事

５　排水工事

６　道路工事
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（様式７号）

決裁区分 開発行為
公共施設

市　副　部　課　補

第 号 収受 ・ ・

㎡ 施行 ・ ・

完結 ・ ・

保管・保存期間　　 年

・ ・ 検 査 済 証 番 号 第 号

・ ・ 完 了 公 告 年 月 日 ・ ・

・ ・ 完 了 公 告 番 号 第 号

・ ・

課　長 課長補佐

課　長 課長補佐

公印使用承認

・ ・ 印

　完了検査の結果つぎのとおりですから、検査済証を交付してよろしいでしょうか。
また、開発登録簿に検査結果を付記し完了公告を別紙により行い関係課へ通知してよろしいでしょうか。

開発審査課審査担当 印

□市街化区域

□市街化調整区域

□一部公開

・ ・

開 発 区 域 の 面 積

　第５条第　　号、第　　号

受付番号 第 号 許可番号

申 請 者 氏 名 起案

工 事 施 工 者 氏 名 決裁 ・

再 検 査 年 月 日

検査済証交付年月日

□非公開

検 査 年 月 日

公開・非公開の区分

工 事 完 了 年 月 日

・

回 議 書 兼

に関する工事完了検査審議票

　　年　　月　　日に検査の結果許可どおり施工され

ており、検査済証を交付するも支障ないと思われます。

完 了 工 区 の 面 積

　　□公　　開市　長 副市長 部　長 担 当

（公開できない理由）

　茅ヶ崎市情報公開条例

設計者

施行者

完 了 工 区 の 名 称

合

議

指導担当

担 当

立　合　者検　　査　　意　　見
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（様式８号）

決裁区分

市　副　部　課　補

第 号 第 号 収受 ・ ・

施行 ・ ・

戸 完結 ・ ・

保管・保存期間　　 年

公印使用承認

・ ・ 印

　審査の結果下記のとおりですから上記条件を付けて承認してよろしいでしょうか。

開発審査課審査担当 印

回 議 書 兼

建 築 制 限 解 除 承 認 申 請 書 審 議 票 □市街化区域

□市街化調整区域

□非公開

解除面積㎡

受付番号 許可番号

申 請 者 氏 名 ・

・

・

開発区域の面積 決裁

起案

　第５条第　　号、第　　号、

　第　　号
課 長

・

建 築 物 の 用 途

㎡

指
導
担
当

公開・非公開の区分

　　□公　　開

□一部公開

建 築 物 の 戸 数

条 件

　茅ヶ崎市情報公開条例

（公開できない理由）

課 長 補 佐市 長

処　理　経　過 審　　査　　意　　見

副市長 部 長 課 長

合

議

課 長
補 佐

担     当 課 長建
築
指
導
課

担 当

担     当
課 長
補 佐
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（様式９号）

決裁区分

市　副　部　課　補

第 号 収受 ・ ・

㎡ 施行 ・ ・

完結 ・ ・

法第３４条　　号 保管・保存期間　　 年

課　長 課長補佐

公印使用承認

・ ・ 印

　審査の結果下記のとおりですから上記条件を付けて許可し、関係課へ通知してよろしいでしょうか。

開発審査課審査担当 印

回 議 書 兼

建 築 等 許 可 申 請 書 審 議 票 □法第４１条第２項ただし書
□法第４２条第１項ただし書
□法第４３条第１項

受付番号 第 号 許可番号

申請者氏名 起案 ・ ・

土 地 面 積 ㎡ 工 事 種 別 決裁 ・ ・

建 築 面 積 ㎡ 延 べ 面 積

建築物用途 建 ぺ い 率

構 造 造　　階建
該 当 法 令
条 項

条 件

公開・非公開の区分

　　□公　　開

□一部公開

□非公開

（公開できない理由）

　茅ヶ崎市情報公開条例

　第５条第　　号、第　　号、

市　長 副市長 部　長 担 当 　第　　号

処　理　経　過 審　　査　　意　　見

連　絡　調　整
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（様式１０号）

決裁区分

市　副　部　課　補

第 第 号 収受 ・ ・

・ 施行 ・ ・

完結 ・ ・

保管・保存期間　　 年

公印使用承認

・ ・ 印

　審査の結果下記のとおりですから上記条件を付けて承認してよろしいでしょうか。

開発審査課審査担当 印

回 議 書 兼

開 発 許 可 承 継 承 認 申 請 書 審 議 票

受付番号 号 許可番号

申 請 者 氏 名 起案 ・ ・

開 発 許 可 番 号 年　　月　　日茅ヶ崎市指令第 号　　決裁 ・ ・

開発許可の区分 自己用 自己用外

権 限 の 取 得
年 月 日

年　　月　　日

条 件
公開・非公開の区分

　　□公　　開

市 長 副市長 部 長 課 長 課 長 補 佐 担 当
□一部公開

□非公開

（公開できない理由）

　茅ヶ崎市情報公開条例

　第５条第　　号、第　　号、

審　　査　　意　　見

合

議

指
導
担
当

課 長
課 長
補 佐

担     当 建
築
指
導
課

課 長
課 長
補 佐

担     当
　第　　号

処　理　経　過
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(様式１１号）

年　　月　　日

申請者住所

電話番号

都市計画法第２９条２号にいう農業を営む者であることについて次のとおり申告します。

主な作物 主な作物
温室 ㎡ ビニルハウス ㎡

農業を営む者であることの申告書

茅ヶ崎市長 様

氏 名

農用地面積 田 a 畑 a 樹園地 a

家畜家きん
頭　羽　数

豚 頭 乳牛 頭

建築年 年

a その他　 a 計

年齢 氏　　名

にわとり 羽 その他

温室ハウス等
の

施 設 面 積

現在家屋の面
積及び所在地

面　積 ㎡ 所在地

従事者農業
の別

その他参考
事　項

建築しようと
する理由

建築しよう
とする土地
の地目

家族構成及び
農業従事者の

別

続柄 年齢 氏 名
従事者農業
の　　別

続柄
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(様式１２号）

年　　月　　日

申請者住所

電話番号

都市計画法第２９条２号にいう林業を営む者であることについて次のとおり申告します。

ha ha

・ ・ ・

a a
本 ・ ・

面　積

林業を営む者であることの申告書

氏 名

茅ヶ崎市長 様

㎡ 所在地

その他

計

えのきだけ・しめじ

本（瓶）

竹林広葉樹

建築しよう
とする土地
の地目

その他　

年

ha

・

林業従事者
の別

林業従事者
の　　別

観葉樹木くり（面積）

本又は箱

氏　　名年齢

その他参考
事　項

森林所有面積

針葉樹

ha

・

続柄 年齢 氏 名

なめこ（出荷）

特殊林産物
生　　産

家族構成及び
林業従事者の

別

続柄

ha

しいたけ
（種木）

a
・

建築しようと
する理由

現在家屋の面
積及び所在地

建築年

山林種苗
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(様式１３号）

年　　月　　日

申請者住所

氏 名

電話番号

都市計画法第２９条２号にいう漁を営む者であることについて次のとおり申告します。

漁業を営む者であることの申告書

茅ヶ崎市長 様

漁業の種類

漁　業
規　模

漁船漁業
登録番号 船名 屯数

海面養殖漁業
生簀数　　台数　　柵数

定置漁業
名称及び網数

内水面養殖漁
業

養殖面積　　養殖魚　　集荷量

漁業所得 漁業従事日数

漁業外職種 漁業外所得

年齢 氏　　名

現在家屋の面
積及び所在地

面　積 ㎡ 所在地

建築年 年

林業従事者
の別

その他参考
事　項

建築しようと
する理由

建築しよう
とする土地
の地目

家族構成及び
林業従事者の

別

続柄 年齢 氏 名
林業従事者
の　　別

続柄
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(様式１４号）

農業

林業

漁業

年　　月　　日

申請者住所

電話番号

農業

都市計画法第２９条２号にいう 林業 を営む者であることについて次のとおり申告します。

漁業

(tel)

建築しようと
する理由

建築しよう
とする土地
の地目

その他参考
事　項

従事日数

日／年

現在家屋の面
積及び所在地

面　積 ㎡ 所在地

建築年 年

法人の設立年月日及び種類 　　年　　月　　日 種類

法人の事業内容

法人の構成員

氏名 住所 法人の役職名

を営む者であることの申告書

茅ヶ崎市長 様

氏 名

法人の名称及び所在
氏　　名 代表者名

住　　所
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（様式１５号）

農　業

林　業 従事者であることの申告書

漁　業

都市計画法第２９条第２号にいう   従事者であることについて次のとおり申告

します。

雇 傭 者 の
経 営 概 要

日／年

㎡

明大昭平

建築しよう

とする理由

従事者

の別　

そ の 他
参 考 事 項

年　　月　　日　

茅　ヶ　崎　市　長　　殿

申告者 住　所

氏　名

電話番号

農　業

林　業

漁　業

雇傭者氏名
住 所

氏 名

住 所 電　　話

契 約 条 項
過去１年の
従 事 日 数

現住家屋の面
積及び所在地

面積  所在地

建築した年 年 

建築しようとす

る 土 地 の 地 目

家族構成及び
従事者の別

続柄 年令 氏 名

従事者

続柄 年令 氏 名

の別　
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（参考様式　１）

担当者

1 4

2 5

3 6

1

2 擁壁

3

4 狭あい道路整備

1 許 可 申 請 書 17

2 建 築 物 概 要 書 18

3 土地登記事項証明書 19

4 委 任 状 20

5 理 由 書 21

6 念 書 22

7 土 地 の 同 意 書 23

8 住 民 票 24

9 農地転用許可証明 25

10 分 家 調 査 書 26

11 収 用 事 業 証 明 27

12 法３４条１３号届書 28

13 宅地である証明 29

14 連 担 図 30

15 連 担 表 31

16 付 近 見 取 図 32

※１ カッコ書きのものは、カッコ内の要件を申請するとき必要に応じて

添付する

許

可

要

件

連

絡

調

整

（既存宅地）

（既存宅地）

その他様式【P.226】

3か月以内

または非農地証明

（分家、次世代分家） 最高高さ

（収用）

建 物 平 面 図

建 物 立 面 図

既存建物の配置図

既存建物の求積図

（移転によるもの）

新旧建物面積比較表 （建替）

（建替）

（既存宅地、建替）

第19号様式【P.183】

3か月以内

3か月以内
（分家）
（分家、次世代、
収用、用途変更等）

年　　月　　日

   年 　月　 日完

済　・　未済

済　・　不要

許 可 該 当 条 項

農 地 転 用 許 可

開 発 審 査 会 の 議

令第３６条１項３号
イ ロ ハ ニ ホ

済・手続中・不要

適・不適・不要

建 築 許 可 審 査 表
４２条但し書き・４３条

概

要

事 前 相 談

現 地 調 査

手 数 料 の 納 付

審査

許

可

基

準

開 発 行 為 の 有 無

敷 地 の 安 全 性

排 水 施 設

道 路 関 係 の 整 備

別記様式第九【P.164】

　区画の変更　　有 ・ 無

　隣地との高低差
　□有（　　　ｍ）　□無

□公共下水道 □水路・承諾済
□道路側溝　許可済　見込み □簡易下水道 □浸透桝

建築基準法第４２条第１項
第１・２・３・４・５号、
第２項道路、法外道路

形の変更　　有　・　無
質の変更　　有　・　無

□有（ ｍ）
□無・不要

□後退済　□不要
□必要（申請済・未）

□後退幅の確認

（建替）

（建替）

公 図 の 写 し

造 成 計 画 平 面 図

建 物 求 積 図

そ の 他 図 面

建築敷地、後退面積

用途がわかるもの

備

考

総

合

判

断

適

・

不
適

添

付

書

類

現 況 図

土 地 利 用 計 画 図
・ 建 物 配 置 図

敷 地 求 積 図

跡 地 利 用 計 画 図

道 路 境 界 確 定 図

排水、浄化槽、擁壁等

建築面積、延床面積

（建替）

造 成 計 画 断 面 図

□法第３４条第 号該当

□市条例第 条 号該当

□提案基準 号該当

既存建物の平面図

212



４．都市計画法第３２条の規定に基づく公共施設に 
関する同意及び協議書 

参考様式 1 ・・・・・・ 都市計画法第３２条の規定に基づく公共施設に 
関する同意及び協議書 



（参考様式１） 

都市計画法第３２条の規定に基づく 

公共施設に関する同意及び協議書 

開発区域に含まれる地域の名称 

茅ヶ崎市 

開発区域の面積 

㎡ 

茅ヶ崎市を 甲 とし、        を 乙 とし、乙が上記の地域において行う 

 （   ）の建築を目的とする開発行為について、甲は都市計画法第３２条の 

規定に基づき当該事業に関係がある公共施設の管理者として同意するとともに、当該事業に

より設置される公共施設の管理等について、以下の協議事項及び別紙図面のとおり両者間に

おける協議が成立した。 

（協議事項） 

 この協議事項を確認する証として、本書２通を作成し、両者記名押印の上各その１通を保有す

る。 

平成 年 月 日

甲 住 所 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号 

氏 名
茅ヶ崎市  

 茅ヶ崎市長 

乙 住 所

氏 名 印 

※ 添付図書として新旧対照図を添付し、割印を押しておくこと
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５．茅ヶ崎市開発審査会提案基準による様式 

参考様式 1 ・・・・・・ 贈与証書 
参考様式２ ・・・・・・ 土地使用賃借契約書 

参考様式３ ・・・・・・ 承諾書 

参考様式４ ・・・・・・ 選定結果報告書 



【参考様式１】 

贈 与 証 書 

収入印紙 

平成 年 月 日 

（甲） 贈与者住所

氏名  実 印 

（乙） 受贈者住所

氏名  実 印 

 下記の不動産について、平成   年   月  日 甲は乙に対して無償にて贈 

与し、乙はこれを受贈したことをここに証します。 

不動産の表示 

土地の所在 

地 番 

地 目 

面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 計 ㎡ 
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【参考様式２】 

土 地 使 用 貸 借 契 約 書 

貸主           を甲、借主  を乙とし、甲乙間にお

いて、次のとおり土地使用貸借契約を締結する。 

（使用貸借契約の成立） 

第１条 甲はその所有する後記の土地を、以下の約定で乙に無償で貸し渡し、乙はこれを

借り受ける。 

（使用目的） 

第２条 乙は本件土地を自己の居住のための専用住宅として、甲からその土地の相続を受

けるまでの間使用できるものとする。 

（制限事項） 

第３条 １ 乙は本件土地を、前条の目的以外に使用しない。 

２ 乙は名義、形式のいかんを問わず、本件土地を第三者に使用させたり、ある

いは、本契約に基づく権利を第三者に譲渡してはならない。 

（明渡義務等） 

第４条 前項の規定によるほか、乙が本契約に違反したときは、甲は何らの催告を要せず

直ちに本契約を解除し、乙に本件土地の明け渡しを求めることができる。 

本契約を証するため本書を２通作成し、各自記名押印の上、各その１通を保有する。 
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年 月 日 

甲（貸主） 住 所 

氏 名 実 印 

乙（借主） 住 所 

氏 名 実 印 

土地の表示 

所 在 

地 番 

地 目 

地 積 平方メートル 
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【参考様式３】 

承 諾 書 

１．申 請 者 

住 所 

氏 名 

２．土地の表示 

所在地 

面 積 平方メートル 

３．土地の所有者 

住 所 

氏 名 

今般、申請者           が上記申請地を、父である          から使用貸借に

より借り受けて自己の居住のための専用住宅を新築するにつき、将来相続が発生した場合、申請者が本件

土地を相続することについて一切異議なく承諾します。 

なお、住宅新築に伴う開発（建築）許可申請をすることに対しても承諾します。 

平成 年 月 日 

１．承諾者と申請者の関係 申請者の 

２．承諾者 

住 所 

氏 名  実 印 
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【参考様式４】 

選 定 結 果 報 告 書 

平成 年 月 日 

（処分庁） 

茅ヶ崎市長 殿 

（事業者） 

（公印省略） 

 市街化区域内における収用対象事業の施行により立ち退くことについて、構外再築に係る

移転地の選定結果は次のとおりです。 

１．収用対象事業の概要 

１．事 業 者 

２．事 業 名 

３．事業計画 

４．収用地の現況 

５．残地がある場合の取り扱い等 

６．対象者 

218



２．市街化区域内移転候補地検討状況 

物件Ａ 物件Ｂ 物件Ｃ 物件Ｄ 物件Ｅ 

所在地 

用途地域 

地 目 

敷地面積 

候補地の状況 

土地価格 

調整結果 

３．市街化区域内に移転できない理由 

４．移転先市町村の意見 
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６．租税特別措置法に基づく優良な宅地の造成及び 
優良な住宅の新築の認定に関する規則で定める様式 

第１号様式（第２条関係） ・・・・・・・・ 優良宅地造成認定申請書
第２号様式（第２条関係） ・・・・・・・・ 設計説明書
第３号様式（第４条関係） ・・・・・・・・ 優良宅地造成認定申請書

(土地区画整理事業用) 

第４号様式（第６条、第７条関係） ・・・・ 優良住宅新築認定申請書



第1号様式(第2条関係) 

優良宅地造成認定申請書 

年 月 日 

住所又は所在地 

申請者 氏名 (法人にあっては、名称及び代表者氏名) 

電話番号 

 租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ・第63条第3項第5号イに規定する優良な宅地の供給

に寄与するものであることについての認定を申請します。 

宅

地

造

成

の

概

要

1 宅地の造成区域に含まれ 
る土地の所在及び地番 

2 宅地の造成区域の面積 平方メートル 

3 宅地の用途 

4 その他必要な事項 

備考 「4 その他必要な事項」の欄には、宅地の造成を行うことについて、建築基準法その 
他の法令による許可、認可等を要する場合には、その手続の状況を記入してください。 

（あて先）

　　茅ヶ崎市長
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第2号様式(第2条関係) 
設 計 説 明 書 

設
計
の
方
針

工
区
計
画

工区の名称 工 区 面 積 着手年月日 完了年月日 
㎡ 

土
地
の
現
況

造
成
区
域
内
の

地
区

地
域

区 域 区 分 用 途 地 域 その他の地域地区 

概
要

地
目
別
の

宅 地 農 地 山 林 公共施設用地 その他 計 

面 積 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

比 率 ％ ％ ％ ％ ％ 100 ％ 

土地利用 
計画 

宅地等 
用地 

公共施設 
用地 

公益的施設

用地 
その他の用地 計 

面 積 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

比 率 ％ ％ ％ ％ 100 ％ 

街

区

の

設

定

計

画 

街区数 街区 
最大街区面積 ㎡ 

街区最長辺長 ｍ 

最大区画面積 ㎡ 最小区画面積 ㎡ 平均区画面積 ㎡ 

予定建築物等の用途 その他 計 

区 画 数 
(戸 数) 

公共施設 
整 備 計 画 の

概要 

道路用地 公園用地 排水施設 
用地 

その他の用地 計 

面 積 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

比 率 ％ ％ ％ ％ ％ 

公 益 的 施 設

の 配 置 計 画

の概要 

名 称 その他の用地 計 

面 積 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

比 率 
％ ％ ％ ％ ％ 

備考 1 「設計の方針」の欄には、当該造成行為の目的、宅地の造成計画に関して特に留意し

たこと等を記入してください。 
2 「区画数(戸数)」の欄には、予定建築物の用途が住宅の場合は、住宅の戸数を括弧書き

で記入してください。 
3 「公益的施設の配置計画の概要」の欄には、小学校、保育所、診療所、日用品の店舗

等を記入してください。 
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第3号様式(第4条関係) 

優良宅地造成認定申請書(土地区画整理事業用) 

年 月 日 

住所又は所在地 

申請者 氏名 (法人にあっては、名称及び代表者氏名) 

電話番号 

 租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ・第63条第3項第5号イに規定する優良な宅地の供給

に寄与するものであることについての認定を申請します。 

宅

地

の

概

要

1 宅地の所在及び地番 

2 宅地の面積 平方メートル 

3 宅地の用途 

4 土地区画整理事業の名称 

5 換地処分年月日 
(仮換地指定年月日) 

年 月 日 

6 換地処分公告年月日 年 月 日 

7 その他必要な事項 

備考 1 「6 換地処分公告年月日」の欄には、仮換地指定の段階にある土地にあっては、記入

しないでください。 
2 「7 その他必要な事項」の欄には、宅地の造成を行うことについて、建築基準法その

他の法令による許可、認可等を要する場合には、その手続の状況を記入してください。 

（あて先）

　　　茅ヶ崎市長
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第4号様式(第6条、第7条関係) 

優良住宅新築認定申請書 

年 月 日 

住所又は所在地 

申請者 氏名 (法人にあっては、名称及び代表者氏名) 

電話番号 

租税特別措置法第28条の4第3項第6号・第31条の2第2項第15号ニ・第62条の3第4項第15号
ニ・第63条第3項第6号に規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることに

ついての認定を申請します。

住

宅

新

築

事

業

の

概

要

1 新築住宅の所在地及び名称 
所 在 地 

名 称 

2 新築住宅の戸数 
(総戸数 戸) 

戸 
( 戸) 

3 住宅の床面積 
平方メートル 

4 住宅の敷地面積 
平方メートル 

5 住宅の構造 

6 住宅の建築費 万円／3.3平方メートル 

7 中高層耐火共同住宅の階数 階 

(地上 階 地下 階) 

摘

要

備考 1 住宅が一棟の家屋の居住の用に供するために独立的に区分された一の部分である場合

にあっては、住宅以外の部分も含めてそれぞれの独立部分について別紙に記入し、「3 
住宅の床面積」の欄及び「4 住宅の敷地面積」の欄には、当該一棟の家屋の床面積及

びその敷地面積を記入してください。また、「2 新築住宅の戸数(総戸数 戸)」の欄に

は、住宅以外の独立部分の数を含めた総戸数を記入してください。 
2 「5 住宅の構造」の欄には、耐火、準耐火又はその他の区分を記載してください。 

（あて先）

　　　茅ヶ崎市長
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3 申請が租税特別措置法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定

に基づくものでない場合には、「7 中高層耐火住宅の階数」の欄に記入する必要はあり

ません。 
4 申請が、既に租税特別措置法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの

規定に基づく認定を受けた住宅についての同法第28条の4第3項第5号ロ又は第63条第3
項第6号に規定する認定申請である場合にあっては、その旨並びに既に受けた認定の年月

日及び番号を「摘要」欄に記入してください。 
5 都市計画法その他の法令による許可、認可等を受けた場合には、根拠法令、該当条項

及び許可等の別を「摘要」欄に記入してください。 
6 「6 住宅の建築費」の欄には、消費税及び地方消費税を除いた3.3平方メートル当た

りの建築費を記入してください。 
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７．都市計画法第３４条の２第１項及び第４３条第３項
に基づく国の機関等との協議に係る取扱指針で定め
る様式 

様式１ ・・・・・・・・ 開発協議申出書
様式２ ・・・・・・・・ 開発行為変更協議申出書
様式３ ・・・・・・・・ 開発行為同意書
様式４ ・・・・・・・・ 開発行為変更同意書
様式５ ・・・・・・・・ 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は

第一種特定工作物の新設協議申出書 

様式６ ・・・・・・・・ 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は
第一種特定工作物の新設協議同意書 



様式1 (用紙　　日本工業規格A4縦長型)

　都市計画法第34条の2第1項の規定により、次のとおり開発行為の協議を申し出ます。

年　　月　　日

　（あて先）茅ヶ崎市長

    　　   電話番号

年 月 日 号

年 月 日 号

備考　１　※印の欄には、記入しないでください。

２　「法第34条の該当号及び該当する理由」の欄は、申出に係る開発行為が市街化調整区域内

において行われる場合に記入してください。

３　「その他必要な事項」の欄には、農地法その他の法令による許可、認可等を必要とする場合

には、その手続きの状況を記入してください。

電話番号

平方メートル2 開 発 区 域 の 面 積

協議申出者 住　　所

 氏　　名

開発行為協議申出書

開

発

行

為

の

概

要

1 開発区域に含まれる地域の名称 　茅ヶ崎市

3 予 定 建 築 物 等 の 用 途

4 工事施行者の住所及び氏名

5   工 事 着 手 予 定 年 月
日

※ 受 付 の 年 月 日 及 び 番 号

※ 同 意 に 付 し た 条 件

7  法第34条の該当号及び該当す
る理由

そ の 他 必 要 な 事 項

6　 工 事 完 了 予 定 年 月
日

※ 同  意 年 月 日 及 び 番 号
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様式2 (用紙　　日本工業規格A4縦長型)

　都市計画法第34条の2第4項において準用する同法第34条の2規定により、次のとおり開発行為の協議を
申し出ます。

年　　月　　日

　（あて先）茅ヶ崎市長

    　　   電話番号

年 月 日 号

年 月 日 号

年 月 日 号

備考　１　※印の欄には、記入しないでください。

２　「法第34条の該当号及び該当する理由」の欄には、申出に係る開発行為の変更が市街化調整

区域内において行われる場合に記入してください。

３　「その他必要な事項」の欄には、開発行為の変更を行うことについて、農地法その他の法令

による許可、認可等を必要とする場合には、その手続きの状況を記入してください。

４　「開発行為の変更の概要(その他必要な事項を除く。)」の欄については、変更前び変更後

の内容がわかるように対照させて記入してください。

※ 同 意 年 月 日 及 び 番 号

※ 受 付 の 年 月 日 及 び 番 号

※ 同 意 に 付 し た 条 件

開発行為変更協議申出書

開

発

行

為

の

変

更

の

概

要

1 開発区域に含まれる地域の名称 　茅ヶ崎市

3 予 定 建 築 物 等 の 用 途

4 工 事 施 行 者 の 住 所 及 び 氏 名

6 そ の 他 必 要 な 事 項

電話番号

協議申出者 住　　所

 氏　　名

平方メートル

開発行為の概要同意年月日及び番号

変更の理由

2 開 発 区 域 の 面 積

5  法第34条の該当号及び該当する理
由
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様式３ 

第   号 

開 発 行 為 同 意 書 

協議申出者   住    所 

氏   名 

年   月    日付けで申出のあった下記の開発行為については、都市計画法第34条の

２第１項の規定により、次の（条件及び制限）を付して同意します。 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 

２ 開発区域の面積 

年  月   日 

茅ヶ崎市長 ○印

（条件及び制限） 
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様式４ 

第 号 

開 発 行 為 変 更 同 意 書 

協議申出者 住   所 

氏   名 

年   月    日付けで申出のあった下記の開発行為の変更については、都市計画法第35

条の２第４項において準用する同法第34条の２第１項の規定により、次の（条件及び制限）を

付して同意します。 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 

２ 開発区域の面積 

年  月   日 

茅ヶ崎市長 ○印

（条件及び制限） 
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様式5 (用紙　　日本工業規格A4縦長型)

　都市計画法第43条の3項の規定により、(建築物、第一種特定工作物)の(新築、改築、用途の変更
新設)の協議を申し出ます。

年　　月　　日

　（あて先）茅ヶ崎市長

    　　   電話番号

年 月 日 号

年 月 日 号

備考　１　※印の欄には、記入しないでください。

２　「その他必要な事項」の欄には、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特

定工作物の新設をすることについて、他の法令による許可、認可等を要する場合には、

その手続き状況を記入してください。

※ 受 付 の 年 月 日 及 び 番 号

3　改築又は用途の変更をしようとす
る場合は既存の建築物の用途

4　建築しようとする建築物、用途の
変更後の建築物又は新設しようとする
第一種特定工作物が法34条第1号から
第10号まで又は政令第36条第1項第3号
ロからホのいずれの建築物又は第一種
特定工作物に該当するかの記載及びそ
の理由

1　建築物を建築しようとする土地、
用途の変更をしようとする建築物の
存する土地又は第一種特定工作物を
新設しようとする土地の所在、地
番、地目及び面積

2  建築しようとする建築物、用途の
変更後の建築物又は新設しようとする
第一種特定工作物の用途

建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設協議申出書

5　その他必要な事項

協議申出者 住　　所

 氏　　名

電話番号

※ 同  意 年 月 日 及 び 番 号

※ 同 意 に 付 し た 条 件
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様式６ 

第     号 

建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定 

工作物の新設協議同意書 

協議申出者 住   所 

氏  名 

年   月    日付けで申出のあった下記の（建築物、第一種特定工作物）の（新築、改

築、用途の変更、新設）については、都市計画法第43条第３項の規定により、次の（条件及び

制限）を付して同意します。 

１ 建築物を建築しようとする土地、用途の変更をしようとする建築物の存する土地又は第一種

特定工作物を新設しようとする土地の所在地 

２ １の敷地面積 

年  月     日 

茅ヶ崎市長 ○印

（条件及び制限） 
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８．その他様式 

建築行為の施行等の同意書 



年 月 日

住所又は所在地

　建築者

氏名 様

住所又は所在地

権利者　氏名 印

電話番号

ます。

所在及び地番

茅ヶ崎市

備考　実印又は登記所に提出された代表者の印鑑を押印してください。

建築行為の施行等の同意書

　私が権利を有する次の物件について建築行為及び建築行為に関する工事を行うことに同意し

物件の種類 面　　積 権利の種別 摘　　要

㎡
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第１２章 

そ  の  他 



第１２章 その他 

１．神奈川県土地利用調整条例 抜粋 

（平成８年３月29日神奈川県条例第10号） 

改正 平成11年 12月 24日 条例第 49 号 

平成17年 12月 27日 条例第104号 

平成20年 ７月22日 条例第 40 号 

平成22年 ８月 ３日 条例第 48 号 

平成23年 ３月22日 条例第 17 号 

令和 ７年 ３月28日 条例第 15 号 

第１章 総則 

（目的）  

第１条 この条例は、狭小な県土に多数の県民が生活し、多様な産業が集積している本県において、

現在及び将来の県民のための限られた資源である県土を適正に保全し、又は利用することが県民

の健康で文化的な生活を実現するために不可欠の条件であることにかんがみ、開発行為等の計画

について、協議等の手続を定め総合的な調整を行うことにより、県土の計画的な利用を図り、も

って県土の均衡ある発展と県民の福祉の増進に資することを目的とする。  

（定義）  

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 開発行為 土地の区画形質の変更をいう。

(2) 埋立行為 公有水面埋立法（大正 10 年法律第 57 号）第１条第１項に規定する埋立又は同項

に規定する公有水面における規則で定める工作物の新築、増築又は改築をいう。 

(3) 開発区域 開発行為又は埋立行為（以下「開発行為等」という。）をする土地又は公有水面の

区域をいう。 

(4) 事業者 開発行為等に係る工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事

をする者をいう。 

第２章 開発計画の調整に関する手続等 

第１節  開発計画の協議等   

（開発計画の協議）  

第３条 事業者は、開発行為等をしようとするときは、当該開発行為等の計画（以下「開発計画」

232



という。）について、あらかじめ知事に協議しなければならない。ただし、次に掲げる開発行為

等については、この限りでない。  

(1) 開発区域の面積（開発行為等が一団の区域において行われる場合は、当該一団の区域の面積）

が１ヘクタール未満の開発行為等（埋立行為に係る開発区域の面積が1,000平方メートル以上

の開発行為等を除く。）   

(2) 土地の利用目的の変更を伴わない開発行為その他の開発行為で規則で定めるもの   

(3) 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第４条第９項に規定する地区計画等が定められた区

域、同法第７条第１項に規定する市街化区域又は同法第８条第１項第１号に規定する用途地域

が定められた区域（同法第７条第１項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市

計画が定められていない都市計画区域に限る。）において行う開発行為   

(4) 都市計画法第 11 条第１項の規定により都市計画に定められた施設の整備に関する事業又は

同法第12条第１項の規定により都市計画に定められた事業の施行として行う開発行為   

(5) 農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第８条第１項又は第９条第１項

に規定する農業振興地域整備計画に基づく事業の施行として行う開発行為   

(6) 自然公園法（昭和32年法律第161号）第２条第６号又は神奈川県立自然公園条例 

（昭和34年神奈川県条例第６号）第２条第２号に規定する公園事業の施行として行う開発行為   

(7) 河川法（昭和 39 年法律第 167 号）第３条第１項に規定する河川の区域、同法第 100 条第１

項の規定により市町村長が指定した河川の区域その他規則で定める区域において行う埋立行

為   

(8) 港湾法（昭和25年法律第218号）第２条第２項に規定する重要港湾に係る同条第 

３項に規定する港湾区域において同法第３条の３第１項に規定する港湾計画に基づく事業の施行

として行う埋立行為   

(9) 公益性が特に高いと認められる開発行為等その他の開発行為等で規則で定めるもの  

２ 前項の規定による協議をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面（以下「開発計画

書」という。）に、規則で定める図書を添えて、知事に提出しなければならない。  

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名   

(2) 開発計画の名称   

(3) 開発行為等の目的又は実施を必要とする理由   

(4) 開発区域の位置、区域及び面積   

(5) 開発区域内において予定される建築物その他の施設の概要   

(6) その他規則で定める事項  

３ 第１項の規定による協議は、開発行為等を行うにつき法令等の規定により許可、認可その他こ

れらに相当する行為（以下「許可等」という。）を要することとされているときは、当該許可等

に係る申請等の手続に先立ち行うよう努めなければならない。   

  

（関係者への周知等）  
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第４条 事業者は、開発計画書の提出前に、又は開発計画書の提出後遅滞なく、開発行為等に関係

がある地域の住民その他の関係者に対して、開発計画の内容を周知させ、これらの者の意見を聴

くよう努めなければならない。   

２ 事業者は、前項の規定による周知及び意見の聴取の状況について、知事に報告しなければなら

ない。  

３ 知事は、事業者に対し、第１項の規定による周知又は意見の聴取について、必要な指導又は助

言を行うことができる。  

   

第２節 開発計画の審査等  

 

（開発計画の審査等）  

第５条 知事は、第３条第１項の規定による協議があったときは、遅滞なく、開発計画について審

査し、次に掲げる事項を記載した書面（以下「審査結果通知書」という。）を事業者に交付する

ものとする。 

(1) 開発計画の適否及びその理由   

(2) 開発行為等の実施に当たり講ずべき措置   

(3) その他知事が必要と認める事項   

２ 知事は、前項の規定による審査に当たっては、開発区域を管轄する市町村長に開発計画書の写

しを送付し、当該開発計画書に係る開発計画についての意見を求めるものとする。  

  

（審査指針の作成）  

第６条 知事は、前条第１項の規定による審査の基準その他必要な事項を定めた指針（以下「審査

指針」という。）を定め、かつ、これを公表しなければならない。  

  

 第３節 開発計画の変更等  

  

（開発計画の変更届）  

第７条 事業者は、開発計画書の提出後、審査結果通知書の交付を受けるまでの間に、開発計画の

内容を変更（事業者の変更を含む。次条第１項において同じ。）しようとするときは、その旨を

知事に届け出なければならない。   

  

（開発計画の変更協議等）  

第８条 事業者は、審査結果通知書の交付を受けた後（第４項の規定による再審査結果通知書の交

付を受けた場合にあっては、当該再審査結果通知書の交付を受けた後）、開発行為等が完了する

までの間に、開発計画の内容を変更しようとするときは、あらかじめ知事に協議しなければなら

ない。ただし、軽微な変更その他の規則で定める変更をしようとするときは、この限りでない。   
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２事業者は、前項ただし書に規定する軽微な変更その他の規則で定める変更をしようとするときは、

その旨を知事に届け出なければならない。   

３第１項の規定による協議をしようとする者は、変更事項の内容及び変更の理由を記載した書面に、

規則で定める図書を添えて、知事に提出しなければならない。   

４知事は、第１項の規定による協議があったときは、遅滞なく、当該協議に係る開発計画について

審査し、その開発計画に係る第５条第１項各号に掲げる事項を記載した書面（以下「再審査結果

通知書」という。）を事業者に交付するものとする。   

５第４条及び第５条第２項の規定は、事業者が第１項の規定による協議をした場合について準用す

る。ただし、知事が必要がないと認めるときは、この限りでない。  

 

 （事業者の承継）  

第９条 事業者について相続その他の一般承継があったときは、被承継人が行った手続等（この条

例に規定する手続その他の行為をいう。以下同じ。）は相続人その他の一般承継人（以下「相続

人等」という。）が行ったものと、被承継人について行われた手続等は相続人等について行われ

たものとみなす。   

 

 （開発計画の廃止届）  

第 10 条 事業者は、開発計画書の提出後、当該開発計画書に係る開発計画を廃止したときは、そ

の日から10日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。   

  

 第４節 開発行為等の実施等   

  

（行為着手等の制限）  

第 11 条 事業者は、第５条第１項の規定による審査結果通知書の交付を受けた日以後でなければ、

開発行為等に着手してはならない。   

２ 事業者は、第８条第１項の規定による協議をしなければならないときは、同条第４項の規定に

よる再審査結果通知書の交付を受けた日以後でなければ、開発行為等に着手してはならない。こ

の場合において、既に開発行為等に着手している事業者は、直ちに当該開発行為等を停止しなけ

ればならない。   

  

（開発行為等の着手届等）  

第 12 条 事業者は、開発行為等に着手したときは、その日から５日以内に、その旨を知事に届け

出なければならない。  

２ 事業者は、開発行為等を完了したときは、その日から10日以内に、その旨を知事に届け出なけ

ればならない。   
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（新たな開発行為等とみなす場合）  

第 13 条 次の各号のいずれかに該当する場合は、新たに開発行為等をしようとするときとみなす。

ただし、知事が、審査結果通知書において別に認めたときは、この限りでない。  

(1) 事業者が、第５条第１項の規定による審査結果通知書の交付を受けた日から起算して５年を

経過した日後、当該審査結果通知書に係る開発行為等に着手しようとする場合   

(2) 事業者が、開発行為等に着手した日後、当該開発行為等を３年を超えて中断した後再開しよ

うとする場合   

２ 前項の規定は、事業者が第８条第４項の規定による再審査結果通知書の交付を受けた 

場合について準用する。   

  

 第３章 雑則   

  

（国土利用計画審議会）  

第 14 条 知事は、審査結果通知書又は再審査結果通知書（以下「審査結果通知書等」という。）を

作成しようとする場合において、必要があると認めるときは、神奈川県国土利用計画審議会（以

下「審議会」という。）の意見を聴くことができる。   

２ 知事は、審査指針を定め、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならな

い。ただし、審議会が軽微な変更と認めたときは、この限りでない。   

  

（命令）  

第 15 条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、工事その他の行為の停止を命じ、

又は相当の期限を定めて、違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。   

(1) 第 11 条第１項又は第２項の規定に違反した事業者又は当該事業者から開発行為等に係る工

事を請け負った者（請負工事の下請人を含む。）   

(2) 偽りその他の不正な手段により審査結果通知書等の交付を受けて開発行為等をした事業者

又は当該事業者から開発行為等に係る工事を請け負った者（請負工事の下請人を含む。）   

  

（公表）  

第 16 条 知事は、必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する者の氏名、違反の

事実その他の規則で定める事項を公表することができる。   

(1) 前条各号のいずれかに該当する者   

(2) 審査結果通知書等に記載された内容と異なる開発行為等をした事業者   

(3) 第 17 条第１項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは

資料の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した事業者又は

事業者から開発行為等に係る工事を請け負った者（請負工事の下請人を含む。以下「請負人」

という。）   
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２ 知事は、前項第２号に規定する者について前項の規定により公表しようとするときは、あらか

じめその者に意見を述べる機会を与えなければならない。 

（立入検査等）  

第 17 条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、事業者又は請負人から開発行為等に係

る工事その他の行為の状況について報告又は資料の提出を求め、又は当該職員に開発区域に立ち

入り、工事その他の行為の状況を検査させることができる。   

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しな

ければならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。  

（許可等への配慮）  

第 18 条 知事は、事業者が開発行為等を行うにつき法令等の規定により許可等を要することとさ

れている場合において、当該許可等の権限を有するときは、当該許可等を行うに当たり、審査結

果通知書等の内容について配慮するものとする。  （市町村条例との関係）  

第 19 条 市町村が開発行為等に関して制定する条例の内容が、この条例の趣旨に則したものであ

り、かつ、この条例と同等以上の効果が期待できるものと知事が認めるときは、この条例は、当

該市町村の区域における開発行為等については、適用しない。ただし、開発区域が当該市町村以

外の区域にわたる場合であって、当該市町村以外の区域における開発行為等が第３条第１項の規

定による協議を要するものであるときは、この限りでない。   

（委任） 

第 20 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

第４章 罰則 

第 21 条 第 15 条の規定による知事の命令に違反した者は、６ヶ月以下の懲役又は 50 万円以下の

罰金に処する。 

第 22 条 第 11条第１項又は第２項に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。 

第 23 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人

の業務又は財産に関して前２条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ 

か、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。   

附 則 （略） 
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２． 茅ヶ崎市土地利用基本条例 

平成２３年３月２４日 

条例第１５号 

（目的） 

第１条 この条例は、茅ヶ崎市における土地利用の基本理念及び基本原則を定めることにより、茅ヶ

崎市における土地利用に関係する計画及び条例と相まって、適正かつ合理的な土地利用を図り、も

って快適で魅力ある生活環境の創造及び地域社会の健全な発展を図ることを目的とする。 
 

（基本理念） 

第２条 茅ヶ崎市における土地利用は、公共の福祉を優先させ、地域の諸条件に配慮して、自然環境

を維持しつつ地域の経済活動及び社会活動の活性化を図りながら持続的に発展する都市の形成を

図ることを基本理念として行わなければならない。 
 

（基本原則） 

第３条 茅ヶ崎市における土地利用は、次に掲げる事項を基本原則として行わなければならない。 

(1) 周辺の土地利用との調和を図ること。 

(2) 自然環境の保全に配慮すること。 

(3) 良好な景観を保全し、及び創出することを旨とすること。 
 

（責務） 

第４条 市は、茅ヶ崎市における土地利用が適正に行われるよう第２条に定める基本理念（以下「基

本理念」という。）及び前条に定める基本原則（以下「基本原則」という。）の普及及び啓発に努

めるとともに、この条例の目的を達成するために必要な施策を講じなければならない。 

２ 市民は、この条例の目的を尊重し、自ら又は市民相互に協力して快適に暮らすことのできる都市

の形成に努めなければならない。 

３ 土地利用に係る行為（以下「土地利用行為」という。）を行う者は、基本理念及び基本原則にの

っとり土地利用行為を行うとともに、市が行う施策に協力しなければならない。 
 

（大規模土地利用行為の届出） 

第５条 次に掲げる土地利用行為で、当該土地利用行為を行う土地の区域の面積が５,０００平方メ

ートル（当該区域の全部又は一部が都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第７条第１項に規定

する市街化調整区域内に存する場合にあっては、３,０００平方メートル）以上のもの（以下「大

規模土地利用行為」という。）を行おうとする者は、当該行為を行うに際し、法令又は条例に基づ

く許可、認可、確認、届出その他これらに類する行為（以下「許認可等」という。）を要する場合

にあっては当該許認可等の申請等の前までに、許認可等を要しない場合にあっては大規模土地利用

行為に係る工事に着手する前までに、あらかじめ大規模土地利用行為の計画の内容を規則で定める

ところにより市長に届け出なければならない。 

(1) 都市計画法第４条第１２項に規定する開発行為 

(2) 資材置場、駐車場その他の土地自体の利用を主たる目的とする施設の設置の用に供するために

行う土地の区画形質の変更 

(3) 切土、盛土、土地の埋立て又は土砂等の堆積 

(4) 建築物の新築 
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２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、届出の内容を規則で定めるところにより公表す

るものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による届出があった場合において、必要があると認めるときは、当該届出

をした者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。 

（適用除外） 

第６条 次に掲げる行為については、前条の規定は、適用しない。 

(1) 都市計画法第１１条第１項の規定により都市計画に定められた施設の整備に関する事業又は

同法第１２条第１項の規定により都市計画に定められた事業の施行として行う行為 

(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(3) 仮設建築物の新築

附 則

１ この条例は、平成２３年７月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に許認可等がされ、若しくは許認可等の申請等が行われ、又は大規模土地

利用行為に係る工事に着手している大規模土地利用行為については、第５条の規定は、適用しない。 
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３．宅地造成及び特定盛土等規制法について 

（１）宅地造成及び特定盛土等規制法とは

「宅地造成及び特定盛土等規制法」（通称「盛土規制法」）は、盛土などによる災害から国

民の生命・身体を守ることを目的として、2023 年（令和 5 年）5 月 26 日に施行された法律

です。これは、2021 年（令和 3年）に発生した静岡県熱海市での大規模な土石流災害を受け、

「宅地造成等規制法」を抜本的に改正したものです。 

従来の「宅地造成等規制法」は、宅地を造成するための工事のみを規制対象としていまし

たが、この法律では、土地の用途（宅地、農地、森林など）にかかわらず、危険な盛土など

を包括的に規制します。規制の対象となる行為には、一定規模以上の盛土や切土(図 1)、そ

して土石の一時的な堆積(図２)も含まれます。 

図 1 一定規模の盛土や切土 

図 2 土石の一時的な堆積 

神奈川県の規制対象規模は宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域と同一です。

（２）宅地造成等規制法の改正に伴う茅ヶ崎市の対応について

神奈川県内（政令指定都市及び中核市を除く）では、許可権者である神奈川県知事が令和 7 年

4 月 1 日より規制区域（宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域）を指定しました。市内
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における一定規模の土地の埋立て等の行為については、法の規定に基づいて神奈川県の許可が

必要になります。 

茅ヶ崎市では、市域全域が宅地造成等工事規制区域に指定されたため、令和 7 年 4 月 1 日より、

宅地造成及び特定盛土等規制法の一部について神奈川県から事務移譲を受け、申請書類等の経

由事務を実施しています。 

経由にあたり、注意・配慮していただきたい事項については表-１のとおり。 

（表-1） 

（３） 茅ヶ崎市土地の埋立て等の規制に関する条例を廃止しました

法施行及び規制区域の指定に伴い令和7年4月1日をもって条例を廃止しました。ただし、

廃止日までの条例に基づく既許可案件については、経過措置により条例に基づく所定の手続

きが必要となりますので、該当する場合は都市部都市計画課までお問い合わせください。 

分類 項目 内容 関連部署

敷地外への

流出防止

・道路境界部に50cmの平場を設けてください。

・排水勾配の調整や排水構造物の設置を行ってください。
・水路に隣接する敷地では、土砂・雨水流出防止策を講じてく
ださい。
・工事中は水路を埋めないでください。

道路管理課
下水道河川管理課

環境保全 ・自然環境や生きものに配慮し、影響を最小限にしてくださ
い。
・植栽は在来種を中心としてください。
・農地への影響を防ぎ、農業用排水路に土砂や油を流入させな
いでください。
・濁水は適切に処理し、健全な土壌を使用してください。

景観みどり課
農業水産課
環境保全課

安全対策 ・工事車両の交通安全対策を講じてください。
・通学路や保育園・児童クラブ付近では特に安全に配慮してく
ださい。
・アイドリングストップとエコドライブを徹底してください。
・道路の損傷・汚損は事業者の責任で復旧・清掃してくださ
い。

安全対策課
学務課
保育課
青少年課
環境政策課
環境保全課
道路管理課

許可・届出 ・建築確認と盛土規制法の許可が必要な場合は、先に盛土規制
法の許可を受けてください。
・工事費500万円以上の場合は、工事着手の7日前までに建設リ

サイクル法に基づく届出をしてください。
・3,000m²以上の土地の形質変更は、工事着手の30日前までに土

壌汚染対策法に基づく届出をしてください。
・騒音・振動規制法に該当する場合は届出をしてください。
・埋蔵文化財包蔵地内での造成は、工事着手の60日前までに届

け出てください。

建築指導課
環境保全課
社会教育課

関係部署と

の協議

・コミュニティバス運行経路での工事は、都市政策課へ相談し
てください。
・境界標の移動・紛失時は建設総務課と協議し、復元してくだ
さい。
・縁石の切り下げが必要な場合は、道路管理課と協議し申請書
を提出してください。
・雨水排水路への接続時は、農業水産課と協議してください。
・農地への盛土は、農業委員会事務局で事前相談してくださ
い。

都市政策課
建設総務課
道路管理課
農業水産課
農業委員会事務局

住民への周

知

・工事期間が決まったら、周辺住民、学校、保育園などに事業

内容を周知してください。

学務課
青少年課
保育課

計画・工事中

の配慮

必要な手続き
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４．神奈川県環境影響評価条例の適用事業一覧 

○条例が適用される事業は、次による。

事 業 の 種 類 規 模 等 

１ 道路の建設 高速自動車国道…全事業 

自動車専用道路…全事業 

林道 …幅員５ｍ以上かつ延長１０ｋｍ以上 

その他の道路 …４車線以上かつ延長５ｋｍ以上 

２ 鉄道、軌道の建設 路線の延長１ｋｍ以上 

３ 鋼索鉄道、索道の建設 全事業 

４ 操車場、検車場の建設 敷地面積１０ha 以上 

５ 飛行場の建設 全事業 

６ 工場、事業場の建設 敷地面積３ha 以上又は排出水量１万立方メートル／日以上若

しくは燃料使用量４kl／時以上 

７ 電気工作物の建設 （１）変電所 敷地面積３ha 以上 

（２）発電所 ①一般電気事業、卸電気事業 

水力発電所………出力２万 kw以上 

火力発電所………出力１０万 kw 以上 

地熱発電所………出力７千 kw以上 

原子力発電所……全事業 

②特定電気事業、卸供給…敷地面積３ha 

 以上又は燃料使用量４kl/時以上 

（３）送電線 電力１７万ボルト以上の架空送電線で自然公

園地域等に設置されるもの 

８ 研究所の建設 敷地面積３ha以上 

９ 高層建築物の建設 高さ 100ｍ以上かつ延床面積５万㎡以上 

10 廃棄物処理施設の建設 敷地面積３ha以上又は焼却・容融の処理能力２００ｔ/日以上 

11 下水道終末処理場の建設 敷地面積１０ha 以上 

12 都市公園の建設 敷地面積５０ha 以上 

13 工業団地の造成 施行区域の面積１０ha以上 

14 研究所団地の造成 施行区域の面積１０ha以上 

15 流通団地の造成 施行区域の面積１０ha以上 

16 ダムの建設 堤高１５ｍ以上 

17 取水堰の建設 堤長２００ｍ以上 

18 放水路の建設 土地形状変更面積２０ha以上 

19 土石の採取 採取場の面積１０ha 以上 

20 発生土処分場の建設 処分場の面積２０ha 以上 

21 墓地、墓園の造成 施行区域の面積２０ha以上 

22 住宅団地の造成 施行区域の面積２０ha以上 

23 学校用地の造成 施行区域の面積２０ha以上 

24 レクﾘｪーション施設用地の造成 施行区域の面積２０ha以上 

25 浄水施設及び配水施設用地の造成 施行区域の面積２０ha以上 

26 土地区画整理事業 施行区域の面積４０ha以上 

27 公有水面の埋立て 施行区域の面積１５ha以上 

28 宅地の造成 施行区域の面積２０ha以上 

29 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして規則で定める事業 

（注）自然公園地域等における規模 
自然公園地域等において実施される事業については原則として特別地域等の場合１ha 以上、その他

地域の場合３ha 以上とする。（この表は、条例施行規則第１を要約したもので、具体の事業への適用に

あたっては、同表を参照してください。） 
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５．土地の譲渡に係る税制 

 

１．原 則 

所有期間 

 

税  目 

５  年  以  内 

 

（ 短     期 ） 

５   年   超 

 

（ 長     期 ） 

個 

 

 

人 

譲渡所得 
譲渡益の 30％（＋住民税 9％） 

 

課税譲渡所得 

一律 15%の分離課税（＋住民税 5％） 

事業取得又

は雑所得 

次の①と②のいずれか多い額（注１） 

①譲渡益の 40％（＋住民税 12％） 

②総合課税による上積税額 

（注２）×110％ 

通常の総合課税 

法 人 税 
通常の法人税に加え、10％の税率で 

課税（注１） 

通常の法人税に加え、5％の税率で 

課税（注１） 

（注１）平成１０年１月１日～令和１１年３月３１日までの間に長期・短期所有土地等を譲渡した

場合について、課税停止中。 

（注２）「上積税額」とは、土地譲渡に係る所得と他の所得との合計額に通常の累進税率を適用し

て算出した税額から外の所得のみに通常の累進税率を適用して算出した税額を控除して求

められる差額をいう。 

２．特別控除 

＜参考＞その他一定の要件を満たす土地等の譲渡を行った場合、譲渡所得から一定額を差し引く各

種特別控除が措置されています。 

 土地収用法等に基づく収用等の場合 5,000万円控除 

 居住用財産を譲渡した場合（個人のみ） 3,000万円控除 

 国、地方公共団体等による特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合 2,000万円

控除 

 地方公共団体、公社等による住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合 

 特定民間宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合（個人・土地区画整理組合・区画整理会

社の施行する土地区画整理事業として行われる一団の宅地造成事業については、令和５年12月31

日までに行われた譲渡に限る。） 1,500万円控除 

 農地保有合理化等のために農地等を譲渡した場合 800万円控除 
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３．優良住宅地造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率等の特例 

個人が、下記に記載する対象事業を行う事業者に対し、所有期間が5年を超える土地を譲渡した場

合、譲渡所得への課税について、以下の税率を適用することとしています。（令和７年12月31日ま

で） 

原則 → 軽減税率等 

個人の場合 

・課税譲渡所得一律 15％分離課税

（＋住民税 5％） 
→ 

・課税譲渡所得2,000万円以下の部分

10％分離課税（＋住民税4％）

・課税譲渡所得2,000万円超の部分

15％分離課税（＋住民税5％）

（対象となる譲渡で主なもの） 

一定の優良な建築物の建築事業（500m2以上の敷地に、建築面積150m2以上の１の建物を建築する事

業）を行う者に対する譲渡（租税特別措置法第31条の2第2項第12号）

対象となる事業について、国土交通大臣の証明を受ける必要があります。

 開発許可を受けて住宅建設の用に供される1,000m2以上（三大都市圏の市街化区域においては500m2

以上）の宅地造成事業を行う者に対する譲渡（租税特別措置法第31条の2第2項第13号）

 開発許可を要しない住宅建設の用に供される宅地造成事業を行う者に対する譲渡（租税特別措置法第

31条の2第2項第14号）

※対象となる事業について、造成開始前に、都道府県知事又は市区町村の認定を受ける必要がありま

す。 

 優良住宅認定を受けて、25戸以上の一団の住宅建設事業又は15戸以上若しくは床面積1,000m2以上の

マンション建設事業を行う者に対する土地の譲渡（租税特別措置法第13条の2第2項第15号）

※当該軽減税率は、下記の（２．）特別控除及び特定の事業用資産の買換え特例等と重複適用すること

はできません。 
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６．神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例 

平成７年３月14日条例第５号 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、全ての人が個人として尊重され、あらゆる分野の活動に参加する機会を

保障されることの重要性にかんがみ、障害者等が安心して生活し、自らの意思で自由に移

動し、及び社会に参加することができるバリアフリーの街づくりに関し、県、事業者及び

県民の責務を明らかにするとともに、県の基本方針を定めてこれに基づく施策を総合的か

つ計画的に実施し、及び施設等を障害者等が安全かつ快適に利用できるよう整備を進め、

もって地域共生社会の実現に資することを目的とする。 

一部改正〔平成 20 年条例 61 号・令和４年 60 号〕 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 障害者等 障害者、高齢者、妊産婦、乳幼児を同伴する者その他の者で日常生活又は

社会生活に身体等の機能上の制限を受けるものをいう。 

(２) 公共的施設 官公庁施設、教育文化施設、医療施設、福祉施設、商業施設、公共交通

機関の施設、駐車場、共同住宅、事務所その他の不特定かつ多数の者の利用に供する施

設で規則で定めるものをいう。 

(３) 道路 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第２条第１項に規定する道路（専ら自動車

の交通の用に供するものを除く。）その他規則で定めるものをいう。 

(４) 公園 都市公園法（昭和 31 年法律第 79 号）第２条第１項に規定する都市公園その他

規則で定めるものをいう。 

(５) 公共車両 一般旅客の用に供する鉄道の車両及び自動車で規則で定めるものをいう。

(６) 住宅 主として人の居住の用に供する家屋（公共的施設であるものを除く。）をいう。

(７) 施設等 公共的施設、道路、公園、公共車両及び住宅をいう。

一部改正〔平成 20 年条例 61 号〕 

（県の責務） 

第３条 県は、障害者等が安心して生活し、自らの意思で自由に移動し、及び社会に参加する

ことができるバリアフリーの街づくり（以下「バリアフリーの街づくり」という。）に関

する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。 

２ 県は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、市町村との連携及び協力に努

めるものとする。 

３ 県は、自ら設置し、又は管理する施設等で県民の利用に供するものについて、障害者等が

安全かつ快適に利用できるように配慮した施設等の整備を進めるものとする。 
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４ 県は、前項の施設等を障害者等が安全かつ快適に利用できるよう、情報の提供その他の支

援を行うとともに、適正な配慮についての周知等の取組を行うものとする。 

一部改正〔平成 20 年条例 61 号・令和４年 60 号〕 

（事業者の責務） 

第４条 事業者は、バリアフリーの街づくりの重要性及び自らの事業活動が地域社会と密接な

関係にあることを認識し、地域共生社会の実現に向け、県が実施するバリアフリーの街づ

くりに関する施策に協力しなければならない。 

２ 事業者は、自ら設置し、又は管理する施設等について、障害者等が安全かつ快適に利用で

きるように配慮した施設等の整備に努めなければならない。 

３ 事業者は、前項の施設等を障害者等が安全かつ快適に利用できるよう、情報の提供その他

の支援を行うよう努めるとともに、適正な配慮についての周知等の取組を行うよう努めな

ければならない。 

一部改正〔平成 20 年条例 61 号・令和４年 60 号〕 

（県民の責務） 

第５条 県民は、バリアフリーの街づくりの重要性及び地域社会の構成員としての自らの役割

を認識し、地域共生社会の実現に向け、県が実施するバリアフリーの街づくりに関する施

策に協力しなければならない。 

２ 県民は、障害者等の移動及び施設等の利用を確保するために協力するよう努めるとともに、

障害者等が安全かつ快適に利用できるよう配慮して整備された施設等の利用の妨げとなる

行為をしてはならない。 

一部改正〔平成 20 年条例 61 号・令和４年 60 号〕 

（総合的推進） 

第６条 県、事業者及び県民は、バリアフリーの街づくりに関するそれぞれの責務を自覚し、

一体となってその推進体制を整備し、バリアフリーの街づくりの実現を図るものとする。 

２ 県及び事業者は、広域的に行われる施設等の整備事業の実施の機会をとらえて、バリアフ

リーの街づくりを積極的に推進するよう努めるものとする。 

一部改正〔平成 20 年条例 61 号〕 

第２章 施策の基本方針等 

（施策の基本方針） 

第７条 県は、第１条の目的を達成するため、次に掲げる基本方針に基づく施策を計画的に実

施するものとする。 

(１) 全ての県民がバリアフリーの街づくりに関する理解を深めるとともに、積極的にバリ

アフリーの街づくりに取り組むよう意識の高揚に努めること。 

246



                     

(２) 障害者等が自らの意思で自由に移動し、及び安全かつ快適に利用できるよう、施設等

の整備計画の策定等への障害者等その他の関係者の参画を推進するとともに、施設等の

整備を相互の連関に配慮して推進すること。 

(３) 障害者等の活動の機会が幅広く保障されるよう社会参加を促進する施策を積極的に実

施すること。 

一部改正〔平成 20 年条例 61 号・令和４年 60 号〕 

（障害者等の意見の反映） 

第８条 県は、バリアフリーの街づくりに関する施策に、障害者等の意見を反映することがで

きるように必要な措置を講ずるものとする。 

追加〔平成 20 年条例 61 号〕 

（検討） 

第９条 県は、バリアフリーの街づくりに関する施策について、適時に、かつ、適切な方法に

より検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

追加〔平成 20 年条例 61 号〕 

（情報の提供等） 

第 10 条 県は、市町村と連携して、事業者及び県民に対し、バリアフリーの街づくりに関す

る情報の提供、技術的指導又は助言を行うものとする。 

一部改正〔平成 20 年条例 61 号〕 

（財政上の措置） 

第 11 条 県は、バリアフリーの街づくりを推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう

努めるものとする。 

一部改正〔平成 20 年条例 61 号〕 

第３章 施設等の整備 

第１節 公共的施設等の整備 

（整備基準） 

第 12 条 知事は、公共的施設、道路及び公園（以下「公共的施設等」という。）の構造及び

設備の整備に関し、障害者等が安全かつ快適に利用できるものとするために必要な基準

（以下「整備基準」という。）を定めるものとする。 

２ 整備基準は、次に掲げる事項について、公共的施設等の種類の区分に応じて規則で定める。 

(１) 車いす使用者等が通行できる幅員の確保 

(２) 車いす使用者等が通行できる傾斜路の設置 

(３) 滑りにくい路面、床面等とするための措置 

(４) 階段等への手すりの設置 

(５) 障害者等の利用に配慮したエレベーター、便所及び駐車場の設置 
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(６) 視覚障害者誘導用ブロックの敷設等障害者等の利用に配慮した誘導又は案内の表示 

(７) 前各号に掲げるもののほか、障害者等の利用に配慮すべき事項 

一部改正〔平成 20 年条例 61 号〕 

（整備基準の遵守） 

第 13 条 公共的施設等の新築、新設、増築、改築、用途の変更、大規模の修繕又は大規模の

模様替え（以下「新築等」という。）をしようとする者は、整備基準を遵守しなければな

らない。ただし、整備基準を遵守する場合と同等以上に障害者等が安全かつ快適に利用す

ることができる場合又は規模、構造、利用の目的、地形の状況等により整備基準を遵守す

ることが困難である場合にあっては、この限りでない。 

一部改正〔平成 20 年条例 61 号〕 

（既存施設の整備） 

第 14 条 この条例の施行の際現に存する公共的施設等（新築等の工事中のものを含む。以下

「既存施設」という。）を設置し、又は管理する者は、当該既存施設について、整備基準

に適合するよう整備に努めなければならない。 

一部改正〔平成 20 年条例 61 号〕 

（維持保全） 

第 15 条 公共的施設等を設置し、又は管理する者は、当該公共的施設等を整備基準に適合さ

せたときは、当該適合させた部分の機能を維持するよう努めなければならない。 

一部改正〔平成 20 年条例 61 号〕 

（適合証） 

第 16 条 公共的施設等を設置し、又は管理する者は、当該公共的施設等を整備基準に適合さ

せたときは、知事に対し、当該公共的施設等が整備基準に適合していることを証する証票

（以下「適合証」という。）の交付を請求することができる。 

２ 知事は、前項の規定による請求があった場合において、当該公共的施設等が整備基準に適

合していると認めるときは、当該請求をした者に対し、適合証を交付するものとする。 

一部改正〔平成 20 年条例 61 号〕 

第２節 指定施設の整備 

（事前協議） 

第 17 条 公共的施設のうち規則で定めるもの（以下「指定施設」という。）の新築等をしよ

うとする者は、その計画（整備基準に適合させるべき部分を含まない計画を除く。）につ

いて、規則で定めるところにより、あらかじめ知事に協議しなければならない。これを変

更（規則で定める軽微な変更を除く。）しようとするときも、同様とする。 

248



                     

２ 知事は、前項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る指定施設が整備基

準に適合しないと認めるときは、当該協議をした者に対し、必要な指導又は助言を行うこ

とができる。 

一部改正〔平成 20 年条例 61 号〕 

（工事完了の届出） 

第 18 条 前条第１項の規定による協議をした者は、当該協議に係る工事を完了したときは、

規則で定めるところにより、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。 

一部改正〔平成 20 年条例 61 号〕 

（完了検査） 

第 19 条 知事は、前条の規定による届出があったときは、当該届出に係る指定施設が整備基

準に適合しているかどうかの検査を行うものとする。 

２ 知事は、前項の検査を行った場合において、当該指定施設が第 17 条第１項の規定により

行われた協議の内容と異なり、かつ、整備基準に適合していないと認めるときは、当該届

出をした者に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。 

一部改正〔平成 20 年条例 61 号〕 

（勧告） 

第 20 条 知事は、指定施設の新築等に関し、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

当該各号に規定する者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 

(１) 第 17 条第１項の新築等をしようとする者が、同項の規定による協議を行わずに工事に

着手したとき。 

(２) 第 17 条第１項の規定による協議をした者が、当該協議の内容と異なり、かつ、整備基

準に適合していない工事（第 18 条の規定による工事完了の届出があったものを除く。）を

行ったとき。 

(３) 前条第２項の指導又は助言を受けた者が、正当な理由なく当該指導又は助言に従わなか

ったとき。 

一部改正〔平成 20 年条例 61 号〕 

（公表） 

第 21 条 知事は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないと

きは、当該勧告を受けた者に意見の聴取を行った上で、当該勧告を受けた者の氏名、当該

勧告の内容その他の規則で定める事項を公表することができる。 

一部改正〔平成 20 年条例 61 号〕 

（適合調査） 

第 22 条 知事は、必要があると認めるときは、既存施設のうち指定施設であるもの（以下

「既存指定施設」という。）を設置し、又は管理する者に対し、当該既存指定施設が整備
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基準に適合しているかどうかの調査を実施し、その結果を報告することを求めることがで

きる。 

２ 知事は、前項の規定による報告があった場合において、当該報告に係る既存指定施設が整

備基準に適合しないと認めるときは、当該報告をした者に対し、必要な指導又は助言を行

うことができる。 

一部改正〔平成 20 年条例 61 号〕 

（改善計画） 

第 23 条 前条第２項の場合において、知事は、必要があると認めるときは、当該報告をした

者に対し、当該報告に係る既存指定施設を整備基準に適合させるための工事の計画（以下

「改善計画」という。）を作成し、届け出ることを求めることができる。 

２ 知事は、改善計画の届出があったときは、当該届出をした者に対し、当該改善計画につい

て、必要な指導又は助言を行うことができる。 

一部改正〔平成 20 年条例 61 号〕 

（立入調査） 

第 24 条 知事は、第 17 条第２項及び第 19 条から前条までの規定の施行に必要な限度におい

て、その職員に、指定施設に立ち入り、当該指定施設が整備基準に適合しているかどうか

を調査させ、又は関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示

しなければならない。 

一部改正〔平成 20 年条例 61 号〕 

（国等に関する特例） 

第 25 条 この節の規定は、国、地方公共団体その他規則で定める者（以下「国等」とい

う。）については、適用しない。ただし、国等は、指定施設の新築等をしようとするとき

は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を知事に通知しなければならない。 

一部改正〔平成 20 年条例 61 号〕 

第３節 公共車両等の整備 

（公共車両の整備） 

第 26 条 公共車両を所有し、又は管理する者は、当該公共車両について、障害者等が安全か

つ快適に利用できるよう整備に努めなければならない。 

一部改正〔平成 20 年条例 61 号〕 

（住宅の整備） 

第 27 条 県民は、その所有する住宅について、居住する者が将来にわたって安全かつ快適に

利用できるよう整備に努めなければならない。 
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２ 住宅を供給する者は、当該住宅について、障害者等が安全かつ快適に利用できるよう整備

に努めなければならない。 

一部改正〔平成 20 年条例 61 号〕 

第４章 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行に関する事項 

追加〔平成 20 年条例 61 号〕 

（定義） 

第 28 条 この章における用語の意義は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律（平成 18 年法律第 91 号。以下「法」という。）及び高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律施行令（平成 18 年政令第 379 号。以下「政令」という。）の例に

よる。 

追加〔平成 20 年条例 61 号〕 

（特別特定建築物に追加する特定建築物） 

第 29 条 法第 14 条第３項の規定により条例で定める特別特定建築物に追加する特定建築物は、

次に掲げるものとする。ただし、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 85 条第１項及

び第２項に規定する応急仮設建築物並びに同条第６項の許可を受けた建築物（次条各号に

おいて「仮設建築物」という。）並びに同法第 87 条の３第１項に規定する当該災害救助用

建築物、同条第２項に規定する当該公益的建築物及び同条第６項の許可を受けた建築物を

除く。 

(１) 学校（政令第５条第１号に掲げるものを除く。） 

(２) 共同住宅 

(３) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの（政令第５条第９号に

掲げるもの及び規則で定めるものを除く。） 

追加〔平成 20 年条例 61 号〕、一部改正〔令和４年条例 33 号・60 号〕 

（建築の規模） 

第 30 条 法第 14 条第３項の規定により条例で別に定める同条第１項の建築の規模（新築、増

築又は改築の場合の規模に限る。）は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

床面積（増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分の床面積。次条第

３号及び第 32 条第２項において同じ。）とする。 

(１) 政令第５条第１号、第２号、第４号、第６号、第８号から第 10 号まで及び第 12 号から

第 16 号までに掲げる特別特定建築物（仮設建築物を除く。）並びに前条第１号及び第３号

に掲げる特定建築物 合計 500 平方メートル 

(２) 政令第５条第３号、第５号、第７号及び第 11 号に掲げる特別特定建築物（仮設建築物

を除く。） 合計 1,000 平方メートル 

追加〔平成 20 年条例 61 号〕、一部改正〔令和７年条例 34 号〕 
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（建築物移動等円滑化基準に付加する事項） 

第 31 条 法第 14 条第３項の規定により条例で同条第１項に規定する建築物移動等円滑化基準

に付加する事項は、次に掲げるものとする。 

(１) 政令第 11 条各号列記以外の部分に規定する廊下等は、階段の上端に近接する部分

（同条第２号に規定するものを除く。）に、同号ただし書の場合を除き、点状ブロック

等を敷設すること。 

(２) 政令第 12 条各号列記以外の部分に規定する階段は、次に掲げるものであること。 

ア 段がある部分の上端に近接する踊場の部分（政令第 12 条第５号に規定するものを除

く。）には、同号ただし書の場合を除き、点状ブロック等を敷設すること。 

イ 主たる階段のうち１以上は、踊場に手すりを設け、かつ、回り階段でないこと。 

(３) 床面積が 1,000 平方メートル未満の便所設置階（政令第 14 条第１項の規定により便

所を設ける階をいう。）を有する建築物で、床面積の合計が 1,000 平方メートル未満の

ものは、同条第２項に規定する車椅子使用者用便房を１以上（男子用及び女子用の区別

があるときは、それぞれ１以上。以下この号において同じ。）設ける施設が同一敷地内

にある場合を除き、当該建築物に設ける便所のうち１以上に同項に規定する車椅子使用

者用便房を１以上設けなければならない。 

(４) 階数が４以上の共同住宅にあっては、政令第 19 条第１項第１号に規定する道等及び駐

車場から各住戸までの経路を同項に規定する移動等円滑化経路（以下「移動等円滑化経

路」という。）とすること。 

(５) 移動等円滑化経路は、次に掲げるものであること。 

ア 当該移動等円滑化経路を構成する出入口のうち、直接地上へ通ずる出入口の幅は、90 セ

ンチメートル以上とすること。 

イ 当該移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の幅は、140 センチメートル以上とするこ

と。 

追加〔平成 20 年条例 61 号〕、一部改正〔平成 21 年条例 68 号・令和７年 34 号〕 

（建築物移動等円滑化基準の適用除外） 

第 32 条 第 29 条各号に掲げる特定建築物のうち、幼稚園、保育所及び幼保連携型認定こども

園については、政令第 14 条第３項の規定は、適用しない。 

２ 第 30 条第１号に掲げる特別特定建築物及び特定建築物のうち、床面積が 1,000 平方メー

トル未満の特別特定建築物及び特定建築物の移動等円滑化経路（階と階との間の移動に係

る部分に限る。）については、政令第 19 条第２項第１号の規定は、適用しない。 

追加〔平成 20 年条例 61 号〕、一部改正〔平成 21 年条例 68 号・令和４年 60 号・７年 34

号〕 

（制限の緩和） 
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第 33 条 この章の規定は、この章の規定による場合と同等以上に特別特定建築物（第 29 条各

号に掲げる特定建築物を含む。以下この条において同じ。）の移動等円滑化が図られると

知事が認める場合又は特別特定建築物の利用の目的、敷地の状況等によりこの章の規定に

より難いと知事が認める場合においては、適用しない。 

追加〔平成 20 年条例 61 号〕 

第５章 雑則 

一部改正〔平成 20 年条例 61 号〕 

（適用除外） 

第 34 条 市町村が施設等の整備に関して障害者等の利用及び移動に配慮した街づくりの見地

から制定するバリアフリーの街づくりに関する条例の内容が、この条例の趣旨に則したも

のであり、かつ、この条例と同等以上の効果が期待できるものと知事が認めて公示したと

きは、第３章の規定は、当該市町村の区域における施設等の整備については、適用しない。 

２ 市町村が法第 14 条第３項の規定に基づいて制定する条例の内容が、前章の規定と同等以

上の効果が期待できるものと知事が認めて公示したときは、同章の規定は、当該市町村の

区域には、適用しない。 

３ 前２項の知事の認定は、神奈川県公報により行う。 

一部改正〔平成 20 年条例 61 号〕 

（特定道路及び特定公園施設の整備についての適用除外） 

第 35 条 第３章第１節の規定は、法第 10 条第１項の規定に基づく条例の規定の適用を受ける

特定道路（法第２条第９号に規定する特定道路をいう。）の整備については、適用しない。 

２ 第３章第１節（公園に関する整備基準に係る部分に限る。）の規定は、法第 13 条第１項

の規定に基づく条例の規定の適用を受ける特定公園施設（法第２条第 13 号に規定する特定

公園施設をいう。）の整備については、適用しない。 

追加〔平成 25 年条例 32 号〕 

（委任） 

第 36 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

一部改正〔平成 20 年条例 61 号・25 年 32 号〕 

附 則 

１ この条例は、平成８年４月１日から施行する。 

一部改正〔平成 20 年条例 40 号〕 

２ 知事は、平成 21 年 10 月１日から起算して５年を経過するごとに、この条例の施行の状況

について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

全部改正〔平成 20 年条例 61 号〕 

附 則（平成 20 年７月 22 日条例第 40 号） 
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この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 20 年 12 月 26 日条例第 61 号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 21 年 10 月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に工事中の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

（平成 18 年法律第 91 号）第２条第 17 号に規定する特別特定建築物（改正後の第 29 条各

号に掲げる同法第２条第 16 号に規定する特定建築物を含む。以下「特別特定建築物」とい

う。）の新築、増築若しくは改築又は修繕若しくは模様替については、改正後の第４章の

規定は、適用しない。 

３ この条例の施行の際現に存する特別特定建築物で、その用途が次の各号のいずれかに該当

するものについては、それぞれ当該各号に掲げる他の用途に変更する場合にあっては、改

正後の第４章の規定は、適用しない。 

(１) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成 18 年政令第 379

号）附則第４条第１号から第５号まで、第７号及び第８号に掲げる用途 

(２) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 

附 則（平成 21 年８月 25 日条例第 68 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 25 年１月 11 日条例第 32 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年５月 30 日条例第 33 号） 

この条例は、令和４年５月 31 日から施行する。 

附 則（令和４年 10 月 21 日条例第 60 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和７年３月 28 日条例第 34 号） 

この条例は、令和７年６月１日から施行する。 
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７．みどりの協定実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、自然環境保全条例（昭和４７年神奈川県条例第５２号）第２２条に規定する協定

を締結するについて必要な事項を定めるものとする。 

（協定の対象行為） 

第２条 協定の対象行為は、土地の区画形質の変更又は水面の埋立を伴う次の各号に掲げる行為及び建

築物の建築を伴う大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条に規定する行為であっ

て、当該行為に係る一団の土地の面積が１ヘクタール以上のものとする。  

（１） 公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条に規定する行為

（２） 採石法（昭和２５年法律第２９１号）第３３条に規定する行為

（３） 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１０条の２第１項に規定する行為

（４） 農地法（昭和２７年法律第２２９号）第４条第１項及び第５条第１項に規定する行為

（５） 自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第２０条第３項第１号から第１０号、第２１条第

３項第１号（第２０条第３項第１５号及び第１６号に掲げる行為は除く）から第２号及び第

３３条第１項に規定する行為

（６） 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（昭和４１年法律第１号）第７条第１項

及び第８条第１項に規定する行為

（７） 首都圏近郊緑地保全法（昭和４１年法律第１０１号）第７条第１項に規定する行為

（８） 砂利採取法（昭和４３年法律第７４号）第１６条に規定する行為

（９） 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条に規定する行為

（10） 都市計画法第２９条第１項第３号に規定する開発行為で、神奈川県土地利用調整条例（平成

８年神奈川県条例第１０号）第３条第１項に規定する行為

（11） 都市緑地法（昭和４８年法律第７２号）第８条第１項及び第１４条第１項に規定する行為

（12） 神奈川県立自然公園条例(昭和３４年神奈川県条例第６号)第１９条第１項第１号から第８号

及び第２１条第１項に規定する行為

（13） 土採取規制条例（昭和４７年神奈川県条例第１０号）第３条第１項に規定する行為

（14） 自然環境保全条例第８条及び第１４条第１項第１号から第７号に規定する行為

（15） 神奈川県土砂の適正処理に関する条例（平成１１年神奈川県条例第３号）第９条第１項に規

定する行為

（16） 県内市町村の風致地区条例において、許可を要する行為として規定する行為

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる行為については、協定の対象としない。 

（１）開発区域の全面積が農地の一時転用に係る行為 

（２）農地の造成を主たる目的とする行為であって、その全面積を農地として利用するもの及び全

面積または一部が農業振興地域整備計画に位置づけられたもの（３）専ら道路の建設を目的

とする行為  

255



 

（４）工場立地法（昭和３４年法律第２４号）第６条に規定する工場及び事業場の設置に係る開発

行為  

（５）市街化区域内における分譲を前提とした開発行為のうち、分譲後は区画ごとに所有権が移転

し、管理組合等の設立の予定または見込みがないもの 

（６）恒久的に設置されないイベント施設等で、使用期間終了後の施設等の取り壊しがあらかじめ

予定されているもの 

（７）その他、別表緑化基準による緑化指導が不適当な行為と知事が認めたもの 

（協定の締結）  

第３条 前条に規定する協定の対象行為（以下「開発行為」という。）をしようとする者（以下「開発

行為者」という。）は、当該開発行為に係る知事若しくは国の機関の許可等を受け、または当該開発

行為をするについて知事に届出をする際に知事と協定を締結するものとする。ただし、前条第１項

第１０号に規定する開発行為をしようとする者については、神奈川県土地利用調整条例第５条に基

づく開発計画を適当とする審査結果通知書の交付を受けた際に知事と協定を締結するものとする。 

２開発行為者は、協定の締結に際しあらかじめ知事と協議の上、別紙緑化基準に基づき当該開発行為

に係る区域（以下「協定区域」という。）の自然環境の維持及び回復その他自然環境の保全を旨と

した計画（以下「緑化計画」という。）を策定するものとする。  

  なお、協定区域は当該開発行為に係る許可または届出の区域と同一とし、開発行為者及び開発目的

を同一とする２箇所以上にわたる開発行為で、これらが近接し、法令がその開発行為を一団の土地

とみなすときは、法令の判断に従い、一括して協定の対象とする。  

３開発行為者は、前項の場合において、緑化計画に基づく緑化事業（以下「事業」という。）の実施

に関し開発行為者以外の権利者が存するときは、事業の実施等につきあらかじめ当該権利者から同

意を得るものとする。  

（小規模開発行為の協定締結）  

第３条の２ 第２条に規定する開発行為で、当該行為に係る一団の土地の面積が 1,000 平方メートル

以上１ヘクタール未満の開発行為をしようとする者が、本要綱のみどりの協定の締結を希望し、そ

の旨を知事に申し出た場合には、協定を締結できるものとする。  

（国、地方公共団体等が行う行為の特例）  

第４条 知事は、国、地方公共団体が開発行為又はこれに類する行為をしようとする場合は、当該行為

に係る緑化について第３条第２項の場合に準じ協議を求めることができるものとする。  

２ 知事は、公社、公団、その他公共団体に準ずる団体が開発行為又はこれに類する行為をしようとす

る場合は、協定の締結を求めることができるものとする。この場合において、協定の締結について

は第３条の規定を準用する。 

（履行の確保）  

第５条 協定を締結した開発行為者（以下、「協定締結者」という。）は、協定事項を誠実に履行しなけ

ればならない。  

２協定締結者は、緑化計画に基づく事業が完了したときは、知事にその旨を報告しなければならな

い。 
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３知事は、前項の完了報告が行われた時は、速やかに現地確認を行い、事業の完了を認めるときは、

その旨を協定締結者に通知するものとする。  

４知事は、前２項のほか、協定締結者に対して協定の履行に関し、必要な報告を求め、現地調査を行

うことができるものとする。 

５知事は、協定事項の履行の確保のため必要に応じて助言、指導等をすることができるものとする。 

６知事は、協定事項の履行の確保のため特に必要があると認めるときは、あらかじめ履行の確保のた

め必要な措置を求めることができるものとする。 

（協定違反に対する措置）  

第６条 知事は、協定締結者が協定事項に違反していると認めるときは、相当の期間を定め協定事項を

適正に履行すべき旨を申し入れることができる。 

（協定区域の表示）  

第７条 協定締結者は、協定区域内にこれを表示する標識を設置するものとする。 

（協定の有効期間）  

第８条 協定の有効期間は、協定締結の日から１０年とし、原則として更新するものとする。 

（緑化計画の変更）  

第９条 協定締結者は、緑化計画を変更しようとするときは、あらかじめ知事に協議しなければならな

い。ただし、軽微な変更の場合はこの限りではない。 

２ 前項の場合において、協定区域の変更を伴い、当該開発行為に係る知事等の許可等を改めて行うも

のについては、協定を再締結するものとする。 

（協定事項の継承） 

第 10 条 協定締結者は、協定事項の履行に係る土地の所有権その他の権利の得喪又は移転を行おうと

するときは、あらかじめ協定事項の継承について知事に届け出るものとする。なお、分譲を前提と

した開発行為のうち、分譲後は区画ごとに所有権が移転する案件において、管理組合等の設立が予

定されている場合はその設立後に管理組合等に協定を継承することとし、予定がない場合には協定

の締結時に分譲後の扱いを定めることとする。  

（市町村等との調整） 

第 11 条 知事は、市町村が本要綱と同様な協定制度あるいはこれに準じた制度を有し、この要綱が対

象とする行為について適用される場合は、当該市町村長と協議の上、当該制度の適用をもって本要

綱の適用にかえることができるものとする。  

２ 知事は、当分の間、第２条に規定する開発行為に係る許認可権限又は開発行為の届出を受理する権

限を市町村長が有する場合において、当該市町村長からの要請がある場合は、第３条第１項の規定

にかかわらず、当該市町村長の許可等の際に開発行為者と協定を締結できるものとする。  

（委  任）  

第 12 条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。 
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 附 則  

この要綱は、昭和５１年７月１日から施行する。 

 附 則 

１ この要綱は、平成元年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の日までに知事に緑化計画書の提出のあった開発行為に係る協定の取扱いについ

ては、なお従前の例によるものとする。  

 附 則 

１ この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の日までに知事に緑化計画書の提出のあった開発行為に係る協定の取扱いについ

ては、なお従前の例によるものとする。  

３ この要綱の施行の日までに締結された協定に係る第８条に規定する更新及び第９条に規定する協

議並びに再締結の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。 

 附 則  

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、現に締結されている協定については、改正後の規定に係わらず、当該協定

の有効期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。 

 附 則この要綱は、平成２３年７月１日から施行する。  

附 則 

１ この要綱は、平成３０年１０月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の日までに知事に緑化計画書の提出のあった開発行為に係る協定の取扱いについ

ては、なお従前の例によるものとする。  

３ この要綱の施行の際、現に締結されている協定については、改正後の規定に係わらず、当該協定

の有効期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。  
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みどりの協定実施要綱別紙 （第３条関係） 

緑 化 基 準第１章 共

通基準  

１ 開発行為者は、開発行為をしようとする区域面積に対して樹木等でおおわれた土地（以下「緑地」と

いう。）の面積の割合（以下「緑地率」という。）を市街化区域内（市街化調整区域が定められていな

い都市計画区域内で、用途地域を定めている区域を含む。以下、同じ。）では１５％以上、市街化区域

外では２０％以上確保するものとする。ただし、第２章行為別基準に定めのある開発行為にあって

は、この限りでない。  

２ 開発行為者は、緑化に関し法令等の定め若しくは許可等の条件が付されている開発行為については、

当該条件等と前項の基準とを双方充足する内容で緑地を確保するものとする。 

３ 開発行為者は、開発区域の自然環境の保全と緑化を図るため、次の点に留意しなければならない。  

（１） 共通留意事項

ア 現存する自然度の高い植生、弱い自然（斜面、尾根等）及び貴重な単独樹木及び草は、できる限

り保存又は移植し、これらを生かした造成、保護及び植栽計画を立てる。

イ 土地区画形質の変更に当たっては、地形・地質に順応して行い、切土及び盛土の量を最小限に

とどめ、表土は保存し緑地などに利用する。

ウ 開発により生ずる法面は、できる限り緩和した勾配とし、地形・地質に応じた方法及び植栽に適

した種類で樹木植栽、張芝、種子吹き付け等を行う。

エ 森林を一部伐開する場合は、林縁に保護植栽を行い、残置する森林の保全を図る。

オ 樹木等の選定に当たっては、多年生の植物に限るものとし、付表に示す地域に自生又は潜在する

種類及び野鳥の食餌樹木の植栽に努める。

カ 市街化区域外の樹木等の植栽に当たっては、将来高木、低木等が一体となった多層林となるよう

に努める。

キ 成木の植栽に当たっては、その周囲に苗木を植栽するよう努める。

ク 苗木による植栽は１㎡あたり１本以上を目安とし、育成後の維持管理を考慮した植栽計画とす

る。

ケ 開発区域内の主要な道路には、植樹帯を設け、その他の道路にもできる限り街路樹等による緑化

を図る。

コ 屋上緑化や壁面緑化、太陽光発電パネルの設置等を実施する場合は、近隣の日照の阻害や植栽施

設の転落等、周囲に悪影響を及ぼさないよう努める。また、屋上緑化や壁面緑化の灌水に十分配

慮する。

（２） 行為別留意事項

ア 事業所等の建設

敷地の周辺には、植樹による幅広いしゃ断緑地を造成するように努め、敷地の周辺に森林がある

場合は、これを保全する。  
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イ 学校施設の建設 （ア）敷地の周辺及び校舎と屋外運動場との間には、教育環境保全の機能を発

揮するよう樹林帯を効果的に配置する。

（イ） 屋外運動場は、できる限り芝等により緑化に努める。

ウ 土石の採取

（ア） 開発区域の周辺には、隣接地から５m（道路、河川等に面した前山の場合は、１0ｍ）以

上を保全緑地として確保する。  

（イ） 法面は、原則として植樹、植草、種子吹き付け等により全面緑化し、小段は植樹により

緑化を図る。この場合、法面が岩石等で樹木等による植栽が不可能な場合は、ツタ等による緑

化を図る。  

第２章 行為別基準 

１ 住宅地の造成  

（１） 公共的な緑地（街路樹、既存又は造成緑地、斜面緑地その他これらに類するものを含む。）は、都

市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号）第２５条に規定する公園、緑地又は広場の確保基準で

整備された緑地等に加え、次の基準により上乗せで緑地を確保する。  

ア 市街化区域内

建 築 物 
宅 地 及 び 戸 建  

（分譲を前提とした開発行為を除く） 

中高層共同住宅  

（概ね３階以上） 

規模別開発

区域面積 

ｈa  

以上  未満 

1～3  

3～5 5～10 10～20 20～ 1～3 3～5 5～ 

緑  地  率 ２%以上  ３ ４ ５  ６ ６ ９ 12 

イ 市街化区域外

建 築 物 宅地、戸建及び中高層共同住宅（概ね３階以上） 

規模別開発区

域面積 

ｈa  

以上 未満 

1～5  

5～10 10～20  20～50 50～ 

緑 地 率 20％以上 25  30 35  40 

（２） 開発行為者は、都市緑地法（昭和４８年法律第７２号）第４５条第１項に規定する緑地協定を締

結するよう努める。 

２ ゴルフ場の造成（ゴルフ練習場及びゴルフ場に類する施設を除く。） 

開発区域面積の４０％以上を樹林地として確保する。この場合、開発区域の周辺及びコース間におお

むね２０ｍ以上の樹林帯を配置する。  

第３章 緑地の面積の算定方法  

１ 「緑地」における樹木については、「既存樹木」、「植栽樹木」又は「芝等」に区分する。 
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２ 「緑地」の面積は、専ら緑化のため土地利用上区画された土地ごとに算定する。   ただし、以下のも

のについては、他の土地利用がなされる場合であっても緑地の面積として算定できることとする。  

（１）市街化区域内の学校施設における屋外運動場の芝等  

（２）市街化区域内の大規模小売店舗立地法第５条に規定する小売店舗の建設に伴って設置される駐車場

及び駐輪場の表面に植栽される芝等  

３ 既存樹木の場合  

（１） 独立している樹木の場合は、緑化のために土地利用上区画された土地の面積を超えない範囲で、

樹冠の投影面積を「緑地」の面積とする。  

（２） 複数の樹木が接しているか又は一団の樹林地を形成している場合は、外側にある各樹木の樹冠を

直線で結んだ線によって囲まれた面積を「緑地」の面積とする。ただし、この場合も、その面積が緑

化のため土地利用上区画された土地の面積を上回る場合には、当該土地利用上区画された土地の面積

を 

「緑地」の面積とする。  

４ 植栽樹木の場合  

（１）植栽樹木（付表に掲げる樹木又はこれに類するもの）の場合も、既存樹木の場合と同様に、緑化の

ために土地利用上区画された土地の面積を超えない範囲で、樹冠の投影面積を「緑地」の面積とする。  

   なお、植栽樹木の樹冠の投影面積は次の定めにより算定し、「緑地」の面積とする。この場合、  

１０㎡以上の樹冠の投影面積をもつ植栽樹木については、当該樹冠の投影面積を「緑地」の面積とす

る。  

区  分  植栽時の規格  緑地算定の面積  

高  木  

生育したときの樹高が 

10m 以上の樹木  

樹高 3m 以上樹高 1.5m

以上 3m 未満樹高 0.5m

以上 1.5 未満  

10 ㎡（半径 1.8m の円で囲まれた面積）  

 5 ㎡（半径 1.25m の円で囲まれた面積）  

 3 ㎡（半径 1.0m の円で囲まれた面積）  

中  木  

生育したときの樹高が 

５m以上 10m 未満の樹

木 

樹高 0.5m 以上   3 ㎡（ 同         上         ）  

苗  木  

高木または中木の苗木 

樹高 0.5m 未満  

（高木又は中木となるもの

に限る）  

１㎡（半径 0.6ｍの円で囲まれた面積）  

低  木  

生育したときの樹高が 

５m未満の樹木  

  表面をおおった面積  

（１本あたり 0.25 ㎡を標準とする）  

備考：樹木の区分の目安は、付表による。  
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樹種が高木であっても、生垣等のように低く刈り込む場合には、中木または低木の扱いとす

る。（２）樹冠が接して植栽されている場合は、外側にある各樹木の樹冠を直線で結んだ線によ

って囲まれた面積を、緑化のために土地利用上区画された土地の面積を超えない範囲で、「緑

地」の面積とする。  

（３）街路樹による道路の緑化の場合は、樹冠の投影面積を「緑地」の面積とする。  

   なお、歩行用通路または歩行用広場（オープンスペース等）に配置された独立樹木（ツリーサークル）

についても、街路樹と見なすことができる。  

（４）森林法の植栽基準により森林の復元を行う場合は、その全面積を「緑地」の面積とする。  

５ 芝等の場合  

芝等で表面がおおうよう緑化を行う場合は、市街化区域内においてはその土地利用上区画された土地

の面積の５割を、市街化区域外においてはその２割を、「緑地」の面積とする。  

なお、芝等の中に樹木がある場合は、その重複部分を算定できることとするが、この場合も緑化のた

めに土地利用上区画された土地の面積を超えない範囲で「緑地」の面積とすることができる。  

６ 屋上緑化、壁面、太陽光発電パネルを「緑地」の面積に算定できる場合  

市街化区域内において、上記算定方法による地表面における「緑地」の面積の確保が困難であると知

事が認める場合には、以下の基準に従い、建築物の屋上又は壁面等に植栽する面積及び太陽光発電パネ

ル設置面積を合計し、全体の緑地面積の２分の１を超えない範囲で「緑地」の面積に算入することがで

きる。ただし、住宅地を造成する場合を除く。  

ア 屋上等に植栽する場合  

樹木を植栽する植栽基盤面積を緑地の面積とする。また、芝等で表面をおおう場合は、当該植栽

基盤面積の水平投影面積の５割を緑地として算定し、緑地部分が上下に重複する場合は、その重複

部分は除くこととする。なお、植栽基盤にプランターを使用する場合は、その容量は 100 リットル

以上とする。  

イ 壁面に植栽する場合（図１、２参照）  

植栽しようとする部分（植物が生育するための資材又は植物で覆われている部分）の建築物の壁

面に対する鉛直投影面積（水平面に対して垂直な面に投影した面積）を緑地の面積とする。フェン

ス・塀・よう壁等に植栽する場合も、その緑化施設（緑化補助資材）の鉛直投影面積を緑地の面積

とする。ただし、緑地部分が重複する場合は、その重複部分は除くこととする。  

なお、ツル性植物における植栽基盤の幅と植栽間隔は 0.3ｍを目安とする。  

ウ 太陽光発電パネルを屋上・壁面に設置する場合  

太陽光発電パネルを屋上に設置する場合は、その太陽光発電パネルの水平投影面積の５割を緑地

の面積に算入することができる。ただし、緑地部分と上下に重複する場合は、その重複部分は除く

こととする。  

また、壁面に設置する場合は、設置しようとする部分の建築物の壁面に対する鉛直投影面積の５

割を緑地の面積に算入することができる。ただし、緑地部分と重複する場合は、その重複部分は除

くこととする。  
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図１  
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８． 市街化調整区域における産業廃棄物の処理施設等の設置に係る取扱指針 

（平成11年5月1日施行） 

（最終改正令和5年5月31日） 

第１ 目的 

最終処分場のひっ迫、海洋投入処分の禁止、県外自治体の搬入規制の強化等から産業廃

棄物の減量化、再資源化を一層促進させるための適正な処理施設等の設置を誘導する必要

があるが、都市化の進展によりそのすべてを工業専用地域、工業地域等の市街化区域内で

設置することが困難である。 

そこで、現行法規制の枠内で指導指針に沿った適切な処理施設等を市街化調整区域に設

置する場合及び現に市街化調整区域に存する処理施設等（以下「既存処理施設等」という。）

に管理棟の設置を指導する場合の取扱指針を定める。 
 

第２ 用語の定義 

本指針において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

１ 処理施設等 処分業の用に供する産業廃棄物の処理施設又は収集運搬業の用に供する

産業廃棄物の積替・保管施設をいう。ただし、特別管理産業廃棄物に係るものを除く。 

２ 令７条施設等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第７条に規定する施設及び

都市計画法に規定する第一種特定工作物のうちクラッシャープラント（コンクリート、

アスファルトコンクリート、硫黄、金属、ガラス、煉瓦、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕

で原動機を使用するもの）をいう。 

３ 指導指針 「産業廃棄物中間処理指導指針」及び「産業廃棄物及び特別管理産業廃棄

物の積替・保管施設に係る指導指針」をいう。 
 

第３ 適用の範囲 

本指針は、令７条施設等を除く産業廃棄物の処理施設等を市街化調整区域に設置する

場合及び既存処理施設等に管理棟を設置する場合に適用する。 
 

第４ 市街化調整区域に設置する処理施設等 

市街化調整区域において設置が認められる処理施設等は、指導指針に沿って適切に設

置される施設とし、次の範囲に限定する。 

なお、産業廃棄物を適正に処理するために管理棟以外の建屋を必要とする場合には、

市街化調整区域において設置できないものである。 

 

 施 設 の 種 類 

中間処理施設 
安定型産業廃棄物の中間処理施設 

建設系廃棄物の中間処理施設 

積替・保管施設 

安定型産業廃棄物の積替・保管施設 

建設系廃棄物の積替・保管施設 

密閉できる容器、貯槽に保管されている廃棄物の積替・保管施設 
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第５ 場所の選定 

１ 処理施設等の設置に当たっては、原則として、住宅、学校、病院その他これに類する

施設から次に定める以上の距離が確保できる場所を選定する。ただし、生活環境保全

上明らかに周辺環境に影響を及ぼさないと認められる場合は、この限りでない。 

(1) 中間処理施設 100ｍ 

(2) 積替・保管施設 50ｍ 

２ 市町村の土地利用計画に支障のない地域であること。 

３ 「神奈川県土地利用調整条例審査指針」、「１ha 未満の開発行為に関する指導基準」

に適合すること。 
 

第６ 事業敷地の規模 

事業敷地の面積は、原則として、1,000 ㎡以上であること。 
 

第７ 処理施設等の設置に関する手続 

本取扱指針に沿って処理施設等を設置する場合の手続は、本取扱指針に定める場合以

外は、「産業廃棄物処理業許可等事務処理要綱」及び「産業廃棄物処理業許可等事務処

理取扱要領」による。 
 

第８ 市町村長協議 

市町村長との協議は、産業廃棄物処理業許可等事務処理要綱第９条に基づいて、所長

（各地域県政総合センター所長）が行うこととするが、同要綱で協議の定めのない積替・

保管施設の新設又は取得を伴う場合の新規及び変更許可並びに既存処理施設等に管理棟

を設置する場合にあっても、同要綱第９条に準じて協議を行うこととする。なお、所長

は、市町村長との協議が終了したと認めるときは、同要綱に規定する事前調整の終了を

事業計画者に通知するものとする。 
 

第９ 管理棟について 

１ 管理棟の規模は、必要最小限とすること。 

２ 管理棟は、処理施設等の敷地内に設置すること。 

３ 管理棟の敷地は、処理施設等への進入道路に接する位置など施設等の管理に適する位

置に配置すること。 

４ 処理施設等の敷地内での管理棟の敷地は、明確に区分して、その用途は、管理棟の用

途以外には使用しないこと。 
 

第10 既存処理施設等の敷地内に管理棟を設置する場合の手続 

１ 現に市街化調整区域に存する処理施設等の敷地内に管理棟を設置しようとする場合

には、許可の更新の際に、指導指針に適合するよう指導するとともに、第８に基づき、

市町村長と協議する。 

なお、この場合、更新許可申請書の添付書類として、産業廃棄物処理業許可等事務

処理取扱要領で定める事業予定計画書付属資料を、必要に応じて添付させるものとす

る。 
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２ 更新許可申請以前に管理棟を設置しようとする場合の手続は、次によるものとする。 

(1) 所長は、既存処理施設等敷地内における管理棟設置に係る事前調整書（様式１）

の提出を指導する。 

(2) 前記の事前調整書の提出を受けた所長は、その内容が指導指針に適合しているこ

とを確認の上で、第８に基づき市町村長と協議する。 

(3) 所長は、審査の結果、指導指針に適合していることを確認し、市町村の土地利用

計画にも支障がないと認めた場合は、既存処理施設等敷地内における管理棟設置に

係る事前調整終了通知書（様式２）を管理棟設置計画者に交付するものとする。 
 

第11 関係機関との連絡調整 

所長は、処理施設等の設置相談及び既存処理施設等敷地内での管理棟の設置相談があ

った場合には、関係他法令に留意し、設置場所を所管する市町村及び県関係部局との連

絡調整を図ること。 
 

第12 その他 

本指針に特に定めがない事項は、知事と所長が別途協議するものとする。 

 

附 則(略) 

様式１の１処分用(略) 

様式１の２収集運搬用(略) 

様式２(略) 
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９．事務処理の特例に関する条例  抜粋 

平成 11年 12月 24日条例第 41号 

最終改正令和6年 12月 24 日条例第 83号 

（目的） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 252条の 17の２第１項の規定に基づき、知

事の権限に属する事務の一部を市町村が処理することとすることに関し必要な事項を定め、もって市町

村が処理する事務の範囲等の拡大を図ることを目的とする。 

（市町村との調整） 

第２条 県は、知事の権限に属する事務について調査及び検討し、市町村が処理することが適当と認めら

れる場合には、その事務をできる限り市町村が処理することとするよう市町村との調整に努めるものと

する。 

２ 市町村の長から県に対し、当該市町村が処理することとするよう要請があった知事の権限に属する事

務についても、前項と同様とする。 

（市町村が処理する事務の範囲等） 

第３条 別表の左欄に掲げる事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる市町村が処理することとする。 

附 則 

１ この条例は、平成 12年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際別表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則（以下「法令等」

という。）の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の

日（以下「施行日」という。）前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行

日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、

施行日以後における法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の

長に対してなされた申請その他の行為とみなす。 

（以下略） 

別表（第３条関係） （抜粋） 

134 租税特別措置法（昭和 32年法律第26号。以下この項において「法」という。）

及び法の施行のための規則に基づく次の事務 

横浜市（左欄(９)及

び(10)並びに(11)に

掲げる事務のうち法

第28条の４第３項第

６号、法第 31条の２

第２項第 15号ニ、法

第62条の３第４項第

15号ニ、法第 63条第

(１) 法第 28条の４第３項第５号イの規定により、宅地の造成が優良な宅地の供

給に寄与するものであることについて認定すること。 

(２) 法第 28条の４第３項第６号の規定により、住宅の新築が優良な住宅の供給

に寄与するものであることについて認定すること。 

(３) 法第 31条の２第２項第 14号ハの規定により、宅地の造成が優良な宅地の供

給に寄与するものであることについて認定すること。 
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(４) 法第 31条の２第２項第 15号ニの規定により、住宅の新築が優良な住宅の供

給に寄与するものであることについて認定すること。 

３項第６号、法第 68

条の69第３項第５号

イ及び同項第６号の

規定に係るものを除

く。）、川崎市、相

模原市、横須賀市、

平塚市、鎌倉市、藤

沢市、小田原市、茅

ケ崎市、秦野市、厚

木市及び大和市（横

浜市、川崎市及び相

模原市以外の市にあ

っては、土地区画整

理法の規定による土

地区画整理事業に係

る宅地の造成に係る

ものを除く。） 

(５) 法第 62条の３第４項第 14号ハの規定により、宅地の造成が優良な宅地の供

給に寄与するものであることについて認定すること。 

(６) 法第 62条の３第４項第 15号ニの規定により、住宅の新築が優良な住宅の供

給に寄与するものであることについて認定すること。 

(７) 法第 63条第３項第５号イの規定により、宅地の造成が優良な宅地の供給に

寄与するものであることについて認定すること。 

(８) 法第 63条第３項第６号の規定により、住宅の新築が優良な住宅の供給に寄

与するものであることについて認定すること。 

（９）(１)から（８）までに掲げるもののほか法の施行に係る事務のうち、規則に

基づく事務で別に規則で定めるもの 

135 の３ 宅地造成及び特定盛土等規制法（以下この項において「法」という。）及

び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則（以下この項において「省令」という。）

並びに法及び省令の施行のための規則に基づく次の事務 

(１) 法及び省令の規定により、知事に提出する書類を受理し、及び知事に送付す

ること。 

(２) (１)に掲げるもののほか法及び省令の施行に係る事務のうち、規則に基づき

知事に提出する書類を受理し、及び知事に送付する事務で別に規則で定めるもの 

茅ケ崎市、逗子市、

三浦市、座間市、南

足柄市、葉山町、大

磯町、二宮町、中井

町、大井町、松田町、

山北町、開成町、箱

根町、真鶴町及び湯

河原町 

152 都市計画法施行法（昭和 43年法律第 101号）第７条の規定に基づく旧住宅地造

成事業に関する法律（昭和 39年法律第160号。以下この項において「法」という。）

及び法の施行のための規則に基づく次の事務 

(１) 法第 10条第１項の規定により、事業計画等の変更を認可すること。 

(２) 法第 11条第２項の規定により、地位の承継の届出を受理すること。 

(３) 法第 12条第１項の規定により、工事完了の届出を受理すること。 

(４) 法第 12条第２項の規定により、同条第１項の規定による届出のあった工事を

検査し、及び検査済証を交付すること。 

(５) 法第 12条第３項の規定により、工事が完了した旨を公告すること。 

(６) 法第 13条第１号の規定により、住宅地造成事業施行地区内における建築物の

茅ケ崎市 
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建築を認めること。 

(７) 法第 16条の規定により、住宅地造成事業の廃止の届出を受理すること。

(８) 法第 17条の規定により、工事の停止を命じ、及び必要な措置をとることを命

ずること。 

(９) 法第 18条第１項の規定により、土地に立ち入り、当該土地又は当該土地にお

いて行われている工事の状況を検査すること。 

(10) 法第 19条の規定により、報告又は資料の提出を求め、及び必要な勧告をする

こと。 

(11) (１)から(10)までに掲げるもののほか法の施行に係る事務のうち、規則に基

づく事務で別に規則で定めるもの 
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１０. 用途地域による建築制限の概要

※ 店舗等における制限

①

②

③

④

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

× ① ② ③ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ④

× × ② ③ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ④ ※

× × × ③ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ④

× × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ④

× × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ④

× × × × × × × ○ ○ ○ × ×

× × × ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × × ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × × ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × × × ▲ ○ ○ ○ ○ ○ × × ▲ 3,000㎡以下

× × × × ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ▲ 3,000㎡以下

× × × × × ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ 10,000㎡以下

× × × × × ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ × ▲ 10,000㎡以下

× × × × × × ▲ ○ ○ ○ × × ▲ 客室200㎡未満

× × × × × × × × ○ ▲ × × ▲ 個室付浴場を除く

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

× × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 600㎡以下

× × × × ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 3000㎡以下

× × ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 300㎡以下 2階以下

① 600㎡以下 1階以下

② 3,000㎡以下 2階以下

③ 2階以下

× × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × × × ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 3,000㎡以下

▲ ２階以下

× × × × ① ① ① ② ② ○ ○ ○

× × × × × × × ② ② ○ ○ ○

× × × × × × × × × ○ ○ ○ ① 50㎡以下

② 150㎡以下

③ 300㎡以下

× × × × ① ① ② ③ ③ ○ ○ ○

量が非常に少ない施設 × × × ① ② ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

量が少ない施設 × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ① 1,500㎡以下 2階以下

量がやや多い施設 × × × × × × × × × ○ ○ ○ ② 3,000㎡以下

量が多い施設 × × × × × × × × × × ○ ○

※）本表は、建築基準法別表第２の概要であり、全ての制限について掲載したものではありません。詳しくは、建築基準法をご覧ください。

店舗等における制限は、上
記備考欄による

第

二

種

住

居

地

域
物品販売店、飲食店を除く

準

住

居

地

域

近

隣

商

業

地

域

商

業

地

域

準

工

業

地

域

工

業

地

域

工

業

専

用

地

域

備考

○ ○

　用途地域内の建築物の用途制限

○：建てられる用途
×：建てられない用途
①②③▲：面積、階数等の制限あり

第

一

種

低

層

住

居

専

用

地

域

第

二

種

低

層

住

居

専

用

地

域

第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域

第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域

第

一

種

住

居

地

域

神社、寺院、教会等

巡査派出所、一定規模以下の郵便局等

× ×

○ ○ ○ ○

×× × ○

※１団地の敷地内について別に制限あり

① ① ② ② ③ ③

危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させる恐れが
ある工場

× × ×

老人福祉センター、児童厚生施設等

建築物付属自動車車庫
①②③については、建築物の延べ面積の２分の１以下
かつ備考欄に記載の制限

単独車庫（付車庫を除く）

事務所等の床面積が、150㎡を超え500㎡以下

事務所等の床面積が、150㎡以下

畜舎（15㎡を超えるもの）

危険性や環境を悪化させる恐れが非常に少ない工場

▲ ▲

○

×

2階以下

店
舗
等

事
務
所

遊
技
施
設
・

風
俗
施
設

公
共
施
設
・

病
院
・
学
校
等

ホテル、旅館

事務所等の床面積が、500㎡を超え1,500㎡以下

ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、
バッティング練習場等

▲

パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具
屋、自転車店等で、作業場の面積が50㎡以下

都市計画区域内においては、原則、都市計画決定が必要

危険性や環境を悪化させる恐れが少ない工場

危険性や環境を悪化させる恐れがやや多い工場

自動車修理工場

○

火薬、石油類、ガス
などの危険物の貯
蔵・処理の量

× ×

店舗等の床面積が、1,500㎡を超え3,000㎡以下

店舗等の床面積が、500㎡を超え1,500㎡以下

店舗等の床面積が、150㎡を超え500㎡以下

店舗等の床面積が、150㎡以下

劇場、映画館、演芸場、観覧場

麻雀屋、ぱちんこ屋、射的場、馬券・車券発売所等

事務所等の床面積が、3,000㎡を超えるもの

事務所等の床面積が、1,500㎡を超え3,000㎡以下

店舗等の床面積が、3,000㎡を超え10,000㎡以下

店舗等の床面積が、10,000㎡を超えるもの

兼用住宅で、非住宅部分の床面積が50㎡以下かつ建築物の延
べ面積の2分の１未満のもの

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿

幼稚園、小学校、中学校、高等学校

工
場
・
倉
庫
等

卸売市場、火葬場、と蓄場、汚物処理場、ごみ焼却場等

非住宅部分の用途制限あり

公衆浴場、診療所、保育所等

病院

キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等

老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等

日用品販売店舗、喫茶店、理髪
店及び建具等のサービス業店舗
のみ。２階以下

①に加えて、物品販売店舗、飲
食店、損保代理店・銀行の支
店、宅地建物取引業等のサービ
ス業用店舗のみ。2階以下

2階以下

▲ ○ ○ ○ ○ ○
原動機の制限あり

原動機の制限あり

カラオケボックス等

作業場の面積

○ ○

図書館等

大学、高等専門学校、専修学校等

倉庫業倉庫

自動車教習所
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